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 第１期中期目標期間から第２期へ  

 

独立行政法人としてスタート 

平成１５年１０月に独立行政法人として発足以来、科学技術振興機構（以下、「機

構」という。）は、「我が国の科学技術基本計画の中核的実施機関として、科学技術創

造立国の実現」を目指すことを目標に掲げ業務に取り組んできた。この間、機構は、

内外の科学技術を取り巻く状況の変化の中で、理事長の強力なリーダーシップの下、

独立行政法人として与えられた裁量を最大限に活用し、最大の成果を生み出すべく、

特殊法人時代からの組織・体制、業務内容、業務運営の方法を大胆に見直し、独立

行政法人としての活動の基盤を築いてきた。 

また同時に、研究開発戦略センターによる機構の研究開発戦略機能の強化、国の

様々な政策ニーズを踏まえた新規事業の展開、独立行政法人の利点を活かした柔

軟かつ機動的な制度変更による研究環境等の改善等に意欲的に取り組んできた。こ

のような取組の中には、長年の懸案であった文献情報提供事業について、事業の抜

本的見直しと合理化を進め、安定的に事業が展開できる見通しをうるに至ったものも

含まれる。 

個別事業に係る第１期目標期間の取組とその成果は中期目標及び中期計画に沿

って後述するとして、この間の機構を取り巻く状況の劇的変化に照らし、機構としてい

かなる方針で業務運営にあたってきたのかを以下に述べることとする。 

 

知財を巡る状況の変化と国立大学の法人化の中で 

産業活力再生特別措置法第３０条（日本版バイドール条項）により、 国等の委託

による研究開発の成果である知的財産権を受託者に帰属させることができることとな

った。これに伴い、機構においても平成１５年度から徐々に研究開発の結果生み出さ

れた特許等の知的財産権の取り扱いについて大きく方針を変更し、原則研究者の所

属する研究機関に帰属させることとした。この結果、機構の特許出願件数は大幅に

減少した。 

また平成１５年に文部科学省の大学知的財産本部整備事業により全国４３の大学

等に知的財産本部が整備され、さらに平成１６年４月の国立大学の法人化に併せ、

大学における特許等の知的財産権が、従来の国又は個人帰属から原則機関帰属に

転換されることにより、各国公私立大学等において知的財産の創出・取得・管理・活

用を戦略的にマネジメントできる体制を整備することとなり、これを国として支援するこ

とが求められる状況となった。従来機構は、大学等の研究成果を企業に技術移転し、

あるいは、優れた特許については機構自ら特許を取得し実用化を図ることがその重

要な業務の一つであったが、このような状況の変化は、機構と大学等との関係にも大

きな変化をもたらすこととなり、機構の役割は、大学の知的財産マネジメントの支援に

 - 1 - 
- 1 -



 

重点がシフトした。このことは様々な事業の再編、運営の見直しのみならず、職員の

意識にも大きな変革をもたらすこととなった。 

 

競争的研究環境の導入と機構のマネジメント 

競争的研究資金の倍増と運用制度の改革は、第２期科学技術基本計画における

科学技術システム改革の重要な柱であり、機構もこのような政策の流れの中で、平

成１７年度には多くの研究開発プログラムについて競争的資金化をはかり、以後プロ

グラムディレクター、プログラムオフィサー制度の導入等の制度改革を大胆に進めて

きており、我が国の競争的研究環境の実現に大きく寄与してきている。プログラムデ

ィレクター及びプログラムオフィサーの導入とそのマネジメント機構への組み込みを積

極的に行い、わが国の独自のプログラムオフィサー制度を志向する立場から「ＰＯ資

格認定制度」を設立し、また、「ＰＯセミナー」を開催し、各省の競争的資金関係機関

にも参加を呼びかけてきた。 

この結果、従来、機構が直接研究開発費を執行し課題をマネジメントしてきたプロ

グラムについても、研究機関への間接経費の措置等を進めてきているが、このような

状況の下であっても、機構の経験と能力を活かし、いかに効果的に課題をマネジメン

トし事業目標を達成していくかが、引き続き機構に課せられた使命であると認識して

いる。また、この間研究開発費の不適正使用問題などがクローズアップされ、その原

因としての「競争的資金の一部研究者への集中」等が問題視された。この問題対処

のため、「プログラム調整室」を設置し、個々の受給研究者について、他の予算との

重複をモニターすることを開始した。 

 

イノベーションを指向した事業の加速 

第３期科学技術基本計画（平成１８年３月閣議決定）では、イノベーションの創出に

よって、科学技術の成果を国民経済社会へ還元することが謳われているが、もとより

機構は大学等の公的研究機関から生み出された研究成果の社会還元に向けて様々

な取組を行ってきたところである。 

特に、研究において目利き評価制度を取り入れるとともに、シーズの顕在化と顕在

化されたシーズの育成を産業界の視点を軸に産学共同で推進する取組を開始した。

また、機構が長年にわたり取り組んでいる地域事業においても、17 年度からは、様々

な機関が全国に配置するコーディネータが発掘したシーズの実用化を促進する「シー

ズ発掘試験」の創設も含めて事業の再編成を行い、研究成果活用プラザ、同サテラ

イトを拠点としてシーズの発掘から実用化までのタイムリーかつシームレスな支援を

推進した。 

さらに、イノベーションを基軸とする機構の第２期中期目標期間での取組に向けて、

イノベーション創出に向けた研究開発活動・知財活動を支える観点からの文献情報と
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特許情報の統合検索の実現、各国との政策協定に基づいて行われる国際科学技術

交流における戦略性の強化を強力に進めた。 

 

国民社会、国際社会との関わり 

昨今、国民の科学技術への期待の高まりと同時に、その成果の社会還元、研究費

の使い方についての国民の関心が高まるとともに、成果の社会への実装の場面での

多様な関与者の参画も今後の重要な課題として認識されてきている。また、青少年の

理数学習への関心の涵養や広く国民の科学技術に対するリテラシーの向上が、今後

の科学技術のみならず国民経済・社会の発展にも不可欠なものとなっている。 

このような科学技術と国民社会との関わりの深まりの中で、まずはインターネット等

最新の情報技術を駆使して、機構の事業・成果の内外への情報発信に意欲的に取り

組んだ。特に一般の国内向けを意図した「サイエンスポータルサイト」の立ち上げを行

った。さらに、多様な関与者のネットワークの構築等を目指した社会技術研究開発事

業の抜本的な見直し、理解増進事業の体系的再編と理数学習支援の新たな取組等

を開始するとともに、研究費の適正かつ効果的な執行についての取組の強化を進め

た。さらに、日本科学未来館の設立期５年間のイメージ確立を図ってきたところである

が、８００人を超すボランティアの協力を得て来館者数が毎年増加し、また、重要科学

技術戦略項目に関わる未来イメージの展示を実現してきた。 

また、独立行政法人への移行に伴い、国際研究交流業務を再編し戦略的国際科

学技術協力推進事業を発足させるとともに、平成１８年度には「中国総合研究センタ

ー」を設けるなど、研究開発や経済社会活動の国際化に対応しわが国の科学技術活

動の国際化、国際展開に必要な環境整備を進めた。 
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独立行政法人科学技術振興機構の概要 

 
1. 業務内容 

 
独立行政法人科学技術振興機構（以下「機構」という。）は、「新技術の創出に資することとな

る科学技術（人文科学のみに係るものを除く。）に関する基礎研究、基盤的研究開発、新技術の

企業化開発等の業務及び我が国における科学技術情報に関する中枢的機関としての科学技術情

報の流通に関する業務その他の科学技術の振興のための基盤の整備に関する業務を総合的に行

うことにより、科学技術の振興を図ることを目的」（機構法第 4 条）としている。特に、 

・ 技術シーズの創出を目指した、基礎研究から企業化までの一貫した研究開発の推進 

・ 科学技術情報の流通促進等、科学技術の振興基盤の整備 

を総合的に行い、わが国の科学技術の振興を図ることを使命とする。 
  
2. 主な事務所の所在地及び所属部署（平成 19 年 3 月 31 日現在）  

 
・ 本部 

〒332-0012 埼玉県川口市本町 4-1-8 川口センタービル 
・ 東京本部 

〒102-8666 東京都千代田区四番町 5－3 サイエンスプラザ 
・ 東京本部別館 

〒102-0084 東京都千代田区二番町 3 麹町スクエア 
・ 社会技術研究開発センター 

〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-1-2 りそな・マルハビル 18F 
・ 科学技術連携施策群支援業務室 

〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-2-2 富国生命ビル 23Ｆ 
  ・ キーテクノロジー研究開発業務室 
     〒100-0011 東京都千代田区九段北 4-1-7 九段センタービル 6F 

・ 原子力業務室 
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-1-1 パレスビル 9F 

・ 日本科学未来館 
〒135-0064 東京都江東区青海 2-41 

 
 この他、海外事務所（パリ、ブリュッセル（平成 18 年 12 月末に閉鎖）、マレーシア、

北京、ワシントン）、研究成果活用プラザ（北海道、宮城、石川、東海、京都、大阪、広

島、福岡）、ＪＳＴサテライト（岩手、新潟、茨城、静岡、滋賀、徳島、高知、宮崎）情

報提供部支所（中部、西日本）、がある。 
  
 
3. 資本金：1934 億 8165 万 237 円（平成 19 年 3 月 31 日現在） 
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4. 役 員 
・ 定員： 長である理事長及び監事 2 人を置く。また、役員として理事 4 人以内を置

くことができる。（機構法第 10 条） 
・ 任期： 理事長の任期は 4 年とし、理事及び監事の任期は 2 年とする（機構法第 12

条）。と定められている。 
  
5. 職 員： 471 人（平成 19 年 3 月 31 日現在） 
  
6. 基本法令 

 
  (1) 独立行政法人通則法（平成11年7月16日 法律第103号） 

  (2) 独立行政法人科学技術振興機構法（平成 14 年 12 月 13 日 法律第 158 号） 

  (3) 独立行政法人科学技術振興機構法施行令（平成15年9月25日 政令第439号） 

  (4) 独立行政法人科学技術振興機構に関する省令（平成15年10月1日 文部科学省令第47号） 

  (5) 独立行政法人科学技術振興機構の計算証明に関する指定 

（平成 16 年 3 月 29 日 16 検第 221 号） 
  
7. 主務大臣：  文部科学大臣 
  
8. 沿 革 

 
- 1957 年（昭和 32 年）8 月： 内外の科学技術情報を迅速、的確に提供することを目的と

して東京都千代田区に日本科学技術情報センターを設立。 

- 1961 年（昭和 36 年）7 月： 国内の優れた研究成果を効率的に開発し、その成果を普及

することを目的として東京都港区に新技術開発事業団を設立。 

- 1981 年（昭和 56 年）4 月： 日本科学技術情報センターで、科学技術情報に関する我が国

で最初の公衆回線による漢字オンライン情報検索システムのサービスを開始。 

- 1981 年（昭和 56 年）10 月： 新技術開発事業団に基礎的研究事業（創造科学技術推進

事業）を業務に追加。 

- 1989 年（平成元年）10 月： 国際研究交流促進事業に着手したことに伴い、法人名称を

新技術開発事業団から新技術事業団へ変更。 

- 1996 年（平成 8 年）10 月： 科学技術振興事業団法の施行により、日本科学技術情報セ

ンターと新技術事業団を統合して科学技術振興事業団を設立。 

- 2001 年（平成 13 年）7 月： 最先端の科学技術の展示、展示方法の開発、研究者の交流

等を通じて、科学技術の情報を発信していくことを目的として東京都江東区

に日本科学未来館を開館。 

- 2003 年（平成 15 年）10 月： 独立行政法人科学技術振興機構法の施行により、科学技

術振興事業団を解散し、独立行政法人科学技術振興機構が発足。 
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9. 組 織    
 

平成 19 年 3 月 31 日現在における機構の組織図を以下に示す。 
 

理事長     沖村 憲樹 
理 事     北澤 宏一 
        藤原 正博 
        細江 孝雄 
        永野 博 
監 事     板山 和彦 
監事（非常勤） 立石 義雄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

顧 

問 

 

科
学
技
術
振
興
審
議
会 

 

科
学
技
術
振
興
機
構
運
営
会
議

理
事
長

理

事

監査室 

経理部 

国際室 

海外駐在員 

(パリ、ワシントン、マレーシア、北京）

システム・施設管理室 

科学技術理解増進部 
社会技術研究開発センター 

科学技術振興調整費業務室 

研究開発戦略センター 

戦略的創造事業本部 

産学連携事業本部 

情報事業本部 

日本科学未来館 

キーテクノロジー研究開発業務室 

原子力業務室 

科学技術連携施策群支援業務室 

研究企画調整室 

研究推進部 

特別プロジェクト推進室 

先端計測技術推進室 

研究領域総合運営室 

研究支援部 

産学連携推進部 

技術展開部 

開発部 

地域事業推進部 

研究成果活用プラザ 

（北海道、宮城、石川、東海、 

 京都、大阪、広島、福岡） 

ＪＳＴサテライト 

（岩手、新潟、茨城、静岡、滋賀、

徳島、高知、宮崎） 

知的財産戦略室 

研究基盤情報部 

文献情報部 

情報提供部 

理数学習支援部 

広報・ポータル部 

総務部 

企画評価室 

監

事

図 1. 組織図 
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業務実績報告 
 

 
 
 
 
 
 

［中期目標］ 

（序文） 

独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二十九条の規定によ

り、独立行政法人科学技術振興機構が達成すべき業務運営に関する目標（以

下「中期目標」という。）を定める。 

（（対対応応すするる中中期期計計画画ななしし））  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［中期目標］ 

（前文） 

独立行政法人科学技術振興機構（以下「機構」という。）は、新技術の

創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究、基盤的研究開発、新

技術の企業化開発等の業務及び科学技術情報の流通に関する業務その他の

科学技術の振興のための基盤の整備に関する業務を総合的に行うことによ

り、科学技術の振興を図ることを基本的な目標とする。 

この基本目標を達成するため、機構は、科学技術基本計画（平成１３年

３月３０日閣議決定）等の国の科学技術政策に則り、重点的・効率的に以

下の施策を推進するものとする。 

中期計画 

（前文） 

独立行政法人通則法（ 平成十一年法律第百三号） 第三〇条の規定により、文部科学大

臣から指示のあった中期目標を達成するため、独立行政法人科学技術振興機構（ 以下「機

構」という。） の中期計画を以下のとおり定める。 

 
 
ⅠⅠⅠ ...   中中中期期期目目目標標標ののの期期期間間間    

 

 
 
 
 
 

［中期目標］ 

機構の行う科学技術振興業務は、科学技術基本計画等の国の科学技術政

策に即応して実施すべきものであり、機動的に見直していくことが適切で

あることから、中期目標の期間は、平成１５年１０月１日から平成１９年

３月３１日までの３年６ヶ月間とする。 

（（対対応応すするる中中期期計計画画ななしし））  
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ⅡⅡⅡ ...   国国国民民民ににに対対対しししててて提提提供供供すすするるるサササーーービビビスススそそそののの他他他ののの業業業務務務ののの質質質ののの向向向上上上ににに関関関すすするるる事事事項項項   
 

【全体的事項】 
 
 
 
 

［中期目標］ 

科学技術創造立国の実現を目指し、社会経済発展の原動力となる知の創

造とその活用を目的として、科学技術基本計画等の国の政策に沿って、機

構における科学技術振興戦略の企画立案を行う。 

 

中期計画 

内外の研究動向等の調査・分析機能を強化するとともに、文部科学省等国の政策立案部

門と連携を図り、新規施策の提案、新規事業の形成など機構の業務戦略の企画立案を行

う。また、併せて国の科学技術振興に係る政策立案に寄与する。 

 
【中期目標期間実績】 

・機構が実施する研究開発事業の戦略立案機能の強化を目的として、「研究開発戦略センタ

ー」を平成15年7月に開設した。同センターでは、国内外の研究開発動向を把握するとと

もに、社会・経済ニーズ分析による解決すべき研究開発課題の抽出や発展が期待される

科学技術シーズの抽出を行い、これらに基づき効果的な機構の事業の運営が可能となる

よう研究開発戦略の立案を中期目標期間中に累計24件行った。研究開発戦略立案の成果

は、機構の実施する基礎研究事業の研究領域の設定、研究総括・領域アドバイザー等の

選考等に活用するほか、機構の他の事業の運営にも活用した。また、同センターにおけ

る業務の成果が他の機関にも広く活用されるよう情報の発信に努め、文部科学省におけ

る戦略目標の策定、総合科学技術会議における第3期科学技術基本計画の策定、イノベー

ション戦略会議での審議等に活用されるとともに、センターが主催するワークショップ

等への行政官の積極的参加を得て、国の科学技術政策の立案にも寄与するよう努めた。 

・また、文部科学省等との連携に十分配慮しつつ、平成17年度には地域科学技術の振興の観

点からシーズ育成試験（18年度からはシーズ発掘試験）を、また平成18年度にはイノベー

ションの創出の観点から産学共同シーズイノベーション化事業を新規事業として創設した。 

・さらに平成18年度には、「独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方

向性について」（平成18年11月27日 総務省政策評価・独立行政法人評価委員会）を踏ま

え、平成19年度からの中期目標期間においては、主要な事業及び事務の見直し等所要の

措置を講じた。すなわち、科学技術基本計画（平成18年3月28日閣議決定）の実施におい

て中核的な役割を担う機関として、イノベーション創出を指向した研究開発の推進及び

イノベーション創出を促進する基盤整備に重点化し、効率的に科学技術振興施策を推進

するとの考え方に立った事業構築及び事業運営の改善に関する検討を行い、文部科学省

から示された第2期中期目標に基づき、第2期中期計画を平成18年度末までに策定した。 
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［中期目標］ 

研究者、企業等のユーザーをはじめとする国民の立場に立った効果的･

効率的な業務を行うため、事業の評価活動を充実するとともに外部ニーズ

を的確に把握し、事業の改善を適宜行う。 

 

中期計画 

機構の各事業において実施される研究課題等について、外部専門家・有識者により、事

業目的に応じた明確な基準に基づいて厳格に事前評価、中間評価、事後評価を、また必

要な場合は追跡調査を実施する。また、機構の事業運営全般についても外部有識者の意

見を聞きつつ定期的に自己評価を行う。 

評価の方法、基準及び結果はインターネット等により積極的に公開し、機構の事業につい

て国民への説明を積極的に行う。また、外部有識者等からの助言や機構の事業に参画して

いる者、機構が提供するサービスのユーザー等の意見をもとに事業運営の改善を適宜行う。 

 
【中期目標期間実績】 

（１）研究課題の評価 

・個々の研究課題の評価については、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」や「文部

科学省における研究及び開発に関する評価指針」等の国の方針に沿って、各事業毎に

定めた評価の規程等に基づき適切に進めた。 

・平成16年度以降、総合科学技術会議の「競争的研究資金制度改革についての意見（平

成15年4月）」を踏まえ、機構の競争的資金についてプログラムディレクター、プログ

ラムオフィサーを置き、課題の事前・中間・事後評価及び課題のマネジメントの任に

あてることとするなど、評価体制の充実を図った。 

・また、平成18年度には、中長期的に研究成果の経済・社会等への波及効果・副次的効

果を検証することが重要であることから、競争的資金による研究開発事業を中心に、

追跡評価を推進すべく機構の例規を改定した。 

・評価の方法、基準及び結果について、ホームページ等での公表に努めた。 

 

（２）機構業務の評価 
・機構の推進する各事業及び機構全体の組織運営について、中期計画の達成状況を

明らかにするとともに、運営上の改善事項を抽出する等、より効果的な運営を図

ることを目的として「自己評価委員会」を設置し、毎年度、各事業、あるいは機

構全般にわたり評価を行った。 当該委員会には、効率的に評価を実施するため5

事業に係る評価部会及び組織運営に関する評価部会を設置している（図2参照）。

自己評価委員会は基本的に機構の役職員で構成するが、評価の厳格性・客観性を
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確保するべく外部有識者にも自己評価委員会の各部会において委員として参加い

ただいた。評価結果については、文部科学省における独立行政法人評価の材料と

して提供するほか、機構内においても必要に応じ、事業運営や資源配分の見直し

に反映させた。評価結果については、機構内のホームページで公表した。 

・また、各事業において、機構が提供するサービスのユーザー等に対してアンケー

ト調査を随時実施し、その結果を積極的に事業運営に反映させた。 

 

文 部 科 学 省
独 立 行 政 法 人 評 価 委 員 会

提出

JST自己評価委員会

　理事、審議役及び
その他役職員で構成。
委員長は理事長指名。
外部委員は部会にて審
議に加わる。

委 員 長

新
技
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出
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究

　
　
　
事
業
評
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部
会
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 図 2. 自己評価委員会と評価体系図 
 
 
 
 

［中期目標］ 

事業の成果の社会への波及を目的として、分かりやすい形で公表する。

 

中期計画 

事業による成果については新聞発表等の広報活動やホームページへの掲載、データベー

ス化、シンポジウムによる公表などを積極的に行う。さらに、機構の認知度の向上のた

め、中小企業等に対する事業の周知活動を行う。 
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【中期目標期間実績】 

（１）機構の広報活動について 

・中期目標期間にわたり、国民と機構との重要なつなぎ役である報道機関に対し、

論説委員懇談会、科学部長懇談会、記者懇談会、全国地方新聞社連合会意見交換

会、目覚ましい研究成果をあげた研究者による報道機関を対象としたレクチャー

会を開催し、事業内容とその成果を積極的に紹介した。 

・国民が機構に直接アクセスできるホームページについては、利用しやすいよう適

宜リニューアルを実施した。平成17年度は機構からユーザーに対し定期的に発信

する「ＪＳＴメールマガジン」を創刊するとともに、平成18年度には機構の成果

が一目で把握できる事業成果の欄を設けた。 

・また、外部ライターを活用し読みやすい文章による広報誌「JST News」の発行等、広

報手法の強化を通じた積極的な情報発信を行うとともに、平成18年度は、日本の科学

技術動向を広く海外に発信するために、以下のとおりインターネット広報を強化した。 

〔１〕一般の人々が科学技術に対する興味と理解を深めるのに役に立つ情報、研究

者・技術者、学生が研究、開発活動を進めるために必要とする情報を効率的に

入手できるウェブサイト「Science Portal（サイエンス・ポータル）」を構築し、

公的な研究機関や行政がインターネット上に公開する最新の研究成果、科学技

術に関するニュースのほか、研究者のインタビューやレポートを掲載し、日本

の科学技術の新しい流れ、方向を感じ取れる情報を毎日発信した。 

〔２〕海外の研究者、科学技術政策担当者のほか、日本の科学技術情報を必要とす

る多くの方が、簡単に必要な情報にアクセスできるサイトを目指して、インタ

ーネット上に散在する日本の科学技術情報源、特に政府、大学、研究開発関連

機関、科学技術情報機関などの公的機関の情報を収集し、主要なトピック別に

分類して紹介する総合案内 Web ディレクトリ「Science Links Japan（サイエン

ス・リンクス・ジャパン）」を開設し、英語及び中国語で情報発信を行った。 

・さらに、インターネット広報に係る企画機能及び運用の強化と広報活動との円滑かつ

密接な連携を図るため、従前広報室が行っていた業務とポータルサイトに係る業務を

併せて行う部署として、平成 18 年度に広報・ポータル部を設置した。 

（２）研究者のアウトリーチ活動の支援（※）

・平成17年度に、基礎研究プロジェクト等の研究成果や研究内容をわかりやすく一般国

民に伝えることを目的として科学技術コミュニケーション・ディレクタを配置し研究

者と国民との交流や研究者のアウトリーチ活動の企画立案を行うとともに、平成18年

度には、研究成果等を国民にわかりやすく伝えるアウトリーチ活動を専門に行う「科

学技術コミュニケーション担当」を配置し、各種調査等を行った。また、日本各地で

科学技術コミュニケーション活動に携わる機関・団体・個人が一堂に会し、相互に活

動を紹介しながら情報交換を行う場（サイエンスアゴラ2006）の企画を行った。 
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（※）国民の研究活動・科学技術への興味や関心を高め、かつ国民との双方向的な対話を通じて国民のニーズ

を研究者が共有するため、研究者自身が国民一般に対して行う双方向的なコミュニケーション活動 

 

（３）機構の認知度の向上 

・平成15 年度下期に、今後の広報活動の在り方についての検討の基礎データとして

供するべく、全国の中堅・中小企業（製造業）約2,000 社を対象に機構の認知度や

機構事業の関心度に関するアンケート調査を実施した。その結果、研究開発型企

業では機構認知度は78.7%（非研究開発型企業では54.1%）と、比較的知られてい

ることが分かった。但し、各種制度やサービスの利用経験がある等、機構につい

て「良く知っている」と回答した企業は36.7%（研究開発型）に留まった。 

・上記調査において、多くの企業から「折角このようなサービスを行っているのだ

からもっとPR 活動すべき」というコメントを頂いた。機構各事業の認知手段とし

て3 割以上の企業がホームページを挙げており、その重要性が再確認された。 

・平成16年度以降、この調査結果を踏まえ想定ユーザーが機構の事業内容を認知する

手段として最も活用されているホームページについてその更新頻度を増やすとと

もに、読み易い文章による広報誌の発行等、積極的な情報発信を行い、機構の事業

に対する認知度向上に努めた。 

 
 
 
 
 
 

［中期目標］ 

業務運営の効率化、成果の有効活用及び積極的な外部機関実施業務への

貢献のために、文部科学省その他関係行政機関、大学、公的研究機関等と

の有機的連携を行う。 

中期計画 

各事業の実施に当たっては、事業に参画する外部機関や個人のインセンティブに配慮し、

外部機関や個人の能力が十分発揮できるよう措置するとともに、我が国全体として最大

限の成果が上がることを目的として、関連する事業を実施している機関との適切な連

携・協力関係を構築する。 

 
【中期目標期間実績】 

・事業実施にあたっては、それぞれの事業に参加する大学・企業等の機関や個人、機構

が提供する各種サービスのユーザー等の要望の把握に努めている。例えば、研究開発

に係る各種事業では、各研究開発課題（プロジェクト）に従事する研究者等の能力が

十分に発揮できるよう的確できめ細かな支援に努めた。 

・平成16年度からは、産業活力再生特別措置法30条（日本版「バイドール条項」）を踏

まえ、特許等の知的財産については研究者の所属する機関に帰属させるとともに、総
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合科学技術会議の競争的研究資金制度改革についての意見を踏まえ、委託により研究

を実施する場合には、研究期間に原則30%の間接経費を措置することとし、順次その羽

仁を拡大するなど、事業に参加する研究機関のインセンティブの向上を図った。 

・また、委託開発制度については、平成16年度には実施料や原権利の取り扱いについて柔軟

に対応できるようにするとともに、平成17年度には、プログラムディレクター（PD）・プ

ログラムオフィサー（PO）及び外部有識者による委託開発制度変革検討委員会を設置し、

更なる改善やインセンティブ向上のための検討を行い、19年度公募からは、開発課題を見

極めるためのFS（フィージビリティ・スタディ）の導入、やベンチャー企業を対象とした

革新的ベンチャー活用開発制度の創設など、ユーザーや有識者の意見に基づき、柔軟に制

度運用を行った。 

・さらに、中期目標期間中、地域科学技術振興関連事業、知財本部支援事業、大学見本市等

の事業にあたっては、文部科学省、経済産業省、地方自治体、大学、NEDO等との有機的

かつ密接な連携をはかり、事業の効果的推進に努めた。 

 
 
 
 
 
 

  

［中期目標］ 

機構の自主・自律性を確保する観点から、中期目標には機構が達成すべ

き基本的な目標を定め、中期目標を達成するために必要なより詳細かつ定

量的な事項は、中期目標を達成するために機構が作成する中期計画におい

て定めることとする。 

（（対対応応すするる中中期期計計画画ななしし））  
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ⅡⅡ－－11..  新新技技術術のの創創出出にに資資すするる研研究究  

 

 

 

 

［中期目標］ 

社会経済や科学技術の発展、国民生活の向上に資するため、新技術の創出に資する

基礎研究及び基盤的研究開発に係る業務を行う。 

（１) 戦略的な基礎研究の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

  競争的環境下で基礎研究を推進し、文部科学省が社会的・経済的ニーズに基づき設

定する戦略目標の達成に資する研究成果を得る。 

  研究の推進に当たっては、戦略目標の達成に向けた最適な研究領域を設定し、それ

ぞれの研究領域毎に研究総括を置いて、国内外の産学官の研究者により適切な研究体

制を構築する。 

  また、卓越した人物を総括責任者とする独創性に富んだ基礎研究、基礎的分野にお

ける世界の英知を集めた国際共同研究、特定分野におけるシミュレーション等計算科

学技術を活用した研究開発などについては新たな課題の採択は行わないものの、既に

研究を開始している課題についてはそれぞれの研究目的を達成する。 

  これらの研究成果については公表、普及するとともに、研究の推進に当たり、公正

で透明性の高い評価を実施し、研究計画の見直し及び資源配分への適切な反映による

効果的・効率的な研究管理を行う。 

<事業概要>  

戦略的創造研究推進事業は、新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究を推

進するもので、その特徴は、国が定める戦略目標の達成に向けて選定された研究領域において、

研究総括のマネジメントの下に産学官の研究者が期限を定めて研究を推進することにある。 

このための事業手法としてバーチャルラボ・時限付き研究所形式を採用している。すな

わち、3年～数年の間に研究者を研究機関横断的に、あるいは拠点を迅速に組織し、その

運営責任者である研究総括の裁量によって研究領域を弾力的に運営するものである。 

研究の進め方には、研究提案を公募し、研究総括の責任において選定された研究課題を実施する

公募型研究と、研究総括が自らの研究構想の実現を目指す総括実施型研究がある。なお、創造科学

技術推進事業（ERATO）、国際共同研究事業（ICORP）、計算科学技術活用型特定研究開発推進事業

（ACT-JST）に関しては、平成14年度以降、戦略的創造研究推進事業と一体的に運営している。ま

た、公募型研究には各研究課題の研究代表者がチームを編成して実施するチーム型（CRESTタイプ）

と個人型（さきがけタイプ）があり、総括実施型研究にはERATOタイプとICORPタイプがある。 

 

<対象事業> 

 戦略的創造研究推進事業、創造科学技術推進事業（ERATO）、国際共同研究事業（ICORP）、 

計算科学技術活用型特定研究開発推進事業（ACT-JST） 
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<本中期目標期間中における制度改革> 

本中期目標期間において、以下の制度改革を行った。 

○ 総合科学技術会議の「競争的研究資金制度改革について（意見）」（平成15年4月

21日）を踏まえた改革 

・ 公募型研究の研究総括をプログラムオフィサー(PO)と位置付けるとともに、高い学識を

有する者を研究主監（プログラムディレクター(PD)に相当）として委嘱し、日本に根付

くPO、PDによるマネジメントシステムの整備を進めた。月一回程度、研究主監会議を開

催し、事業全般にわたり討議し、制度改善に努めている。また、我が国におけるPO制度

の定着等に資するためにPOセミナーを開催し、機構のPO制度の紹介等を行った。 

・ 公募型研究（CRESTタイプ）の平成16年度発足領域より、原則として大学等に全額委託す

る方式を採用し、間接経費の拡充を図った。併せて事務体制の抜本的軽減化のため、研

究事務所を設置せず、機構本部が直接支援・運営業務を行い、バーチャルラボの運営機

能が低下しないよう適切な運営体制を構築した。また、公募型研究（さきがけタイプ）

についても、平成18年度新規採択課題より、個人研究者の独立性を保つとする制度の特

色を活かしつつ、従来1割としていた大学等への研究費の委託率を引き上げた。 

・ 平成18年度より、競争的研究資金制度における事前評価、研究領域マネジメント、

フォローアップ等の実務を行うPOの育成、PO制度確立支援、及び研究費会計制度改

善に関する調査研究等を行うPO制度検討担当を配置した。 

○ 研究領域の選定、研究総括の指定に関する改革 

・ 平成16年度より、新規研究領域の選定及び研究総括の指定において、機構の研究開

発戦略センター（CRDS）と連携を図ることとした。 

・ 総括実施型研究において、選考方法の見直しを行い、透明性・公平性をより一層高

めることのできる公募方式を平成17年度より導入した。 

・ さらに、総括実施型研究（ERATOタイプ）においては、平成18年度に行った戦略的

創造研究推進事業の国際評価を踏まえ、研究領域の選定、研究総括の指定方法につ

いて、大幅な見直しを行った。 

○ 研究領域の効果的運営に関する改革 

・ 従来は研究終了時期を9月末日としてきたところを、他制度での研究継続やポスドクのポ

スト獲得に配慮し、平成16年度から研究終了時期を3月末日まで延長できるようにした。 

・ 平成17年度より委託研究契約の複数年度契約を導入し、次年度に研究期間が存在す

る場合、研究機関において、研究費の一部を次年度に使用することを可能とし、よ

り一層の弾力的な予算執行ができるようにした。 

○ 研究費の公正かつ効率的な使用に関する改革 

・ 研究費の不正使用、不合理な重複、過度の集中の防止に効果的に対処すべく、平成18年度

に研究の実施及び研究費の執行についてモニタリングを行うプログラム調整室を設置し、

他の制度の研究費も考慮した、より適正な規模の研究費配分を実現する取組に着手した。 
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○ その他の改革 

・ 特許等の知的財産権について、産業活用再生特別措置法第30条（日本版バイドール

法）の適用により、研究者の所属する研究機関に帰属させることとした。 

・ 研究成果の質の評価を含む評価方法の検討を行い、基礎研究制度の評価を実施する

ための体制を新たに構築した。 

・ 男女共同参画の推進を行うため、男女共同参画担当を配置した。また、代表研究者等に

ライフイベント（出産・育児・介護）が発生し研究を中断した場合、研究期間の延長を

可能とし、さらに、プロジェクト等に参加する研究者がライフイベントに際し、キャリ

アを中断することなく継続できるようライフイベントからの復帰支援制度を導入した。 

 

 

① 国が定めた戦略目標の達成に向けた基礎研究の推進 

 

イ． 研究領域、研究総括の選定 

 

中期計画 

研究領域、研究総括の選定は、機構による内外の研究動向等の調査・分析をもとに、戦

略目標の達成に向けた多様なアプローチを確保することに留意しつつ、外部専門家の評

価を踏まえてこれを行う。また、評価の結果を公表する。 

 

【中期目標期間実績】 

・研究領域の選定にあたっては、戦略目標の達成に向け、新技術の創出に資する可能性が高く、優れた研

究提案が多数見込まれる適切な研究領域を選定するため、研究開発戦略センターの協力を得ながら研究

動向の調査・分析を行った。 

・研究総括の指定にあたっては、①当該研究領域について、先見性及び洞察力を有し、②研究課題の効果

的・効率的な推進を目指し、適切な研究マネジメントを行う経験、能力を有し、③優れた研究実績を有

し、関連分野の研究者から信頼されており、④公平な評価を行える等の視点で調査を行った。研究領域

の選定、研究総括の指定は、外部専門家の評価（科学技術振興審議会基礎研究部会）を踏まえて行った。

その評価結果は、機構のホームページ等を通じて国民に分かりやすい形で公表した。  

・中期目標期間中、以下の制度改善を行った。 

－平成16年度より、公募型研究の新規領域の選定及び研究総括の指定における研究動向の調

査・分析において、より効果的・効率的に調査を実施するため、機構のシンクタンクであ

る研究開発戦略センターの調査・分析機能を活用し協力しながら選定作業を進めるととも

に、平成16年度から委嘱した研究主監（PD に相当）の意見も聴く体制とした。 

－平成17年度より、総括実施型研究において、選考方法の見直しを行い、透明性・公

平性をより一層高めることのできる公募方式を導入した。 

－平成18年度は総括実施型研究（ERATOタイプ）において、平成18年度に行った戦略
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的創造研究推進事業の国際評価を踏まえ、研究領域の選定、研究総括の指定方法に

ついて、大幅な見直しを行った。 

 

〔選定された戦略目標数と発足研究領域数〕 

 H15 H16 H17 H18 
戦略目標 2 2 6 5 

CREST タイプ 2 3 5 4 
さきがけタイプ 1 2 4 5 
ERATO タイプ 4 4 4 4 
ICORP タイプ 2 2 2 2 

 

 

ロ． 研究領域の迅速な立ち上げ（ バーチャルラボの構築） 

 

中期計画 

公募型の研究領域及び研究総括を戦略目標の通知を受けてから１ヶ月程度以内に選定する。 

 

【中期目標期間実績】 

公募型研究の研究領域を迅速に立ち上げるため、文部科学省からの戦略目標通知以前

にあらゆる可能性を考慮の上、研究開発戦略センターと連携し研究領域、研究総括の調

査を行う体制を構築し、研究領域の選定、研究総括の指定を進めた。各年度の新規発足

研究領域、研究総括は、1 ヶ月程度以内に選定、指定を行った。  

 

〔戦略目標通知から研究領域の選定、研究総括の指定までの期間〕 

 H16 発足領域 H17 発足領域 H18 発足領域 H19 発足領域 
戦略目標通知日 H16.3.26 H17.2.10 H18.3.6 H19.2.6 
領域・総括決定日 H16.4.23 H17.3.28 H18.4.20 H19.3.26 

 

 

中期計画 

研究総括のイニシアティヴの下、産学官の研究者から研究課題又は研究者等を公募するなどに

より適切な研究体制を迅速に構築し、研究に着手する。 

適切な研究準備期間の確保のため研究領域、研究総括の決定及び公募の早期化の推進等を行う。 

 

【中期目標期間実績】 

・公募型の研究領域においては、研究総括が領域アドバイザーの協力を得て事前評価を

行い、課題を採択した。 

・課題の採択（事前評価）の際は、戦略目標や研究領域から見て適当か、先導的・独創的な基礎

研究であるか、今後の科学技術に大きなインパクトを与える可能性を有しているか等の視点で
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選定を行った。また、採択されなかった課題に対しては、不採択理由を添付して通知した。 

・採択課題決定後は、各々の担当部署が研究総括と連携を取りつつ、研究計画の確認及

び研究費予算額の決定、研究者をサポートする本部担当・領域スタッフ・領域事務所

の設置、研究代表者及び個人研究者に対する事務処理説明会の開催、研究者の所属機

関との研究契約の締結、研究者等の雇用手続き等を速やかに進めた。 

・公募については、平成 16 年度採択課題の募集開始は 4 月であったが、平成 17 年度以降

の採択課題については、前年度の 3 月に募集を開始することができた。特に、平成 18 年

度採択課題の公募においては、戦略目標の通知が前後の年と比較して 1 ヶ月程度遅かっ

たが、新規発足領域と既存領域の募集時期を分けることにより対応し、適切な研究準備

期間の確保に努めた。 

・総括実施型の研究領域においては、科学技術振興審議会での審議を経て、研究領域及

び研究総括を指定した。 

・研究総括の決定後は、研究開始に必要な手続きである、研究総括の委嘱、研究計画の

策定、研究者・事務スタッフの採用、研究実施場所の設営、研究設備購入等を速やか

に進め、各プロジェクトが速やかに研究に着手できるよう努めた。  

・総括実施型の研究領域の選定等については、期間中、選考過程の効率化等により 1 ヶ

月程度以上、早期化を図り、適正な研究期間確保に努めた。 

 

〔総括実施型における研究領域の発足日及び公募型における公募開始日〕 

 H15 開始分 H16 開始分 H17 開始分 H18 開始分 H19 開始分 
公募型  H16.4.26 H17.3.29 H18.3.16 

H18.4.20 
H19.3.28 

ERATO タイプ H15.11.01 H16.10.1 H17.9.1 H18.10.1 
H19.2.1 

 

ICORP タイプ H16.1.30 
H16.3.30 

H17.3.14 H18.3.1 H18.12.1 
 

 

 

 

中期計画 

研究課題の事前評価は、研究総括が領域アドバイザーの協力を得て行う。 

 

【中期目標期間実績】 

・研究提案は、研究領域毎に、研究総括が領域アドバイザー（※）等の協力を得て、書

類選考（一次審査）、面接選考（二次審査）等を行い、その結果に基づいて研究代表者

及び研究課題を選定した。選考の結果については、応募者に理由を付して通知し、不

採択者からの問い合わせに対しては、機構が適切に対応した。  

※当該研究領域又は研究領域の研究に関し学識を有する者の中から、研究総括の要請等に基づ

き理事長により委嘱又は任命された者であり、研究総括の求めに応じ、研究領域における研
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究代表者、研究者、研究課題の選考に関し選考アドバイザーとして意見を述べる。  

・研究課題の重複申請の把握、不合理な複数課題獲得の排除を行い、採択した。 

・平成 18 年度は、研究総括、領域アドバイザーに協力し、適切な事前評価を行うために、

研究の実施及び研究費の執行についてモニタリングを行うプログラム調整室を設置し

た。また、競争的研究資金制度における事前評価、研究領域マネジメント、フォロー

アップ等の実務を行うプログラムオフィサー（PO）の育成、PO 制度確立支援、及び

研究費会計制度改善に関する調査研究等を行う PO 制度検討担当を配置した。 

 

〔公募型の研究領域における応募課題数及び採択課題数〕 

 H16 H17 H18 
研究領域数 20 16 21 
応募課題数 1,325 1,761 2,079 
採択課題数 87 116 175 

 

 

中期計画 

公募による研究提案の受付について平成17年度を目途に、電子システムの導入を図る。 

 

【中期目標期間実績】 

・国内の競争的研究資金の最大の配分機関である JSPS 及び米国の NSF の電子公募シス

テムについて調査を行う等、システムの検討、構築を行い、平成 17 年度の総括実施型

ICORP タイプ及び CREST タイプ既存領域において、電子公募システムを利用した研究

提案の受付を開始した。平成 18 年度は、CREST タイプ領域、さきがけタイプ領域、総

括実施型領域にて、研究提案の受付に電子公募システムを利用した。 

・本システムの導入により、従来書面で行っていた提案書の提出手続きがインターネットを利

用して行うことができることにより利便性が出るとともに、提案書の受付処理作業において

も効率化が図れた。提案書の査読も、本システムを利用し、集計作業の効率化が図れた。し

かしながら、他制度の締切日と重なってしまったこと等により、一時的なトラブルが発生し

たが、担当者の代理申請による提案書の受付、本システムを介さない査読審査の併用等を迅

速に対応することで、選考スケジュールへの特段の影響はなく業務を実施できた。 
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ハ．研究領域の効果的運営（バーチャルラボの効果的運営）  

 

中期計画 

研究者個人で行う小規模な研究から共同研究チームや米国をはじめとする海外との連携を含

んだプロジェクトを編成して行うものまで、様々な研究実施体制を考慮した運営に留意する。 

 

【中期目標期間実績】 

・機構は迅速な事務処理等の必要な支援を行い、研究を推進した。 

・総合科学技術会議の「競争的研究資金制度改革について（意見）」（平成 15 年 4 月 21

日）を踏まえ、公募型研究の研究総括をプログラムオフィサーと位置付けた。公募型研

究の研究総括は、各課題毎の研究計画立案時の助言や、領域会議、サイトビジット、進

捗報告会の場での研究実施についての助言、研究の進捗状況を踏まえた予算配分調整、

研究課題評価、領域シンポジウムの主催等を通じて研究領域の効果的運営に努めた。 

・公募型研究のうち CREST タイプについては、引き続き採択テーマ数、研究費配算、各

研究テーマの研究期間等の決定に際しての裁量を研究総括に委ねることにより、効率

的・効果的なバーチャルラボの運営を推進した。 

・また、研究事務所や機構本部においても、研究総括の活動を補佐するとともに、事務

所スタッフや本部職員が研究者を訪問した際に出た要望を吸い上げ、事務所あるいは

本部で検討の上、対応すべきものについて適宜対応や改善を行い、研究者が効率的に

研究を推進できるよう支援を行った。 

・従来は研究終了時期を 9 月末日としてきたところを、他制度での研究継続やポスドクのポス

ト獲得に配慮し、平成 16 年度から、研究終了時期を 3 月末日まで延長できるようにした。 

・平成 16 年度から、公募型研究のうち CREST タイプについては、研究総括を基本とし

たバーチャルラボ運営をより効率的に進められるよう制度改善を行い、採択テーマ数、

研究費配算、各研究テーマの研究期間等の決定に際しての裁量を研究総括にこれまで

以上に委ねることとした。 

・さらに、対応する国の戦略目標の趣旨を踏まえつつ、研究領域の目的に応じた柔軟な

研究領域運営を図った。例えば、研究領域「実用化を目指した組込みシステム用ディ

ペンダブル・オペレーティングシステム」においては、研究総括の強い統率の下、研

究チーム間の緊密な連絡と共同作業を推進するため、月 1 回程度の領域ミーティング

を継続し、さらに共同作業の効率的・効果的実施を目指して領域の研究センターの設

置の検討、準備を進める等、円滑な研究推進のための運営・支援を行った。 

・総括実施型の研究総括は自らプロジェクト（研究領域）を牽引し、機構本部及び事務

所が必要なサポートを行うことにより、両者が連携して円滑に研究を推進した。 

・さらに、技術参事や機構本部による特許出願支援を行う等、研究者ができるだけ研究

に集中できるように、様々な側面から研究の側面支援を行った。 
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・中期目標期間中、以下の制度改善を行った。 

－平成 16年度から、外部より研究主監（PD に相当）を招致し、研究主監会議を 1～2 ヶ月に

1 回程度開催して、戦略的創造研究推進事業の全般に渡りその運営方針について討議し、そ

の後の制度運営に研究コミュニティからの意志を反映するようにした。また、平成 17 年度

から、研究主監自らが、サイトビジットや研究総括へのインタビューにより研究及び事業の

実施状況の把握を行った。以上を通じて、円滑な研究推進のための事業運営の改善に努めた。 

－平成 18 年度からは、新たに常勤の 1 名の研究主監（PD に相当）を招致し、従前か

らの常勤 PD（北澤宏一・機構理事）とあわせ、常勤 2 名、非常勤 3 名の 5 名の PD

による体制へと充実させた。 

－また、平成 18 年度より、競争的研究資金制度における事前評価、研究領域マネジメント、

フォローアップ等の実務を行うプログラムオフィサー（PO）の育成、PO 制度確立支援、

及び研究費会計制度改善に関する調査研究等を行う PO 制度検討担当を配置した。 

－さらに、平成 18 年度は、研究費の不正使用、不合理な重複、過度の集中の防止に効

果的に対処すべく、研究室の運営経験を有し研究費の過不足や研究パフォーマンス

を察知できる人材を配置し、研究実施場所の訪問等による研究実施状況・体制や他

制度助成状況等のモニタリングを行うプログラム調整室を設置し、より適正な規模

の研究費配分を実現する取組に着手した。 

－加えて、男女共同参画の推進を行うため、男女共同参画担当を配置した。研究者がライフイ

ベント（出産・育児・介護）に際し、キャリアを中断することなく継続できること、また一

時中断せざるを得ない場合は、復帰可能となった時点で研究に復帰し、その後のキャリア継

続が図れることを目的に男女共同参画促進費を支給する研究者支援制度を開始した。 

 

〔研究を推進した研究領域数〕 

 H15 H16 H17 H18 
公募型 48 50 55 51 

総括実施型 12 18 24 30 
 

 

中期計画 

研究総括が研究代表者等とのコミュニケーションを通じて、研究の進捗状況等の把握を

行うとともに、研究の進め方、方向性等について助言等を行う。 

 

【中期目標期間実績】 
・公募型研究の研究総括の業務には、研究領域（＝バーチャルラボ）の運営責任者とし

て、研究領域全体の運営方針決定及びマネジメント、研究進捗状況の把握と助言・指

導、研究費の配分決定、研究課題の中間・事後評価の実施等があり、研究総括は研究

代表者等との十分なコミュニケーションに留意しつつ研究領域運営を行った。 
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・さきがけタイプでは 1 研究領域当たり年 2 回の領域会議を開催し、研究の進捗状況の

発表やそれに対する助言や議論等を行った。 

・領域会議の概要は以下のとおりである。 

1. 研究領域毎に年 2 回開催する。 

2. 研究総括、領域アドバイザー、個人研究者、領域事務所スタッフ、本部担当者が

一堂に会し、2～3 日程度の合宿形式で行われる。 

3. 各研究者の研究進捗状況の発表が行われ、それに対して研究総括や領域アドバイ

ザーからの助言やその他参加者も含めた議論が行われる。 

4. 会議終了後も懇親・議論の場が設けられコミュニケーションが図られる。 

・CREST タイプでは領域毎に行うシンポジウムや進捗報告会、随時行うサイトビジット

等の機会に研究の進捗状況の把握や助言等を行った。 

 ・さきがけタイプにおいて行われている領域会議は機構独特のユニークな制度であり内外

から高い評価を得ている。個人研究者の間でも、プレッシャーは大きいが非常に有意義

な場であるとの声が多く、研究の進捗の発表を行うとともに、研究内容について活発に

議論し、今後の研究の進め方等について研究総括の適切なアドバイスを得る、領域内の

専門の異なる研究者同士で議論を行い刺激し合う等、研究総括と研究者、異分野の研究

者同士等の効果的なコミュニケーション、ネットワークの構築が図られている。 

 ・平成 18 年度に行った戦略的創造研究推進事業の国際評価において、さきがけタイプに

ついて、「研究総括がメンター（指導者）を努める制度は非常に有効である。研究者

間のネットワーク作りを促すメンターの役割は大いに評価したい。」と評価された。 
 

 

中期計画 

研究総括のマネジメントの下、研究者の属する組織を越えた柔軟かつ機動的な資源配分

を行うため原則として機構が予算を直接執行する。 

 

【中期目標期間実績】 
・平成 16 年度以降に発足した CREST タイプを除く研究領域については、総括のマネジ

メントの下で、機構が直接執行し、研究課題の進捗等による必要性に応じて必要な予

算を措置できるよう弾力的な運営を行った。 

・平成 15 年度までは、委託により研究を行う場合の委託費率は 1 割程度であり、残り

の 9 割については機構が直接予算を執行していた。 

・これに対し、平成 16 年度からは、総合科学技術会議の要請に従い、間接経費の拡充を図る

べく、新規に発足する CREST タイプ領域について、原則として、委託により研究を行うこ

ととした。また、これにより、事務所経費をはじめとする機構の事務経費を削減した。その

際、併せて事務体制の抜本的軽減化のため、研究事務所を設置せず、機構本部が直接支援・

運営業務を行い、バーチャルラボの運営機能が低下しないよう適切な運営体制を構築した。 
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・さらに、さきがけタイプについても、平成 18 年度から、新規採択課題について、個人

研究者の独立性を保つ制度の特色を活かしつつ、従来 1 割としていた大学等への研究

費の委託率を引き上げることとした。 

・総括のマネジメントによりバーチャルラボを効果的かつ効率的に運営するため、総括

裁量経費（研究進捗状況等に応じた、総括の判断による研究期間途中での研究費の追

加配賦等）を予め予算化した。 
 

 

中期計画 

公募による研究課題を推進する研究機関に対しては、十分な直接研究費を確保しつつ、

研究費総額の３０％の間接経費に相当する経費を措置できるよう努力する。 

 

【中期目標期間実績】 
・委託により研究を推進する場合においては、原則として委託研究費の 30%を上限とす

る間接経費を措置した。 

・また、機構が予算を直接執行する場合、研究者の研究環境を整備するための経費（例：

研究実施場所借料・光熱水料・研究者受入経費等）を、研究機関に対して支出した。 

 ・平成 16～18 年度に発足した CREST タイプの研究領域において原則として研究費の全

額を研究機関で執行し、研究事務所を設置せず機構本部が直接運営・支援を行う体制

を確立するなど、事務所機能の合理化等を通じて機構の事務経費を削減した。 
 

 

中期計画 

外国の研究機関との共同研究については、主要国の科学技術に関する動向を把握して、

カウンターパートと連携してプロジェクトを構築することに留意する。 

 

【中期目標期間実績】 
・ICORP タイプの新規採択プロジェクトについては、研究構想提出のあった最終候補課

題について、科学技術振興審議会基礎研究部会における審議に基づき、研究領域の選

定及び研究総括の指定を行い、相手国側研究機関との研究協力体制について、調整・

交渉し、研究協力体制を築いた。 

・研究領域については、主要国の科学技術に関する動向等も勘案し、共同研究相手機関

と研究能力を結集することにより、革新的な科学技術の芽の創出や国際研究交流に資

することが期待できるものを選定した。 

・継続プロジェクトについては、外国の研究機関との間で締結した共同研究合意書及び

研究基本計画に基づき研究を推進した。 

・研究の推進にあたっては、各プロジェクトの研究進捗及び実行予算の希望を年 2～3 回
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聴取し、運営に反映させた。また、事務参事会議を年 2～3 回開催して情報交換を行い、

円滑な研究推進のための支援に努めた。 
 

 

ニ．研究の評価及びフォローアップ  

 

中期計画 

研究課題については、研究総括及び研究総括に協力する領域アドバイザー又は外部専門家が中間

評価を行い、評価の結果を研究チーム編成の見直しや資源配分へ反映させるとともに、事後評価

を行い、当初の研究目的の達成状況を明らかにして公表し、事業運営の改善に資する。 

 

【中期目標期間実績】 
・研究課題については、研究総括及び研究総括に協力する領域アドバイザー又は外部専

門家により中間評価、事後評価を行った。 

・中間評価は、研究の進捗状況や研究成果を把握し、これを基に適切な資源配分、研究

計画の見直し等のために、事後評価は、研究の実施状況、研究成果、波及効果等を明

らかにし、今後の研究成果の展開及び事業運営の改善等のために行った。 

・中間評価は概ね高い評価をうけた。評価結果は必要に応じて研究体制の見直しや資源配分

に反映させるとともに機構のホームページ等を通じて国民に分かりやすい形で公表した。 

・事後評価は概ね高い評価を受けた。評価結果については、必要に応じて、事業の運営

に反映させた。研究終了時期を 9 月末日としてきたところを、研究の継続性や雇用の

継続性に配慮し、3 月末まで延長できるようにしたことは、さきがけタイプの事後評

価結果を踏まえたものである。 

・また、事後評価を実施した際の研究総括の見解は、各研究者にフィードバックされ、

研究者のその後の研究活動に活かされるようにした。 

・評価の結果については、当初の研究目的の達成状況を明らかにし、機構のホームペー

ジ等を通じて国民に分かりやすい形で公表した。 

 

〔中間評価・事後評価を実施した研究課題数〕 

－中間評価－ 

 H15 H16 H17 H18 
CREST タイプ 42 45 121 42 

 
－事後評価－ 

 H15 H16 H17 H18 
CREST タイプ 43 43 －（※） 42 
さきがけタイプ 100 142 －（※） 146 

(※) 制度運営改革により、研究期間を平成 17 年 3 月末まで延長可能としたため、事後評価の実

施は平成 18 年度（平成 17 年 4 月～5 月）であった。 
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〔評価結果の反映・活用例〕 

（CREST タイプにおける中間評価結果の反映） 

 H15 H16 H17 H18 
評価課題数 42 45 121 42 
研究費増額  16 19 15 
研究費減額  5 9 2 
体制見直し  20 32 19 

 
 
中期計画 

優れた成果が期待されかつ発展の見込まれる研究課題については、当初の研究期間終了

の6 ヶ月以上前から引き続き新たな研究期間を設定するための評価を行った上で、当初

の研究期間を越えて切れ目無く研究が継続できるよう措置する。 

 

【中期目標期間実績】 
・研究が終了する研究課題の研究代表者等より研究提案を募集し、科学技術振興審議会

（大学、企業の研究者である外部有識者を含む）による評価を踏まえて課題を採択した。 

・継続（発展）研究課題の評価は、これまで得られた研究成果に基づきその成果を発展

させるため研究を継続すべきものであるか、今後の科学技術に大きなインパクトを与

える可能性を有しているかといった視点に沿って行った。 

・研究の推進にあたっては、機構は迅速な事務処理等の必要な支援を行うとともに、研究

総括が、サイトビジット、シンポジウム等を通じて各課題の状況を把握し、予算配分、

研究期間等の調整を行い、研究分野の効果的運営に努めた。また、技術参事や機構本部

により特許出願、成果の展開の支援を行う等、様々な側面から研究の支援を行った。 

 ・発展研究は、平成 17 年度新規採択分を最後に、新規の採択は行わないこととした。 

 
〔発展研究の採択課題数〕 

 H15 H16 H17 H18 
採択課題数 19 33 29 - 

 
 
中期計画 

研究領域の外部専門家による中間・事後評価により、研究成果及び戦略目標の達成状況

を明らかにするとともに、事業運営の改善に資する。 

さらに、研究領域終了後 5 年後を目途とした追跡調査により、研究成果の社会還元の状

況等を明らかにし、これらの結果を国民に分かりやすい形で公表する。 

 

【中期目標期間実績】 
・研究領域については、外部専門家により中間評価、事後評価を行った。 
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・中間評価は、戦略目標の達成に向けた状況や研究マネジメントの状況を把握し、これ

を基に適切な資源配分を行う等により、研究運営の改善及び機構の支援体制の改善等

のために、事後評価は、戦略目標の達成状況や研究マネジメントの状況を把握し、今

後の事業運営の改善等のために行った。 

・追跡調査は、研究終了後一定期間を経た後、研究成果の発展状況や活用状況、参加研

究者の活動状況等について調査し、事後評価を補完するとともに今後の事業運営の改

善に資することを目的として実施した。 

・中間評価は概ね高い評価をうけた。チーム型研究の多くの研究領域において、戦略目

標達成に資する高い研究成果が得られる見込みがかなり高い、との評価が得られた。

中間評価結果は必要に応じて研究体制の見直しや資源配分に反映させるとともに、機

構のホームページ等を通じて国民に分かりやすい形で公表した。 

・事後評価は概ね高い評価を受けた。個人型研究領域における研究成果の達成状況、チー

ム型研究領域における戦略目標の達成状況に関しては、全ての研究領域において高い評

価が得られ、特にその多くは極めて高いものであった。例えば、平成 16 年度のチーム型

研究領域「脳を知る、脳を守る、脳を創る」の 3 領域は、「脳の機能解明」という戦略目

標を目指して研究が進められたが、平成 16 年度に実施した研究領域事後評価においては、

脳・神経疾患や老年認知症の病態の解明、記憶・学習やロボット工学の発展にもつなが

り、脳研究全体を推進した、との評価を受けた。また、地球規模の諸現象解明とその予

測となる研究を対象とした研究領域「地球変動のメカニズム」では「環境にやさしい社

会の実現」という戦略目標を目指して、大気、海洋、陸域、生態系と各分野の研究が行

われたが、その研究領域事後評価においては、地球規模の観測の国際的実施、集中豪雨

などの気象災害に対する防災情報の高度化に貢献したと評価された。知的資産の拡大、

新技術・新産業の創出を目指す戦略目標「分子レベルの新機能発現を通じた技術革新」

の下、研究領域「電子・光子等の機能制御」、「分子複合系の機構と機能」、「ゲノムの構

造と機能」の 3 領域の研究が進められ、平成 17 年度に実施した研究領域事後評価におい

ては、Si において初めて量子結合ドットを実現するなど電子や光子等の静的、動的特性

を、制御を行い新しい機能を発現させ、また、神経再生、細菌感染のない生体組織誘導

材料の開発など将来の生体関連材料の供給に道を付けた、との評価を得た。個人型研究

領域「ナノと物性」の事後評価においては、「我が国におけるナノテクノロジー研究重

点的支援のさきがけとなり、科学技術の基盤強化に大いに貢献して、当初のねらいを超

える成果を達成した。」との評価を得た。事後評価結果は、必要に応じて事業の運営に

反映させた。また、当初の研究目的の達成状況を明らかにし、機構のホームページ等を

通じて国民に分かりやすい形で公表した。 

・追跡調査については、実施したさきがけの調査結果から、研究成果、研究者の研究活動の

両方の観点で制度の目標が達成されていることが示された。制度上、個人研究に専念でき

る環境整備を支援していることが、優れた研究成果の創出に貢献していることも示された。
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また、研究期間中、領域会議を通じて形成された人間関係や、そこで受けた知的な刺激が、

その後の研究活動に大きな影響を及ぼしていることから「領域会議」を今後も継続的に実

施することの意義を確認した。報告書には、スウェーデンにおいて、さきがけと同種の制

度が設立され、その制度の対象となっている若手研究者とさきがけ研究者によるワークシ

ョップが開催された旨記載されており、さきがけの制度が海外においても高い評価を得て

いることが分かった。 

・研究成果の発展状況や活用状況、参加研究者の活動状況等、研究成果の社会還元の状

況等を明らかにし、機構のホームページ等を通じて国民に分かりやすい形で公表した。 

・研究成果の社会還元の状況としては、個人型研究の多くの研究領域において研究成果の展

開が明らかになった。例えば、研究領域「場と反応」における研究課題「エピタキシャル

成長による半導体と磁性体の一体化」で開発された強磁性金属間化合物、強磁性半導体や

半導体からなるヘテロ構造の形成技術は、次世代エレクトロニクスの一角であるスピント

ロニクスの重要な基盤になった。研究領域「場と反応」における研究課題「老化とD-アミ

ノ酸－白内障の根絶に向けて－」によって明らかにされた異常アミノ酸生成は、生体の加

齢組織において普遍性があることが認識され、その後、研究分野として大きく発展した。

また、研究領域「場と反応」における研究課題「界面を光電子分光法で観る」の成果を基

に、シリコン半導体の界面準位消滅を可能にする新規洗浄法が開発され、シリコン太陽電

池やMOSデバイスにこの技術を適用することにより電気特性が向上することが実証され

て、基本的なプロセス技術としての実用化研究が進んでいる。 

 
〔中間評価・事後評価・追跡調査を実施した研究領域数〕 

－中間評価－ 

 H15 H16 H17 H18 

公募型 1 2 13 13 

総括実施型 - - 6 6 
 
 
－事後評価－ 

 H15 H16 H17 H18 

公募型 1 5 12 12 

総括実施型 - - - - 

 
－追跡調査－ 

 H15 H16 H17 H18 

公募型 2 - - 3 

総括実施型 - - - - 
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中期計画 

研究課題が終了した研究者に対してアンケート調査を実施し、当年度或いは翌年度に必

要に応じてその結果を制度の改善に反映させる。 

 

【中期目標期間実績】 
・研究課題が終了するごとに、研究課題が終了した CREST タイプの代表研究者、さきが

けタイプの個人研究者に対し、制度運営等に関するアンケートを実施した。アンケー

トの結果を踏まえるなどして、以下の通り、制度の改善等に反映させた。 

－従来は研究終了時期を 9 月末日としてきたところを、他制度での研究継続やポス

ドクのポスト獲得に配慮し、平成 16 年度から、研究終了時期を 3 月末日まで延長

できるようにした。 

－平成 17 年度に委託研究費の複数年度契約を導入し、委託研究の繰越ができるよう措

置した。 

－また、平成 17 年度から、研究準備期間の十分な確保、機構が雇用する研究員等の

処遇に関する基本ルールの策定、委託研究費実績報告書の様式を科学研究費補助

金を参考に改訂する等の対応を行った。 

－平成 18 年度は、研究費の使い勝手については、不正経理防止の対応策に関連し、研究

費節約による研究期間の延長、他研究資金との合算使用等の検討や適正な研究費規模の

調査体制の構築、消耗品等少額の支出に関して研究機関に委託する等ルールの策定等に

取り組んだ。 

－また、研究期間の確保については、事後評価結果を踏まえ成果を持続的に創出す

る仕組みの検討等を行った。 

－さらに、さきがけを修了した研究者が、引き続き交流を行い、研究テーマを推進してい

くためのツールとして掲示板、メーリングリスト等の機能を有したホームページ「終了

領域の部屋」を立ち上げた。 
 

 

② 卓越した人物を総括責任者とする独創性に富んだ基礎研究の推進 

 

中期計画 

研究主題毎に各界から優れた研究者の参加を求め、総括責任者の下に創造的な研究を推

進する。なお、新たな課題は採択しない。 

 

【中期目標期間実績】 
・機構は、研究員の雇用、研究実施場所の借用事務、研究物品等の購入、管理事務、安

全指導等を行い、継続プロジェクトについて引き続き研究を推進した。 

・なお、契約・会計・労務管理等を司る事務参事、広報・成果管理・安全管理等を司り
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研究総括を補佐する技術参事をプロジェクト毎に置き、円滑かつ効率的、適正な運営

を行った。また、事務参事会議、技術参事会議を実施し、情報交換を行うことで円滑

な研究推進のための支援に努めた。 

 

〔実施プロジェクト数〕 

 H15 H16 H17 H18 
プロジェクト数 16 12 8 4 
 

 

中期計画 

研究主題については、外部専門家が中間評価を行い、評価の結果を研究チーム編成の見

直しや資源配分へ反映させるとともに事後評価を行い、当初の研究目的の達成状況を明

らかにして公表し、事業運営の改善に資する。 

 

【中期目標期間実績】 
・外部専門家 3～5 名を選任して研究の進捗状況や今後の見込み等の視点から中間評価を、

研究成果の状況や科学技術への貢献等の視点から事後評価を行った。 

・中間評価結果については、今後の発展の可能性や、重要性が認められた研究テーマに

ついて、研究資源や人材の重点化を図るべく、各プロジェクトにおいて検討を行い、

その結果を研究チーム編成の見直しや資源配分に反映させた。 

・事後評価については、事業運営の改善に反映すべき具体的提言は無かったが、研究者

に対してきめ細かい支援が行えるよう努めた。 

・事後評価結果は、対象となったプロジェクトすべてにおいて、極めて高い評価が得られた。研

究テーマ（研究の達成状況、研究成果）及びプロジェクト全体の運営等に対する観点からの 5

段階評価とした平成 16 年度以降は、すべて、もっとも評価の高い、「Excellent（秀）」であ

った。例えば、「十倉スピン超構造プロジェクト」（研究期間：平成１3 年～平成 18 年）は、

「電子型高温超伝導体と、何桁もの電気抵抗の変化を示す超巨大磁気抵抗の発見で知られる十

倉総括による同プロジェクトは、世界の中でも際立った最先端の研究を切り拓き、世界中の注

目を集めている。」と評価された。また、「小池フォトニクスポリマープロジェクト」（研究

期間：平成 12 年～平成 17年）は、「屈折率分布型ポリマー光ファイバー、ゼロ複屈折フォト

ニクスポリマー、高輝度光散乱ポリマー導光体を中心に、基礎から応用に至るまで、システマ

ティックに研究が進められた。いずれのテーマにおいても独創的な成果が得られており、光機

能性のポリマー技術の進歩への寄与は非常に大きい。」と評価された。さらに、「細野透明電

子活性プロジェクト」（研究期間：平成 11 年～平成 16 年）は、「透明電気伝導性酸化物ＴＣ

Ｏをはじめ数多くの未踏の課題に取り組んだ極めてチャレンジングな研究プロジェクト」、「得

られた成果は質・量共に並はずれている。新しい材料科学のフロンティアを拓く可能性のある

成果が一つ二つではなく、少なくともプロジェクトの各グループに 1 つはある。」と評価され、

 - 31 - 
- 31 -



 

 

「大津局在フォトンプロジェクト」（研究期間：平成 11 年～平成 16 年）は、「基礎科学への

すぐれた寄与と共に、高度情報技術の基礎研究としての貢献も大きく、産業界への波及効果は

大きい。」「光情報処理技術の分野を発展させる上で、その萌芽を形成した」、「光ナノテク

ノロジーの新しい領域を創成した」と評価された。 

・評価の結果については、機構のホームページ等を通じて国民に分かりやすい形で公表した。 

・平成 18 年度に行った戦略的創造研究推進事業の国際評価においても、ERATO につい

て、「科学的な成果においては世界の最高水準にあり、学究の世界での知名度は高く、

世界的にも注目を集めている。」、「研究リーダーの質の高さと JST の支援の柔軟性が

事業の成功に貢献している。」と評価された。 

 

〔中間評価・事後評価を実施したプロジェクト数〕 

 H15 H16 H17 H18 
中間評価 - 8 - - 
事後評価 4 4 4 4 
 

 

中期計画 

研究終了後5年後を目途に追跡調査を実施し、研究成果の社会還元の状況等を明らかにし、

これらの結果を国民に分かりやすい形で公表する。 

 

【中期目標期間実績】 
・追跡調査は、研究終了後一定期間を経た後、研究成果の発展状況や活用状況、参加研

究者の活動状況等について調査し、事後評価を補完するとともに基礎的研究の事業に

係る評価に資することを目的として実施した。 

・追跡調査については、インタビュー調査をプロジェクト内（総括責任者、研究員等）

及びプロジェクト外の有識者、それぞれ 5～6 名を対象に行った。また同時に、アンケ

ート調査を行った。 

・研究成果のその後の展開等について明らかにし、機構のホームページ等を通じて分か

りやすい形で公表した。 

・研究成果の社会還元の状況としては、例えば、「加藤たん白生態プロジェクト」では、

同プロジェクトの研究成果を発展させた高効率・高収率完全長ｃDNA 作製法「V キャ

ッピング法」はその優秀性を認められ、広く各種生物の遺伝子解析に利用され、さら

に民間企業で事業化され研究委託ビジネスとして展開されている。また、「平尾誘起構

造プロジェクト」では、フェムト秒レーザー照射により非晶質材料の内部に 3 次元光

導波路を形成したプロジェクトの成果は、新規の光機能性材料を創成する日中共同研

究に発展し、更に将来のフォトニクスを担うナノデバイスの基盤技術としての技術開

発が展開されている。また、「川人学習動態脳プロジェクト」は、環境の変化に応じて
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学習しながら自律的に自分の運動を計画し制御するロボットが実現可能であることを

初めて示し、脳科学の知見を応用してロボットを制御する技術や、脳の活動の非侵襲

計測技術に産業界が強い関心を示して共同研究開発に発展している。 

 

〔追跡調査を実施したプロジェクト数〕 

 H15 H16 H17 H18 
プロジェクト数 8  7 4 4 

 
 
③ 基礎的分野における世界の英知を集めた国際共同研究の推進 

 

中期計画 

我が国の得意な研究分野と外国の得意な研究分野とをそれぞれ持ち寄って、一体的に国

際共同研究を実施し、基礎的研究分野において国際貢献を果たすとともに、複合化、学

際化が進む基礎的研究の効率的推進を目的として国際共同研究を推進する。なお、新た

な課題は採択しない。 

 

【中期目標期間実績】 
・継続プロジェクトについて引き続き研究を推進した。 

・研究の推進に当たっては、各プロジェクトの研究進捗及び実行予算の希望を年 2～3 回

聴取し、必要に応じて資源配分に反映させた。また、事務参事会議を年 2 回開催して

情報交換を行い、円滑な研究推進のための支援に努めた。 

・さらに、海外の相手機関と相互補完しながら研究を推進するため、研究情報の交換、研究

員の往来、研究試料等の相互交換やシンポジウムの開催等の国際研究交流を支援した。 

 

〔実施プロジェクト数〕 

 H15 H16 H17 H18 
プロジェクト数 6 4 2 1 
 

 

中期計画 

研究課題については、外部専門家が中間評価を行い、評価の結果を研究チーム編成の見

直しや資源配分へ反映させるとともに事後評価を行い、当初の研究目的の達成状況を明

らかにして公表し、事業運営の改善に資する。 

 

【中期目標期間実績】 
・外部専門家 3～5 名の協力を得て、中間評価、事後評価を行った。 

・中間評価の結果はプロジェクトに送付し、必要に応じチーム編成の見直しや資源配分
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に反映させた。事後評価結果について、外部専門家より事業運営の改善に反映すべき

具体的な提言はなかったが、研究者に対してきめ細かい支援が行えるよう努めた。 

・事後評価結果は、対象となったプロジェクトすべてにおいて、高い評価が得られた。研究

テーマ（研究の達成状況、研究成果）、プロジェクト全体の運営及び相手機関との研究交

流実施状況に対する観点からの５段階評価とした平成 17 年度以降は、すべて、もっとも評

価の高い、「Excellent（秀）」であった。例えば、「カルシウム振動プロジェクト」（研

究期間：平成 12 年度～平成 17 年度）の事後評価では、「IP3 レセプターのCa2+チャンネ

ルとしての機能および全構造を世界で初めて明らかにし、外界刺激による細胞内カルシウ

ムの上昇の分子機構の解明のブレークスルーとなった。」、「得られた成果は基礎科学に

資するのみならず、病因解明や治療法開発の基盤となる重要な情報を提供するものであり、

臨床医学にも資するところも大きい」と評価された、また、「量子もつれプロジェクト」

（研究期間：平成 10 年度～平成 15 年度）の事後評価では、「微小光共振器の一連の理論

およびブラッグ反射器、マイクロピラー、フォトニック結晶の技法による実現の一連の成

果や、非古典的な光の統計的性質を詳しく測定する方法の開発、コヒーレントポラリトン

に関する物性物理的検討、核スピン格子による量子計算の概念設計などは影響力のある基

礎研究といえる。」、「量子情報処理を半導体ナノ構造の物性に基づいて構築しようとす

る研究課題について、新概念の提示および実験手法の開拓の両面とも山本グループが世界

的にみて圧倒的に強い指導性を発揮している」と評価された。 

・評価の結果については、機構のホームページ等を通じて国民に分かりやすい形で公表した。 

・平成18年度に行った戦略的創造研究推進事業の国際評価においても、ICORPについて、

「国際協力を拡充させていきたいという国際研究コミュニティの強い要請に応える優れ

た研究支援システムである。」等と評価された。 

 

〔中間評価・事後評価を実施したプロジェクト数〕 

 H15 H16 H17 H18 
中間評価 1 2 - - 
事後評価 2 2 1 1 
 
 

中期計画 

研究終了後5年後を目途に追跡調査を実施し、研究成果の社会還元の状況等を明らかにし、

これらの結果を国民に分かりやすい形で公表する。 

 

【中期目標期間実績】 
・追跡調査は、研究終了後 5 年後を目処として、研究成果の発展状況や活用状況、参加

研究者の活動状況等について調査し、事後評価を補完するとともに基礎的研究の事業

に係る評価に資することを目的として実施した。 
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・追跡調査については、論文等の事前調査、プロジェクト参加者及び外部有識者（相手

国の代表研究者を含む）等へのインタビューにより行った。 

・研究成果のその後の展開等について明らかにし、機構のホームページ等を通じて、分

かりやすい形で公表した。 

・研究成果の社会還元の状況としては、例えば、「神経遺伝子」プロジェクトでは、本プロジェ

クトによる脊髄性筋萎縮症の原因遺伝子産物であるNAIP 蛋白の機能解析の研究を発端に、ア

ポトーシス抑制因子に関する研究が国際的に広がり、神経難病に対する基礎と臨床が一体とな

った取り組みが進み、本格的な創薬ビジネスも生まれている。また、「分子転写」プロジェク

トでは、生命体における生体分子の自己複製を人工物質においても可能とする「分子転写」を

実現した研究の成果の展開として、アミノ酸、糖、核酸などの生理活性物資を精緻に合成する

ための新技術の構築が進んでいる。 

 

〔追跡調査を実施したプロジェクト数〕 
 H15 H16 H17 H18 
プロジェクト数 5 1 2 2 

 
 
④ 特定分野におけるシミュレーション等計算科学技術を活用した研究開発の推進 

 

中期計画 

公募により発足した課題についてシミュレーション等計算科学技術を活用した研究開発

を実施する。なお、新たな課題は採択しない。 

 

【中期目標期間実績】 
・シミュレーション等計算科学技術を活用した研究開発における継続課題について、平

成 16 年 11 月末まで、迅速な事務処理等を行い、円滑に研究を推進した。 

・本部職員が研究者を訪問した際に出た要望を吸い上げ、検討の上、対応すべきものに

ついては適宜対応する等、研究者が効率的に研究を推進できるよう支援を行った。 
 
〔実施課題数〕 

 H15 H16 H17 H18 
課題数 21 21 - - 
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中期計画 

研究課題については、外部専門家により、事後評価を行う。評価の結果に基づいて当初

の研究目的の達成状況を明らかにするとともに、事業運営の改善に資する。 

 

【中期目標期間実績】 
・研究課題については、外部専門家により当初計画の達成度や研究開発成果の状況等の

視点から事後評価を行った。 

・事後評価結果は、対象となったほとんどの課題において、「当初計画の達成度は高く、

外部発表についても積極的に行われている。」と評価された。また、研究成果として、

プログラムやデータベース等が得られ、機構で運用するソフトウェアライブラリー等

で公開された。 

・評価の結果については、機構のホームページ等を通じて国民に分かりやすい形で公表した。 

 

〔事後評価を実施した課題数〕 

 H15 H16 H17 H18 
課題数 - - 21 - 
 

 

中期計画 

研究終了後5年後を目途に追跡調査を実施し、研究成果の社会還元の状況等を明らかにし、

これらの結果を国民に分かりやすい形で公表する。 

 

【中期目標期間実績】 
・追跡調査は、研究終了後 5 年を経過した後、研究成果の発展状況や活用状況、参加研

究者の活動状況等を調査し、事後評価を補完することを目的として実施した。 

・追跡調査については、研究代表者へのアンケート調査、計算科学技術委員の意見調査等により行った。 

・国の科学技術政策に従い高速ネットワークを活用した特定分野の研究を促進する研究

助成は、当時、本研究推進事業以外にはほとんどなく、高性能計算機と人材・環境を

整えたことで従来不可能だった計算や解析が可能になり次なる問題が見えてくるサイ

クルが構築できたこと、計算科学技術が十分使われなかった生命・生体分野において

はその重要性を認知させるなど大きく貢献し、また、公開されたソフトウェアライブ

ラリーは一般企業や大学の多くの研究者の研究に貢献した、との評価を受けた。 

・研究成果のその後の展開やこのような社会還元の状況について、機構のホームページ

等を通じて、分かりやすい形で公表した。 

 

〔追跡調査を実施した課題数〕 
 H15 H16 H17 H18 
課題数 - - - 67 
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⑤ 総合的な評価 

 

中期計画 

海外の有識者を含む評価委員会を開催し、機構が実施する基礎研究事業全体についての

総合的な評価を中期計画終了時までにとりまとめる。 

 

【中期目標期間実績】 
・平成 17 年度は、基礎研究制度の評価の全体計画、実施等に関する業務を行うため、基礎研究制

度評価タスクフォースを設置し、基礎研究事業国際評価委員会の開催に向け、体制を構築した。 

・また、基礎研究事業国際評価委員会の評価委員を選定し（委員長 1 名、国内委員 7 名、

海外委員 5 名）、評価の視点、方法等を検討・策定するとともに、基礎研究事業にお

ける研究成果とそのインパクト及び制度設計と運営方法を評価するために必要となる

各種データを収集、アンケート調査を実施し、資料を作成した。 

・平成 18 年度は、新技術創出に資する基礎研究事業（ERATO、CREST、PRESTO、ICORP

等）について、 

  1.研究推進事業としての意義、システム、運営 

  2.事業の生み出した価値 

  3.事業の研究成果 

  4.事業の我が国の研究ポテンシャルに対する寄与 

という視点を要点として評価を行った。 

・評価結果は、「全体的に評価委員会の見解は非常に肯定的なものであった。研究事業は適

切な方法で実施されており、日本の基礎研究活動の推進・強化に素晴らしい役割を果た

してきたものと評価している」、「JST の研究推進事業の大学等学界への貢献は、国内では

第一位、世界でもトップクラスの域にあるものとして大いに評価したい」、「JST 事業の科

学的成果には絶大なる称賛を贈りたい」、「要約すれば、JST の戦略的創造研究推進事業は

優れた事業であり、適切に運営されている」等、機構の戦略的な基礎研究事業は特徴あ

る優れた事業であり、多くの世界的レベルの科学技術の成果を生み出し、また、適切に

運営されているとの評価を得られた。 

・また、今後の事業推進に対しては、ERATO の研究総括を選定するにあたり、「ピアレ

ビュー方式は民主的ではあるが、往々にして保守的になりがちであり、真にイノベー

ションに富みリスクの高いアイデアを排除してしまう可能性がある。」等の提言が得ら

れた。これらの提言を踏まえ、ERATO タイプにおける研究領域の選定、研究総括の指

定方法について、大幅な見直しを行った。 

・評価結果については報告書として取り纏め、冊子体を各所に配付するとともに機構の

ホームページ等を通じて国民に分かりやすい形で公表した。 
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⑥ 研究成果の公表、普及 

 

中期計画 

研究成果は、レベルの高い国際誌を中心に研究論文として積極的に投稿し、公表する。 

 

【中期目標期間実績】 
・機構は研究進捗状況を的確に把握するとともに、研究者が行う研究成果の公表を積極的

に支援し、研究成果について、レベルの高い国際誌を中心とした研究論文発表や口頭発

表等を積極的に進めた。 

・機構の1論文当たりの被引用件数（出典：ISI社 ISI Essential Science Indicatorsにより検

索）については、2003年～2007年の期間で、各研究分野において、日本全体の平均の

1.3倍～4.4倍と大幅に上回っている。特に免疫学では日本平均の4.4倍、臨床医学では3.1

倍、植物学・動物学では2.9倍、材料科学では2.3倍と機構の優位性が顕著であった。 

・また、海外との比較においても、物理学、化学、工学でアメリカの0.9倍台であった以外

は、各分野毎にアメリカとの比較では1.0倍～4.4倍、イギリスとの比較では1.0倍～5.0倍、

工学でドイツの0.9倍であった以外は、ドイツとの比較では1.1倍～5.1倍、フランスとの比

較では1.0倍～4.8倍と機構の優位性が顕著であった。以上のように、機構の1論文当たり

の被引用数は、日本全体の平均や主要外国と比較して優位であり、機構の研究成果の特

筆すべき質の高さが認められる。 

・研究成果は積極的に新聞発表を行うとともに、機構ホームページ等を通じてわかりや

すい形で公表した。特許出願件数等もホームページ等を通じて公表した。 

 ・なお、各年度における論文発表数等については、27ページの表に記載した。 
 

 

中期計画 

成果の公表・普及のために報告会、シンポジウム等を開催する。シンポジウム等の開催

数は以下とする。 

戦略的創造研究推進事業 

研究成果報告会 ２回／年【平成１４年度： ２回／年】 

このほか、研究領域毎のシンポジウム等を開催する。 

 

【中期目標期間実績】 
研究成果報告会（基礎研究報告会）の各年度における開催実績は以下のとおり。 

 H15 H16 H17 H18 
開催回数 2（うち下期1） 2 3 1 
参加人数 354（うち下期106） 378 1,553 274 
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領域毎のシンポジウムの開催実績は以下のとおりである。 

 H15 H16 H17 H18 
開催回数 55（うち下期35） 42 43 44 
参加人数 8,611（うち下期5,910） 7,509 9,347 約48,700 

 
 
中期計画 

研究成果のデータベース化を進めるとともに、知的財産に配慮しつつホームページ等に

より公開する。研究成果のうち、ソフトウエアについては、ソフトウエアライブラリー

への搭載を進め、広く公開・流通を図る。ソフトウエアライブラリーへの搭載件数は、

１０５件【平成１４年度時点の累積：６１件】とする。 

 

【中期目標期間実績】 

・研究成果のデータベース化を進めるとともに、知的財産に配慮しつつホームページ等に

より公開した。 

・研究成果のうち、ソフトウエアについては、機構のホームページで公開するソフトウ

エアライブラリーへの搭載を進め、広く公開・流通を図った。 

・ソフトウエアライブラリーへの搭載件数は、目標を上回る121件となった。 
 
 
中期計画 

知的財産権の取得を奨励するとともに、研究成果については、機構が実施する技術移転

制度や技術移転機関等による社会還元を促進する。 

 

【中期目標期間実績】 

・知的財産権に係る支援については、産産業活力再生特別措置法第 30 条の適用により、

知的財産権が委託研究契約に基づいて得られた場合、原則として研究実施機関の帰属

としている。また、共同研究契約に基づいて得られた場合、原則として発明者、研究

機関・機構との共有としている。 

・知的財産権については、領域会議等の場において、研究者に対して積極的な取得及び

権利化を行うよう奨励した。 

・また、社内外のセミナー等の開催情報を研究者に提供し、知的財産権に対する意識の

高揚を図った。 

・研究機関の帰属とならない特許に関する取扱い等についての相談に乗る等の支援を行った。 

・研究機関に対しても、戦略創造事業に係る研究成果が研究機関において権利化が促進

されるよう、機構として、様々な支援（特許マインドの啓発、特許シーズの掘り起こ

し活動、特許アドバイス、その他）を行った。 

・研究成果については、産学官シーズイノベーション事業を創設し、研究課題の中間評
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価において、評価者とは別に産業界からシーズ発掘のための「シーズ発掘員」が参加

し、シーズ発掘の場とする等、研究成果については、機構が実施する技術移転制度等

を積極的に活用して成果の発展・展開、社会還元の促進に努めた。具体的な例は以下

のとおりである。 

 

＜例１＞ 

CRESTタイプの研究課題「無機ナノ結晶・高分子系の自己組織化と生体組織誘導

材料の創出」の成果をもとに、機構が実施する委託開発事業において、生体内で自

然に消失しながら自分の骨（自家骨）に置き換わる次世代人工骨「生体置換型有機

無機複合人工骨」の開発を行っている。人工骨は現在、約70億円の市場と言われて

おり、骨粗鬆症患者の増加などが見込まれる高齢化社会を迎える日本では、市場の

拡大は必至で、この研究に対する経済的並びに社会的なニーズは大きい。 

 

＜例2＞ 

ERAROの「小池フォトニックスポリマープロジェクト」の成果を基に、高速でフ

レキシブルなGI-POF（屈折率分布型プラスチック光ファイバー）ネットワーク及び

高精細・大画面ディスプレイの高品質化・低価格化を目指した研究開発を展開して

いる。既に、旭硝子からファイバーが商品化され、患者のベッドサイドまでファイ

バーが巡らされる病院内POFネットワーク導入を実現した病院も誕生している。 

 

＜例3＞ 

ERATOの「大津局在フォトンプロジェクト」の成果をもとに、NEDOが実施する

委託開発事業高度情報通信機器・デバイス基盤プログラムで更に進展させ、平成18

年度まで、大容量・低消費電力を実現する大容量光ストレージ技術の開発を進めた。

本技術は、記録はもとより、バイオなど幅広い産業分野で利用できる基盤的技術で

あると同時に、我が国の情報通信分野の国際競争力強化に直結するものである。 

 

＜例4＞ 

ERATOの「細野透明電子活性プロジェクト」の成果をもとに、凸版印刷株式会社

がアモルファス酸化物半導体によるフレキシブルな薄膜トランジスタ（TFT）を試作

し、電子ペーパーとして駆動することに成功した。同社はディスプレイとしての実用

化を目指して研究開発を進めている。 

 

＜例5＞ 

CRESTタイプの研究テーマ「組み換えを介したゲノム動態制御」と埼玉県の地域

結集型共同研究事業、更に理研との共同研究により、迅速にモノクロナル抗体を作
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製できる技術開発に成功した。これまで作製困難だった抗体も作製可能になり、既

存の抗体作製技術に比べ、作製期間も格段に短縮される（最低10週間程度、通常は4

～6ヶ月程度かかったものが、1～2週間程度で可能に）。2005年にベンチャー株式会

社カイオム・バイオサイエンスを立ち上げ、本格的に事業を推進している。 

 

・また、技術移転部門に引き継いだ特許件数（契約ベース）は、平成15年度は34件であ

ったが、平成18年度は51件となった。 

・特許実施料収入については、中期目標期間中、各年度において、概ね4千万円から6千

万円程度で推移した。 
 

 

中期計画 

研究成果は、日本科学未来館等の活動への協力や計量的な手法を用いるなど国民に分か

りやすく紹介する。 

 

【中期目標期間実績】 
・研究成果は、広く国民一般にわかりやすい形で情報発信した。日本科学未来館との連携

により、機構の基礎研究事業の顕著な成果を展示物、企画展、イベント等を通じてわか

りやすく伝えた。 

・年報、研究実施報告書、評価報告書は、ホームページにて、研究成果ビデオは、サイ

エンスチャンネルでの放映、ホームページにて公開した。  

・平成16年度は、脳関係4 領域合同の終了シンポジウムについて、初めての試みとして、

研究成果を主に専門家向けに公表するという研究推進部門の視点と、主に一般向けに

分かり易く、かつ楽しく理解できるように公表するという日本科学未来館の視点から

共同で企画・実施し、来場者の好評を得た。 

・また、平成16年度から、さきがけタイプの合同研究成果報告会（さきがけライブ）を開催した。 

・平成 17 年度からは、先端的な研究開発の動きや成果を国民に知ってもらう活動を専門

的に行う人材を活用して、国内外の科学技術コミュニケーション活動及びアウトリーチ

活動に係る調査、情報収集を行った。 

・平成 18 年度は、研究成果等を国民にわかりやすく伝えるアウトリーチ活動を専門に行う

「科学技術コミュニケーション担当」を配置し、各種調査等を行った。また、日本各地

で科学技術コミュニケーション活動に携わる機関・団体・個人が一堂に会し、相互に活

動を紹介しながら情報交換を行う場（サイエンスアゴラ 2006）の企画を行った。 

・また、複数研究領域の合同シンポジウム（ナノバーチャルラボ成果報告会「ナノテクは進化す

る」）を開催するとともに、さきがけタイプの事業の特徴や成果、さきがけタイプに参加した

研究者の研究生活、人生を一般読者に紹介することを目的に『さきがけものがたり～未来を拓

く研究者たちのドラマとその舞台～』を研究の支援をしてきた担当者が執筆し、出版を行った。 
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・さらに、平成 18 年度に行った戦略的創造研究推進事業の国際評価において、事業の成

果を、例えば、我が国の基礎研究へのインパクト等について成果論文の 1 論文当たり被

引用数等の数値データを用いる等、数値を用いて、機構のホームページ等を通じて国民

にわかりやすく紹介した。 

・ERATO 発足 25 周年を記念して特別シンポジウムを開催し、これからの日本のイノベ

ーションシステムや、未来の世界の科学技術について議論を行うとともに、大きな産

業展開につながりそうな ERATO プロジェクトの一部を国民にわかりやすく紹介した。 

・科学技術振興調整費により科学技術振興機構が文部科学省から受託して実施した「プロ

グラムオフィサー国内セミナー」の実績を踏まえつつ、機構独自の企画として、我が国

における PO 制度の定着等に資することを目的に、平成 17 年度に 1 回、平成 18 年度に 2

回、「プログラムオフィサーセミナー」を開催し、機構の PO 制度の紹介等を行った。 

 

 

【戦略的創造研究推進事業における主な実績・成果】 

 H15 H16 H17 H18 
論文数 4,083 件 6,154 件 6,256 件 6,152 件 
口頭発表件数 12,990 件 16,730 件 18,902 件 18,359 件 
プレス発表件数 54 51 56 72 
被引用数が上位 1％以内

に入る論文数（JST/日本） 
データ未取得 48/445 40/399 47/565 

全分野における1論文あた

りの平均被引用回数 
［5 年平均］ 

データ未取得 
8.87 回 

(日本平均3.99 回) 
[01～05 年] 

8.98 回 
(日本平均4.19 回) 
[02～06 年] 

9.55 回 
(日本平均4.40 回) 
[03～07 年] 

主要な国際会議への招聘・

講演人数 
データ未取得 415 名 472 名 510 名 

個人研究者のキャリアアッ

プ数 
データ未取得 72 名/142 名 72 名/152 名 24 名/49 名 

ソフトウエアライブラリー

への累積搭載件数 
79 94 121 121 

技術移転部門に引き継い

だ特許件数（契約ベース） 
34 21 26 51 

特許実施料収入 37,868 千円 61,006 千円 59,645 千円 55,051 千円 
特許出願件数 868 921 800 712 
(参考）インパクトファクター

の高い雑誌への投稿数 
nature:22 
science:22 

nature:25 
science:15 

nature:30 
science:10 

nature:39 
science:24 
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〔1 論文あたりの被引用回数に関する分野ごとの国際比較〕(2003-2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：トムソンサイエンティフィック社 Essential Science Indicators （1997年1月～2007年2月）をもとに機構が分析 
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（２）社会技術研究の推進 

 

 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

  我が国社会が抱える様々な問題を解決し、社会における新たなシステムの

構築に寄与する技術(技術的根拠／知識体系)を確立することを目的として、

自然科学と人文・社会科学の複数領域の知識を統合し、個別分野を越えた

幅広い視点から研究開発を行い、現実の社会問題の解決に資する研究成果

を得る。 

 

<事業概要>  

 社会技術研究開発事業では、自然科学のみならず、人文・社会科学、あるいは現場にお

ける様々な知見や経験を含む横断的・俯瞰的なアプローチにより研究開発をすすめ、社会

における具体的な問題の解決を図り、社会の安寧に資することを目的とする。研究開発は、

社会問題解決のために重要なミッションを設定し研究チームを組織して研究を実施する

「ミッション・プログラム」、社会問題解決のために重要な研究領域を設定し公募により

研究を実施する「公募型プログラム」、社会において解決すべき諸問題とその解決を図る

ための研究のあり方についてオープンに議論を行う「社会技術研究フォーラム」の３つの

プログラムにより実施する。 

 

 平成15年10月より平成19年3月までの中期目標期間中に自治体を含む様々な現場で実際

に利用されるような一定の研究開発成果を挙げる中で、平成17年5月にセンター長を中心と

した一貫したマネジメントを確立しこれまで以上に機動的な研究体制とするため、機構内

で社会技術に係る事業を改組し社会技術研究開発センターとした。具体的には、研究スキ

ーム（ミッション／公募）を中心とした体制から、問題設定（研究開発領域）を中心とし

た構造として、社会問題の解決に資する成果に向けてミッション・プログラムと公募型プ

ログラムのシナジー効果がこれまで以上に得られる構造とし、「社会の問題解決」という

理念をより明確に打ち出した。 

 また、平成18年3月のミッション・プログラムⅠの事後評価における指摘事項「テーマ設

定等計画段階の充実が必要」「社会技術における研究開発は社会への還元が前提であり、社

会実装は重視されるべき」等を踏まえて平成18年7月に事業のあり方を抜本的に見直し、新

規ミッション・プログラムを設定しないことによる公募型への重点化、多分野多方面の関

与者の参画を得たテーマ設定等計画段階の充実、目標設定の明確化や成果を社会に実装す

ることを目的とするプログラムの検討、などの対応をとり、中期目標の達成を図った。 

 

<対象事業> 

 社会技術研究開発事業 
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中期計画

社会技術研究の推進のため「社会技術研究フォーラム」、「ミッション・プログラム」、「公

募型プログラム」を実施する。 
 

【中期目標期間実績】 

 ・「ミッション・プログラム」は社会問題解決のために重要なミッションを設定し研究

統括が各分野から研究者を集めて研究チームを組織して研究を実施するもの、「公募

型プログラム」社会問題解決のために重要な研究領域を設定し広く研究課題を公募・

選考して研究を実施するもの、「社会技術研究フォーラム」は社会において解決すべ

き諸問題とその解決を図るための研究のあり方について開かれた場で議論を行うもの

として、3 つのプログラムにより社会技術研究開発事業を推進した。 

 ・後述する 3 つのプログラムの個々の活動とその成果に加えて、 

－平成 17 年 5 月の改組により、「研究開発領域」下での、領域総括の責任と権限に

よるミッション・プログラムと公募型プログラムの一体的な運営体制を実現 

－改組以前より、ミッション・プログラムと公募型プログラムの合同シンポジウム

の開催 

－社会技術研究フォーラムにおける、ミッション・プログラムと公募型プログラム

の成果の発表や研究開発活動の紹介、シナジー・セッションによる社会技術のあ

り方の検討 

－社会技術研究フォーラムにおける新規テーマ（新規ミッション・プログラム候補、

新規公募領域候補）の探索 

－システム運営会議（当時）や運営協議会における協議に基づく横断的・俯瞰的な

マネジメントの実施 

など、プログラム間の連携を促進する活動を行った。 
 

 

中期計画

「社会技術研究フォーラム」については、社会問題の本質を認識し、その解決を図る研

究のあり方を継続的に議論する。 
 

【中期目標期間実績】 

・「社会技術研究フォーラム」では、開かれた場において研究者と一般の参加者が社会に

おいて解決すべき諸問題とその解決を図るための研究のあり方について継続的に議論し

た。中期目標期間中は、双方向の議論の場として以下のように継続的な活動を行った。 

○ 取り上げるべき社会問題の議論、新規領域の探索 

－第 5 回社会技術研究フォーラム（平成 15 年 11 月 14 日） 

「安全・安心な社会の構築と社会技術」 
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－第 8 回社会技術研究フォーラム（平成 17 年 1 月 29 日） 

  「社会技術研究が今後取り組むべき課題」 

－第 2 回社会技術フォーラム（平成 17 年 11 月 10 日） 

  「生命科学と社会の接点で社会技術に何ができるか～未来の最先端医療に焦点

を合わせて」 

－第 5 回社会技術フォーラム（平成 19 年 3 月 12 日） 

  「新プログラムに関する社会との対話」 

○ ミッション・プログラム、公募型プログラムの成果の発信や取り組みの紹介 

－第 6 回社会技術研究フォーラム（平成 16 年 3 月 13 日） 

「社会技術の実験（デモンストレーション）と運用（インプリメンテーション）」 

－第 9 回社会技術研究フォーラム（平成 17 年 3 月 26 日） 

  「社会技術研究と組織統治：コンプライアンスの視点から」 

－第 3 回社会技術フォーラム（平成 18 年 3 月 13、14 日） 

  「社会に発し社会にかえる研究開発活動」 

○ 社会技術の理念や方針の発信と、社会技術研究開発のあり方等に関する双方向の議論 

－第 7 回社会技術研究フォーラム（平成 16 年 10 月 9 日） 

  「『法人化』時代における社会のための科学技術研究」 

－第 9 回社会技術研究フォーラム（平成 17 年 3 月 26 日） 

「社会技術研究と組織統治：コンプライアンスの視点から」 

－第 1 回社会技術フォーラム（平成 17 年 7 月 16 日） 

  「安寧な社会の実現に向けて～科学技術ができること、すべきこと」 

－第 4 回社会技術フォーラム（平成 18 年 11 月 20 日） 

  「社会技術の新たな展開－社会との協働を目指して－」 

 

 ・特に、フォーラムにおける議論等を踏まえて、新領域の設定につながる成果を得た。 

・第 8 回社会技術研究フォーラム「社会技術研究が今後取り組むべき課題」（平成 17 年 1

月 29 日）では、領域探索調査等を踏まえた 6 領域候補についてフォーラムの場で議論を

深め、来場者アンケートにより扱うべき研究領域について意見を求めた上で、平成 17 年

度に「ユビキタス社会のガバナンス」「21 世紀の科学技術リテラシー」を設定した。 

・また、第 5 回社会技術フォーラム「新プログラムに関する社会との対話」（平成 19 年

3 月 12 日）では、現実の社会問題の関与者へのインタビュー調査、ワークショップに

おける議論、検討会における検討を重ねた領域候補「犯罪からの子どもの安全」「科

学技術社会の相互作用」についてフォーラムの場で意見を求め、領域の最終案を導出

した（研究開発領域等の事前評価までは平成 18 年度中に実施済み、設定手続きは平成

19 年度に実施予定）。 
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中期計画

「ミッション・プログラム」については、社会問題の解決を図るために重要と考えられ

るミッションを設定し、その目標達成に必要な研究チームを組織して研究を実施する。 
 

【中期目標期間実績】 

・中期目標期間中は、ミッション・プログラムⅠ「安全性に係わる社会問題解決のため

の知識体系の構築」（平成 13 年度発足）、ミッション・プログラムⅡ「高度情報社会の

脆弱性の解明と解決」（平成 15 年度発足）、ミッション・プログラムⅢ「日本における

子供の認知・行動発達に影響を与える要因の解明」（平成 16 年度発足）、を実施した。 

・ミッション・プログラムⅢは、文部科学省「脳科学と教育研究に関する検討会」報告

における追跡研究の重要性の指摘、OECD“Learning Science and Brain Research”に

おける研究の進捗や、米国“National Children’s Study”の検討・準備状況などの諸外

国の動向などを踏まえ、システム運営会議（当時）における事前評価により、平成 16

年 6 月に新規ミッションとして設定した。 

 ・それぞれのミッション・プログラムでは、研究体制は自然科学系、工学系の研究者に加え、

法学、心理学、社会学、経済学、教育学、統計学など人文・社会科学の研究者を配置し、

さらに実務者などを交えた特徴的な編成により進められた。また、特にミッション・プロ

グラムⅢにおいては、地域で研究を推進する上で、地元の医師会や教育委員会などととも

に、ミッションⅢの研究の進め方や成果のフィードバックの仕方などについて検討するア

ドバイザリーボードを組織して、広く関与者の参画を得ながら研究開発を推進した。 

 ・平成 17 年度に終了したミッションⅠでは、以下のとおり、特定の社会問題の解決に向

けて現実の社会において利用・試用されている一定の成果を創出した。 

 

ミッション・プログラムから生まれた、社会において利用・展開されている主な研究成果 

研究課題（研究グループ） 成果概要 利用・展開状況 

ミッションⅠ 

「安全性に係る社会問題解決

のための知識体系の構築」 

 

－リスクマネジメントグループ 

『津波災害総合シナリオ・シミュレー

タ』 

→地域状況を反映した地震発生時

の津波災害被害予測による、避難

計画、防災計画の立案支援、及び

防災教育ツールとして貢献 

三重県尾鷲市において、市

の防災計画策定支援ツー

ル、および防災教育ツール

として利用 

（市のホームページに掲載） 

ミッションⅠ 

「安全性に係る社会問題解決

のための知識体系の構築」 

 

－交通安全グループ 

『協働型交通事故対策における合意

形成支援システム』 

→ 交 通 事 故 対 策 評 価 シ ス テ ム

（Reason： Risk Evaluation and 

Assessment System by Accident 

北見市と共同で実験を実施

し、高知市で採用を検討 
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Occurrence Modeling for 

Navigation；交通事故データと交

差点環境データから交通事故のリ

スクを予測するモデル）による、道

路ユーザーなどを交えた交通事故

対策に向けた合意形成の支援 

ミッションⅠ 

「安全性に係る社会問題解決

のための知識体系の構築」 

 

－医療安全グループ 

『診療ナビゲーションシステム』 

→電子カルテシステムによる時系列

診療情報の解析とデータマイニン

グに基づく医学的知見の抽出 

東京大学医学部附属病院 

循環器科内で運用 

ミッションⅠ 

「安全性に係る社会問題解決

のための知識体系の構築」 

 

－地震防災グループ 

『次世代地震ハザードマップ』 

→被害の可視化と効果的な地域地

震防災対策の立案支援 

東京都中野区木造住宅耐

震診断事業に展開 

 

・一方、ミッション・プログラムⅠに対する平成 17 年 11 月～平成 18 年 3 月に開催した

評価委員会による事後評価では、「12 の研究グループについて、いずれも安全安心に関

する社会問題の解決のために意味のあるものではあり、一部には社会実装につながる

ことが期待される成果が得られる事例も生まれているが、社会問題を解決する上で優

先度の高い研究テーマに絞り込まれていたのか、個々のテーマについて事前に現実的

な研究計画が十分に練られていたのか、という疑問が提起される」といったミッショ

ン・プログラムの事前評価や計画策定、12 の研究グループの設定の適否にかかる重要

な指摘を受けており、ミッション・プログラムⅠの目標達成に必要な研究チームを組

織する、という点において不十分な点が明らかになった。 

・当該指摘を踏まえ、平成 18 年度に事業の抜本的な改革を行い、①テーマ設定段階の充実

のため、多分野多方面の関与者の参画協力を得た領域設定とすること、②研究費配分機

関としての性格を徹底し、新たなミッション・プログラムを設定しないこと、とした。 
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中期計画

「公募型プログラム」については、社会問題の解決を図るために重要と考えられる着眼

点を踏まえて、研究領域を設定し、広範な層からの課題の発掘とその解決を目的として、

公募研究を実施する。 
 

【中期目標期間実績】 

 ・中期目標期間中は、科学技術が不可欠となった社会における社会システムの課題解決

を目指す「社会システム／社会技術論」研究領域、理工学的視点・社会学的視点の両

面から循環のためのシステムを提案する「循環型社会」研究領域、脳神経科学の知見

や成果を用いて教育関係の問題にアプローチする「脳科学と教育」研究領域にてそれ

ぞれの設定する問題解決に向けた研究課題を採択し、研究開発を推進した。 

・中期目標期間中に終了した課題では、以下のとおり、社会において利用・試用されて

いる一定の成果を創出した。 

 

公募型プログラムから生まれた、社会において利用・展開されている主な研究成果 

研究課題（研究グループ） 成果概要 利用・展開状況 

「循環型社会」領域 

 

「市民参加による循環型社会の

創生に関する研究」 

『ハイブリッド会議』 

→参加型会議手法による、専門家、ステ

イクホルダー、市民の三者協働の政策

形成支援 

名古屋市の一般廃

棄物政策の検討手

法として正式に採

用 

「脳科学と教育」領域 

 

「前頭前野機能発達・改善システ

ムの開発研究」 

『学習療法』 

→前頭前野を活性化する学習課題による

認知症の改善 

全国 200 以上の施

設（特別養護老人ホ

ーム、デイケアセン

ター等）において学

習療法を導入し試行 

「社会システム／社会技術論」領域 

 

「医療事故防止に対する製造業

安全性手法適用研究」 

『電子クリティカルパスシステム』 

→製造業におけるプロセス管理の取り組

みに基づく業務間のインターフェイスを

可視化するシステムにより、医療現場

の業務の繋ぎを改善 

九 州 大 学 病 院 に

て、医療事故防止

システムとして試行

的に導入 

 

・平成 17 年度より、ユビキタス情報社会におけるセキュリティやプライバシー保護の枠

組みを検討する「情報と社会」研究開発領域の「ユビキタス社会のガバナンス」、科学

技術の専門家・非専門家の知識乖離について実証的な解消方策を目指す「科学技術と

人間」研究開発領域の「２１世紀の科学技術リテラシー」の研究開発プログラムにお

いて、それぞれの設定する問題解決に向けた研究課題を採択し、研究開発を推進した。 
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 [研究領域（研究開発プログラム）ごとの採択課題数(上段)／応募件数（下段） の推移] 

 （平成 15 年度） 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

3 4 
社会システム／社会技術論 

49 64 
－ － 

3 3 
循環型社会 

29 59 
－ － 

3 3 
脳科学と教育（タイプⅠ） 

20 45 
－ － 

6 
脳科学と教育（タイプⅡ）  

46 
－ － 

3 4 
ユビキタス社会のガバナンス   

16 14 

6 4 
２１世紀の科学技術リテラシー   

58 49 
 

 

中期計画

新規ミッション、新規研究課題、新規研究領域の設定に向け、必要な調査を実施する。 
 

【中期目標期間実績】 

 ・海外調査（オランダ；サイエンス・ショップ、イギリス；Café Scientifique、ベルギー；

EPTA、米国；Gordon Research Conference、など）、国内有識者インタビュー調査、外部

調査機関への委託調査（平成 16 年 10 月～平成 17 年 2 月）、新規公募領域検討委員会（平

成 16 年 12 月～平成 17 年 2 月）、などによる検討を重ねた。その上で、6 つの領域候補に

ついて第 8 回社会技術研究フォーラムにおける公開の場での議論及びアンケート調査を行

い、システム運営会議における事前評価を経て平成 17 年度に「ユビキタス社会のガバナン

ス」、「２１世紀の科学技術リテラシー」の設定に至った。 

 ・平成 18 年度に事業の見直しを実施して以降は、国内有識者インタビュー調査、外部調査機

関への委託調査などに加え、特に、NPO や自治体、あるいは実際の現場で問題に取り組む

研究者など、100 人を超える社会の具体的な問題の関与者へのインタビューやそれらの人

を集めたワークショップ（計 5 回）を重ねることにより、領域設定段階での多分野多方面

の関与者の参画を得た 領域設定に向けた調査のやり方の模索と確立を行い、現実の社会問

題解決に資する具体的かつ明確な研究開発目標の領域（プログラム）案を導出した。 

（『明確な研究開発目標』：例えば、「子どもが犯罪被害に巻き込まれるリスクの低減

を目指して、科学的知見及び手法を活用し、地域の実情に合わせた効果的かつ持続

的な防犯対策について、政策提言、実証等の具体的成果を創出する。」、「科学技術と
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社会の間に生ずる問題について、関与者が協働して評価・意思決定し、対処する方

法及びシステムの構築に資する成果を創出する。」等） 

・その後、第 5 回社会技術フォーラムにおける公開の場において「このような研究テー

マに対する社会的ニーズは多大である」、「犯罪原因の追究は重要だが、領域としては

防犯に焦点を絞るべきである」などの会場からの意見を受けて、運営協議会における

事前評価を行った 

・「犯罪からの子どもの安全」、「科学技術と社会の相互作用」の設定は、平成 19 年度に

実施する予定である。 
 

 

中期計画

研究課題については、外部専門家が、事前評価、中間評価を行い、評価の結果を研究チーム

編成の見直しや資源配分に反映するとともに、事後評価を実施し、その結果を公表する。 
 

【中期目標期間実績】 

〈公募型プログラム 事後評価〉 

・中期目標期間中は、「社会システム／社会技術論」、「循環型社会」、「脳科学と教育」研究

領域において、研究総括及び領域アドバイザーに外部専門家を加えて、研究成果の状況

や研究成果の社会的貢献といった視点から研究課題の事後評価を行った。結果、対象 27

課題中、「社会問題の解決に向けた研究成果のインパクト」について、「高い」もしくは

「比較的高い」との評価を得た課題が 24 課題であり、成果について一定の評価を得た。

事後評価の結果は公表するとともに、「領域会議などの開催頻度向上によるマネジメント

の効率化」などのマネジメント上の指摘については事業運営の改善に反映した。 

 

〈ミッション・プログラム 中間評価〉 

 ・ミッション・プログラムⅠ「安全性に係わる社会問題解決のための知識体系の構築」

について、平成 15 年 11 月 5 日から平成 16 年 3 月 29 日にかけて外部有識者により研

究成果の現状と今後の見込み等の視点から中間評価を実施し、研究計画の見直しや予

算の配分に反映した。 

・ミッション・プログラムⅡ「高度情報社会の脆弱性の解明と解決」について、平成 17 年

11 月 25 日から平成 18 年 3 月 15 日にかけて、外部の有識者・専門家からなる評価委員会

により、目標の達成度や技術的・社会的貢献等の視点から中間評価を実施し、「社会的緊

急性の高い分野について、有用な成果を挙げつつあり、留意点はあるものの、基本的に

このまま進めてよい」との評価を得た。評価結果は、研究体制の見直しやサブグループ

の重点化などの予算配分などに反映した。 

 ・ミッション・プログラムⅢ「日本における子供の認知・行動発達に影響を与える要因

の解明」については、平成 18 年 3 月 1 日から平成 18 年 5 月 10 日にかけて、外部の有
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識者・専門家からなる評価委員会により、平成 19 年度から予定していた長期研究に向

けた準備状況の評価を実施し、「学術的、社会的意義が大きく、個別の研究については

興味ある成果が得られているものもあるが、全体を融合した統合研究計画及び重要な

細部の設計が進んでおらず、速やかに長期研究の準備を加速する必要がある」との評

価を得た。評価委員会の評価結果を受け、社会技術研究開発センターとして、長期研

究に展開しないこと、研究体制を見直すこと、現行の範囲内で研究計画を見直して平

成 20 年度までに成果を取りまとめること、などの具体的な方針を示した。方針を受け、

研究統括の交代と研究計画の見直しの速やかに実施というかたちで反映した。 

 

〈ミッション・プログラム 事後評価〉 

・ミッション・プログラムⅠ「安全性に係わる社会問題解決のための知識体系の構築」につ

いて、平成 17 年 11 月 25 日から平成 18 年 3 月 15 日にかけて外部の有識者・専門家からな

る評価委員会により、目標の達成度や技術的・社会的貢献等の視点から事後評価を実施し、

「社会技術の方法論の構築、要素技術や汎用技術の開発、事例の収集・整理等の基礎的な

段階については相当の進捗が見られ、社会実装につながることが期待される成果も生まれ

ていることは評価できるものの、総じて、実証・実用に近い段階での進捗については限ら

れたものに留まっている」などの指摘を受けた。 

・さらに、「テーマ設定等計画段階の充実が必要」「社会技術における研究開発は社会への還

元が前提であり、社会実装は重視されるべき」などの、社会技術研究開発事業の研究開発

全体にかかる重要な指摘については、平成 18 年 7 月に事業の抜本的な見直しを実施し、 

－従来のミッション・プログラムと公募型プログラムにより研究開発を進める事業

スキームから、今後新規のミッション・プログラムを開始せずに公募型に重点化 

－社会の具体的な問題にかかわる関与者の参画により新規研究開発領域の検討を行

うなど、テーマ設定段階の充実 

－社会問題の解決に資する成果について、成果の社会への実装に向けたプログラムの検討 

など、事業の大幅な改革を実施した。 

 ・特に、平成 17 年度の改組時に、外部有識者からなる評価委員会を組織し、社会技術研究

開発の特色に沿った中間・事後評価として、①当該領域に係わる専門家による専門的観

点からの評価（ピアレビュー）と、②得られた研究開発の成果が投入された資源（資金、

人）に対して十分見合ったものであるかという視点での妥当性、社会的意義・効果に関

する評価（アカウンタビリティ評価）、の重層構造で実施する評価法を構築した。 

・加えて、ミッション・プログラムⅠの評価委員会による評価結果を受けて、既定路線

にこだわらない抜本的な事業の改革の実施に結びつけており、実効的な評価とその適

切な反映を実施したことは特筆すべき実績である。 
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中期計画

 研究成果の公表や意見交換等を目的として、以下の活動を実施する。 

    国際シンポジウム  1 回/2～3 年【平成 14 年度： 0 回/年】 

    公開シンポジウム  2 回/年    【平成 14 年度： 4 回/年】 

    ワークショップ   12 回/年    【平成 14 年度：15 回/年】 

    学会発表等     20 件/年    【平成 14 年度：20 件/年】 

 

【中期目標期間実績】 

 ・中期目標期間中の研究成果の公表や意見交換等の状況は下表のとおりであり、積極的

に発信が行われた。特に、「社会の問題解決に資する」との視点から、シンポジウムや

ワークショップなどの一般に公開の場において多様な関与者による議論や、来場者と

の双方向のやりとりにより、社会技術の特徴に見合った運営を実施した。来場者から

は、「具体的な現場の問題解決に、多様な切り口で研究されていて発見的だ」「現場に

立脚した、わかりやすい有意義な発表であった」「継続的に推進する必要があると思う」

などの反応・意見が寄せられ、社会技術研究の活動の理解や成果の普及が進んだ。 

 

[中期目標期間中の主な成果の公表、意見交換等の実施状況] 

 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

国際シンポジウム 1 2 2 1 
公開シンポジウム 4 13 13 11 
ワークショップ 11 22 24 73 
口頭発表 146 285 414 464 
論文発表 97 211 226 188 

 

 

中期計画

研究終了後、現実社会の諸問題の解決や社会における新たなシステムの構築に資する研

究成果について公表するとともに、5 年後を目途に追跡調査を実施し、その結果を国民に

分かりやすい形で公表し、研究成果の実社会での適用・実践を推進する。 
 

【中期目標期間実績】 

 ・研究期間終了後、速やかにその成果について公表する場として終了シンポジウムを開催した。 

・ミッション・プログラムⅠ「安全性に係わる社会問題解決のための知識体系の構築」

について、平成 17 年 9 月 30 日にシンポジウム「安全安心のための社会技術：社会へ

の実装」、及び平成 18 年 1 月 17 日に「ミッション・プログラムⅠ最終成果報告シンポ
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ジウム」を開催した。 

 ・「社会システム／社会技術論」領域では、平成 13 年度採択課題終了シンポジウムを平

成 17 年 7 月 30 日、平成 14 年度採択課題終了シンポジウムを平成 18 年 3 月 13 日、平

成 15 年度採択課題終了シンポジウムを平成 18 年 11 月 29 日に、それぞれ開催した。 

 ・「循環型社会」領域では、平成 13 年度採択課題終了シンポジウムを平成 17 年 5 月 14

日、平成 14 年度採択課題終了シンポジウムを平成 18 年 3 月 13 日、平成 15 年度採択

課題終了シンポジウムを平成 18 年 12 月 25 日に、それぞれ開催した。 

 ・「脳科学と教育」領域では、平成 13 年度採択課題終了シンポジウムを平成 17 年 3 月 23

日、平成 14 年度採択課題終了シンポジウムを平成 18 年 3 月 13 日、平成 15 年度採択

課題終了シンポジウムを平成 18 年 10 月 13 日に、それぞれ開催した。 

 ・これらのシンポジウムは、研究成果の実社会での利用・普及に資するシンポジウムと

して、延べ参加者数 1,516 人のうち、成果のユーザーと考えられる自治体、民間企業、

NPO などに所属する参加者数が 767 人と高い割合でユーザーの参画を得た。 

 ・なお、追跡調査については、対象となる課題が中期目標期間中なかったため、実施し

なかった。 

 ・また、成果を広く社会にて実践・普及するため、本研究成果を基に研究者が書籍を出

版する工夫を行っている。 

－組織の社会技術シリーズ４『内部告発のマネジメント ―コンプライアンスの社会

技術』岡本浩一・王 晋民・本多-ハワード素子 著（2006.08.05；新曜社） 

－組織の社会技術シリーズ２『会議の科学 ―健全な決裁のための社会技術』 

岡本浩一・足立にれか・石川正純 著（2006.07.25；新曜社） 

－組織の社会技術シリーズ１『組織健全化のための社会心理学 ―違反・事故・不祥

事を防ぐ社会技術』岡本浩一・今野裕之 著（2006.07.15；新曜社） 

－組織の社会技術シリーズ５『職業的使命感のマネジメント ―ノブレス・オブリジェ

の社会技術』岡本浩一・堀 洋元・鎌田晶子・下村英雄 著（2006.06.30；新曜社） 

－組織の社会技術シリーズ３『属人思考の心理学 ―組織風土改善の社会技術』 

鎌田晶子・岡本浩一 著（2006.03.20；新曜社） 

－『安全安心のための社会技術』堀井秀之編（2006.1.24；東京大学出版会） 

－『科学技術社会論の技法』藤垣裕子編（2005.11；東京大学出版会） 

－『食品リスク－BSE とモダニティ』神里達博著（2005.10；弘文堂） 

－『問題解決のための「社会技術」』堀井秀之著（2004.3.25；中公新書） 

－『痴呆に挑む－学習療法の基礎知識』川島隆太・山崎律美著（2004.1；くもん出版） 

－『リスク・マネジメントの心理学』岡本浩一・今野裕之編著（2003.6.25；新曜社） 

－『専門知と公共性』藤垣裕子著（2003.5.27；東京大学出版会） 

など。 
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（３) 対人地雷探知・除去技術の研究開発の推進 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

  先端的な科学技術を駆使して人道的観点からの対人地雷探知・除去活動を支援する

ための技術の研究開発を進め、平成１７年度及び平成１９年度を目途とした地雷被埋

設国等における実証試験に、開発した技術を供する。 

 

<事業概要>  

 人道的対人地雷探知・除去研究開発推進事業は、世界の数多くの国に埋設された地雷が

その国の復興・開発上の大きな障害になっていることに鑑み、人道的観点からより安全か

つ効率的に実施できるよう、先端的な科学技術を駆使し、地雷被埋設国等における実証試

験に供しうる技術を開発することを狙いとしている。 

 

<対象事業> 

 人道的対人地雷探知・除去研究開発推進事業 

 

 

中期計画 

人道的観点からの対人地雷の探知・除去活動を支援するセンシング技術、アクセス・制

御技術の研究開発を行う。 

 

【中期目標期間実績】 

・平成14年に大学、独立行政法人、国公立試験研究機関、特殊法人、企業等に所属する

研究者等から広く研究提案を募集し、採択した(応募総数：82件,採択課題数：12課題)。 

 ・短期的研究開発課題(平成17年度を目途とした研究開発)においては、当初8研究チーム

にて研究開発が開始され、その後研究総括の厳正な評価や助言等により研究チーム同

士の連携や再編成・展開が図られた。最終的には6研究チームが連携しつつ研究開発を

進めた。その結果、先端的な地中レーダ技術等を活用して、地中の様子を3次元座標で

画像化する実証試験レベルの地雷探知技術を実現した。 

 ・中期的研究開発課題(平成19年度を目途とした研究開発)においては、当初4研究チームにて

研究開発が開始されたが、研究総括の厳正な評価や助言等により短期的研究開発課題の技

術活用や研究チームの再編・展開が行われ、現在は3研究チームが研究開発を進めている。

各研究チームは、装置の小型化、屋外試験を想定した検出感度向上、環境ノイズ対策、放

射線防護など、実証試験レベルに向けた研究開発へと着実に進展している。 

・短期的・中期的研究開発課題で開発したセンシング技術、アクセス制御技術をインテ

グレーションし、試作機の製作を行った。具体的には、対人地雷を安全、かつ効率的

に探知可能なセンシング技術と地雷原に安全かつ効率的にセンサ、マニピュレータ等
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を持ち込むための遠隔操作可能なアクセス機材や、それに装着するマニピュレータお

よびその制御技術を統合させた試作機を製作した。 

 

〔表１：製作した試作機〕 

試作機 1 2 3 4 
対人地雷の構

成物と土壌の

物性の違いに

着目した探知

技術等 

ハンドヘル

ド型センサ

(ALIS)[短] 

ハンドヘルド型

センサ

(ALIS)[短] 
 

車両搭載用パルス型 
GPR(SAR-GPR)[短] 
車両搭載用ステップ 
周波数型

GPR(LAMDER-
Ⅲ)[短] 

超広帯域地中レー 
ダ(UWB-GPR)[短] 

セ
ン
シ
ン
グ
技
術 

対人地雷自

体の物性に

着目した探

知技術等 

－ 

NQR(核四極共

鳴)センサ[中] 
 
    － 

中性子センサ(2種
類)[中] 

イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
技
術 

アクセス・制御技術 － 
遠隔操作アーム搭

載バギー車両[短] 
水平多関節スカラ型

アーム搭載小型車両

[短] 

低反動マニピュレー

タシステム採用大型

車両[短] 

試作機の特徴 

・車両搭載

可能 
・小型軽量

で操作性が

高い。 

・地雷原から離れ

た所から遠隔操作

可能 
・NQRセンサの搭

載可能 

・不整地走行可能な小

型車両で、最大積載

重量が大きい。 
・位置決め精度が高

く、高速探知が可能 

・急な斜面・丘陵地に

対応 
・中性子センサ搭載可

能 

※[短]：短期的研究開発課題、※[中]：中期的研究開発課題 

 

 

中期計画 

研究開発全体を統括する研究総括を置き、その下に産学官からなる研究開発チームを組

織して試作機の開発を実施する。なお、研究総括を技術面で補佐するスタッフを配置す

るとともに、各研究チームへの支援スタッフの派遣、試験研究用材料等の購入等により、

研究を支援する。 
 

【中期目標期間実績】 

・表 2 及び 3 に示す通り、新技術の具体的なモデルまで発展させるために、研究開発全

体を統括する研究総括の下に大学、公的研究機関、並びに試作機等の製作に注力でき

る企業による研究開発チームを組織して研究を推進した。 

・現地のニーズへの適切な対応や国際協力の枠組みの下、研究総括を技術面で補佐する

スタッフを配置することによって、計画管理調整、関係機関調整、情報収集・分析等

の技術的管理を行うとともに、各研究チームへの支援スタッフの派遣、試験研究用材

料等の購入等により研究を支援した。 
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〔表２：短期的研究開発課題数と研究機関数の推移〕 

 H15 H16 H17 H18 

課題数 7 6 6 1※

研究機関数 13 14 13 1 

うち大学数 8 7 7 1 

うち企業数 4 6 6 0 

うち独法研究機関数 1 1 0 0 

※研究総括の評価に基づき、1 課題について研究開発期間を延長した。 

 

〔表３：中期的研究開発課題数と研究機関数の推移〕 

 H15 H16 H17 H18 

課題数 4 4 3 3 

研究機関数 6 9 8 12 

うち大学数 5 6 5 6 

うち企業数 0 0 1 4 

うち独法研究機関数 1 3 2 2 

 
中期計画 

研究開発期間が比較的短期的な技術(対人地雷の構成物と土壌の物性の違いに着目した探

知技術等)は平成１７年度を目途に、中期的な研究開発期間が必要となる技術(対人地雷自

体の物性に着目した探知技術等)は平成１９年度を目途に地雷被埋設国等における実証試

験に供しうる技術を開発し、実証試験に技術を供する。 
 

【中期目標期間実績】 

・短期的研究開発課題については、以下の通り地雷被埋設国における実証試験に提供した。 

(1) クロアチアの地雷対策機関である CROMAC-CTDT(Croatia Mine Action Centre- 

Center for Testing, Development and Training)への技術提供[平成 18 年 2 月～3 月] 

(2) 日本政府開発援助により実現した、カンボジアの地雷対策機関である CMAC(Cambo 

dian Mine Action Center)への技術提供[平成 18 年 10 月～平成 19 年 1 月] 

試験結果の出ている(1)については、従来の金属探知機のみでは探知困難な条件下にお

いても探知性能が認められる結果が得られた。 

・中期的研究開発課題については、耐環境性(保温、耐震動、防水、防塵等)及び短期的研

究開発課題の技術とのインテグレーションを考慮しつつ研究開発を行った。また開発

した技術は、平成 19 年 2 月から 3 月にかけて、非爆化した実爆薬を用いて性能試験を

し、対人地雷自体の物性に着目した探知技術について、平成 19 年度までに地雷被埋設

国等における実証試験に供与可能な技術開発を継続して行った。 
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中期計画 

研究課題については、民間及び大学の研究者、地雷除去機関等の外部専門家による、中間

評価及び事後評価を行い、評価の結果を研究チーム編成の見直しや資源配分に反映する。 
 

【中期目標期間実績】 

・平成 17 年度に行った中期的研究開発課題 3 件の中間評価については、研究のねらいの実現

という視点から研究総括を中心に、民間および大学の研究者、地雷除去機関等の外部専門家

により評価を行い、いずれも「優れている」との評価を得た。また、評価の結果をホームペ

ージ上で公表するとともに、研究チーム編成の見直しや資源配分へ反映させた。 

・また、平成 18 年度に行った短期的研究開発課題 6 件の事後評価について、研究成果等の水

準及びその将来展開を重視するという視点から同様に評価を行い、すべての課題について

「極めて優れている」（3 件）あるいは「優れている」（3 件）との評価を得た。また「極め

て優れている」と評価された３課題のうち１課題について実用化の可能性が高い等の理由で

研究開発期間を 2 年間延長した。評価の結果はホームページ上で公表した。 

・なお、評価にあたっては、計 15 回のシンポジウムや意見交換会などの地雷被埋設国の専門

家と技術的な意見交換をする場を設け、コメントを適切に反映しつつ研究開発を行っている

かについても考慮した。 
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（４）革新技術開発研究の推進 

 

 

 

 

［中期目標］ 

 民間等の有する革新性の高い独創的な技術を、実用的な技術へ育成することを目的と

して、安全・安心で心豊かな社会の実現等に関連する技術開発を実施する。 

 

<事業概要> 

革新技術開発研究事業は、平成15年度まで「独創的革新技術開発研究提案公募制度」と

して文部科学省により実施されてきた制度を平成16年度新規課題分からJSTに移管し実施

しているもので、次代の産業の未来を切り拓くとともに、21世紀の新たな発展基盤を築く

革新性の高い独創的な技術開発に関する研究を、提案公募の形式により民間企業から幅広

く募り、優秀な提案に対して研究を委託してより革新的かつ実用的な技術への育成を図る

ことを狙いとしている。  

 

<対象事業> 

 革新技術開発研究事業 

 

 

 

中期計画 

民間等において研究活動に携わる者から公募を行い、安全・安心で心豊かな社会の実現

等に関連し、革新性の高い独創的な技術に関する技術開発を行う。また、人文社会科学

の知見も活用して俯瞰的観点から関連する調査研究等を実施し、その成果を公募方針等

に反映させる。 

 

【中期目標期間実績】 

・経済の活性化、安全・安心で心豊かな社会の構築等の課題の解決に資するもので、また、革

新性が高く独創的な技術開発の研究課題を国内の民間企業から募集した。平成 16～18 年度

で合計 1,119 件（平成 16 年度：539 件、平成 17 年度：325 件、平成 18 年度：255 件）の応

募があった。「情報通信(サイバーセキュリティー他)」「ライフサイエンス(疾病治療、予防診

断他)」「環境・エネルギー(循環型社会システム関係他)」「材料・製造技術（ナノテクノロジ

ー関係他）」「その他革新技術(防犯・テロ対策関係他)」の５分野において、革新性が高く独

創的且つ安全・安心で心豊かな社会の実現に関する技術開発をテーマとした合計 79 課題（平

成 16 年度：28 課題、平成 17 年度：26 課題、平成 18 年度：25 課題）を採択した。 
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 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 
応募課題数 539 325 255 －(注1) 
採択課題数 28 26 25 － 
 （期間：3年） 24(注2) 23(注2) 22 － 
 （期間：2年） 4 3 3 － 
事後評価対象課題数 － － 4 25(注3) 

(注 1) 平成 18 年度をもって新規募集を終了。 

(注 2) 平成 16 年度、17 年度とも中止 2 課題を含む。 

(注 3) 平成 16 年度採択 22 課題と平成 17 年度採択 3 課題（期間：2 年）の合算。 

 

・また、社会技術研究開発センターとの連携を密にし、安全、安心で心豊かな社会の実現等に

関連する人文社会科学の知見も活用した調査研究や同センター主催のセミナー・講演会開催

（5回）を実施のうえ、調査研究の成果を平成17、18年度の公募方針へ反映した。 

（反映例）平成18年度の公募要領において、公募対象分野である「その他革新技術」分野の

犯罪・テロ対策関係の技術例として、「生物剤検知技術」「違法薬物等の検知技術」

等を追加した。 
 

 

中期計画 

外部専門家・有識者による事前評価、事後評価において、厳正かつ客観的な評価を行い、

研究計画の見直しや資源配分に反映させる。 

 

【中期目標期間実績】 

・事前評価においては、プログラムオフィサーが外部専門家・有識者であるアドバイザ

ーの協力を得て、課題の革新性・独創性、目標・計画の妥当性、課題の社会性・市場

性等の観点から書類及び面接選考を行った。また、技術開発の開始にあたっては、事

前評価結果を考慮した資源配分を行った。 

・技術開発開始後も、プログラムオフィサーおよび外部専門家・有識者による現地訪問

や中間報告会等により、研究進捗状況がおもわしくなく今後の進展が望めないと評価

された課題について中止（平成16年度採択：2課題、平成17年度採択：2課題）のほか、

各課題の進捗状況を把握のうえ、必要に応じて助言、指導を行うとともに、次年度の

研究計画の見直しや資源配分に効率的に反映させた。 
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中期計画 

評価結果については、知的財産等に配慮しつつ公表する。 

 

【中期目標期間実績】 

・事前評価の結果は、平成 16 年～18 年度の各年度において、決定後速やかに知的財産等

に配慮しつつプレス発表及び機構ホームページにおいて公表した。また、採択・不採択

の結果を全ての応募者に通知し、特に不採択課題についてはその理由も併せて通知した。 

 ・事後評価の結果は、平成16年度の採択課題（期間2年：4課題）について知的財産等に

配慮しつつ機構ホームページにおいて公表した。 
 
 
中期計画 

各研究について所期の目的が達成されるよう、外部専門家・有識者等による進捗状況等

の確認を行うとともに、適切な指導・助言等を行う。 

 

【中期目標期間実績】 

・上の項目でも記載したとおり、プログラムオフィサーおよび外部専門家・有識者による現地訪問

（2年度目、3年度目）および中間報告会（2年度目）を実施して、進捗状況等の把握を行った。 

・また、これらを実施するたびにプログラムオフィサーから課題実施者に助言、指導等

のコメントを文書により通知し、必要に応じて研究計画へ反映させた。 
 
 
中期計画 

研究終了後、成果利用の拡大を図るため、研究成果を公表するとともに、科学技術振興

機構の有する各種企業化開発制度との連携を図る。 

 

【中期目標期間実績】 

平成16年度の採択課題（期間2年：4課題）について、研究成果を機構ホームページに

おいて公表するとともに、当機構の委託開発事業等の担当者と終了課題の成果について

意見交換を行い、終了課題が適切な制度に応募できるよう助言を行った。 
 

 

中期計画 

研究成果の実用化状況を追跡調査する。 

 

【中期目標期間実績】 

本事項は、平成 19 年度に実施予定の事項であるため評価の対象外とした。 

（補足）第1期中期計画中に追跡調査の対象となる課題は発生しなかった。 
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 (５) 先端計測分析技術・機器の研究開発の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

  将来の創造的・独創的な研究開発に資する先端計測分析技術・機器及びその周辺シ

ステムの開発を推進する。研究開発動向を踏まえて重点的な推進が必要なものとして

文部科学省が特定する各開発領域において先端計測分析機器及び周辺システムを開

発する。また、研究者の幅広い独創的なアイデアが活かされる先端計測分析機器及び

周辺システム、並びに新しい独創的な発想に基づくこれまでに開発されていない計測

分析技術・手法の実現を目指した研究開発を推進する。なお、その推進にあたっては、

研究のニーズが適切に反映される計画とする。また、機構における関連する研究開発

と連携して総合的な運用を図ることにより効率的な研究開発を進める。 

 

<事業概要>  

本事業は、重点的な推進が必要なものとして文部科学省が特定した開発領域を中心に、

産と学・官の研究者が密接に連携した開発チームにより要素技術開発から応用開発・プロ

トタイプによる実証までを一貫して実施する「先端計測分析機器開発事業（機器開発プロ

グラム）」と、計測分析機器の性能を飛躍的に向上させることが期待される新規性のある

独創的な要素技術の開発を実施する「先端計測分析技術・手法開発事業（要素技術プログ

ラム）」の２つのプログラムを推進する。 

 

<対象事業> 

 先端計測分析技術・機器開発事業 

 

 

中期計画 

先端計測分析機器及びその周辺システムの研究開発に関する提案を公募により採択し、

産学官の密接な連携により、要素技術開発を実施し、更にその結果の評価に基づくプロ

トタイプ製作、プロトタイプによるデータ取得までを一貫して推進する。 

 

【中期目標期間実績】 

・中期目標期間中4回にわたり文部科学省から先端計測分析技術・機器開発事業における

開発領域の通知を受け、平成16、17。18年度の3回について、通知後1か月以内に50日

間以上の期間を設け、産と学・官の各機関が密接に連携して編成された研究開発チー

ムによる研究開発課題を公募した（平成19年度については次期中期計画期間にまたが

り公募を実施）。 
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 H16 H17 H18 H19 
開発領域 

通知日 
平成 16 年3 月 29 日 平成 17 年1 月 26 日 平成 18 年2 月 13 日 平成 19 年2 月 16 日 

公募期間 
平成16 年3 月30 日

～5 月 24 日 
平成17 年2 月 24 日

～4 月 15 日 
平成18 年2 月 22 日

～4 月 14 日 
平成19 年2 月 28 日

～4 月 19 日予定 
公募日数 56 日 51 日 52 日 51 日予定 

 

 

中期計画 

応募提案の選定に当たっては、ブレイクスルーが期待できること、研究ニーズが明確で

あること、将来の研究開発に資すること、参加機関間の密接な連携が出来る計画となっ

ていること等の観点から、外部専門家による事前評価を行う。 

 

【中期目標期間実績】 

科学技術振興審議会基礎研究部会の下部組織として設置した先端計測技術評価委員会

において事前評価を行った。先端計測技術評価委員会は、平成16年度12名で発足し、平

成17年度に3名、平成18年度に4名をそれぞれ増員し評価体制の充実を図った。特に評価

者が必要と判断した場合に、対象課題の内容について深い知見を持っている研究開発

者に査読を依頼する等、提案内容をより正確に評価するシステムを確立した。事前評

価に当たっては、透明性と公平性を確保し、また採択候補課題決定後、研究開発費の

不合理な重複や過度の集中を排除するため関係府省との情報交換を行い、課題の新規

性および優位性、科学技術発展への貢献、研究開発計画の妥当性等の視点で選考を行

い、「機器開発プログラム」として以下の研究開発課題を採択した。 
 

 H16 H17 H18 合計 
応募件数 230 71 48 349 

採択課題数 18 8 4 30 

延べ参画機関数 67 39 13 119 

うち民間企業数 24 13 5 42 

 

 

中期計画 

機器開発については、研究開発開始後３年目を目途に、プロトタイプ製作段階に移行

できるものを開発する。プロトタイプ製作段階への移行に当たっては、研究ニーズ、実

現可能性、将来の市場性等の観点から、外部専門家による中間評価を実施し、特に優れ

た課題に絞込む。 
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【中期目標期間実績】 

先端計測技術評価委員会による中間評価を 2 度行った。当初中間評価は研究開発開始後 3 年

目を目処に実施することとしていたが、早期の評価が研究開発推進上有効と考えられたため、

中間評価を実施しない一部の課題を除き研究開発開始から 1 年間ないし 2 年間経過後に行った。

中間評価は各研究開発課題を引き続き実施するかどうかを判断するために厳正に行い、かつそ

の結果を翌年度以降の開発計画に大きく反映させた。具体的には、上記 30 課題の内本中期計

画期間中に 21 課題の中間評価を実施し、特に成果が期待される 2 課題については開発費を重

点的に配分し、また特に成果が進んでいる 2 課題については開発期間を 1 年短縮し早期の実用

化を促進した。一方で、2 課題について計画の見直しが必要として開発費を大幅削減した。こ

のように、中間評価結果のフィードバックを適切かつ効果的に行い、メリハリをつけた開発の

効率的な推進と、限られた資金の有効活用を最大限に行った。 

 

 H17 H18 合計 
中間評価対象課題数 2 19 21 
特に成果が期待される課題数 
（開発費を重点的に配分） 

1 1 2 

特に成果が進んでいる課題数 
（開発期間を 1 年短縮し早期の実用化を促進） 

0 2 2 

計画の見直しが必要な課題数 
（開発費を大幅削減） 

1 0 1 

 

 

中期計画 

上と並行して、独創的な計測分析技術・手法を確立する研究開発に関する提案を公募に

より採択し、研究者又は複数の研究者グループによる研究開発を推進する。 

 

【中期目標期間実績】 

先端計測分析機器及びその周辺システムの研究開発に関する提案と同時期に公募を行い、事前

評価に当たっては、透明性と公平性を確保し、また採択候補課題決定後、研究開発費の不合

理な重複や過度の集中を排除するため関係府省との情報交換を行い、課題の新規性および優

位性、科学技術発展への貢献、研究開発計画の妥当性等の視点で選考を行い、「要素技術プ

ログラム」として以下の研究開発課題を採択し、研究開発実施計画の査定と提言、研究開発現

場訪問等、開発総括（プログラムオフィサー）によるマネジメントの下で研究開発を推進した。 
 

 H16 H17 H18 合計 
応募数 292 209 127 628 
採択課題数 11 10 8 29 
延べ参画機関数 28 35 17 80 
うち民間企業数 7 7 6 20 
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中期計画 

応募提案の選定に当たっては、新規性、独創性、実現性等の観点から、外部専門家に

よる事前評価を行う。 

 

【中期目標期間実績】 

科学技術振興審議会基礎研究部会の下部組織として設置した先端計測技術評価委員会

において事前評価を行った。先端計測技術評価委員会は、平成 16 年度 12 名で発足し、

平成 17 年度に 3 名、平成 18 年度に 4 名をそれぞれ増員し評価体制の充実を図った。特

に評価者が必要と判断した場合に、対象課題の内容について深い知見を持っている研

究開発者に査読を依頼する等、提案内容をより正確に評価するシステムを確立した。

事前評価に当たっては、透明性と公平性を確保した。 
 

 

中期計画 

技術・手法については、研究開発開始後３年目を目途に、実現可能性の見通しがつくも

のを研究開発する。 

 

【中期目標期間実績】 

先端計測技術評価委員会による中間評価を2度行った。早期の評価が研究開発推進上有効と考え

られたため、中間評価を実施しない一部の課題を除き研究開発開始から1年間経過後に行った。中

間評価は各研究開発課題を引き続き実施するかどうかを判断するために厳正に行い、かつその結果

を翌年度以降の開発計画に大きく反映させた。具体的には、前記 29 課題の内本中期計画期間中に

19 課題の中間評価を実施し、特に成果が期待される 2 課題については開発費を重点的に配分し、

また特に成果が進んでいる2課題については開発期間を1年短縮し早期の実用化を促進した。一方

で、2課題について計画の見直しが必要として開発費を大幅削減し、また1課題について当初目標

の達成が困難と判断し開発を中止した。このように、中間評価結果のフィードバックを適切かつ効

果的に行い、メリハリをつけた開発の効率的な推進と、限られた資金の有効活用を最大限に行った。 

 
 H17 H18 合計 

中間評価対象課題数 10 9 19 
特に成果が期待される課題数 

（開発費を重点的に配分） 
1 1 2 

特に成果が進んでいる課題数 

（開発期間を 1 年短縮し早期の実用化を促進）
1 1 2 

計画の見直しが必要な課題数 

（開発費を大幅削減） 
1 0 1 

当初目標の達成が困難と判断 

された課題数（開発を中止） 
1 0 1 
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中期計画 

事業運営においては、複数の外部専門家により、課題選考、研究開発全体の総括、技術

動向の把握、優れた技術の発掘等を柔軟かつ機動的に行う。また、戦略的な基礎研究、

企業化開発等の各事業の運営部署と密接に連携するための場を設ける等により、計画の

調整等を行い、全体として整合性のある効果的な先端計測分析技術・機器の研究開発を

推進する。 

 

【中期目標期間実績】 

開発の効率的かつ効果的な運営を図るために、顕著な研究開発実績を有し、専門的な立場

から開発チームを支援・アドバイスできる有識者を、平成 16 年度から 4 名、平成 17 年度か

らは新たに追加で 2 名を開発総括（プログラムオフィサー）として委嘱し、事業全体に対す

るマネジメントを行った。開発総括は、国内外の学会、機器展示会等において先端計測分析

技術関連の調査等を実施しつつ、年度毎に研究開発実施計画の査定と提言、以下に示す回数

の研究開発現場訪問（サイトビジット）、並びに以下に示す回数の連絡会議開催により事業全

体のマネジメントを行った。特に研究開発現場のサイトビジットを積極的に行うことにより、

その結果中間評価による研究開発の加速を実現する等、研究開発推進マネジメントにおいて

特筆すべき点があった。機構本部においては開発総括と緊密な連携体制を構築し各課題の研

究開発推進のために必要な支援を行った。平成 18 年度からは常勤プログラムオフィサー1 名

を委嘱し、マネジメント体制をさらに強化させた。さらに、開発総括をオーガナイザーとし

た計測分析技術開発に係る公開シンポジウムを合計 6 回開催し、機器メーカーおよびユーザ

ー等参加者からの意見を研究開発の推進に取り入れる等、技術動向の把握と優れた技術の発

掘を積極的に行った。また、研究開発戦略センターと連携し、文部科学省に対する開発領域

候補の提案や、開発総括が出席する連絡会議における同センターとの情報共有等、部署間の

連携により整合性のある効果的な研究開発マネジメントを行うことができた。 

 
 H16 H17 H18 合計 

サイトビジット件数 44 87 137 268 
連絡会議開催数 2 5 6 13 

 

 

中期計画 

研究開発終了後には、民間及び大学等の複数の外部有識者により事後評価を行い、当初

の研究開発目標の達成状況を明らかにする。 

 

【中期目標期間実績】 

平成 18 年度末に本事業で初めて研究開発期間終了課題が生じるが、平成 19 年 2 月 16 日付け

文部科学省からの通知を受け、平成 19年度早々に事後評価を実施するための準備を行った。 
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中期計画 

研究開発成果については、知的財産権の取得を奨励するとともに、積極的に社会還元を

行うことを推奨する。 

 

【中期目標期間実績】 

・チームリーダー説明会、サイトビジット等の際にチームリーダー・分担開発者等に知

的財産権の積極的な取得を奨励した。 また、知的財産権については産業活力再生

特別措置法第 30 条（日本版バイドール法）により発明者の所属する研究開発実施

機関に帰属するが、チームリーダー等から特許出願に関する相談を受けた際には必

要なアドバイスを行った。平成 18 年度末までに 117 件の特許出願及び 370 件の論

文発表がなされた。また、中期計画策定時になかった新たな取り組みとして、計測

分析技術開発について、当事業の 6 名のプログラムオフィサーがそれぞれ対象分野

を定めオーガナイザーとなり合計 6 回の公開シンポジウム「JST-SENTAN シンポジ

ウム」を開催した他、「先端計測機器開発のトップレベル課題」に焦点をあて、開

発目的、開発進捗状況、期待される成果・波及効果等について紹介する特別シンポ

ジウム「日本の未来を拓く先端計測分析技術の最前線」を 1 回開催した。これら合

計 7 回のシンポジウムで延べ 1,453 名の参加者があり多大な注目と関心を集めた。 
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（６）研究開発戦略の立案 

 

 

 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

  研究開発戦略の立案、同戦略に基づく事業の推進を的確に行うため、国

内外の研究開発動向等を調査・分析する機能を強化し、これらの情報の提

供、社会的･経済的ニーズの分析による今後必要となる研究開発課題の体系

的抽出等を行う。 

 得られた成果については、機構の事業全般において活用する。 

<事業概要> 

研究開発戦略センターは、機構における研究開発戦略の立案機能を抜本的に強化する

ことにより、機構のファンディングエージェンシーとしての体制強化を図るとともに、

我が国全体の研究開発戦略の立案にも貢献することを目的としており、国内外の研究開

発動向等を調査分析し、社会的・経済的ニーズから今後重要となる研究領域・課題及び

その推進方法を体系的に抽出し、研究開発戦略として立案し提案を行うものである。 

平成18年度には、日中間の科学技術分野における相互理解をより促進するため、中国

総合研究センターを新たに設置し、中国の科学技術政策や研究開発の動向調査を行うた

めの体制を整備した。 

 

<対象事業> 

研究開発戦略センター 

 

中期計画 

大学、民間等において、研究開発やその企画・運営の経験のある者等を任期付きで雇用

し、体制を整備する。 

 

【中期目標期間実績】 

・戦略立案を行うフェローとして、大学・民間等において研究開発経験や企画運営の経験の

ある者等を平成15年度には20名、平成16年度には25名を任期付きで雇用し、上席フェロー

をリーダーとするグループを設置（常設）して調査分析、研究開発立案にあたる所要の体

制を早期に整備した。平成16 年10 月には、新センター長として生駒上席フェローを迎え、

強いリーダーシップの下、組織体制の一層の充実強化を図った。また、各分野の外部有識

者を特任フェローとして委嘱し、調査分析及び研究開発戦略立案機能の強化を図った。 

・調査分析及び戦略立案にあたっては、科学技術基本計画においても重点推進分野となって

いる「電子情報通信」「ナノテクノロジー・材料」「計測・産業技術」「ライフサイエン

ス」「臨床医学」の各分野を担当するグループを設置して行うほか、「研究システム」や
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「経済社会」など共通の課題についてもグループを置き対応した。さらに、科学技術イノ

ベーションのような共通の課題は、プロジェクトチームや横断グループにより対応し、ま

た、研究開発領域として前駆的段階にあり異なる分野の融合により新しいブレークスルー

が期待される分野については「分野融合フォーラム」を行うこととし、分野単独ではとら

えにくい融合領域や新興領域についても留意してセンター全体で討議・意見交換できるよ

うにし、多角的な視点から研究開発動向を分析することに努めた。 
 

 

中期計画 

内外の研究開発動向及び社会的・経済的ニーズ等を調査・分析し、今後必要となる研究

開発領域や課題等を体系的に抽出する。特に中国における重要科学技術政策や研究開発

動向及びそれに関連する経済・社会についての調査・分析等を強化するとともに、本調

査・分析に必要なデータベースを国内外関連機関と連携し整備する体制をつくる。なお、

中国における定期刊行物（約10,000誌）のうち重要誌約2,500誌を特定し、その中から本

調査・分析において必要性の高いものを選定しデータベース化に着手する。 

 

【中期目標期間実績】 

・内外の研究開発戦略動向及び社会的・経済的ニーズの調査分析のため、データベース・

文献調査、主要研究者等へのアンケートやインタビュー、学会への参加、ワークショ

ップの開催等を行った。その結果をもとに、各分野における研究開発領域を俯瞰して

「研究領域マップ」を作成または改訂し、同マップに基づき今後必要となる重要な研

究開発領域や研究開発課題等を体系的に抽出した。 

・また、海外の研究開発動向や科学技術政策動向については、北米、欧州、中国を中心

としたアジアの地域毎にフェローや海外コンサルタントによる調査分析を行い、得ら

れた情報等はホームページ等により積極的に機構内外に提供した。 

・特に中国に関しては、日中間の科学技術分野における相互理解をより促進するため平

成18年度より中国総合研究センターを設置し、中国の科学技術政策や研究開発動向の

調査分析機能を強化した。 

・また、中国総合研究センターに係る調査・分析に必要なデータベースを、国内や中国

の関係機関と連携し整備する体制を構築した。中国における定期刊行物のうち重要誌

約2,500誌を選定し、その中から必要性が高い740誌についてデータベース化し、平成19

年2月から中国文献データベースとして一般公開、提供を開始した。 
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中期計画 

今後の研究開発戦略の形成を目的として、ワークショップ、シンポジウム等の開催によ

り、広範な関係者の参加を得て、オピニオンの形成と集約を行う。 

 

【中期目標期間実績】 

・研究分野の俯瞰、重要研究領域等の抽出を行う「科学技術未来戦略ワークショップ」

を開催し、毎回数十名の参加者を得て討議を重ねた。 

 
 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

ワークショップ

開催回数 
4 12 16 26 

 

・科学技術未来戦略ワークショップの他、外部関係機関（科学技術政策研究所、経済社

会総合研究所等）と連携して以下の公開シンポジウム等も開催し、さらに広範な研究

者や政策立案者等の関係者の参加を得た。 

－イノベーションの経済社会的条件  ［平成17年11月 参加数:約300人］ 

－国際科学シンポジウム～未来の暮らしを変える最先端医療～  

［平成18年9月 参加数:約300人］ 

－持続可能な社会のための科学と技術に関する国際会議2006（GIES2006） 

    ［平成18年9月 参加数:約250人］ 

－元素戦略／希少金属代替材料開発府省連携シンポジウム 

［平成19年2月 参加数:約350人］ 

・参加者は、テーマに応じて大学等研究者にとどまらず、民間企業や政策立案者、ファ

ンディング機関に及んだ。特に、政策立案者側として、文部科学省のみならず内閣府、

経済産業省等からの参加を得、府省横断的な議論の場を設定した。 

・これらの科学技術未来戦略ワークショップやシンポジウム等により有益な合意形成と意

見集約を図り、その結果を戦略プロポーザルやその他の研究開発戦略の検討に活用した。 
 

 

中期計画 

上記をもとに、機構の基礎研究事業において重点的に推進すべき研究領域等の企画・立

案を行う。 

 

【中期目標期間実績】 

・研究開発戦略の立案という従来にない機能・活動について、研究分野全体の俯瞰から

ワークショップ等による多数の意見に基づいた重要研究領域の抽出、海外動向比較に

よる国際的ポジションの明確化、社会ビジョンの実現の観点からの再考という一連の
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検討プロセスを確立し、同プロセスに基づき、今後重点的に推進すべき研究領域等を

「戦略プロポーザル」として立案し、累計で 24 件発行した（表１．参照）。 

 

〔表１．戦略プロポーザル 一覧〕 

 タイトル 発行年月 

平成 16 年度 

1 戦略イニシアティブ IRT－IT と RT との融合－ 2005 年 3 月 

平成 17 年度 

2 戦略プログラム 未来型バイオマスエネルギーシステム基盤技術 2005 年 8 月 

3 戦略イニシアティブ アジアの発展シナリオと基盤技術 2006 年 2 月 

4 戦略プログラム 組込みシステム向けディペンダブルＯＳ研究 2006 年 3 月 

5 戦略プロジェクト 超低消費電力化（ＵＬＰ）技術 2006 年 3 月 

6 戦略プログラム 生態系機能の高度利用を目指すエコゲノミクス・エコプロテオミクス 2006 年 3 月 

平成 18 年度 

7 戦略プログラム システムバイオロジーの推進 - 生命システムの動作機構の解明 - 2006 年 7 月 

8 戦略プログラム 免疫系の統合的な制御機能を活用した重要疾患克服のための基礎的研究 2006 年 7 月 

9 戦略プログラム 認知ゲノム －脳の個性の理解と活用－ 2006 年 7 月 

10 戦略プログラム「柔らかい」エレクトロニクス基盤技術の研究開発 2006 年 8 月 

11 戦略プログラム「ナノシンセシス」－創造的ものづくり－ 2006 年 8 月 

12 
戦略イニシアティブ デザイン・イン型食料生産システムの構築 

－世界最高級の安全でおいしく健康に良い農畜水産物・食品の生産の実現－ 
2006 年 11 月 

13 臨床研究に関する戦略提言 我が国の臨床研究システムの抜本的改革を目指して 2006 年 12 月 

14 戦略イニシアティブ 情報化社会の安全と信頼を担保する情報技術体系の構築 
－ニュー・ディペンダビリティを求めて－ 2006 年 12 月 

15 戦略プロジェクト エネルギーセキュリティーを達成するナノ構造制御材料研究開発 2007 年 2 月 

16 戦略プロジェクト 自立志向型共同利用ナノテク融合センターの設置 2007 年 1 月 

17 戦略プロポーザル 科学技術イノベーションの実現に向けた提言 
 －ナショナル・イノベーション・エコシステムの俯瞰と政策提言－ 2007 年 1 月 

18 戦略イニシアティブ 情報セキュリティの統合的研究推進 
 －技術・法律・運用管理の一体化－ 2007 年 2 月 

19 戦略プログラム VLSI のディペンダビリティに関する基盤研究 2007 年 3 月 

20 戦略イニシアティブ 医工融合によるイノベーションの推進 2007 年 3 月 

21 戦略プログラム  水素エネルギーシステムの分子・イオンテクノロジー 2007 年 3 月 

22 戦略プログラム  アグロファクトリーの創成  
－動植物を用いたバイオ医薬品の生産－ 2007 年 3 月 

23 戦略イニシアティブ 生態系の利用－保全連携研究 2007 年 3 月 

24 戦略イニシアティブ 統合的迅速臨床研究（ICR）の推進－健康・医療イノベーション－ 2007 年 3 月 
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・戦略プロポーザル等に基づき、機構の戦略的創造事業本部の事業推進に対して、戦略的

創造研究推進事業における研究領域案を研究総括案とともに提案し、研究領域等の設定

に反映された。 

［平成16年度］ 

先進的統合センシング技術 等、計8 領域 

［平成17年度］ 

実用化を目指した組込みシステム用ディペンダブルオペレーティングシステム 

等、計8領域 

［平成18年度］ 

精神・神経疾患の診断・治療法開発に向けた高次脳機能解明によるイノベーショ

ン創出 等、計6領域 

・戦略的創造研究推進事業総括実施型研究における推進分野及びパネルオフィサー候補

に係る情報、国際室の戦略的国際科学技術協力推進事業における研究協力国や研究テ

ーマ等の参考情報の提供を行った。 

・また、戦略プロポーザル及びその他調査分析活動から得られた成果については、機構

内だけではなく、文部科学省における戦略目標の策定の参考としても情報提供を行っ

た。反映された目標は以下の通り。 

［平成17年度戦略目標］ 

－安全・安心な社会を実現するための先進的統合センシングの創出 

－通信・演算情報量の爆発的増大に備える超低消費電力技術の創出 

－次世代高精度・高分解能シミュレーション技術の開発 

－代謝調節機構解析に基づく細胞機能制御に関する基盤技術の創出 

－プログラムされたビルドアップ型ナノ構造の構築と機能の探索 

［平成18年度戦略目標］ 

－生命システムの動作原理の解明と活用のための基盤技術の創出 

－高セキュリティ・高信頼性・高性能を実現する組込システム用の次世代基盤技

術の創出 

－異種材料・異種物質状態間の高機能接合界面を実現する革新的ナノ界面技術の

創出とその応用 

－ナノデバイスやナノ材料の高効率製造及びナノスケール科学による製造技術の

革新に関する基盤の構築 

［平成19年度戦略目標］ 

－精神・神経疾患の診断・治療法開発に向けた高次脳機能解明によるイノベーシ

ョン創出 

－高信頼・高安全を保証する大規模集積システムの基盤技術の構築 

－新原理・新機能・新構造デバイス実現のための材料開拓とナノプロセス開発 
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中期計画 

機構は、上記の活動を通じて得られた成果を事業全般において活用する。 

 

【中期目標期間実績】 

・センターの活動やその活動を通して得られた成果については、上記の通り、機構の基

礎研究事業において重点的に推進すべき研究領域等として活用するほか、様々な機会

を設けて機構の関連部署に数多く提供し、機構の事業全般においても活用した。 

－海外情報を定期または随時に提供（平成17年度～） 

－社会技術研究開発センターへ「安心・安全研究領域」の調査結果を提供（平成17年度） 

－先端計測分析技術・機器開発事業の開発課題公募にあたって研究領域を提案し、領

域特定型課題として公募が開始（平成18年度） 

・また、機構内への提供に加え、文部科学省をはじめとする政府関係機関に対しても政

策立案に資するよう、以下の通り成果を適時提供し有効活用に努めた。 

－第3期科学技術基本計画策定に向けた参考情報の提供： 文部科学省、内閣府総合

科学技術会議に対して、科学技術分野の国際動向比較等、第3期科学技術基本計画

策定に関する参考情報を提供（平成16年度） 

－総合科学技術会議分野別推進戦略の検討の参考資料： 「科学技術における重要研

究領域の国際比較（ベンチマーク）」資料、「ナショナルイノベーションエコシス

テム」についての説明等、第3期科学技術基本計画策定に関する参考情報の提供 

（平成17年度） 

－イノベーション25戦略会議への情報提供：「ナショナル・イノベーション・エコシ

ステム」、「世界各国のイノベーション関連施策」、「イノベーションにより実現

する社会の姿 到達シナリオ」等を説明（平成18年度） 

－文部科学省研究開発動向セミナー等における調査発表： 「National Innovation 

Initiative サミット参加報告」「ナショナルイノベーションエコシステムについて」

「イノベーションの創出に向けた研究拠点の構築～各国のナノテクR&D施策を例

に～」「科学技術イノベーションの実現に向けた提言－ナショナル・イノベーショ

ン・エコシステムの俯瞰と政策課題－」等（平成15～18年度） 

－海外情報の提供： 「科学技術政策ウォッチャー」及び海外コンサルタントによる「海

外レポート」の送付、「国際情勢月例報告会」等における発表（平成15～18年度） 

－その他文部科学省の施策検討等への情報提供： 平成18年度科学技術振興調整費募

集要領のテーマ事例として、戦略プロポーザル「IRT」等の活用（平成17年度）、

科学技術連携施策群プログラムにおいて推進すべきテーマ案として、戦略プロポー

ザル「IRT」「バイオマス」等の活用（平成17年度）、文部科学省世界トップレベ

ル国際研究拠点形成促進プログラム、キーテクノロジー研究開発等の施策検討にあ

たり、参考情報を提供（平成18年度） 
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中期計画 

研究領域等の評価を推進する。 

 

【中期目標期間実績】 

・研究開発戦略センターの活動及び成果について適切なアドバイスを受け、センターの業務

運営に資するために、平成 18 年度には外部有識者により組織されるアドバイザリー委員会

を新たに設置した。第 1 回委員会を平成 18 年 11 月に開催し、研究領域の提案の基となる

戦略プロポーザル等の成果及びその立案過程等の活動について全般的な助言等を得た。 
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ⅡⅡ－－２２．．新新技技術術のの企企業業化化開開発発  

 

 

 

 

［中期目標］ 

社会経済や科学技術の発展、国民生活の向上に資するため、大学、公的研究 

機関等の優れた研究開発成果の企業等への技術移転に係る事業を行う。 

（１）委託による企業化開発の推進 

 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

大学、公的研究機関等の研究開発成果のうち、国民経済上重要な成果であって特に

開発リスクの大きなものについて、企業の持つポテンシャルを最大限に活用して企業

化開発を的確かつ効果的に実施することを目標とする。 

平成５年度以降の開発終了課題に対する中期目標期間終了時の成果実施率が、開始

時より上回ることを目標とする。【開始時の成果実施率：２５％】 

 

<事業概要>  

委託開発は、大学、公的研究機関等の国民経済上重要な研究成果であって特に開発リス

クが大きく、経済的、社会的に大きな波及効果が期待できるものを対象として、技術開発

力、経営基盤等を有する企業等に委託して開発を実施することにより、新技術の実用化を

促進することを狙いとしている。開発が成功の場合は開発費の返済を求めるが、不成功の

場合は返済不要とし、開発リスクを機構が負担するものである。 
利用者である研究者や開発企業のインセンティブの向上につながるように、中期目標期

間中に 2 回の制度改革の検討を行い、「実施料の自由化」や「ＦＳ（フィージビリティ・ス

タディ）の導入」など、検討結果は速やかに制度運営に反映した。特に、ベンチャー企業に

対しては、よりイノベーションの創出が期待できるように委託開発とは別の制度として

H19 年度に新たに「革新的ベンチャー活用開発制度」を創設した。 
また、平成１７年度より競争的資金として、独創的シーズ展開事業として再編し、透明

性と公平性を確保した上で、広く公募を行うことともに、プログラムディレクター（PD）・

プログラムオフィサー（PO）による事前・中間・事後評価を行う新たな体制を構築した。 
 

<対象事業> 

  独創的シーズ展開事業（委託開発） 
 
中期計画 

開発課題は、科学技術基本計画に示された重点分野に関する大学、公的研究機関等の研

究成果で、開発リスクが大きいものを積極的に取り上げるとともに、経済的、社会的に

大きな波及効果が期待できるものを対象とし、技術開発力、経営基盤等を有する企業等

に開発を委託する。 
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【中期目標期間実績】 

・開発課題は、毎年2回の募集を行うとともに、プラザ・サテライト等の協力を得なが

ら全国で募集説明会を行った。また、学術誌や新聞等に掲載された研究成果の情報

等を基に、研究機関、研究者、共同研究企業等を訪問して、本事業の趣旨の説明や

相談を受けるなど、委託開発に適した課題について積極的にフォローを行うととも

に、機構の他制度利用者に本事業を紹介する、募集案内を送付する等、機構他事業

の研究成果を基にした課題の採択につなげるよう努めた。 

・開発課題は、技術の新規性、国民経済上の重要性、開発リスク等について、外部専

門家の事前評価（科学技術振興審議会技術移転部会委託開発事業評価委員会）また

は、PO及びアドバイザーからなる委託開発PO会議による事前評価を踏まえて選定を

行った。開発企業については、その技術的、財務的能力等を調査し、委託企業を選

定した。 

・ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料、製造技術、社会基

盤等、幅広い分野にわたって、リスクが高く波及効果が期待できる課題を採択した。 

 

 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 

応募課題数 119 106 96 75 

採択課題数 21 21 18 14 
 

 

中期計画 

大学、公的研究機関等に対して開発課題を広く募集し、外部専門家・有識者により事前

評価を行い、優れた開発課題を選定して開発を委託する。開発が５ 年を越える課題につ

いては中間評価を行う。開発終了後は事後評価を行い、開発目標の達成度等の評価を行

う。さらに、成果の実施状況等につき追跡調査を実施する。評価結果については知的財

産等に配慮しつつ公表する。 

 

【中期目標期間実績】 

・開発が 5 年を超える課題の中間評価及び開発が終了する課題の事後評価は、科学技

術振興審議会技術移転部会委託開発評価委員会、委託開発プログラムオフィサー会

議において実施した。 

・中間評価については、8 件全てについて開発継続すべしとの評価で、事後評価につい

ては、79 件中 63 件が成功認定、16 件の不成功認定を受けるとともに、委託企業の

申し出により開発を中止した 20 件を併せて、合計 99 件の終了手続きを行った。 

・開発は成功で終了したものの開発成果が未実施の企業に対しては、開発成果実施に

向けた取り組み状況について定期的に問い合わせを行う等、追跡調査を実施し、成

果実施率の向上につとめた。 
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・評価結果は、知的財産等に配慮しつつ、課題毎に文部科学省の記者クラブを通じて

発表するとともに、機構のホームページに掲載する等により広く公表した。 

 

 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 

中間評価課題数 1 3 2 2 

事後評価課題数 

(成功認定) 

（不成功認定） 

22 

(16) 

(6) 

23 

(16) 

(7) 

19 

(19) 

(0) 

15 

(12) 

(3) 

中止課題数 5 3 6 6 

終了課題数 27 26 25 21 
 

 

中期計画 

開発が成功した場合には、開発実施企業に支出した開発費の返済を求めるが、不成功の

場合には開発費の返済を求めないことで開発リスクを負担し、新たな開発への取り組み

を推進する。 

 

【中期目標期間実績】 

開発費の返済契約に基づく返済は、一部の企業において財務状況の悪化による返済の

遅れが見受けられたものの順調に返済が行われ、さらに、開発企業の希望による前倒し

返済等があったため、開発費の回収については、各年度とも予算額に対して上回る決算

額であった。 

 

（百万円） 

開発費回収金 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 

予算額 1,215 3,000 2,292 2,857 

決算額 1,334 3,958 3,128 3,214 

回収率（％） 109.8 131.9 136.5 112.5 
 

 

中期計画 

実施料、優先実施期間、開発費の返済条件等については研究者や開発企業のインセンテ

ィブを配慮して調整を行うとともに、開発期間や開発費等を柔軟且つ弾力的に運用する。 

 

【中期目標期間実績】 

・ 平成 16 年度の制度変更後、実施料や原権利の扱いについては研究課題毎に柔軟に対

応でき、研究者や企業のインセンティブ向上へ繋がっているものと考えられる。ま
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た平成 17 年度からは、プログラムディレクター（PD）・プログラムオフィサー（PO）

及び外部有識者による委託開発制度変革検討委員会を設置し、更なる改善やインセ

ンティブ向上のための検討を行い、開発課題を見極めるための FS（フィージビリテ

ィ・スタディ）の導入、やベンチャー企業を対象とした革新的ベンチャー活用開発

制度の創設など、ユーザーや有識者の意見に基づき、柔軟に制度運用を行った。 

・ 開発中の課題について、技術面・財務面の担当者が綿密に連絡を取り合って、開発

が効率良く進むように開発期間の延長や開発費の増額など弾力的かつ、きめ細かい

支援を行った。 

 

〔中期計画期間中の制度改革の流れ〕 

H16 

研究者、開発企業等から聞き取り調査を基づいて、制度改革 

「実施料率の自由化」「実施料の配分（原権利者優遇 2/3）」「専用実施 

権の緩和（通常実施権も可）」「優先実施期間の自由化」「担保設定の緩 

和（一般企業も 1/2 で可）」「支出対象の拡大」 

H17 
競争的資金化、及びプログラムディレクター（PD）・プログラムオフィサー（PO）

制度で運用 

H18 

PD・PO を含めた有識者による委託開発制度変革検討委員会（H18/1/18～

H18/6/7）の報告に基づいて、制度改革 

「FS（フィージビリティ・スタディ）の導入」「開発成功後の開発費返済方法」

「不成功時の取り扱い」「革新的ベンチャー活用開発の創設」 

○開発課題の見極めを行う返済不要の「FS（フィージビリティ・スタディ）」の

導入 

○売上返済などの返済条件を見直し、開発成功後の開発費返済方法を 10 年以内

返済に統一し、不成功時にはモラルハザード等を考慮して 10%返済とした 

○ベンチャー企業については委託開発から切りはなして、開発成功後に開発費債

務とならない「革新的ベンチャー活用開発」を創設 
 

 

中期計画 

開発終了課題について、成果を普及するため、企業において成果を実施するように促す

ほか、技術交流会等により広く開発成果を紹介する。 

 

【中期目標期間実績】 

・ 中期目標期間終了時の成果実施率は、当初の目標 25.0%を大きく上回る 39.9%（総終

了課題数 233 件中、成果実施件数 93 件）となった。これは、中堅中小企業や新規企

業が売上げ見合い返済条件を満たすために、成果実施契約をしたことが理由と考え

られる。この課題数（23 件）を除いても、成果実施率は約 30%であり、目標を上回
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っている。また新技術の市場や用途開拓の可能性に結びつくように、展示会や説明

会などで広く技術を紹介することについても積極的に行った。 

 

 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 

成果実施数 50 60 78 93 

終了課題総数 

（H5～） 

161 187 212 233 

成果実施率 31.1 32.1 36.8 39.9 

 

〔参考〕 

製品化率（平成 9 年度以降の開発終了課題のうち、実施料を計上した課題）は、19.4％であ

った。（平成 9 年～平成 17 年） 
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（２）研究成果の移転に向けた効率的な技術開発等の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

 新技術の実用化を目的として、大学、公的研究機関等の研究開発成果の移転に向け

た、効率的な技術開発の推進、あっせん・実施許諾等を行う。 

①大学、公的研究機関等の研究開発成果のうち、その実用化が望めるものを選定し、

効率的な技術開発を実施することにより、その後の企業化につながる開発成果を

増加させる。 

②大学、公的研究機関等の研究開発成果及び機構における基礎研究事業等の成果に

ついて、大学、公的研究機関及び技術移転機関等と連携すること、研究開発成果

の情報提供機能の強化すること等により、企業等に対してあっせん・実施許諾を

行い、新技術を実用化する。 

 

<事業概要>  

本項目においては、大学、公的研究機関等の優れた研究成果の実用化を図るため、研究成果

の迅速な公開を行うとともに、企業において長年研究開発に携わり専門的な知識と経験を蓄積

した技術移転プランナー（目利き）のサポートの下、1.実用化プランの作成、2.研究成果の特

質に応じた最適な育成プログラムの実施、3.実施許諾、等により、研究成果の迅速かつ効率的

な社会還元を図ることを狙いとしている。なお、事業の効果的・効率的な運営を期すため、平

成17年度より1.及び3.については「技術移転支援センター事業」に組み込み、2.については競

争的資金制度として発足した「独創的シーズ展開事業」に再編している。 

 

<対象事業> 

独創的シーズ展開事業（権利化試験、独創モデル化）、技術移転支援センター事業 

 

 

① 研究成果の実用化に向けた技術開発 

 

イ． 研究成果の実用化プランの作成、育成手段の助言 

 

中期計画 

有望な研究成果をビジネスラインまで載せることの出来るスキルと実績を有する人材を

技術移転プランナーとして配置し、育成候補課題を対象に、研究者等との面接、種々の

調査を参考に、実施すべき試験研究内容や企業探索等の技術移転方策（ 実用化プラン） 

を策定し、最適な育成手段を研究者に助言する。また、実用化が有望であるがデータが

不足している研究成果については、研究者又は企業の協力を得て追加の調査研究を行う。 
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【中期目標期間実績】 

・技術移転プランナー10名により、機構の基礎研究事業・大学等の研究成果から収集

した課題（4,166課題）を技術移転の推進という観点で評価選別（委託開発候補、あ

っせん候補、育成候補）を行った。 

 

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

委託開発 11 委託開発 6 委託開発 1 委託開発 2 

あっせん 1,534 あっせん 1,256 あっせん 558 あっせん 383 

育成課題 121 育成課題 49 育成課題 45 育成課題 40 

その他 100 その他 30 その他 14 その他 16 

合計 1,766 合計 1,341 合計 618 合計 441 

 

・育成候補課題として選別した課題の中から実用化プラン（220件）を作成し、最適な

育成手段を研究者に助言するとともに、イノベーションジャパンにおける新技術説

明会にて研究者と共同でプレゼンテーションを行う等、研究者と一体となって技術

移転活動を行った。 

・育成候補課題の中で実用化が有望であるがデータが不足している課題については、追加

の調査研究（データ補完 140件、技術加工 107件）を行い、実用化に向けた技術開発を

進めた。その課題選定に際しては、新規収集課題に加え過去の収集課題を現在の技術進

歩状況及び技術環境を踏まえ再評価する等、より有望な課題の選定に努めた。 

・技術移転活動をより効率的にすすめるために、技術移転プランナーによるライセンス成

立等へ向けた部門横断的な活動を行った。調査研究終了課題については継続してフォロ

ーし、ライセンス支援活動を行った。（ライセンス成立43件、委託開発採択6件） 
 

 

ロ． 成果育成プログラムの実施 

 

中期計画 

大学、公的研究機関の研究者や企業等から成果育成のための試験研究を行うプログラムの

課題提案を公募し、外部専門家・有識者による事前評価を行って選定、実施する。実施期

間終了後、新産業創出の期待度等について外部専門家・有識者による事後評価を行い、引

き続き追跡調査を実施する。評価結果については知的財産等に配慮しつつ公表する。 

 

【中期目標期間実績】 

（独創モデル化） 

・新技術コンセプトのモデル化の推進（独創モデル化）については、課題の新規性、新
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産業創出の効果、モデル化の目標の妥当性について外部専門家・有識者による事前評

価を行い、優れた課題を選定するとともに、課題の実施を行った。 

・また、実施期間終了後、モデル化目標の達成度、知的財産権等の創出、企業化開発の

可能性、新産業、新事業創出の期待度の観点から外部専門家・有識者による事後評価

を行い、評価結果を知的財産等に配慮しつつホームページ上で公開した。 

・さらに、事業終了後1年及び4年経過の課題の研究継続状況について追跡調査を実施した

ところ、中期目標期間中に事後評価を実施した課題140課題中、18件（12%）がすでに製

品化されている実績を確認した。本実績は、本事業が大学等の研究成果のうちハイリス

クなテーマのみを採択していることを鑑みると、十分に満足できるものと判断した。今

後は、事業期間中における企業の試作品化の後も、企業側の相談に応じアドバイス等を

行うことで実用化に向けた研究開発を継続させることを目指していきたい。 

 

 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

応募課題数 266 199 143 96 

採択課題数 68 15 20 20 

うち継続課題数 10 0 4 0 

事後評価課題数 51 68 15 20 

うち継続評価数 0 10 0 4 

 

・特筆すべき成果が挙がっている課題を、以下に示す。 

 

１．免疫クロマトグラフィーによるエビのホワイトスポットウィルスの簡易検出方法の開発 

         （株）エンバイオテック・ラボラトリーズ 

従来の診断法における高度な技術や設備を要しない、簡便な試験紙型免疫

クロマトグラフィーの確立に成功。→本製品の販売拡大を通じてアジア・中

南米等のエビ養殖現場の感染症被害防止に貢献するなど、社会的意義が高い。 

 

２．ナノテクノロジーを用いた新しい環境対応型建築用塗料の開発 

水谷ペイント（株） 

水系塗料と比較し、約半分の樹脂量となり、安価でかつ機能的にも耐汚染

性、耐候性、耐熱性を有する等、優れた特性を持つ塗料の実用化に成功→樹

脂の含量が少ないため、塗料の製造・廃棄において排出される CO2 の削減に

貢献するなど、社会的意義が高い。 
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（権利化試験） 

・戦略的な特許化のための試験研究の推進（権利化試験）については、研究成果の独創性、

権利化の必要性、試験計画の妥当性、波及効果、新産業創出の可能性の観点から外部専門

家・有識者による事前評価を行い、優れた課題を選定するとともに、課題の実施に当たっ

ては、実用化に必要となる技術の体系図や競合となる技術を把握するための権利化マップ

の作成を行い、要素技術の確立と特許網構築のための研究開発を推進した。 

・中期目標期間中に事後評価を終了した 34 課題及び平成 18 年度を通じて実施した 5

課題の計 39 課題については、232 件の国内特許出願を行い、機構の他の技術移転事

業に 14 課題、ライセンスに 6 課題（契約協議中を含む）がつながる等、権利化試験

終了後も実用化に向けた研究が継続されている。 

・課題終了後は、権利化の状況、成果の実用化の可能性及び波及効果、新産業創出の

期待度の観点から事後評価を行い、概ね当初計画どおりの成果を挙げることができ

た。また、課題の管理や事後評価における意見交換等を通じて、実用化に向けて必

要な特許戦略について研究者が理解を深めることができた。なお、評価結果は知的

財産等に配慮しつつ機構ホームページ上で公開した。 

・なお、事業の効率化に伴い、課題の選定は平成 17 年度をもって終了している。 

 

 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

応募課題数 102 116 121 －（注） 

採択課題数 5 5 5 － 

事後評価課題数 19 5 5 5 

（注） 平成17年度をもって新規募集を終了。 
 

 

中期計画 

事業終了後の企業化に向けた研究開発継続率を８５％【平成１４年度：８５％】以上とする。 

※ 研究開発継続率： 事業終了後１年後に調査を行い、企業が実用化に向けて当該研究

開発を継続している比率 

 

【中期目標期間実績】 

・独創モデル化における各年度における追跡調査結果は次のとおりである。 

 

 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

研究開発継続率 100％ 100％ 100％ 100％ 

新技術コンセプトのモデル化の推進（独創モデル化）の研究開発期間終了後 1 年目

における研究開発継続率は全ての年度について 100％であり、目標を達成した。 

- 83 - 



 

 

・「戦略的な特許化のための試験研究の推進（権利化試験）」の各年度の実績は以下

のとおりである。 

  

 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

研究開発継続率 100％ 100％ 100％ 100％ 
 
   研究開発継続率は全ての年度について100％であり、目標を達成した。 
 
 
ハ.イノベーションの創出を目指した共同研究の実施 

 

中期計画 

大学・公的研究機関等の基礎研究に潜在するシーズ候補を産業界の視点で見出す機会を設け、

シーズを顕在化させる目的で、産と学が共同で提案した研究課題を公募し、外部専門家・有

識者による事前評価を行って選定、実施する。また、顕在化したシーズについて、イノベー

ションの創出に資する目的で、産学共同による研究（マッチングファンド形式） を行う研

究開発課題を公募し、外部専門家・有識者による事前評価を行って選定、実施する。 

 

【中期目標期間実績】 

・大学等の基礎研究に係る研究発表会を計 18 回開催し、大学等の基礎研究に潜在する

シーズ候補を産業界の視点で探索する場の提供を行った。なお、顕在化ステージの

公募締切日（平成 18 年 8 月 28 日）までに開催した研究発表会（8 回、148 件の発表）

のうち、27 件が応募に繋がった。 

・平成18年度より新たに公募を開始した産学共同シーズイノベーション化事業において、

新たに配置したプログラムオフィサー、アドバイザーによる事前評価結果に基づき、シ

ーズを顕在化させる目的で研究を実施する顕在化ステージで186件、顕在化したシーズ

について、イノベーションの創出に資する目的で研究（マッチングファンド形式）を実

施する育成ステージで10件の課題を選定し、イノベーション創出に向けた共同研究を開

始した。それぞれ最長1年間、4年度の研究期間にて研究を実施している。 
 

 

中期計画 

研究開発終了後3年が経過した時点で、産学共同による研究を行う研究開発課題の30％ 程度

が企業化に向けて他制度あるいは企業独自での研究開発に移行していることを目標とする。 

 

【中期目標期間実績】 

第 1 期中期計画期間中に研究開発が終了する対象課題が発生しなかった。 
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② 研究成果のあっせん・実施許諾 

 

イ． 研究成果の収集・公開業務の推進 

 

中期計画 

大学、公的研究機関等から提案のあった研究成果の収集件数の増加を図り、公開可能な 

ものについては特許出願公開前でも概略等を研究成果展開総合データベース（Ｊ－ＳＴ

ＯＲＥ） 等に掲載し、技術移転に関して経験を有する専門家による企業への紹介を行う。

特許公開後は、詳細情報のＪ－ＳＴＯＲＥ への掲載、新技術説明会等での公開、技術移

転に関して経験を有する専門家による企業への情報提供等を行い、企業が関心を示した

ものは、あっせん・実施許諾等の段階に移行させる。 

 

【中期目標期間実績】 

・日本版バイ・ドール法の影響により件数は減少しているものの、大学等知財本部やTLO

との連携により機関所有特許を収集課題として新たに受け入れるなど、大学、公的研

究機関等の研究成果の着実な収集に努め、ライセンス活動の依頼も増加している。 

・このうち、公開可能な案件については、J-STOREによる公開を行うとともに、有望な

案件については、新技術説明会を開くなどライセンスに結びつけるべく活動を行った。 

 

年  度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

収集課題数 

うちJ-STORE公開数 

2,579 

1,950 

809 

660 

580 

517 

443 

424 

 

・機構の研究開発成果とニーズのマッチング機会を充実させるため、技術移転プラン

ナーや特許主任調査員の協力の下、企業的な視点を踏まえ分野別の新技術説明会を

開催した。 

・各年度における開催回数は以下のとおりである。 

 

年  度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

開催回数 

課題数 

7 

45 

10 

58 

14 

106 

13 

93 

 

・発表を行った新技術 302 件に対して、379 社が関心を示し、あっせん・実施許諾への

移行や共同研究などについて、企業等において検討が行われており、うち 29 件が共

同研究、MTA、ライセンス等に至った。 
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ロ． 開発あっせん・実施許諾業務の推進 

 

中期計画 

大学、公的研究機関及び機構の研究成果について、技術移転に関して経験を有する専門家等を

活用して企業等への紹介、企業化開発のあっせん・実施許諾を行う。なお、大学等の研究成果

については、当該大学等及び当該大学等が有する技術移転機関等との相互補完的な連携を図り

つつ、我が国全体として研究成果の社会還元を促進するように配慮する。また、技術移転に関

して経験を有する専門家によるあっせんの成功報酬などの仲介者のインセンティブを向上さ

せるとともに、仲介者ネットワークの拡充に努めることにより、あっせん件数を増加させる。 

 

【中期目標期間実績】 

大学の知財本部設置に伴う特許の機関帰属化や機構事業の日本版バイ・ドール法適用等、

機構内外の情勢を考慮しつつ、有用特許の発明者への返還、TLOを経由したライセンスを

進めるなど、大学及び大学等が有する技術移転機関等との連携を図った。また、機構によ

るライセンス活動の他、平成17年度から外部機関によるライセンス候補企業訪問調査、平

成18年度から海外機関による外国特許の成功報酬によるライセンス企業探索など、技術移

転に関して経験を有する専門家を利用し、ライセンスに向けたネットワークの拡充を図り、

一機関と契約に至るなどあっせん・実施許諾業務を推進した。 
 

 

中期計画 

開発あっせん・実施許諾の件数は特許ベース１２０件／年【平成１４年度：１２１件／ 

年】、企業ベース６０件／年【平成１４年度：６４件／年】以上を実施する。 

※ 件数には技術移転機関による機構所有特許のライセンス件数、機構所有特許の発明者

への返還の後にライセンスにつながった件数、大学、公的研究機関及び技術移転機関に

対して機構が行った特許化支援の後に当該機関が行ったライセンス件数を含む。 

 

【中期目標期間実績】 

各年度の実績は以下のとおりであり、目標値を毎年度上回った。 

 

年  度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

企業数 

（目標60社） 
77 80 71 74 

特許数 

（目標120件） 
178 162 233 188 
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（３）大学発ベンチャー創出の推進 

 

 

 

 

 

 

 

［中期目標］  

大学、公的研究機関等の研究成果のうち、ベンチャー企業の創出が期待されるもの

を選定し、新産業創出を目指した研究開発を推進することにより、ベンチャー企業の

創出及び事業展開に大きく貢献する。中期目標期間中に終了した研究開発課題に関す

る起業率が中期目標開始前の起業率の実績を上回ることを目標とする。【開始前の起

業率：６０％】 

 

<事業概要>  

大学発ベンチャー創出の推進は、大学等の研究成果を基にした起業が実現されるために

必要な研究開発を推進することにより、大学発ベンチャーが創出され、これを通じて大学

等の研究成果の社会・経済への還元を図ることを狙いとしている。 
このうち、「プレベンチャー事業」は平成 15 年度の新規採択を最後に公募を終了し、全

課題について平成 18 年 9 月までに研究開発を終了している。同事業は平成 15 年度から開

始した「大学発ベンチャー創出推進」に一本化されている。 
 

<対象事業> 

独創的シーズ展開事業（大学発ベンチャー創出推進） 

 

 

中期計画 

大学、公的研究機関等の研究成果のうち、大学発ベンチャーの創出が期待される研究課

題を公募し、外部専門家・有識者による事前評価を行って選定、実施する。実施に当た

っては、ベンチャー企業の設立が促進されるよう適切な研究開発等マネジメントのもと

実施計画を策定し、研究開発を進める。また、実施期間終了後には事後評価を行い、研

究開発計画の達成度等の評価を行う。さらに、研究成果に基づく起業化及び事業展開の

状況につき追跡調査を実施する。評価結果については知的財産等に配慮しつつ公表する。 

 

【中期目標期間実績】 

（プレベンチャー事業） 

・プレベンチャー事業では、中期計画開始前までに採択した課題について研究開発事

務所等のサポートの下、起業を目指した実施計画を策定して研究開発を行い、市場

ニーズを把握しベンチャー起業に向けた研究開発に対する今後の指針を各々の課題

で確認しつつ、事業運営にあたった。また、中期目標期間中に終了した研究開発課

題について、29 課題中 25 課題(26 社)で起業がなされ、86%の起業率となり、目標の

60%を超えた。 
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・プレベンチャー事業により設立された企業は以下のとおりである。 

 

平成 13 年度採択課題（平成 16 年 9 月終了） 

設立企業名 事業内容 

㈲ヒット 
細胞工学関連商品・無機材料・有機材料・各種分析用試薬の

開発、製造、販売及び輸入販売。 

ガレニサーチ㈱ 
タンパク質徐放性製剤等の研究、開発、製造、販売、輸出、

医療品メーカーへの技術指導。 

㈱アドビック 
バイオチップの開発、設計、製造、販売及び開発、施策に関

するコンサルティング等。 

㈱エフケム 
医療・環境分野において利用する成分分析装置の開発、設計、

製造、販売等。 

㈱エス・オー・シー  
システム集積回路、マイクロプロセッサ等の設計、開発、販

売。回路設計データの修正、保守等。 

メムザス㈱ 
小型運動機構、マイクロセンサ、医療器具、福祉器具の開発、

製造、販売。微細加工技術に関するコンサルティング等。 

㈱スペースビジョン 3次元計測カメラ機器及びその関連機器並びにそのソフトウ

ェアの開発、製作及び販売等。 

㈱大阪光科学技術研究

所 

高機能光学デバイス機器の開発。センサー、測定器等の電子

光学機器の製造及び販売。 

㈱大阪電子科学技術研

究所 

産業用電子計測機器、各種機械器具の自動制御装置の研究開

発並びに製造、販売等。 

㈲プロテオセラピー 蛋白質セラピー法を応用した医薬品、化粧品などの開発、製

造及び販売等。 

㈲サーモフォーミング

テクノロジー 

摩擦現象を利用した材料、部品の表面改質及び接合技術に関

する研究開発業務の受託と開発成果技術の販売等。 

 (設立 11 社／終了 10 課題) 

 

平成 14 年度採択課題（平成 17 年 9 月終了） 

設立企業名 事業内容 

㈱先端赤外 遠赤外領域より真空紫外線領域にわたる分光学を基盤にし

た分光計測機器の技術研究開発、装置設計、製造、改良及び

それらの販売、修理、輸出入等。 

㈲ビーエスティー研究

所 

PEG による表面処理技術を用いた臨床検査薬、診断薬、医療

用基剤、研究試薬等の研究、開発、製造、販売。 
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設立企業名 事業内容 

㈱TAK MEDICA 技術

研究所 

携帯可能な循環モニターなどの医療用機器、介護用機器、健

康用機器の研究、開発、製造、販売、輸入販売及び保守。 

㈱インターローカス CAD、CG、CAM、CAE に関するシステムの研究、開発、

販売、教育、エンジニアリングサービス及びソリューション

等。 

㈱イムノディア 臨床検査、健康診断に必要な検査業務。診断薬、臨床検査用

試薬、医療機器の研究開発、製造、販売等。 

㈲ナノケンマ 電子顕微鏡観察用無損傷レーザー精密研磨装置の開発、製

造、販売。 

 (設立 6 社／終了 10 課題) 

 

平成 15 年度採択課題（平成 18 年 9 月終了） 

設立企業名 事業内容 

㈱DNA ブック DNA ブックの企画、製造。 

㈱エクストラネット･

システムズ 

設備診断装置の製造、販売、ソフトウェア販売、コンサルタ

ント等。 

㈱オンチップ･バイオ

テクノロジーズ 

細胞及び細胞内物質の分離・分析機器の開発、製造、販売、

技術指導、情報提供サービス。 

㈱ナノエッグ 無機塩を用いたナノカプセル化レチノイン酸の医薬品事業

化及び液晶技術を導入した DDS 医薬品、化粧品等の開発及

び実用化。 

㈱ダイモス 新しいモデル化手法による仮想試験システムの提供。 

アドバンスド・メディ

ックス㈱ 

金属の生体活性化技術とそれを用いた生体活性脊椎補填人

工骨と骨セメントの研究開発。 

㈱ウエアビジョン 網膜投影光学機構、視覚支援情報電子機器、アプリケーショ

ンシステムの開発、製造、販売。 

㈱バイオベルデ 移植用の細胞、生体組織及び臓器の保存液等の研究開発、製

造販売。 

㈱スディックスバイオ

テック 

シュガーチップ及び糖鎖固定化金ナノ粒子の販売、それらを

用いた受託研究。 

 (設立 9 社／終了 9 課題) 

 

・平成 11 年度から開始したプレベンチャー事業を経て設立されたベンチャー企業 45 社の

うち、起業後 1 年以上経過した 31 社（30 課題）について、起業後の活動状況の追跡調

査を行ったところ、30 社の企業が（うち、1 社は合併されたが存続会社が）事業を継続
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し、1 社が企業活動を停止していた。なお、30 社のうち、売上を 3 期連続で増加させて

いる企業は 7 社あり、直近の決算で年商が 1 億円を超えている企業が 3 社あった。 

 

（大学発ベンチャー創出推進事業） 

・大学発ベンチャー創出推進事業については、中期目標期間中の各年度について課題を募集し、

外部専門家・有識者による事前評価を行い、難易度が高く公的資金投入の必要性が高いと判断

される課題を選定、実施した。研究開発期間中は、プログラムオフィサー及び外部専門家・有

識者による毎年度の中間評価並びに研究開発実施場所訪問などを行い、研究開発の進捗状況を

把握した。評価結果をもとに研究開発の中止も含め、研究開発費の査定に取り入れるとともに、

研究開発上・事業上の課題・問題点について専門的な視点から指導・助言することにより、起

業率の向上に努めた。平成 18 年 3 月に終了した平成 15 年度採択課題については 13 課題中 8

課題(8社)で起業がなされ61.5%の起業率となり、目標の60%を超えることができた。 

・大学発ベンチャー創出推進の応募数及び採択数は以下のとおりである。 

 

年   度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 合 計 

応 募 数 103 64 112 80 359 

採 択 数 13 11 30 22 76 

 

・平成 18 年 3 月に終了した平成 15 年度採択課題については 13 課題中 8 課題(8 社)で起

業がなされ 61.5%の起業率となり、目標の 60%を超えた。 

・大学発ベンチャー創出推進により設立された企業は以下のとおりである。 

 

設立企業名 事業内容 

オーループ㈲ 
オーガニックシステム（有機物循環型浄化システム）を用いた水

保全の研究・開発・普及。 

㈱Pharmish 医薬品の探索、開発。化合物ライブラリの創製。 

㈱フローテック・

リサーチ 

光・画像を応用した流体計測システムの開発・販売ならびに迅速

で高精度な受託流体計測サービス。 

ヒラソルバイオ㈱ 
診断用・検査用・研究用の試薬・機材・装置の開発、製造、販売及

びその受託業務並びにコンサルタント業務。 

シグナルデザイン

合同会社 

無線周波の利用効率を高める信号処理技術に関する開発サポー

ト業務の受託や技術コンサルティング、ライセンシング。 

エスシパワ㈱ 電気制御用 IC 並びに基板に関する業務全般。モータ制御技術の

車両への利用に関する業務。 

㈱スマート粒子創

造工房 

機能性微粒子の設計、試作、製造販売、受託研究、分析、共同研究、

コンサルティング、機能性微粒子合成技術のライセンス事業。 
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設立企業名 事業内容 

㈱ナノリサーチ リチウムイオン電池材料、粉体製造装置、機能性電子材料の製

造・販売。粉体製造技術に基づく技術コンサルティング。 

 

・なお、大学発ベンチャー創出推進では上記の8社の他、現在も研究開発継続中の課題から既に

4社のベンチャー企業が設立されており、当事業からの設立ベンチャーは12社となっている。 

 

・両事業とも、外部専門家・有識者による事後評価を実施し、起業へ向けたアドバイス

等を行うとともに、事後評価の結果については知的財産権の取得に影響を与えないよ

う配慮しつつホームページ上で公表を行った。また中期目標期間中の終了課題につい

て成果報告会を行い、分かり易い形での一般への普及活動に努めた。 
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（４）技術移転の支援の推進 

 

 

 

 

 

 

［中期目標］  

大学、公的研究機関及び技術移転機関等における研究開発成果の特許化をはじめと

した技術移転活動を積極的に支援するとともに、これらの活動の基盤となる人材を育

成する。さらに他の技術移転支援制度との連携の下、我が国における産学官連携及び

技術移転基盤を確立する。 

<事業概要>  

本項目は、大学、公的研究機関、TLO 等の研究成果の特許化を推進するため、海外特許

の取得支援を中心とする特許出願等を総合的に支援するとともに、技術移転のための目利

き人材の育成、技術移転相談窓口機能を整備することにより、大学等の活性化が図られる

よう積極的に支援し、研究成果の技術移転の促進を図ることを狙いとしている。  

   

<対象事業> 

技術移転支援センター事業 

 

 

① 研究成果特許化支援業務の推進 

 

中期計画 

大学、公的研究機関、技術移転機関、企業、一般等からの技術移転に関する問い合わせ

に対し、各種技術移転制度等の紹介や、個別の技術相談を実施する。このため年間３０

０件以上の相談件数に対応できるように体制を強化する。 

 

【中期目標期間実績】 

・フリーダイヤル、専用メール、一般電話及び面談等により、大学やTLO、公的研究

機関、企業等からの技術移転に関する問い合わせや技術相談について年間300件以上

を達成した。また、相談内容に応じてフォロー（機構の事業紹介など）を行い、追

跡調査の結果、共同研究・ライセンス契約に至ったものや機構諸制度に採択される

など具体的な技術移転活動に発展したものもあった。 

・各年度の実績は以下のとおりであり、目標を大きく上回った。 

 

年  度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

相談件数 426 439 457 493 
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中期計画 

大学、公的研究機関や研究者個人等から情報を収集し、実用化が期待される研究成果に

ついて、大学・技術移転機関等において適正な評価が行われていることを確認のうえ、

当該機関からの要請に十分応えられるような特許化支援の体制を整備する。特に国際特

許出願に重点を置く。 

 

【中期目標期間実績】 

・特許出願支援制度の申請件数は下記表のとおり増加傾向である。大学等からの申請

案件は外部評価委員からなる知的財産委員会にて厳正に審査され支援決定された。 

 

申請年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

申請件数 168 件 556 件 1,759 件 2,017 件 

 

採択年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

採択件数 71 件 277 件 895 件 957 件 

 

・特許出願支援制度への申請実績が比較的多い大学知的財産本部等に対するアンケー

ト調査では、毎年90%以上の大学が機構による目利きが的確であったと回答しており、

機構の調査能力の高さや審議結果に対し高い評価を得ている。 

・申請件数の増加に対応するため、地域事業推進部の科学技術コーディネータに兼務

発令を行い、新たな連携関係を構築し、処理体制の整備を図った。 

・大学知的財産本部等の要請に基づき、特許の質の向上を図るため、大学等において

特許相談、発明の評価（特許性の評価等）、先行技術調査等を行うとともに、知的

財産セミナー等の開催支援等、大学知的財産本部のニーズに合わせた人的支援を各

地の特許化支援事務所の特許主任調査員を中心に行った。 
 

 

② 技術移転のための人材育成業務の推進 

 

中期計画 

知的財産活用等に係る人材を対象に、技術移転のための人材育成プログラム研修を行う。 

 

【中期目標期間実績】 

・大学等で技術移転業務に携わる人材を対象に、技術移転全般に係る基礎的知識・ス

キルの習得を目的にした基礎研修(31回)、および実務スキルの磨き上げを目的とした

実務応用研修(30回)を実施した。また、大学やTLO等と連携して地域の実情に応じた
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カリキュラムを編成して地域基礎研修(13回)を実施した。 

・研修におけるグループ別の事例研修においては、様々な立場の参加者による人的ネ

ットワーク作りに配慮した。また、研修参加者による研修後の情報交換の場として

インターネット上の目利きフォーラムの運営や、実務応用研修の受講者を対象に研

修事例のさらなる磨き上げ等を目的とした技術移転活動成果報告会（H18年度よりブ

ラッシュアップセミナー）を開催し、参加者間や講師との交流の場を広げた。 

・海外（米国・欧州・アジア）において先進的な取り組みを行っている技術移転機関

の訪問調査を行ってプログラム運営に反映させるとともに、海外機関から講師を招

聘して、調査報告会を兼ねた技術移転セミナーを開催した（H15、16、17年度）。 

・研修会終了時に受講者アンケートを行って意見・要望の研修カリキュラムへの反映

を随時行い、プログラム運営の改善に努めた。 

・年度を追うごとに技術移転業務経験の浅い40代以下の若年受講者の比率が大きくな

っており、業務経験の多寡によらず有効な研修となるよう、事例研修を多く取り入

れる、グループ別研修のグループ分けを工夫するなどの配慮を行った。 
 

 

中期計画 

人材研修は、２００人／年【平成１４年度：１０５人／年】以上に対し実施する。 

 

【中期目標期間実績】 

・中期目標期間を通して計画を大きく上回る人数に対して研修を行った。 

・各年度における実績は以下のとおりである。 

 

 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

受講者数 313 484 488 514 

 

 

〔中期計画に基づく以外の実施内容・成果〕 
・大学等の研究開発成果とニーズのマッチング機会を充実させるため、全国レベルの大学

見本市、および大学等と連携した新技術説明会を開催した。 

 
（大学見本市） 

・NEDO 技術開発機構、文部科学省、経済産業省等と連携して東京国際フォーラムを会

場にイノベーションジャパン－大学見本市を開催した（H16、17、18 年度）。 

・各年度における出展数および来場者数の実績、および開催後一ヶ月を目処に大学・TLO

を対象に実施したアンケートによる成果の状況は以下のとおりである。 
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 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

出展数 

来場者数 

275 件 

34,500 人 

328 件 

35,800 人 

366 件 

39,650 人 

問い合わせ件数 

具体的進展件数 

成約件数※ 

調査対象テーマ数

(アンケート回収率) 

757 件 

139 件 

29 件 

 

280（32％） 

1632 件 

426 件 

125 件 

 

350（93％） 

1699 件 

462 件 

88 件 

 

396（94％） 

※成約件数は、技術指導、サンプル提供、共同研究、実施許諾等の契約件数。 

 

・来場者に対するアンケート調査（母数 1,000）では 70%以上の満足度を、また出展者に

対するアンケートでは 90%以上の満足度を得た。 

・開催後のマッチング進展状況についてはアンケート形式の追跡調査を実施中である。 

 

（大学連携新技術説明会） 

・平成 16 年度より大学等と連携して、大学等の研究成果を発明者自身が企業等に実用化

を展望して説明を行う、新技術説明会を開催した。各年度における開催回数は以下の

とおりである。 

 

 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

開催回数 

発表した新技術の数 

聴講者数 

成約に至った課題数※ 

2 回 

17 件 

1,600 人 

5 件 

9 回 

177 件 

12,500 人 

52 件 

18 回 

219 件 

15,000 人 

41 件 

※説明会の開催から平成 19 年 3 月末までに技術指導、サンプル提供、共同研究、ライ

センス等の契約に至った課題数 

 

・発表を行った新技術 413 件の内、中期目標期間中に技術指導、サンプル提供、共同研

究、ライセンス等に至ったマッチング率は 24%（98 件）に上っており、大きな成果を

挙げている。 
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（５）研究成果活用プラザを拠点とした事業の展開 

 

 

 

 

 

 

 

<事業概要>  

重点地域研究開発推進事業は、大学等の研究成果の社会還元のための機構の活動拠点と

して、地域の独創的な研究成果を活用して「産学官の交流」及び「産学官による研究成果

の育成」を推進し、大学、国公立試験研究機関等の独創的研究者と地域との連携を図り、

技術革新による新規事業の創出を目指すことを狙いとしている。 
また、平成 17 年度より、「地域における産学官等が結集した共同研究事業等の推進」、平成

18年度より、「地域における研究開発資源を活用した研究開発の推進」、がそれぞれ加わった。

これらにより、地域として企業化の必要性の高い分野の個別的研究開発課題を集中的に取り

扱う産学官の共同研究事業の推進、並びに、プラザ及びサテライトにおける共同育成研究課

題等により蓄積された研究成果、人材、研究設備等の研究開発資源を有効に活用した製品プ

ロトタイプ開発等を産学官の研究機関が共同でかつ企業化に向けた研究開発を行うことによ

る地域企業への円滑かつ効果的な技術移転を総合的に図ることとなった。 
 

<対象事業>  

重点地域研究開発推進事業 
 
 

① 研究成果活用プラザを拠点とした事業の展開 

 
中期計画 

平成 16 年 3 月までに研究成果活用プラザを 8館とする。 

 

【中期目標期間実績】 

平成13年度に研究成果活用プラザ北海道、石川、大阪、広島、並びに福岡の5館を、平

成14年度にはプラザ宮城、東海の2館を開設した。また、平成15年度末にはプラザ京都を

竣工した。 

 

 H13 H14 H15 

開設又は竣工プラザ数 5 2 １ 

［中期目標］ 

  大学、公的研究機関等の研究開発成果の社会還元を目的として、研究開発

ポテンシャルの高い地域における機構の地域活動拠点として研究成果活用

プラザを活用し、地域の産学官の研究機関との連携を図ることを通じて、

当該研究成果の企業化に向けた育成を行う。 
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中期計画 

各地域の自治体や関係機関との連携を図り、地域の現状を考慮し策定した運営方針の下

に各プラザの運営を行う。 
 

【中期目標期間実績】 

 （自治体等との連携） 

・地域による効果的な国の施策活用を目的として全国10 ブロックに設置された、府省横

断的な国の機関等から構成される「ブロック地域科学技術振興協議会」や、地域におけ

る各種産学官連携、技術移転等に関わる協議会等へのプラザ及びサテライト館長による

積極的な参加、及び意見交換・情報交換（プラザ及びサテライト16館の合計76回）によ

り、地域の自治体の産業振興部署、大学産学官連携部署、国公立試験研究機関、経済産

業局など、地域の科学技術振興等を目的とする関係機関等との連携を積極的に図った。 

・プラザ及びサテライトにおいて、地域の自治体、研究機関、産業界の有識者による

運営委員会を開催し、意見、アドバイスを受けることにより運営方針を策定し、地

域の現状を考慮したプラザ運営を行った。  

（サテライトの設置・運営） 

・平成17年度より、既存のプラザの利用が地理的理由により困難であり、かつ研究開

発ポテンシャルの高い地域におけるイノベーション創出を図ることを目的として、

各地域からの提案を基に公募にてサテライトを選定し、設置・運営した。サテライ

トの施設については、設置自治体等の協力を得て賃貸にて運営することとした。 

・各地域からの提案内容について、外部有識者により構成された委員会において選考

を行い、平成17年度には岩手、新潟、高知、宮崎の4地域に、また、平成18年度には

茨城、静岡、滋賀、徳島の4地域に各々サテライトを設置した。  

・設置後は、第2四半期以降各サテライトに館長、事務局長、技術参事、事務参事、事

務員、コーディネータ、コーディネートスタッフ、並びにシーズ発掘試験の募集関

係等を担当するシーズ育成スタッフを配置するなど、速やかに体制を構築するとと

もに、第3四半期には各サテライトの開館式を行い、地域の大学、企業及び自治体等

に周知するとともに、コーディネート活動及び共同研究等を開始した。 

（シーズ発掘試験） 

・大学や自治体、TLO等に配置されているコーディネータ等が発掘した大学等の研究

シーズを実用化に向け育成するとともに、コーディネータ等の活動を支援すること

を目的とした「シーズ育成試験」を平成17年度創設し（平成18年度に「シーズ発掘

試験」と改称）、課題の公募を行った。 

・申請は研究者とコーディネータ等の連名とし、コーディネータ等の主体的な参加を

促す制度設計とした。また、外部有識者により構成された委員会において申請書の

内容を評価し、平成17年度には510課題、平成18年度には1,008課題の採択を決定した
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（ただし、実際には申請者側からの辞退2課題を除く1,006課題について実施）。 

 

 H17 H18 

シーズ発掘試験応募件数 3,752 5,621 

   〃   採択件数 510 1,008 

〃   実施件数 510 1,006 

 

・課題の選定にあたっては、プラザ及びサテライトの館長であるプログラムオフィサ

ーが第1段階で査読してスクリーニングし、第2段階では外部の有識者による更なる

査読審査を行い、最終的にプログラムオフィサーが選定した。 
 
 
中期計画 

科学技術コーディネータを各プラザに原則として4人配置する。【平成14年度：各プラザに4人】 

 
【中期目標期間実績】 

・プラザ及びサテライトの活動範囲及び各地域の事情を考慮の上、プラザについては2

～6人／館、サテライトについては1～4人／館の科学技術コーディネータをプラザ及

びサテライトに配置した。 

  

 H15 H16 H17 H18 

プラザの科学技術コ

ーディネータ数 
23 30 28 29 

プラザ数 7 8 8 8 

サテライトの科学技

術コーディネータ数 
－ － 7 25 

サテライト数 － － 4 8 

 

・科学技術コーディネータの配置にあたっては、プラザ及びサテライトの担当範囲や、

カバー可能な専門分野等を考慮し、また採用にあたっては必要に応じ対象分野を定

めて公募を行い、人材確保を行った。  
 

 

中期計画 

科学技術コーディネータは、技術動向調査等を通して、地域の大学、企業等における研

究ニーズ、シーズを探索するとともに、研究開発促進拠点支援事業の成果等を活用して、

大学等の独創的な研究者を中心とした研究会、セミナーをプラザにおいて開催する。 
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【中期目標期間実績】 

・科学技術コーディネータは、育成研究課題の研究計画策定、特許戦略立案、ライセ

ンス支援等に課題毎に分担して参加した。また、育成研究終了後の実用化方向性に

ついても研究者、共同研究企業との協議に参加した。その結果、プロジェクトの円

滑な推進に貢献し、終了後の他制度への早期申請や、終了後の事業化等につなげた。  

・日常の業務として、大学、試験研究機関、企業等への訪問、定期的な技術移転相談会の開催

等により、大学等の研究シーズ、企業ニーズの探索活動を積極的に実施し、収集した大学等

のシーズを、育成研究等の各事業へつなげた。大学・企業等への訪問調査等実績は、1プラ

ザ当たり年間113回から471回、また、1サテライトあたり年間86回から376回に増加した。 

 

 H15 H16 H17 H18 

1 プラザ当たり科学技術コー

ディネータ訪問等回数 
113 168 317 471 

プラザ数 7 8 8 8 

1 サテライト当たり科学技術

コーディネータ訪問等回数 
－ － 86 376 

サテライト数 － － 4 8 

 

・プラザ及びサテライト単独で複数回のセミナー、研究会等を企画・開催したほか、関

係各機関と共同で、大学等の研究者を中心としたセミナーも開催した。  

 

 H15 H16 H17 H18 

セミナー・研究会等回数 36 62 107 129 

プラザ・サテライト数 7 8 12 16 

（注）プラザ・サテライトでの年度中の合計企画、開催数 

 

・育成研究課題の計画、進捗状況について、随時科学技術コーディネータによる相談・

アドバイスを行った他、新権利の活用について事業化に向けて積極的に支援した。 
 

 

中期計画 

プラザにおけるコーディネート活動を通じて、次世代の人材育成に努めるとともに、より効果

をあげるために、他の制度におけるコーディネート活動従事者との連携を図る。 
 

【中期目標期間実績】 

・科学技術コーディネータ等は、地域の大学や自治体等のコーディネート活動従事者

- 99 - 



 

 

連絡会等への参加において、コーディネート活動に資するノウハウの提供や情報の

交換等を行うことにより、地域のコーディネート人材の育成に努めた。また、プラ

ザ及びサテライトに配置されたコーディネートスタッフへも同様にノウハウ等の提

供を行い、将来の科学技術コーディネータのための人材育成を行った。 

・プラザ及びサテライトの科学技術コーディネータ等は、例えば宮城県にある約100人の

メンバーからなる「せんだいコーディネータ協議会」や、四国の経済産業局等が主催

し四国管内の大学にて同管内のコーディネータが一同に集結する登録者数約120人の

コラボキャラバン（合同説明会・相談会）に参加するなど、地域における大学等、各

府省、自治体等のコーディネート活動従事者との連絡会等を、プラザ及びサテライト

当たり年に10回程度開催・参加することにより、他機関のコーディネート活動従事者

との連携を図り、機構の事業紹介やノウハウの提供、並びに情報交換等を行った。 
  

 

中期計画 

機構の各事業を紹介する機能を強化する。 
 

【中期目標期間実績】 

・プラザ及びサテライトに展示コーナーを設けて、機構各事業のパンフレットを展示し

た。また、育成研究課題に関するパネルや試作品の掲出等を通じて、事業紹介を図っ

た。さらに、プラザ及びサテライトが運営しているホームページにおいても、機構各

事業を公募する際には、募集案内等を掲載することにより、事業紹介等を行った。 

・科学技術コーディネータは、大学、国公立試験研究機関、企業等を訪問した際には、機

構のパンフレットを持参等し、配布、説明等を行い、機構各事業の紹介活動を行った。 

・公募情報は、地域の他機関のホームページやメールマガジン等も活用して、周知を

図った。その他、各種展示会等に参加し、広く事業のPR を行った。  

・機構の他制度の担当部門からの協力要請に対し、事業の公募説明会等の会場を提供し、

説明の補助等を行った。また、プラザ及びサテライトにおいて、情報提供部と協力して

JDreamⅡ説明会を開催したほか、地域の自治体からの要請や理解増進部と連携して科学

技術理解増進イベントを開催するなど、機構各事業との連携を図ることに努めた。 

・プラザ及びサテライトにおいて、国等の関連施策の紹介のためのパンフレットやポ

スターの展示を行った。また、産学連携にかかわる提案公募型事業説明会を共同で

企画・開催し、また、関係府省合同地域科学技術政策説明会において、国の政策、

施策に関して府省連携で説明会を開催した。 
 
 

- 100 - 



 

 

中期計画 

各プラザにおいて大学、企業及び機構が共同して育成研究を実施する。共同育成研究課題

の選定は、各プラザ地域の産学官の有識者を含む委員会を組織して評価を行う。また、成

果の有効活用のために、文部科学省及びその他関係行政機関等と有機的連携を行う。 
 

【中期目標期間実績】 

・プラザ及びサテライトにおいて、新規の育成研究課題を下記の表のとおり募集し、採択した。 

 

 H15 H16 H17 H18 

育成研究応募件数 85 179 244 254 

  〃 採択件数 16 24 34 43 

 

・募集にあたっては、機構ホームページへの掲載、大学やその他の対象機関に対して

募集案内を送付する等に加えて、周辺自治体、研究機関等のホームページやメール

マガジンに掲載する等、他機関等との連絡・連携を活用して広く周知を図った。  

・プラザ及びサテライトに配置したプログラムオフィサー（館長）及びそれらに設置

した地域の産学官の有識者等で構成するアドバイザリーグループで、大学、国公立

試験研究機関等の独創的な研究成果で、地域における技術革新により新規事業創出

が見込まれる課題を選定した。評価結果は機構ホームページ等で公表した。  

・継続実施している育成研究課題について、雇用研究員には研究ノート等で、研究管理を実施

させた。各プロジェクトには、月報、四半期報告等を求め、定期的に進捗を確認するととも

に、企業、研究者、機構担当者出席の検討会を開催し、進捗状況、今後の計画、事業化イメ

ージ（製品）および事業計画等について確認・議論を行った。ここで出された問題点につい

ては、各実施者が分担して解決にあたる等、相互に協力し、共同研究推進にあたった。 

・機構は、育成研究が一定期間経過後、プラザ及びサテライトに設置したアドバイザ

リーグループでの中間報告会を実施し、報告会での指摘事項等に基づいて各課題の

研究費増減等を図るとともに、代表研究者と技術参事その他プラザ及びサテライト

担当者と随時、意見交換等を行い、事業化に向けた研究開発をフォローした。  

・育成研究の新聞・学会等の外部発表に関しては、新聞発表については、プラザ京都

の井手プロジェクトの超高解像度大型平面入力スキャナ等、1課題当たり約1回、ま

た、学会・論文等の発表については1課題当たり約16回行った。 

 

課題終了年度 H14～15 H16 H17 H18 計 

新聞発表 1 25 21 16 63 

論文発表・学会発表等 28 364 442 211 1,045 

終了課題件数 3 21 25 17 66 
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（注）平成 14～17 年度は平成 18 年 6 月に調査、平成 18 年度は平成 19 年 3 月に調査。 

   それぞれの年度中に終了した課題の外部発表数。 

 

・育成研究の終了後、機構及び他機関の実用化開発事業等に橋渡しを行い、成果の有

効活用を図った。  

 

 

中期計画 

研究終了後 3 年以内に共同育成研究課題の 20%【新規事業につき、平成 14 年度実績な

し】程度を企業化開発又は企業化へつなげる。 

 

【中期目標期間実績】 

・平成18年度までに終了した育成研究66課題について、商品化、ベンチャー設立、ラ

イセンス等の企業化、あるいは委託開発制度への採用等、企業化又は企業化開発に

つながったものが30課題（45%）であり、目標値を上回った。 

・終了にあたっては、科学技術コーディネータを中心として、終了後の実用化計画の

立案や、ライセンス等の契約に関する調整等の役割を果たしたことから、他制度へ

の移行等につながった。  

・終了課題については、プラザ及びサテライトに設けられたアドバイザリーグループ

において「実施計画の達成度」、「事業化・起業化の期待度」、「知的財産権の確

保」の3つの視点により事後評価が実施された。  

 

年度 （注１） Ｈ14～15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 計 

特許件数（国内） 54 68 81 48 251 

特許件数（海外） 24 55 90 18 187 

企業化等の課題数 1 6 7 19 33 

商品化の件数 0 2 3 5 10 

ベンチャー設立件数 0 1 3 0 4 

ライセンス件数 0 1 0 1 2 

JST 他制度での採択件数 1 1 0 7 9 

 

内
訳
（
注
２
） 他機関の制度での採択件数 0 1 1 6 8 

コーディネータ連携会議主催・参加件数 9 16 99 192 316 

プラザ数 7 8 8 8 － 

サテライト数 - - 4 8 － 

（注１）年度は、特許では出願年度、商品化では販売開始年度、ライセンスでは取得年度、

ベンチャーでは会社設立年度、他制度への移行では採択年度、コーディネータ連
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携会議では開催年度を表す。 

（注２）企業化等の内訳の中で、網掛けの部分は「商品化」と各 1 件ずつ、合計 3 件重複

している。 
 

 

中期計画 

機構の他の制度と連携するなど、プラザ内の研究室について有効活用する。 
 
【中期目標期間実績】 

・プラザ内の研究室について、各育成研究課題の研究室としての利用以外に、共通機

器を置くスペースとしての使用、機構の他事業である地域結集型共同研究事業や戦

略的創造研究事業、さらには、他機関の制度による利用等、研究室の有効活用を図

った結果、利用率は増加した。  

 

 H15 H16 H17 H18 

プラザ研究室利用率（％） 89 85 88 90 

(注)それぞれの年度末時点に集計したもの。各年度末に、次年度からの採択課題の為や

共有機器を設置する為に改装中の場合は、空き室として集計した。 
 

 

② 地域における産学官等が結集した共同研究事業等の推進 

 

中期計画 

地域において研究開発ポテンシャルの高い大学、国公立試験研究機関、研究開発型企業

等が結集して企業化の必要性の高い分野の研究開発を推進する課題を公募し、外部専門

家・有識者による事前評価を行って選定、実施する。研究終了後 3 年以内に 1 課題（地

域）平均 10 件を企業化開発又は企業化へつなげることを目標とする。 
 

【中期目標期間実績】 

・平成 17 年度発足地域よりスキームを変更し、平成 18 年度より新規公募を開始した本

事業における新規開始地域の選定・評価については、機構が組織する地域振興事業評

価アドバイザリボード、及び、分野別アドバイザリボードにて行い、応募 7 課題に対

し、2 課題の採択を決定した。 

・評価結果については、内規に規定されている「事業の推進」「研究開発」「成果移転」

及び「地域による支援」という評価項目毎に記述しており、機構が各評価項目に対し

てどのように評価したか、地域に対して明確に示すとともに、速やかにプレス発表を

行った。また、機構ホームページでも公開した。 
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・事業の開始にあたっては、企業化統括や代表研究者の配置等、中核機関と協力して運

営体制の整備を行うとともに、事業の運営に当たっては、各地域が年度の事業計画を

記載した実行計画等について審議する企業化促進会議や共同研究推進委員会等へ機構

職員が積極的に出席するなど、緊密な連携をとりながら地域への支援を行った。とく

に企業化促進会議には、実施地域を管轄するプラザ及びサテライトの館長が委員とし

て参加し、必要に応じた情報提供や課題提言等、活発に意見交換を行うなど、プラザ

やサテライトと協力して実施体制の整備、運営を行った。 

・プログラムディレクター（PD）及びプログラムオフィサー（PO）に関する達に基づ

き、PD として三菱化学株式会社顧問の今成真氏を、PO として岩手大学工学部機械工

学科教授の岩渕明氏をそれぞれ委嘱・配置し、機構としての事業運営体制を整備した。 
 

 

③ 地域における研究開発資源を活用した研究開発の推進 

 

中期計画 

共同育成研究課題等で生み出された成果について外部専門家・有識者による事前評価を

行って課題を選定し企業化に向けた研究開発を実施する。研究終了後 3 年以内に選定課

題の 30%程度を企業化開発又は企業化へつなげることを目標とする。 
 
【中期目標期間実績】 

・平成 18 年度より開始した本事業において、新規課題の募集に当たり、研究者やプラザ

及びサテライト館長向けの事業説明会や、プラザ及びサテライト館長会議を開催し、

共同育成研究課題等の成果や大学等のポテンシャルを活かした課題を募集した。 

・平成 18 年度新規開始地域の選定・評価については、プラザ及びサテライト館長による

一次審査、及び、「地域研究開発資源活用促進プログラム」アドバイザリボードによる

面接調査にて行い、応募総数 42 件の提案課題に対し、8 課題の採択を決定した。 

・評価結果については、内規に規定されている「企業化の可能性」「課題の新規性・優位

性」「計画の妥当性」及び「地域への波及効果」という評価項目毎に記述しており、機

構が各評価項目に対してどのように評価したか、提案者に対して明確に示すとともに、

速やかにプレス発表した。また、機構ホームページでも公開した。 

・実施体制の整備にあたっては研究員の雇用や研究開発の実施場所等について、適宜助

言や調整等を実施した。 

・実施体制の運営にあたっては、大学等に対する日常的な連絡を通じて、企業等との共

同研究や再委託等の契約形態、また、研究開発成果の取扱や事業終了後の事業化に向

けた大学等と企業との役割分担等に関して、適宜助言等を行い、大学等と企業との連

携を促進した。 
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ⅡⅡ－－３３．．科科学学技技術術情情報報のの流流通通促促進進  

 

（１）科学技術の研究開発等に関する情報の流通促進 

 

 

 

 

［中期目標］ 

  科学技術の振興のための基盤の整備に資するため、国内外の科学技術に関する情報

を収集し、整理し、保管し、提供し、閲覧させる事業を行う。 

 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

  我が国の科学技術の研究開発等に関する情報流通を促進するため、大学、公的研究

機関、研究者等に関する情報を収集し、インターネット等を活用することにより、利

用者が利用しやすい形での提供等を行うとともに、科学技術情報に関する国際協力、

標準化等を行う 

 

① 研究開発活動等のデータベース化 

 

 

 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

  研究者等の研究開発活動の支援、多用なキャリアパスの開拓、研究開発成果の迅速

な展開等に資する情報の流通を促進するため、国内の大学、公的研究機関について、

研究機関、研究者、研究課題、研究成果、人材需給等に関する情報を収集、データベ

ース化し、提供等を行う。 

  データベースの年間アクセス等について、中期目標期間中において、着実に増加さ

せることを目標とする。 

 

<事業概要>  

 本事業は、研究者等の研究開発活動の支援、多様なキャリアパスの開拓、研究開発成果

の迅速な展開等に資する情報の流通を促進するため、国内の大学・公的研究機関等につい

て、研究機関、研究者、研究課題、研究成果、人材需給等に関する情報を収集、データベ

ース化し、提供するもので、これらのデータベースの利用促進を通じて、研究開発活動の

支援に貢献することを狙いとしている。当項目は、「研究開発支援総合ディレクトリデー

タベース」(ReaD)、「研究成果展開総合データベース」（J-STORE）、「研究者人材データ

ベース」（JREC-IN）の３つの事業で構成される。 

 

<対象事業> 

 研究開発支援総合データベース（ReaD）、 研究成果展開総合データベース（J-STORE）、 

研究者人材データベース（JREC-IN） 
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中期計画 

研究情報基盤を着実に整備するため、以下のデータベースの整備等を行い、インターネ

ット等を活用して、研究開発支援総合ディレクトリを中心とした研究者等のための総合

的なポータルサイトから提供する。 

 

【中期目標期間実績】 

  ・ReaD については、研究者の負担軽減や情報更新の迅速化を目的として、調査対象の

各機関が作成している研究者データベースとのデータ交換を推進した。 

  ・J-STORE については、知的財産本部整備事業に採択された大学、その他大学、TLO

等の 644 機関に対して情報掲載案内を行い、情報掲載機関を 39 機関（平成 15 年度）

から 102 機関（平成 18 年度）と増大させ、未公開特許、公開特許などのデータの整

備拡充を図った。また、掲載している未公開特許情報について、特許公開後すみや

かに公開特許情報へ移行させるシステムを運用してデータ更新を迅速化した。 

  ・JREC-IN についてはポスター、パンフレットの配布により求人会員登録のない機関

への周知を図るなど、求人公募情報の収集に努めた。 

  ・ポータルサイトについては、外部有識者・専門家による委員会（科学技術ポータルサイト委

員会：黒川清委員長（日本学術会議前会長））の議論を踏まえ、サイトの構築を行い、平成

18 年 6 月にSciencePortal として公開した。SciencePortal は、ニュース等のトピック提供な

ど、網羅的かつ総合的に科学技術情報の発信を実施し、一部ではpodcastingなど試行した。 
 
 
中期計画

提供するデータベースについては、当該データベースの利用者の需要動向等を定期的に

調査し、データベース化する情報や提供方法の改善、積極的かつ効果的な広報活動、利

用者の利便性向上等の取組みを進める。 
 
【中期目標期間実績】 

  ・ReaD 及び JREC-IN については、利用者からの問い合わせを整理し、利用動向の把握、

運用の改善及び利便性向上の取組に役立てた。それぞれのデータベースの年間問い合

わせ件数及び代表的な意見については以下の各データベースの項目において記載する。 

  ・JREC-IN については、求職会員が退会する際に、Web 上でシステムの有効性や効果

について問うアンケートを実施し、回答者の 3 割が「このシステムで職が決まった」

と回答し、6 割が「役に立った」という意見を寄せている。 

  ・J-STORE については、産学官それぞれの関係者が多数参加すると見込まれる展示会や

フェアなどに積極的に出展した。その実績については下表のとおりである。展示会で

は、単なるパネル展示、パンフレット配布だけではなく、制度の説明、PC を持ち込ん

で実際にデータベースの操作を来場者に体験していただくなどの工夫を行っている。 
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［J-STORE］ 
年 度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

出展回数 
・代表的展示

会の名称 

5 回 
DATABASE2003 
TOKYO 

8 回 
Nano tech 2005 

6 回 
産学交流テクノ

フロンティア 

8 回 
イノベーション 
ジャパン 2006 
大学見本市 

 
（展示等における代表的な意見） 

＜１＞ 掲載データについて 
      ・東大など有力校のデータが少ないのでは？ 
       → 掲載機関数拡大を引き続き実施。 
      ・特許情報をわかりやすくかみ砕いて載せられないか。 
       → テクニカルアイや技術シーズ情報の充実を検討 
      ・未公開特許を見られるのは良い。 
＜２＞ システム機能について 

      ・検索方法がシンプルで良い。 
      ・技術分野別に検索できないか。 
       → IPC 第 8 版に対応して、IPC の検索ができるよう機能追加（平成 18 年度） 
      ・検索漏れがある、検索をもっと早くしてほしい。 
       → 検索アルゴリズムの見直し、データベース構造の見直しを実施（平成 17年度） 

＜３＞ その他 
・J-STORE の存在を知らなかった。大学に絞って調べられるのは良い（主に

中小企業の方からのご意見） 
      ・IPDL、特許流通 DB に無い、J-STORE 独自のコンテンツが必要なのではな

いか（特許庁の方） 
       → テクニカルアイなどの目利きの視点から特許の内容をかみ砕いた情報

の充実など独自コンテンツを引き続き検討。 
 

 

中期計画

関連性の高いデータベースについては、当該データベースの利用数の向上のため、デー

タベースを統合的に検索することが可能となるようなシステムの開発を行う。 

 

【中期目標期間実績】 

・大学・研究機関の ReaD 担当者・研究者や企業の利用者で構成される ReaD 委員会（委

員長：大森整（理化学研究所）、平成 17 年 12 月 19 日～平成 19 年 3 月 15 日、5 回開

催）の指摘を踏まえ、ReaD に記載された研究業績（論文）から J-STAGE 等の文献

情報（全文）を参照できる機能を開発した。 

・J-STORE のシステム改良にあたって、特許情報（発明者・出願人）などから、ReaD

の研究者情報、研究機関情報に連携できるようシステム改良を行った。 
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中期計画

さらに、ここに挙げられていないデータベースについても、科学技術情報に関する中枢

的機関として、科学技術情報の発信、流通等を推進する。 

 

【中期目標期間実績】 

・ReaD、J-STORE、J-STAGE を同一インタフェースで検索するシステムを平成 18 年 6 月

から提供を開始した。また、対象となるデータベース数を増やすなどの改善を平成 19

年 1 月～3 月にかけて実施した。さらに ReaD を核として他データベースへのデータ連

携を行うための検討を行い、平成 19 年 1 月～3 月にかけてプロトタイプを作成した。 

・海外の研究者・技術者、政府関係者等に日本の科学技術情報への関心を喚起し、適切なサイ

トへ案内する仕組みとして、平成 18 年 6 月にScience Links Japan を一般公開した。 
 

 

イ．研究開発支援総合ディレクトリデータベース 

 

中期計画  

研究者等の研究開発活動の支援のため、国内の大学、公的研究機関等の約 2,300 機関を

対象とした調査を実施し、研究機関情報、20 万人の研究者情報、49,000 件の研究課題情

報、3,200 件の研究資源情報を収集し、データベースを整備し、提供等を行う。 

【平成 14 年度末：2,126 機関の研究機関情報、196,670 人の研究者情報、48,701 件の研

究課題情報、3,140 件の研究資源情報】 

 

【中期目標期間実績】 

第一期中期計画期間中の搭載データ（研究機関、研究者、研究課題、研究資源情報）

については下表のとおりである。 

 

年 度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

研究機関(*) 2,290 2,288 2,308 2,229 

研究者 196,715 183,439 204,560 207,827 

研究課題 53,141 56,067 57,614 57,599 

研究資源情報 3,383 3,396 3,559 3,557 
(*)研究機関数は、調査対象とした国内の大学・公的研究機関数 
研究者情報については、平成 16 年度まで目標に未達であったが、研究機関のホームペ

ージ等で調べた ReaD 未登録の研究者 38,761 人に対して情報登録依頼の行う等の種々

も取り組みを行い、平成 17 年度には目標を達成した。 
 

以上、中期目標期間に亘って、中期計画に掲げられた数値目標を概ね達成した。 
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中期計画

インターネットを活用したデータベースの更新機能を強化し、その利用を促進すること

により、データ更新を迅速化する。 

 

【中期目標期間実績】 

Web 入力機能の利用促進のため、平成 15 年 10 月のアンケート調査から、全研究者に

Web 入力用 ID を発行した。さらに平成 18 年度にはシステムの全面的な改造を実施し、

紙の調査票を廃止、情報の入力・更新は電子的な方法（Web 入力もしくはデータ交換）

のみとし、データ更新の迅速化を行った。紙による調査では、回収・整理や入力作業に

より、更新に 2 日～1 週間必要であったが、Web 入力機能により、即日での更新が可能

となった。 
 
 
中期計画

他機関の作成したデータベースとのデータ共有や電子的なデータ交換等の対象を拡大す

ること等により、内容を拡充する。 

 

【中期目標期間実績】 

全機関にデータ交換の案内を行い、データ交換を検討している機関には仕様書を送付、

訪問等による説明を行った。これにより、データ対象機関は中期計画期間中、下表のと

おり着実に増加した。その結果、平成 17 年度には登録研究者数が対象研究者の約 7 割（20

万人）を網羅した。今後も更に対象機関を拡大できるように平成 18 年度にシステム改造

を行い、従来の独自フォーマットに加え、XML や CSV 等の一般的な交換フォーマットに

も対応できるようにした。 

年 度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

データ交換受入 

機関数 
29 42 51 78 

 
 

中期計画

技術移転関係のフェアに出展し、データベースの活用・普及を図る。 

 

【中期目標期間実績】 

・技術移転関係に限らず、各種展示会等に出展して、パネル展示、デモ機によりデー

タベースの紹介を行う他、他事業における展示においてもパンフレットの配布等で

知名度の向上等の普及活動に力を入れた。中期計画期間中における主な出展は下表

のとおりである。 
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 年 度 件 名 参加人数 

DATABASE 2003 TOKYO 約 2,000 人 

技術移転支援フェア 約 26,000 人 

平成 15 年度 

つくばテクノロジーショーケース 約 1,000 人 

イノベーション・ジャパン 2004 約 34,500 人 

産学官技術交流フェア 約 19,000 人 

平成 16 年度 

DATABASE TOKYO 2004 約 2,600 人 

TX テクノロジーショーケース 約 1,700 人 

イノベーション・ジャパン 2005 約 36,000 人 

DATABASE TOKYO 2005 約 3,600 人 

平成 17 年度 

産学官技術交流フェア 約 10,000 人 

産学官技術交流フェア 約 39,650 人 平成 18 年度 

イノベーション・ジャパン 2006 約 10,112 人 

 

これらの活動により、データベースを知るきっかけになったという声が寄せられたほか、

利用者や登録研究者から直接ご意見をいただくことができたなどの効果があった。 
 

 

中期計画

研究開発支援総合ディレクトリデータベースのアクセス数については、中期目標期間中

着実に増加させ、中期計画終了年度において年間135万件以上とする。 

 

【中期目標期間実績】 

  アクセス数の推移については下表のとおりである。 

年 度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

アクセス数* 2,164,962 4,290,960 4,678,237 7,626,105 
* アクセス数の定義：研究者・研究課題等の情報表示ページへのアクセス件数 

 

以上のとおり、研究開発支援総合ディレクトリデータベースのアクセス数は、中期計画

に掲げた目標値を大幅に上回った。研究者情報を中心としたデータの充実によりアクセ

ス数が増加し、インターネットの世界で高い知名度と評価を得るようになり、Google

等の検索エンジンの検索結果で ReaD が上位にランクされるようになったため、さらに

アクセスが増加したものと考えられる。 
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ロ．研究成果展開総合データベース 

 

中期計画

研究開発成果の迅速な展開のため、特許等の研究成果情報を収集・加工して、データベ

ースを整備し、提供等を行う。 

 

【中期目標期間実績】 

  ・より広い研究開発成果の展開のために、機構の出願特許だけでなく、他機関との連

携を進め、大学、公的研究機関等の技術移転可能な未公開特許を含む技術情報を収

集し、インターネットで提供した。各年度の掲載データは以下の通り。 
 

年 度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

掲載データ数 8,985 件 12,273 件 14,034 件 15,731 件 
 
  ・特許出願後、速やかに未公開特許としてデータを掲載して（情報入手から掲載まで

の所要日数：10 日（平成 16 年度）→5 日（平成 18 年度））、研究成果情報の迅速な

公開を行った。 
 

 

中期計画

他機関の作成したデータベースとの連携や外国出願特許データの収録等を実施し、内容

を拡充する。 

 

【中期目標期間実績】 

  ・知的財産本部整備事業に採択された大学、その他大学、TLO 等の 644 機関に対して情

報掲載案内を行って情報掲載機関数を増やし、未公開特許、公開特許などのデータの

整備拡充を図った。各年度における累積の情報掲載機関数は下記のとおりである。 
 

年 度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

情報掲載機関数 39 機関 68 機関 91 機関 102 機関 
 

・外国出願特許データについては、平成 16 年度より機構出願特許、および他機関所有特許

の掲載数拡充を進めた。各年度末における外国特許データ掲載数は下記のとおりである。 

 

年 度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

外国特許データ数 － 215 件 469 件 578 件 
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中期計画

データの自動作成機能等の追加により、データ作成の効率化を行い、データ更新を迅速

化する。 

 

【中期目標期間実績】 

未公開特許情報のうち、公開されたものを速やかに公開特許情報へと移行させるため

のシステム機能追加を行い、安定した継続的な運用を行った。その結果、データの速や

かな移行を可能とした。各年度の未公開から公開特許情報への移行所要日数は以下のと

おりである。 

 

年 度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

所要日数 97 日 51 日 48 日 43 日 

 

中期計画

研究成果展開総合データベースのアクセス数については、中期目標期間中着実に増加さ

せ、中期計画終了年度において、年間350万件以上とする。【平成14年度：3,177,972件／

年（H14/11～の平均を下に算出）※平成14年度実績 1,540,000件／年】 

 

【中期目標期間実績】 

  ・各年度のアクセス数は以下のとおりである。 

 

年 度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

アクセス数 2,781,627 件 3,057,703 件 4,200,421 件 5,421,022 件 
* アクセス数の定義：閲覧数の合計 

 

・中期計画終了年度における年間アクセス数は 5,421,022 件であり、計画に対し 155%

を達成した。 

  ・計画を上回る実績達成の要因は、Google，Yahoo 等各種検索サイトへのデータベー

スの最適化（SEO 対策）が功を奏したこと、JST 技術移転プランナーによる特許情報

を解説したコラム・テクニカルアイの掲載や情報配信サービス（データ更新情報を

キーワード登録者にメールで通知）等のユーザーニーズを反映したコンテンツの充

実によるものと考えられる。 
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ハ．研究者人材データベース 

 

中期計画

研究者等の多様なキャリアパスの開拓や能力、技術を有効活用するため、教育職、研究

職、技術職に関する求人公募情報及び求職研究者情報等を収集して、それらに関するデ

ータベースを整備し、提供等を行う。 

 

【中期目標期間実績】 

第一期中期計画期間中、各年度における稼働率、問い合わせ数、新規掲載したデータ

（求人公募情報、求職研究者情報）は下表のとおりである。 
 

年 度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 
問い合わせ数 1,578 1,329 1,613 2,058 
求人公募情報 6,308 6,815 8,783 9,941 
求職研究者情報 2,624 2,241 3,359 3,721 

 
以上、中期目標期間に亘って、データベースの適切な運用と充分な情報収集を行った。 

 

 

中期計画

国内の大学、公的研究機関を主な対象に本データベースの周知を行う。 

 

【中期目標期間実績】 

大学・公的研究機関を中心にパンフレットを送付し、本データベースの周知を行った。

平成 15 年度、16 年度はそれぞれ 2,290 機関、3,087 機関に送付し、平成 17 年度は会員登

録数の少ない機関や今後のポスドクの進路として期待される機関（各都道府県庁、ベン

チャー企業、科学館等）を中心に送付し、平成 18 年度は会員未登録の大学・公的研究機

関 553 機関に送付するなど、網羅的で幅広い周知を行った。 
 

 

中期計画

中期計画終了年度において、求人会員数4,000会員、求職会員数11,000会員とする。 

【平成14年度末2,879会員（求人）、7,809会員（求職）】 

 

【中期目標期間実績】 

  ・第一期中期計画期間中の会員数の推移（各年度末）は下表のとおり。 
 

年 度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 
求人会員数 4,237 5,411 6,728 8,067 
求職会員数 11,585 16,397 21,039 26,113 
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以上、中期計画期間中、会員数は着実に増加し、終了年度の目標値を達成した。研究者の

大学や公的研究機関を中心に、広報活動や利用者の口コミにより JREC-IN の認知度が上が

ったこと、競争的資金による採用や任期制の採用が増えたため求人会員が増えたこと、研

究者の流動性が向上し求職会員を退会せずに留まっていることなどが要因と考えられる。 

 

中期計画

学会誌への掲載等の効果的な広報活動により、利用の拡大を図り、アクセス数について

は、中期目標期間中着実に増加させ、中期計画終了年度において年間1,000万件以上とす

る。【平成14年度実績：9,089,425件／年】 

 

【中期目標期間実績】 

・フェア等（技術移転支援フェア、産学官技術交流フェアなど）へ年 2～3 回出展し、

また、学会誌等（ネイチャージャパン、日経サイエンス、ナショナルジオグラフィ

ックス）への広告掲載を年 1 誌行うなどの広報活動で利用の拡大を図った。フェア

等への出展実績は下表のとおりである。 
 

年 度 件 名 参加人数 
DATABASE 2003 TOKYO 約 2,000 人 
技術移転支援フェア 約 26,000 人 

平成 15 年度 

つくばテクノロジーショーケース 約 1,000 人 
イノベーション・ジャパン 2004 約 34,500 人 
産学官技術交流フェア 約 19,000 人 

平成 16 年度 

DATABASE TOKYO 2004 約 2,600 人 
TX テクノロジーショーケース 約 1,700 人 
イノベーション・ジャパン 2005 約 36,000 人 
DATABASE TOKYO 2005 約 3,600 人 

平成 17 年度 

産学官技術交流フェア 約 10,000 人 
産学官技術交流フェア 約 39,650 人 平成 18 年度 
イノベーション・ジャパン 2006 約 10,112 人 

 
・第一期中期計画期間中のアクセス数は下表のとおりである。 
 

年 度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 
アクセス数* 10,343,624 11,659,126 14,379,733 15,988,894 

* アクセス数の定義：求人・求職情報の登録ページへのアクセス件数 

 

以上、中期計画期間中、アクセス数は着実に増加し、終了年度の目標値を達成した。 
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② 研究情報のデータベース化 

 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

公的研究機関の所有する貴重な研究開発に関する情報を有効に活用する

ため、特に有用と認められるものについては、当該情報のデータベース化、

その支援等を行い、当該データベースを公開する。 

 

<事業概要>  

研究情報データベース化事業は、公的研究機関の所有する研究開発に関する情報の有効

活用に資するため、特に有用と認められるものについて、当該情報のデータベース化に関

する支援等を行い、研究成果である試験・研究データを広く流通させて知的研究情報基盤

として共有化を促進することを狙いとしている。 

  

<対象事業> 

研究情報データベース化事業（平成 19 年度上半期終了） 
 

 

中期計画

公的研究機関が研究成果として所有する試験・研究データについて、公的研究機関と共

同でデータベース化を行い、データベース化終了後、データベースの公開・運用を公的

研究機関と共同で行う。 

 

【中期目標期間実績】 

・15 データベースについて、実施計画書に基づき、研究機関と共同でデータベース化を

行った。実施に当たっては、仕様検討や進捗管理のために研究機関と進捗会議を開催

した。また当該分野の専門家の助言を得るためにアドバイザリー委員会を開催した。 

・共同開発を終了したデータベースについては、研究機関と共同でデータベースの公

開・運用を行った。データ拡充及びシステム改良を実施した。 

・共同運用を終了したデータベースについては、各研究機関による単独運用に移行した。 

・データベース毎に利用パンフレットを作成・配布するとともに、当事業のホームペー

ジによるデータベースの紹介、科学技術専門誌での広告掲載により利用促進を図った。 

・ミトコンドリアゲノム多型データベースが、バージニア工科大学や理化学研究所におけ

るバイオ研究に利用される等、有効に活用された。また、大学の教材や犯罪捜査におけ

る科学的根拠としての基礎資料の作成等、研究者による研究目的以外にも利用された。 

・水産海洋データベースの公開にあわせて海洋水産学会は平成 16 年 12 月にデータベ
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ースをテーマにシンポジウムを開催した。 

・バイオ系データベースの公開により新たに共同研究が開始され、研究開発が促進された。 

・化学災害のデータベースでは、OECD-IGUS（経済協力開発機構 爆発リスクと不安定物質

に関する専門家国際グループ）からリンク許諾依頼があるなど、国際的にも注目された。 

・「地滑りのデータベース」では平成 16 年 10 月の新潟県中越地震発生後、速やかに関

係地域の地滑り情報が掲載され、災害関連情報の発信基地としての役割に貢献した。 

・Birdbase－アジアの鳥類分布データベース－は北海道大学等における野生鳥類に関す

る研究に利用されたとともに、そのデータは国際的な生物多様性情報データベース

である地球規模生物多様性情報機構（GBIF）へも提供されることになった。 

 

〔データベース一覧〕 
採択 
年度 研究機関 ＤＢ 共同開発 

期間 
共同運用 
期間 

物質・材料研究機構(*1) 鉄鋼材料熱履歴 

国立健康・栄養研究所 健康栄養 

国立国際医療センター研究所 生理活性脂質 
平成 8
年度 

農業環境技術研究所 エコシステム 

 H8 下期 
～H11 上期 

 H11 下期
～H14 上期

平成 9
年度 防災科学技術研究所 地すべり地形図  H9 下期 

～H12 上期 
 H12 下期
～H15 上期 

宇宙航空研究開発機構(*2) 傾斜機能材料 

国立感染症研究所 HIV 感染症統合 平成 11
年度 

産業技術総合研究所(*3) 化学災害 

 H11 下期 
～H14 上期 

 H14 下期
～H17 上期 

岐阜県国際バイオ研究所 ﾋﾄﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ 

放射線医学総合研究所 蛋白質多型 

平成 12
年度 
ﾐﾚﾆｱﾑ 
DNA 
多型 東京都老人医療センター 老年病 

 H12 上期
～H14 下期 

 H15 上期
～H17 下期 

北海道環境科学研究センター BirdBase 平成 12
年度 森林総合研究所 森林動態 

 H12 下期
～H15 上期 

 H15 下期
～H18 上期 

日本原子力研究開発機構(*4) 生体水素水和水 
平成 13
年度 水産総合研究センター  

中央水産研究所 水産海洋 
 H13 下期
～H16 上期 

 H16 下期
～H19 上期 

(*1)採択時は金属材料技術研究所 
(*2)採択時は航空宇宙技術研究所(NAL) 
(*3)採択時は資源環境技術総合研究所 
(*4)採択時は日本原子力研究所 
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中期計画

データベース公開後、外部専門家・有識者からなる委員会により事後評価を行う。評価

結果については、当初のデータベース化計画の達成度等を明らかにして公表する。 

 

【中期目標期間実績】 

・当初の計画通り、15 のデータベースを計画通り構築し、公開した。 

・「研究情報データベース化委員会」を開催（平成 15 年度 1 回、平成 16 年度 4 回）し、

事後評価を実施した。 

・その結果、「研究プロジェクトの成果をデータベースとして公開し、成果情報の普及

を図るとともに、その有効利用を促進するための要件を整備した例である。公開後

もデータ修正及び新規データの追加が実施され、支障なく研究所における運用が行

われている。データベースへのアクセスでは産業界の利用も相対的に多く、データ

ベースとしての有用性が確立されたと評価できる。」等の評価を得ている。 

・事後評価結果については、達成度、データベースの評価、運用状況等を平成 16 年 1

月にプレス発表とインターネットにより公表した。 

・多くの研究機関では研究成果を発表論文リストなどで公開するまでが限界で、その

成果のファクトデータを整備し、データベース化して公開するために必要な要員・

経費の負担までは出来ない状況である中、公的機関が所有する貴重な試験・研究デ

ータの流通のために支援できたと言える。 
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③ 技術者の継続的能力開発のためのコンテンツ開発・提供及び失敗知識デー

タベースの整備 

 
 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

技術者等に要求される技術革新能力や技術管理能力等を含めた技術力の

向上のため、技術者等が継続的能力開発を行うためのインターネット自習

教材の開発・提供を行うとともに、科学技術分野の事故や失敗の未然防止

等に資する知識等を整理し、公開する。 

 

<事業概要>  

 当項目は、次の２つの事業で構成される。 

 「技術者の継続的能力開発のためのコンテンツ開発・提供」事業は、技術者等に要求される

技術革新能力や技術管理能力等を含めた技術力の向上のため、インターネットを利用した自習

教材の開発及び提供を通して、技術者の継続的能力開発等に寄与することを狙いとしている。 

 「失敗知識データベースの整備」事業は、科学技術分野の事故や失敗事例の収集・分析

を行い、事例の分析で得られる教訓を共有できる知識として整理・公開することにより、

科学技術分野の事故や失敗を未然に防止し、技術の信頼性と社会の安全性の向上に資する

ことを狙いとしている。 

 

<対象事業> 

技術者の継続的能力開発のためのコンテンツ開発・提供（Web ラーニングプラザ） 
失敗知識データベースの整備 

 

 

イ． 技術者の継続的能力開発のためのコンテンツ開発・提供 

 

中期計画

外部専門家・有識者からなる委員会での調査・審議を踏まえて、中期目標期間中に700テ

ーマの能力開発コンテンツを開発・整備しインターネット等を通じて提供する。 

【平成14年度末： 395 テーマ】 

 

【中期目標期間実績】 

・「技術者継続的能力開発・再教育事業推進委員会」および「技術者継続的能力開発・再

教育事業推進委員会分科会」（平成 15、16 年度）、「同推進委員会事業計画分科会」（平

成 17、18 年度）、「同推進委員会教材分科会」（平成 17、18 年度）を開催し、「技術者

の継続的能力開発のためのコンテンツ開発・提供」事業（サービス名：Web ラーニン
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グプラザ）の将来計画、コンテンツ制作やシステム機能、運用方法、普及方策等につ

いて審議した。コンテンツについては、平成 13 年度に機構が実施したニーズ調査の結

果に基づき、対象分野の選定を行い、委員会等で審議した。その結果を踏まえてコン

テンツを開発・整備し、インターネットにより提供を行った。平成 18 年度末における

コンテンツ提供数は、727 テーマ（中期目標期間中のコンテンツの開発数、提供数に

ついては下表のとおり）であり、その内訳はライフサイエンス分野 36 テーマ、情報通

信分野 67 テーマ、環境分野 33 テーマ、ナノテクノロジー・材料分野 53 テーマ、電気

電子分野 45 テーマ、機械分野 121 テーマ、化学分野 73 テーマ、社会基盤分野 58 テー

マ、安全分野 50 テーマ、科学技術史分野 3 テーマ、総合技術監理分野 117 テーマ、技

術者倫理分野 9 テーマ、知財分野 6 テーマ、映像型教材 56 テーマである。 

・コンテンツの開発は、技術者の継続的能力開発に取り組んでいる学協会に委託する

など、コンテンツ開発の正確さ、適正さの確保に努めた。コンテンツの開発数、提

供数については下表のとおりである。 

 

年 度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

コンテンツ開発数 52 65 70 66 

コンテンツ提供数 474 555 646 727 

 

・また、必要に応じ提供システムの改良を行い、機能向上を図った。 

 
平成 15 年 主要なサーバ群の二重化 
平成 16 年 電子掲示板の設置、画面デザインの変更 
平成 18 年 負荷対策 

 

 

中期計画

普及のため学会でのデモンストレーション等を行う。 

 

【中期目標期間実績】 

利用促進のため、学会等においてデモンストレーション等を行った。全国より多数の

企業内技術者が参集する学会の大会において展示・デモを実施するとともに、ヒューマ

ンキャピタル、産業交流展、能力開発総合大会等の学会以外の団体が主催する展示会に

おけるデモンストレーションも実施した。 

 

年 度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

展示・デモ実施回数 4 回* 11 回 9 回 9 回 

* 下期のみの回数 
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中期計画

能力開発コンテンツの年間利用件数については、中期計画終了年度において23万件以上とする。

【平成14年度：134,287件／年（公開直後にアクセスが集中；平成14年10月より公開開始）】 

 

【中期目標期間実績】 

年間利用件数は目標値（23 万件／年）を大幅に上回り、着実な増加を示した。これは

サービスが技術士の試験対策に利用されていること、情報通信分野や電気電子分野、技

術者倫理分野等の新規教材に起因すると考えられる。 

 

〔年間アクセス数〕 

年 度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

アクセス数 282,621 377,591 408,808 710,852 

  *アクセス数の定義：レッスンの受講回数 
 

 

ロ．失敗知識データベースの整備 

 

中期計画

外部専門家・有識者からなる委員会による調査審議に基づき、失敗事例データの収集及

び分析を行うとともに、中期目標期間中に合計1,000件を収録したデータベースの整備を

行う。【平成14年度末565件】 

 

【中期目標期間実績】 

外部専門家・有識者から構成される「失敗知識データベース推進委員会」を開催し、失敗事

例の選定・分析、「失敗百選」事例の選定・分析、検索手法、試験公開の評価、英語版の公開、

普及方策等について審議した。委員会による調査審議に基づき、失敗事例データの収集及び分

析を行った。平成 17 年度からは英語版データベースのための失敗事例の選定・分析を行った。

国内外の代表的な事故・失敗事例を取り上げ、詳細に解説した「失敗百選」を作成した。英語

版「失敗百選」も作成している。さらに、委員会での議論をふまえ「失敗活用のテキスト」と

してどの分野にも共通した鍵となる用語を解説した「失敗知識データベース活用のキーとなる

用語」を作成し平成 18 年 10 月に公開した。 
 

 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 
失敗事例データ 817 1,069 1,135 1,136 

日本語 
失敗百選 － 42 98 106 
失敗事例データ － － 548 549 

英語 
失敗百選 － － － 105 
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中期計画

試験公開を通じて得た知見等により失敗知識データベースを改良し、平成16年度に公開する。 

 

【中期目標期間実績】 

試験公開を通じて得た知見等により失敗知識データベースをユーザインタフェースの

見直し、より検索しやすくするための事例へのカテゴリー付与等の改良を行い平成 17 年

3 月に一般公開した。著名な事例について詳細を知りたいという要望に対して、「失敗百

選」データを搭載した。さらに、英語版の失敗知識データベースを平成 18 年 8 月に公開

した。平成 18 年 11 月に、失敗知識データベースの意義と可能性を改めて示し、失敗を

活かすことの意味を問い直すことを目的として、失敗知識活用シンポジウムを開催した。

参加者は 171 名であった。また、平成 18 年度に失敗知識データベースを活用するため各

分野において失敗知識データベースの活用セミナーを合計 26回開催し、参加者は合計 845

名であった。失敗を共有し活用しようという観点から事故・失敗事例を収集・分析する

データベースは類がないことから、新聞（朝日新聞(平成 17 年 3 月 24 日夕刊)、毎日新聞

(平成 17 年 3 月 23 日朝刊)、日刊工業新聞(平成 17 年 4 月 4 日)他）、雑誌（週刊アスキー(平

成 17 年 4 月 12 日号)他）、ＴＶ（ＮＨＫ「あすを読む」(平成 17 年 5 月 16 日、解説：小

出五郎解説委員)「知るを楽しむ」(平成 18 年 9 月 25 日、全 8 回シリーズのうち 8 回目に

て紹介)）、インターネットメディア（exite ニュース(平成 18 年 7 月 28 日)他）等の各種報

道でも取り上げられている。 

 

 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

日本語 － 869,633 3,166,444 4,491,165 
アクセス数 

英語 － － － 217,074 

*アクセス数の定義：ページ閲覧回数 
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④ バイオインフォマティクスの研究情報基盤整備の推進 

 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

  ゲノム情報等の膨大な生物情報を整理統合し、有用な知識を見出すことによる新産

業の創出等を図るため、新しい生物情報の研究開発によるデータベースの整備等を推

進するとともに、当該データベースの普及を促進する。 

 

<事業概要>  

 バイオインフォマティクス推進事業は、ゲノム情報等の膨大な生物情報の中から有用な

知識・知見を見出すことによる新産業の創出等に寄与するため、新しい生物情報の研究開

発によるデータベースの整備及び普及を促進する等、バイオインフォマティクスに関する

研究情報基盤の整備を狙いとしている。 

 

<対象事業> 

バイオインフォマティクス推進事業 
 

 

中期計画

生命情報データベースの高度化、標準化、高機能生体データベースの運用・機能拡張、

研究開発の推進を統括、副統括の指導のもと実施する。 

 

【中期目標期間実績】 

・統括、副統括の指導のもと、研究開発計画書および活動計画に基づき、実施した。 

・生命情報データベースの高度化・標準化については、統括の指導のもと、外部専門家・有識

者からなるバイオインフォマティクス委員会および分科会委員の協力を得て、代表研究者か

ら提示された研究提案について、書類選考による絞り込みを行った後、面接選考を行う手順

で事前評価を行い、計 7 課題を採択し、研究開発計画書に基づき研究開発を実施した。 

・高機能生体データベースの運用・機能拡張については、一塩基多型データベース（JSNP）

の更新、ヒトゲノム情報統合データベース（HOWDY）の機能拡張、ゲノム解析統合環境

（Genome Scenario）の改良を行った。また、真核生物比較ゲノムブラウザ、医学生物学

関連データベース検索・活用サイト（WING）を公開するとともに、既存データベースに

ついて継続して提供した他、計算機資源としてゲノム情報サーバを提供した。 

・情報生物科学に関わる創造的な研究開発の推進については、統括の指導のもと、バ

イオインフォマティクス委員会および分科会委員の協力を得て、代表研究者から提

示された研究提案について、データ処理、データ表現を創出するあるいはデータベ

ースを活用する情報科学技術の観点から絞り込みを行った後、面接選考を行う手順
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で事前評価を行い、計 11 課題を採択し、研究開発計画書に基づき研究開発を実施し

た。また、3 年間の研究開発期間後、2 年間の継続によりさらなる展開が望めるとし

て選定した継続課題 4 課題も研究開発計画書に基づき実施した。 

・代表研究者が提出した各年度の研究開発実施報告書および事業全体の活動報告を、

年度末にバイオインフォマティクス委員会に報告し、委員からの意見を踏まえて、

統括・副統括から「妥当である」との評価を得た。 

・生命情報データベースの高度化・標準化の成果の活用例としては、KEGG（パスウェ

イデータベース）の高度化に相当する 2 項関係データベース（BRITE）において、ゲ

ノムから高次生命システムの機能解読を行うシステムを開発したが、これについて

の論文が最近特に影響度の高い論文として取り上げられている。 

・高機能生体データベースの活用例として、一塩基多型データベース（JSNP）を例に挙げ

ると、海外の研究者による論文での引用や国内の研究者による収録データを活用した研

究報告の発表が行われ、その成果が報告されている。また、dbSNP（米国）、HGVbase

（欧州）と並び代表的な多型データベースとして国内外で取り上げられている。 
 
 
中期計画

研究開発課題については、統括が外部専門家・有識者からなる委員会の協力を得て、中間

評価及び事後評価を行う。評価の結果については、研究チーム編成の見直しや資源配分へ

反映させるとともに当初の研究目的の達成状況を明らかにして公表する。 

 

【中期目標期間実績】 

・研究開発課題の評価については、統括がバイオインフォマティクス委員会および分

科会委員の協力を得て行った。評価結果については、インターネット等で公表した。 
 

〔生命情報データベースの高度化、標準化〕 
 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 
採択課題数 - - - 7 
中間評価課題数 - 4 - - 
事後評価課題数 - - - 4 

 
・平成 18 年度に事後評価を実施した 4 課題中 3 課題について、研究開発成果の生命科

学、研究基盤、産業への貢献度等に関して、十分な成果が得られたとの評価を得た。 
 

〔情報生物科学に関わる創造的な研究開発〕 
 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 
採択課題数 4（継続課題） - 6 5 
事後評価課題数 - 7 - 4 
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・平成 16 年度に事後評価を実施した 7 課題中 5 課題について、また、平成 18 年度に

事後評価を実施した 4 課題中 3 課題について、ライフサイエンス分野への影響や効

果等に関して、十分な成果が得られたとの評価を得た。 

   注：継続課題とは、3 年間の研究開発の後、2 年間の研究開発によりさらに進展が

得られる課題として採択された課題を言う。 
 
 
中期計画

高度化、標準化された4生命情報データベースを公開、提供する。 

 

【中期目標期間実績】 

・研究開発計画に基づき高度化、標準化を実施し、4 生命情報データベースを公開、提

供を行い、例えば以下のような成果が得られた。なお、平成 18 年度は、7 生命情報

データベースについて、公開へ向けて高度化、標準化の研究開発を実施した。 

・KEGG（パスウエイデータベース）の高度化に相当する 2 項関係データベース（BRITE）

では、ゲノムから高次生命システムの機能解読を行うシステムを開発した。KEGG の

新機能開発についての論文は、最近、特に影響度の高い論文として取り上げられた。 

・蛋白質構造データバンクにおいては XML 化を完成させ、米国・欧州と国際的に協力し、

データの修正、統合化等を図った。また、国際蛋白質構造データバンク(wwPDB)の諮問

委員会 (wwPDBAC: world wide Protein Data Bank Advisory Committee) を共催した。 

・日本蛋白質構造データバンク（PDBj）は、アジア・オセアニア地区からの PDB への

データ登録を行っている。PDBj におけるエントリの編集処理数は、平成 18 年は 1945

件となり、世界全体（7282 件）の 27%であった。2000 年以降における PDBj のデー

タ登録数の年次変化は下図のとおりである。タンパク 3000 などのプロジェクト参加

研究者と連携し、研究成果であるデータが登録された。 
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中期計画

普及研修会を開催し、データベースの活用・普及を図る。 

 

【中期目標期間実績】 

・生物学と情報科学をつなぐ研究者や産業・医療への応用力のある技術者の育成を目

的として、本事業で開発されるデータベースや解析ツールを始めとした種々のバイ

オインフォマティクス技術の活用・普及を図るため、研究に従事している生物系研

究者や学生、情報系技術者を対象として、最先端の知識・技術を有する研究者らを

講師に招き、実習を伴った実践的な研修会を、年度計画 10 回を超え開催した。 

・上記研修会のアンケート調査の結果、「データベースやツールを本格的に使いこなせ

るためにも、このような講座は非常に役立つ。」「今後の業務に利用できる」等の意

見を得た。 

・また、代表研究者のリーダーシップのもと、毎年数回のシンポジウムや研修会を開

催した。 

 

〔研修会の開催実績〕 
 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 
開催回数 6（下期） 13 14 11 
参加人数 124（下期） 288 324 200超 

 
 
中期計画

地球規模生物多様性情報機構（GBIF）の活動を推進するために設置されたGBIF技術専門

委員会の事務局としての活動を行う。 

 

【中期目標期間実績】 

・GBIF 技術専門委員会を（平成 15 年度 1 回、平成 16 年度 2 回、平成 17 年度 2 回、

平成 18 年度 2 回）開催した。平成 15 年度の委員会では、日本ノード（わが国の生

物多様性情報の国際流通拠点）の運営体制、予算措置等について検討を行い、平成

18 年度の委員会では日本ノードから提供するデータの作成等について検討を行う等、

GBIF へのデータ提供に貢献した。また、第 2 期 GBIF への日本国政府としての対応

について、専門家が科学的見地から、継続的に審議、検討を行った。 

・関係機関の協力を得て、GBIF 第 7 回理事会（平成 15 年 10 月、つくば市）の国内

開催を行った。 

・GBIF 技術専門委員会にて選定されたデータベース作成調査研究課題を実施した。 
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〔課題一覧〕 
年度 研究機関 DB 

国立科学博物館 菌類・地衣類データベース構築 平成 15 
～ 

平成 17 東京大学大学院 植物多様性情報データベースの開発・構築 

九大大学院農学研究院 
甲虫と訪花性昆虫類を対象としたデータベー

スの構築 
北九州市立自然史・歴

史博物館 鱗翅目データベースの開発および構築 

首都大学東京 
日本の海洋島に生育する野生植物種の標本デ

ータベースの構築 

平成 18 

大阪市立自然史博物館 無脊椎動物の標本のデータベースの構築 

 ・GBIF 国際及び国内の活動のホームページからの公開を行った。 
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⑤ 国内外の科学技術情報に関する提供システム等の整備、運用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

 国内外の研究開発動向の調査、研究者等の行う研究開発の推進等に資す

るため、科学技術に関する資料を網羅的に収集等するとともに、科学技術

に関する文献情報の発信、流通等について電子化や国際化に対応するため

のシステムの整備、運用等を行い、これらの科学技術に関する文献情報と

特許情報等の知的財産に関連する情報をリンクし、研究成果の産業化に資

するシステムの整備、運用等を行う。 

 特に、科学技術に関する文献情報の電子化については、我が国の研究成

果をより多く国際社会に発信する観点から、支援する学協会数を毎年度増

加させることを目標とする。 

<事業概要>  

当項目は、「国内の科学技術情報に関する提供システム等の整備、運用」のほか、複数

の事業で構成される。 

 「国内外の科学技術情報に関する提供システム等の整備、運用」は、科学技術に関する

資料の収集や書誌のデータベース化、電子ジャーナルの出版支援等、国内の科学技術に関

する文献を海外に発信すること等を通じて国内外の研究開発動向の調査、研究者等の行う

研究開発の推進等に資することを狙いとしている。 

 

<対象事業> 

調査研究推進事業、電子情報発信・流通促進事業（J-STAGE、電子アーカイブ）、J-EAST、
文献・特許統合検索システムの整備、SIST、国際協力活動、ITBL 材料アプリケーショ

ンの開発（平成 17 年度終了）、省際研究情報ネットワークの運用（平成 15 年度終了） 
 

 

イ． 科学技術関係資料の収集及びインターネット等による提供 

 

中期計画

科学技術関係資料を、毎年、国内資料を12,000タイトル規模、国外資料を4,600タイトル

規模で収集する。【平成14年度：国内資料11,820タイトル、国外資料4,604タイトル】 

 

【中期目標期間実績】 

・科学技術関係資料を下表の通り収集した。 

－国内資料については、毎年、12,000 タイトル規模で収集した。 

－国外資料については、平成 16 年度を除き 4,600 タイトル規模で収集することができた。

平成 16 年度は、国外資料の販売価格が毎年約 10％値上がりしており、資料収集費が十
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分でなかったため 3,640 タイトルに留まり目標を下回った。平成 17 年度には予算措置

を行い新規に 980 タイトルを追加し、以降 4,600 タイトルを上回ることが出来た。 

 

 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

国内資料 12,022 ﾀｲﾄﾙ 12,017 ﾀｲﾄﾙ 12,475 ﾀｲﾄﾙ 12,443 ﾀｲﾄﾙ 

国外資料 4,675 ﾀｲﾄﾙ 3,640 ﾀｲﾄﾙ 4,687 ﾀｲﾄﾙ 4,720 ﾀｲﾄﾙ 
 

 

中期計画

収集した資料に掲載された論文等ごとに論文名、著者名、発行日等の書誌情報等につい

て毎年度90万件規模のデータベースを整備する。【平成14年度末：894,405件】 

 

【中期目標期間実績】 

収集した資料に掲載された論文等の書誌情報を毎年度 90 万件以上作成しデータベース

に収録した。 

 

 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 
書誌データ

作成数 919,522 件 962,466 件 992,564 件 1,081,009 件 

 

 

ロ．科学技術情報発信・流通総合システムの整備・運用 

 

中期計画

我が国の学協会の電子ジャーナル出版を支援するため、論文の審査、編集、流通等を統

合的に行うシステムを開発し、運用する。 

 

【中期目標期間実績】 

・科学技術情報発信・流通総合システム(J-STAGE)について、平成 15 年度に新システ

ムの開発と移行を行い、その後、継続的に整備と運用を行った。 

・新システムでの新機能のうち、早期公開を 16 誌、全文 HTML 公開を 3 誌で利用開

始した。投稿審査システムについては、利用学会の方式に合わせたカスタマイズを

行い、26 誌で本運用が開始され、12 誌で試行中、49 誌で導入準備中である。 

・また、分野による検索機能、論文一部売り課金機能、被引用リンク機能、世界標準

(COUNTER)形式による図書館等へのアクセス統計提供機能などを開発・リリースす

るとともに、流通促進のため、Google との連携や OpenURL による内外機関とのリ

ンクを行った。 
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国内の学会誌の国際発信力強化のため、特に重要な学会誌について過去の紙媒体の論文

に遡って電子化する。 

 

【中期目標期間実績】 

・日本学術会議や関係機関の協力を得て電子アーカイブ対象誌選定委員会を開催し、

国際発信力と歴史的知的資産保存の観点から、電子化対象学会誌として平成 17 年度

に 74 誌、平成 18 年度に 65 誌を選定した。 

・平成 17 年度及び平成 18 年度対象誌 70 誌について約 19 万件のアーカイブ用データ

を作成した。 

・Web サイトにて公開されたアーカイブ論文の PDF ダウンロード件数は、平成 18 年

度で約 228 万件あり、そのうち約 8 割は海外からのものである。 
 

 

中期計画

参加学協会や研究者等のユーザーの要望を反映してシステムの改良を適宜行い、より迅

速に論文等が公開できるシステムを整備する。 

 

【中期目標期間実績】 

・平成 15 年度まで開発した新システムでは、学協会からの要望のあった横断検索機能

やバーチャルジャーナル、好みの記事や検索機能等をシステムに登録できる My 

J-STAGE サービス等により、閲覧者の利便性を向上するとともに、編集ツールの提

供により学会等におけるデータ作成作業の軽減を図った。 

・J-STAGE 参加学協会の意見交換会を毎年度 1～2 回開催したほか、説明会やヒアリング

等で、学協会からシステムに関する要望や改善結果に対する意見を聴取した。要望項目

のうち、緊急性と重要性を考慮した以下のような優先項目をシステムに反映した。 

〔主な機能拡張項目〕 

開発年度 項目 

著者所属による検索機能 
資料一覧画面の資料の並び順改善 
投稿審査システムでの査読者データ一括アップロード・ダウンロード機能 

平成 16年度 

巻号一覧画面での開始ページ表示 
分野による検索機能 
Google による検索機能 
投稿審査システムでの責任編集製・投票制への対応 

平成 17年度 

投稿審査システムの投稿者データベース導入 
COUNTER 準拠による利用統計の提供機能 

平成 18年度 
投稿審査システムでの PDF 自動作成機能 
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目次画面・巻号一覧画面の改善 
平成 18年度 

登載用データ項目の拡張 
 

・投稿審査システムにより、論文の投稿から審査終了までの日数を大幅に短縮するこ

とができた（日本農芸化学会の例では平均 78 日から 60 日に短縮）。また、審査終了

した論文は、早期公開機能により、論文単位でいち早く公開できるようになった。 
 
 

中期計画

ＪＳＴリンクセンターを活用し、他の電子ジャーナルやデータベースとの引用文献リン

クを行う。また、リンク可能な引用文献数の拡大のため、国内外の諸機関に対してＪＳ

Ｔリンクセンターへの参加の働きかけを行い、中期計画終了年度における引用文献リン

ク数650,000件以上とする。【平成14年度末：178,222件】 

 

【中期目標期間実績】 

・年度ごとの引用文献リンク数の推移は以下のとおりである。引用文献リンク数の増

加率は登載論文数のそれを上回り（登載論文増加率＝3.3 倍に対し、5.6 倍）、中期計

画終了年度までの目標 65 万件を 1 年前倒しで達成し、平成 18 年度末で 105 万件(達

成率 162%)であった。引用文献リンク数が増加した要因としては、リンク先の拡大に

努めたことと、J-STAGE 登載論文数が大きく増加したことが挙げられる。 

〔引用文献リンク数〕 

 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

引用文献リンク数 32 万件 52 万件 80 万件 105 万件 
 

・国内外の諸機関との連携により、JSTリンクセンター経由による以下のようなリンクを行った。 

〔主なリンク先〕 

開始年度 リンク先 内容 
平成 15 年度 JOISLink (JST) JOIS 記事と電子ジャーナル論文との相

互リンク 
平成 15 年度 ChemPort (Chemical Abstracts) 引用文献から CA ファイルへのリンク 
平成 16 年度 ISI ISI 記事から CrossRef 経由による全文へ

のリンク 
平成 16 年度 PubMed Ahead of Prints PubMed 早期公開記事からの全文への

リンク 
平成 17 年度 CrossRef Forward Linking 海外出版社電子ジャーナルへの被引用

文献リンク 
平成 17 年度 JDreamⅡ (JST) JDreamⅡ記事と電子ジャーナル論文と

の相互リンク 
平成 17-18 年

度 
Google, Google Scholar Google, Google Scholar 検索結果からの

全文へのリンク 

 - 130 - 
- 130 -



 

平成 18 年度 MathSciNet 引用文献からMathSciNet記事へのリンク 
平成 18 年度 Ovid, SFX 等 OpenURL による電子ジャーナル論文へ

のリンク 
 

 

中期計画

中期計画終了年度末までに参加学協会誌数 500 学会誌以上とする。 

【平成 14 年度末：218 学会誌】 

 

【中期目標期間実績】 

・J-STAGE参加学会数と学会誌数の年度ごとの推移は以下のとおりである。中期計画終了年

度までの目標500誌を1年前倒しで達成し、平成18年度末で608誌(達成率122%)であった。 
 

〔参加学会数〕 

 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

新規参加学会数 35 65 84 73 

参加学会数(累積) 214 279 363 436 

〔参加学会誌数〕 

 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

新規参加学会誌数 60 誌 107 誌 115 誌 108 誌 

参加学会誌数(累積) 278 誌 385 誌 500 誌 608 誌 
 

・各年度に公開された学会誌数の推移は以下のとおりである。 

〔公開学会誌数〕 

 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

新規公開学会誌数 91 誌 85 誌 95 誌 106 誌 

公開学会誌数(累積) 209 誌 294 誌 389 誌 495 誌 
 

・J-STAGE参加学協会拡大のため、未利用学協会を訪問しての勧誘や説明を行ったほか、

以下のような取り組みを行った。 

〔利用促進活動〕 
 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

説明会開催 2回 4回 2回 1回 
説明会参加学会 

参加人数 
36学会 

43名 
91学会 
120名 

71学会 
110名 

36学会 
40名 

展示会等出展 6回 10回 16回 18回 
外部発表 4回 2回 4回 6回 
広告掲載 2回 4回 3回 3回 

J-STAGE News発行 2回 3回 1回 1回 
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中期計画

中期計画終了年度における年間アクセス数380万件以上とする。 

【平成14年度末：1,082,529件】 

 

【中期目標期間実績】 

・トップページへの年間アクセス件数の各年度の推移は以下のとおりである。中期計

画終了年度の目標である年間アクセス数 380 万件を 1 年前倒しで達成し、平成 18 年

度で 525 万件(達成率 138%)であった。 

 

〔年間アクセス数〕 

 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

年間アクセス数 183 万件 290 万件 520 万件 525 万件 

 

・上記アクセスに加え、平成 14 年度下期から運用開始した JST リンクセンターを通じ

ての外部連携サイトからのリンク（CrossRef、PubMed、ChemPort、JDream、Google）

経由での論文アクセス数は以下のように毎年度増加しており、平成 18 年度では年間

537 万件であった。平成 17 年度から平成 18 年度にかけて倍増したのは、Google と

の連携開始により、Google 経由のアクセスが増加したことによる。 

 

〔外部連携サイトからのリンク経由での論文アクセス数〕 

 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 
リンク経由での 
論文アクセス数 83 万件 176 万件 246 万件 537 万件 

 

・また、論文全文の PDF ダウンロード件数も以下のように毎年度増加しており、平成

18 年度では年間 635 万件であった。 

 

〔論文全文 PDF ダウンロード件数〕 
 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 
論文全文 PDF 
ダウンロード 
件数 

データ 
未取得 307 万件 451 万件 676 万件 

 

・J-STAGE 登載論文全体のアクセスのうち 60%以上は海外(約 180 ヶ国)からのものであ

り、日本の科学技術情報の国際発信に役立っている。 
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ハ．科学技術に関する文献情報の英文による提供 

 

中期計画

機械翻訳の活用により我が国の科学技術に関する文献情報の英文化を行い、毎年度15万

件（過去3年以内を収録）をインターネット経由で世界に向けて情報を発信する。 

【平成14年度末：145,430件／年】 

 

【中期目標期間実績】 

・各年度における英文化された文献情報の件数は以下の通り。 

 

 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

搭載文献情報

件数 
160,153件 156,976件 156,486件 176,056件 

 

・機械翻訳の利用等により科学技術文献の英文化を行い上表に示すとおり毎年度 15 万

件を超えるデータをインターネット経由により情報発信した。 
 

 

中期計画

効果的な広報活動等により、英文化された科学技術に関する文献情報の利用拡大を図る。 

 

【中期目標期間実績】 

・英文化された科学技術に関する文献情報への利用を以下に示す活動を実施すること

により着実に伸ばし利用拡大を図った。 

(1) 機構主催の東南アジア科学技術情報流通ワークショップ、セミナーでの紹介・実演 

(2) 機構海外事務所によるパンフレット配布のほか事務所のホームページからのリンク 

(3) 海外からの機構訪問者への紹介 

(4) 各国の大学図書館、国立図書館へパンフレット送付、リンク依頼 

(5) 駐日大使館へパンフレット送付、リンク依頼 

(6) 国内大学図書館へパンフレット送付、リンク依頼 

(7) 機構の運営する外国人研究者宿舎でのパンフレット配布 

(8) 海外の各種データベースディレクトリ等へのリンク付与依頼 

(9) ｢インドにおける科学・技術・産業政策とイノベーション｣、科学技術・文化交流サロ

ン（CST International Salon）といった機構主催シンポジウムでのパンフレット配布 

・上記の多彩で、かつインターネットを積極的に利用するなど効果的な広報活動を実

施した。 
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中期計画

英文化された科学技術に関する文献情報のアクセス数については、中期計画終了年度に

おいて5,200件以上とする。【平成14年度：4,659件／年】 

 

【中期目標期間実績】 

・各年度におけるデータベースの利用件数は下記の表のとおりである。 

 

 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

利用件数 4,116件 11,081件 13,251件 19,651件 

 

・評価開始の 15 年度においては充分な広報宣伝が実施できずに目標値を達成できなか

ったが、16 年度以降は各種の広報・宣伝活動を紙媒体、インターネット媒体を利用

して行った他、海外からの訪問者への紹介、国際会議やセミナー等を機会あるごと

に利用した。更に国内外において科学技術情報への需要があると思われる海外の図

書館（国立、大学）や駐日大使館等への広報宣伝を行うなど積極的な利用促進活動

を展開した。こうした結果 16 年度以降アクセス数は急増し中期計画最終 18 年度に

おいて当初の目標値 5,200 件/年を約 3.8 倍上回るアクセス数を記録した。 
 

 

ニ．研究開発成果の産業化の促進のための文献・特許の統合検索システムの整備・運用 

 

中期計画

特許調査における利便性向上の観点から、特許情報データベースと文献情報データベー

スを共通の方法で検索するため、文献情報データベースに国際特許分類を付与し、統合

検索システムに活用できるよう整備する。 

 

【中期目標期間実績】 

・平成 15 年度に、特許情報の取り扱いに詳しい企業の知的財産部を中心としたユーザ

120 社及び、特許情報を専門的に扱わないユーザ（大学・研究機関の助教授・講師ク

ラスの研究者 53 名、全国の TLO 31 機関、機構の科学技術コーディネータ 49 名）を

対象に統合検索に対する利用者ニーズに関するヒアリング調査、アンケート調査を

実施した。その結果、文献と特許を統合するニーズは潜在的に高く、また利用する

共通キーとしては、キーワード以外には国際特許分類（IPC 分類）、次に機関名（出

願人・著者名）の順にニーズが高いことが分かった。 

・上記を踏まえ、平成 15 年度に国際特許分類を文献に自動的に付与するためのプロト

タイプシステムを 3 種類作成し、平成 16 年度には文献データの一部を使用して下記

の評価を行った。 
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－特許専門機関で作成した国際特許分類の正解例との比較による定量的評価 

－日本知的財産協会の協力による付与精度の定性的評価 

－機構内の特許関係部署の特許主任調査員等による付与精度の定性的評価 

・上記評価を行った結果、正解漏れの少なさ、ノイズの少なさともに実用に耐える精度にはな

く、さらに、精度向上の可能性についても検討を行ったが、開発にかかるコストとそれに見

合う精度を実現することは困難であると判断し、本番システムの開発は行わないこととした。 

・平成 17 年度には、統合検索システムを実現している民間機関にヒアリングを行い、国際

特許分類特許に次いでニーズの高かった機関名を共通の検索キーとするには、機関名の異

表記を吸収する辞書（機関名辞書）の構築・整備が必要であるとの見解を得た。上記見解

を受け機関名辞書の構築を検討、機構が保有する機関名情報を元に、国内 2 万機関（日英

の異表記・略名・英語名 10 万名称）を収録した機関名辞書の第 1 版を作成した。 

・更に平成 18 年度には、機関名辞書に日本語正式名称や名称の履歴情報等に日本語正

式名称の履歴情報の追加等の整備を行った。 
 

 

中期計画

民間事業者と連携し、特許情報と文献情報の統合検索システムを実現する。 

 

【中期目標期間実績】 

・文献と特許の統合検索システムについて、平成 15 年度に特許データベースを提供し

ている民間事業者のシステムと機構とのインターフェース等について概念設計を行

った。平成 16 年度にサービス仕様の検討及び文献データの試験提供を実施した。平

成 17 年度には同民間事業者のシステムに文献データを搭載、統合検索システムのサ

ービスを平成 17 年 9 月 20 日より開始した。 

・また平成 16年度にはシンポジウムやフェア等において、統合検索システムの紹介を行った。 

・本システムの実現に当たっては文献データベースを民間事業者に提供する構成とし、

民間事業者が特色のある検索サービスを提供できるように配慮した。 
 

 

中期計画

システムを整備した後も引き続き、民間事業者と連携し、特許情報と文献情報の統合検

索システムの運用、新規データの整備等を行う。 

 

【中期目標期間実績】 

平成 17 年度の統合検索システムのサービス以降、科学技術文献情報の新規データの提

供を定期的（月 4 回）に民間事業者に提供し、統合検索システムのデータを最新の状態

に整備することができた。 

 - 135 - 
- 135 -



 

⑥ 科学技術情報に関する国際協力、標準化 

 

イ．科学技術情報活動における国際協力の推進 

 

中期計画

国内の研究情報に関する英文ディレクトリの作成を行いインターネット経由で世界に向

けて情報を発信する。 

 

【中期目標期間実績】 

・ReaD の更新と連動して、英文データの作成・データ更新を計画通り実施した。また、

データを ReaD に搭載し、インターネット経由で世界に向けて発信した。 

 

 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

研究者 118,905 137,926 159,806 166,512 

研究課題 42,072 43,782 42,819 42,423 

研究資源 3,322 3,331 3,306 3,295 
 

 

中期計画

英文ディレクトリへの年間アクセス数については、中期計画終了年度において92,000件

以上とする。【平成14年度：83,945件】 

 

【中期目標期間実績】 

・中期計画期間中における英文ディレクトリへのアクセスは下表のとおり。 

 

 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

アクセス数* 165,163 282,825 356,368 631,007 
* アクセス数の定義：研究者・研究課題等の情報表示ページへのアクセス件数 

 

・以上のとおり、英文ディレクトリのアクセス数は、中期目標期間中、着実に増加し、

終了年度には目標を大きく上回った。研究者情報を中心としたデータの充実により

アクセス数が増加し、インターネットの世界で高い知名度と評価を得るようになり、

Google 等の検索エンジンの検索結果で ReaD が上位にランクされるようになったた

め、さらにアクセスが増加したものと考えられる。 
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中期計画

国の科学技術協力協定に基づく日独情報ドキュメンテーションパネル等に積極的に参加

し、国際的な協力活動を行う。 

 

【中期目標期間実績】 

・科学技術情報活動における国際協力の推進のため以下に開催された日独ドキュメン

テーションパネル(以下日独パネル)に参加し、科学技術情報にかかるテーマでの発表

及び意見交換を実施した。 

第 19 回日独パネル 平成 17 年 2 月   ドイツ ライプツィッヒ 

第 20 回日独パネル 平成 18 年 5 月    日本  神奈川県 

なお、第 19 回日独パネルに先立って開催された化学情報ワークショップでは、パリ

事務所長がチェアを務めた他、東京本部からも参加・報告を行った。 

・また各国の主要な科学技術情報機関で構成する国際科学技術情報委員会(ICSTI)に以

下に示すとおり積極的に参加した。 

平成 17 年 5 月(ロシア、モスクワ)、平成 18 年 6 月(米国、ワシントン DC) 

・更に科学技術情報に関する国際協力の一環として、第 5 回灰色文献会議(平成 15 年

12 月：オランダ、アムステルダム)に機構のパリ事務所長が共同議長として参加した

ほか、第 6 回同会議（平成 16 年 12 月：米国、ニューヨーク）の開催準備のための

プログラム委員会にワシントン事務所長が参加、また第 7 回同会議(平成 17 年 12 月：

仏、ナンシー)においてもプログラム委員を務め、更に本部より J-STAGE(電子ジャー

ナル)を発表した。第 8 回の同会議（平成 18 年 12 月：米国、ニューオリンズ）にも

ワシントン事務所から参加し灰色文献の動向の情報を入手する等、多くの協力を実

施した他、会議の運営に貢献した。 
 

 

中期計画

アジア・太平洋地域の科学技術情報活動を支援するため、ワークショップの開催、専門

家の育成、研修生の受け入れを行う。 

 

【中期目標期間実績】 

・機構が中心となり、インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム、フィリピンの政

府系科学技術情報関係機関と連携し、以下のワークショップ及び研修（セミナー）

を実施した。国の科学技術情報の基盤構築をミッションとする機関の共通の課題、

取り組みについて意見交換を行うことで、機関同士のネットワークを構築し、参加

者のスキルアップを図った。活動を通して得られた情報は機構のマレーシア事務所

ホームページより配信した。 
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〔ワークショップ〕 

ワークショップ 開催年月 開催地（ホスト国） 参加者数 

第 5 回ワークショップ 平成 15 年 10 月 フィリピン・マニラ 65 

第 6 回ワークショップ 平成 16 年 12 月 マレーシア・クアラルンプール 90 

第７回ワークショップ 平成 17 年 11 月 タイ・バンコク 110 

第 8 回ワークショップ 平成 18 年 12 月 ベトナム・ハノイ 60 

 

・上記の通り東南アジア科学技術情報流通（CO-EXIST-SEA）ワークショップを 4 カ国

で開催した。毎年度、各国から 2 名が参加した他、ホスト国の政府関係者、科学技術

情報関係者、研究者等が数十名聴講した。 

 

〔セミナー〕 

研修・セミナー 開催年月 開催地 参加国数、人数 

第 5 回研修 平成 16 年 2 月 東京 5 カ国、10 名 

第 6 回セミナー（研修） 平成 17 年 3 月 東京 5 カ国、10 名 

第 7 回セミナー（研修） 平成 18 年 2 月 東京 5 カ国、10 名 

第 8 回セミナー（研修） 平成 19 年 1 月 東京 5 カ国、10 名 

 

・セミナーでは各国より 2 名を招へいし、機構や国立情報学研究所等の機関のデータ

ベース等先進技術の紹介、各国の情報技術の状況等につき意見交換を実施した。 
 

 

ロ．科学技術情報の流通を円滑化するための基準の制定 

 

中期計画

科学技術情報の流通を円滑に促進するため、科学技術情報流通技術基準（ＳＩＳＴ）の

普及を目的とし、ＳＩＳＴの制定・見直しを行うための各種委員会等の開催及び説明会

の開催、インターネット等を活用した情報提供等を行う。 

 

【中期目標期間実績】 

・SIST 委員会（約 20 名の有識者からなる）での議論・決定に基づき以下に示す改訂作

業を行った。まず、SIST02（参考文献の書き方）を、SIST02 補遺（電子参照文献の

書き方）の内容を取り込んだ新しい SIST02 に改訂するため、平成 15 年度より分科

会（7 名の有識者からなる）を設置し、議論・検討を重ね、平成 18 年度に改訂案原

案を作成した。また、SIST05（雑誌名の略記）、SIST06（機関名の表記）についても、

記載された古い例示を差し替えし、内容の再構成を行うため、平成 16 年度より分科
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会（6 名の有識者からなる）を設置し、議論・検討を重ね、平成 18 年度に改訂案原

案を作成した。これらの原案を、SIST 委員会で審議し、パブリックコメント（意見

公募）を経て、平成 19 年 3 月に改訂案を承認・決定した。なお、SIST 委員会では、

今後の SIST 業務のあり方等もあわせて審議した。 

・SIST の普及をはかるため、平成 15 年度以降、計 5 回の学協会・企業の方々を対象とし

た普及説明会を行った。また、SIST ホームページでは、全 15 の SIST の全文を無料公開

し、普及をはかった。また、平成 18 年度には、個々の SIST の PDF ファイルを用意する

など、より使いやすいページを目指して、ホームページの大改修を行った。 

 

〔委員会等の開催回数〕 

 平成 15 

(10 月-) 
平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 計 

SIST02 分科会 4 回 11 回 12 回 8 回 35 回 

SIST05-06 

分科会 
0 回 7 回 1 回 4 回 12 回 

SIST 委員会 1 回 2 回 0 回 3 回 6 回 

SIST普及説明会 1 回 1 回 1 回 2 回 5 回 

（参加者数） (46 名) (50 名) (62 名) (146 名) 304 名 
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⑦ ＩＴＢＬ材料アプリケーションの開発 

 

 <事業概要>  

ITBLプロジェクトは、研究開発のIT化を実現するため、大容量ネットワーク上での研究

機関の計算資源を共用し、複雑で高度なシミュレーションや遠隔地との共同研究を可能と

する仮想研究環境の構築と普及促進を目標に平成13年度から平成17年度まで、6研究機関で

実施された研究開発である。 

機構は、ネットワーク上に分散している物質・材料系データベースを統合的に検索利用

するシステムの開発を分担して行った。 

 

中期計画

ITBL（IT-Based Laboratory）プロジェクトにおけるアプリケーションの一つとして、分散した

物質・材料データベースを統合的に検索するシステムの開発、公開を平成17年度までに行う。 

 

【中期目標期間実績】 

・平成 16 年度に、分散した物質・材料データベースを統合的に検索するシステムを開

発し、インターネット上に公開した。独立行政法人物質・材料研究機構（NIMS）が

公開するデータベース 5 種、社団法人日本アルミニウム協会と日本マグネシウム協

会、機構の各 1 種の計 8 種のデータベース利用を可能とした。 

・平成 16 年度から、ITBL プロジェクトでスーパーコンピュータ等の計算資源向けに開

発された「ITBL 基盤ソフトウェア」の利用者認証と資源管理機能を利用して、複数

のデータベースに１つの利用者 IDやパスワードでアクセス可能にするシングルサイ

ンオン機能、その時点でネットワーク上のデータベースの稼働や利用可否などの状

態を取得できる機能の実現に取り組んだ。 

・平成 17 年度までに、ITBL 環境を利用したデータベースの共同利用システムを開発し、

機構と独立行政法人日本原子力研究開発機構の 2 拠点間でデータベースをシームレ

スに利用できることを確認した。研究機関間のデータ共有と連携を可能とするデー

タ相互利用を実証した。 

・本事業は平成 17 年度で終了した。平成 19 年 1 月 26 日開催の科学技術・学術審議会 研究計

画・評価分科会 情報科学技術委員会（第 38 回、事務局：文部科学省）において了承された

ITBLプロジェクト事後評価におけるプロジェクト全体に対する評価は概ね次のとおり。 

「事業全体としてプロジェクト終了までの期間に、目標にかなう大きな成果を挙げた

ことは高く評価できる。仮想研究環境は利用されており、成果は NAREGI や京速コ

ンピュータ利用に継承されている。今後は、我が国の次世代の研究開発基盤で必要

なより一層の密な研究連携が実現されること、及び他のプロジェクトとの連携によ

り、次世代の研究開発基盤として重要な柱となることを期待したい。」 
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⑧ 省際研究情報ネットワーク（ＩＭｎｅｔ）の運用 

 

<事業概要>  

 本事業は、科学技術情報の流通等について、電子化や国際化に対応するシステムの整備

を効率的に行うため、これまで運用していた省際研究情報ネットワーク（IMnet）を学術情報ネ

ットワーク（SINETおよびスーパーSINET）に統合し、平成15年度中に円滑に事業を終了とする

もので、これにより科学技術情報流通基盤整備の集中化・重点化を進めるものである。 

 

中期計画

平成 15 年度中に学術情報ネットワーク（SINET 及びスーパーSINET）に統合し、省際

研究情報ネットワーク（IMnet）の運用を終了する。 
 

【中期目標期間実績】 

・東京/筑波/大阪で運用していた IMnet の各接続拠点については平成 15 年 9 月末に運

用を終了した。唯一運用を継続していたネットワーク相互接続拠点においても、各

接続組織の他のネットワーク（SINET 等）への円滑な移行を進め、全ての回線接続

を平成 15 年 10 月末までに解除し、運用を終了した。筑波/大阪の各接続拠点は平成

15 年 10 月下旬、東京の接続拠点は平成 15 年 11 月中旬、相互接続拠点は平成 15 年

12 月中旬に設備撤去を完了した。 

・これを以て IMnet は完全に廃止され事業が終了し、学術情報ネットワーク（SINET）

との統合を完了した。 
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（２）科学技術に関する文献情報の提供 

 

 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

  研究者等が必要とする科学技術に関する文献を容易に利用できるようにするため、

収益性を確保しつつ実施する文献情報提供業務として、収集した科学技術に関する文

献に抄録等を付与した文献情報に関するデータベースを整備し、インターネット等を

活用することにより、利用者が利用しやすい形での提供等を行う。 

当該データベースの利用者の需要動向等を定期的に調査し、利用者の利便性向上等

の取組みを進め、当該データベースの利用数の向上を図る。 

 

<事業概要>  

文献情報提供事業は、研究者等が必要とする科学技術に関する文献を容易に利用できる

ようにするため、収益性を確保しつつ、抄録・索引等を付与した文献情報データベースを

整備し、インターネット等の活用により、利用者に利用しやすい形で提供等を行う事業で

あり、科学技術に関する研究情報基盤の整備を目的としている。 
 

<対象事業> 
 文献情報提供事業 
 

 

中期計画

国内外の科学技術関係資料の抄録等を作成してデータベースを整備し、オンライン等に

よる科学技術情報の提供等を行う（ＪＯＩＳ）。また、国際科学技術情報ネットワーク

（ＳＴＮ）事業をケミカルアブストラクツサービス（ＣＡＳ）、フィッツカールスルー

エ（ＦＩＺ－Ｋ）と共同で運営し、国内の科学技術に関する文献情報を海外へ提供する

とともに国内利用者へ海外の科学技術に関する文献情報を提供する。 

 

【中期目標期間実績】 

・研究者等が必要とする科学技術に関する文献を容易に利用できるよう、以下の通り文献情

報に関するデータベースを整備し、オンラインサービス等により安定的に提供を行った。 

・書誌に対して日本語抄録、索引等の付加価値付けを行い、毎年90万件以上の文献データ

ベースを作成した。効率的にデータベースを作成するため平成15年度にデータベース作

成合理化計画を策定し、これに基づき、平成16年度以降の経費削減施策を実施した。 

 また、平成18年度より外部委員で構成されるデータベース整備検討委員会を開催し

収集・作成方針等について検討を行っている。 

・業務の効率化を図るため、平成18年12月をもってSTN東京サービスセンターの役割を終了

し、新STN東京サービスセンターである（社）化学情報協会に円滑に利用者を移管した。 

・平成18年4月1日より、「JOIS」と「JDream」を統合し、飛躍的に機能を向上させた
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新文献検索システム（JDreamⅡ）のサービスを開始し、旧文献検索システム（JOIS)

より確実に利用者を移行し、JDreamⅡ売上高を平成17年度JOIS売上高と比較して、

約1.6億円増加させた。 

・JDreamⅡ（JOIS）及び STN サービスについて、毎年 99%以上の稼働率で安定的に運

用を行った（なお、JDreamⅡについて、平成 18 年度においては 100％の稼働率とした）。 

・業務の効率化を図るため、平成 18 年 12 月をもって STN 東京サービスセンターの役

割を終了し、新 STN 東京サービスセンターである（社）化学情報協会に円滑に利用

者を移管した。 

・以上のように、文献情報データベースの作成経費の削減（中期計画中に約 4.5 億円削減）

及びシステム運用費の削減（中期計画中に約 1.2 億円削減）や JDreamⅡのサービス開始

や安定的な運用に伴う売上の増加を図ったこと等により、第Ⅰ期経営改善計画を着実に

遂行し、当期総損失を平成 15 年度約 43 億円より平成 18 年度においては、約 12 億円に

逓減させ、文献情報事業全体の黒字化への道筋をつけた。（詳細 p146～147 参照） 

 

項目 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

データベース整備件数 919,922 件 962,466 件 992,564 件 1,081,009 件 
JDreamⅡ稼働率      
（17 年度以前 JOIS） 99.97% 99.71% 99.89% 100.00％ 

STN 稼働率 99.94% 99.96% 99.97% 99.98％ 
JDreamⅡ売上高      
（17 年度以前 JOIS） 2,361 百万円 2,413 百万円 2,468 百万円 2,628 百万円 

 
 
中期計画

科学技術情報の流通を促進するため、科学技術文献速報等の出版物を発行する他、複写

サービス、受託検索サービス等を行う。 

 

【中期目標期間実績】 

・科学技術情報の流通を促進するため、科学技術文献速報等の出版物を下記の通り発

行するとともに、複写サービス、受託検索サービス等を滞りなく提供した。 

・複写サービスの向上のため、平成 16 年度において FAX 複写の受付時間を延長し、

平成 17 年度以降著作権者の許諾を得られないため FAX 複写対象外となっていた書

誌について複写許諾件数を増加させた。また、平成 16 年度には、FAX 複写等の許諾

資料やその著作権料等を簡単に検索できるサービスをホームページ上で開始した。 

・さらに、平成 17 年度に、JST 資料所蔵目録 Web 検索（OPAC）システムの再構築を

行い、検索時間の高速化等の実現により利便性の向上が図られ、JST にて複写可能な

資料を素早く見つけることを可能とし、複写サービスを利用しやすくした。 
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・SDI の回答結果について、利用者の社内の情報流通を図るため、保存・複製・再配布・

ネットワーク利用できるようなサービスを平成 15 年度に開始した。 

・Web 版 SDI については、利用者の要望を踏まえて、平成 15 年度より、回答表示にタ

イトル一覧の表示を可能とする等、利便性の向上を図った。 

・その他、遡及検索サービスについても利用者の要望に応えて、回答結果を加工する

等してサービスの提供を行う等工夫を行ってきた。 

・利用者の利便性が向上した新文献検索システム（JDreamⅡ）のサービス開始に伴い、

文献情報データベースからの原文献（電子ジャーナル等）への年間アクセス数が飛

躍的に増加していることが、原文献の複写サービスの補完を行っている。 

 

項目 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

冊子体 216 号 204 号 204 号 204 号 文献速報 

発行回数 CD-ROM 78 号 78 号 78 号 78 号 

受注 738,620 件 716,017 件 678,248 件 626,281 件 内部複写 

サービス 納品 663,767 件 635,951 件 609,675 件 564,728 件 

受注 61,786 件 56,699 件 51,321 件 46,157 件 外部複写 

サービス 納品 49,487 件 43,351 件 40,631 件 36,422 件 

SDI 3,980 件 2,645 件 2,543 件 2,424 件 

Web 版 SDI 1,045 件 1,263 件 1,216 件 980 件 

遡及検索 313 件 409 件 316 件 225 件 

受託検索 

サービス 

調査 48 件 52 件 52 件 51 件 

※内部複写サービス及び外部複写サービスの受注と納品数の関係について、JST にて入手可

能な資料については遅滞なく納品済みである。 
 

 

中期計画

国内外の科学技術関係資料に関する書誌情報に対して、日本語抄録等を付与した毎年度

90 万件規模の文献情報データベースを作成する。【平成 14 年度末：894,405 件】 

 

【中期目標期間実績】 

書誌情報に対して日本語抄録、索引等の付加価値付けを行い、毎年度、抄録作成に係る

委託単価の引き下げ等により経費の削減を行うことで、計画値（90 万件規模）を大きく上

回る文献情報データベースを作成したことは特筆すべき点である。特に、平成 18 年度にお

いては、計画値を約 2 割も上回る 1,081,009 件作成したことは、特筆すべき点である。 
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項目 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

データベース 

整備件数 
919,922 件 962,466 件 992,564 件 1,081,009 件 

 

 

中期計画

文献情報データベースの作成については収益性を確保しつつ網羅性の維持に努め、研究

情報基盤の整備を目的として実施する。 

 

【中期目標期間実績】 

・効率的にデータベースを作成するため、平成 15 年度にデータベース作成合理化計

画を策定し、これに基づき、平成 16 年度以降以下の経費削減施策を実施したこと

は特筆すべき点である。 

・平成 16 年度については、国内誌の英文著者抄録を直訳して抄録作成する方式を開始

し、作業効率の向上による経費削減を図るとともに、索引単価の細分化を行う等、抄

録・索引作成単価の見直しを行い、平成 16 年度に新単価を設定し、運用を開始した。 

・平成 17 年度については、J-STAGE 及び外国出版社の英語文献 約 10 万件について、

抄録作成方法を英文著者抄録の直訳方式に変更することで作業効率の向上による

経費削減を図るとともに、抄録・索引作成単価の見直しを行い、平成 17 年度に新

単価を設定、運用を開始した。 

・また平成 17 年度では、抄録・索引作成業務の平成 18 年度契約の入札を実施した。 

・平成 18 年度については、新索引支援システムを開発・導入し、抄録・索引の作成

方法の大幅な見直しを行うことで、合理化による経費削減を図った。 

 

項目 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

作成経費 1,829 百万円 1,743 百万円 1,613 百万円 1,382 百万円 

削減額 － △86 百万円 △130 百万円 △231 百万円 
 

・網羅性の維持向上のため、データベース化する資料の追加を行った。データベース

化する資料について、平成 15 年度に科学技術振興審議会・情報部会において策定

された「資料収集の基本方針（H16 年 3 月 2 日）」に基づき、国内外の科学技術資

料の調査・分析を実施した。その結果を踏まえ、国内資料については網羅的に、国

外資料については、「基礎科学分野で ImpactFactor の高い資料」、「工学分野で特に

収益性が高い傾向にある分野の資料」、「国内学協会が海外で発行している資料」を

選定し、データベース化する資料に追加した。 
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新規追加資料 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

国外資料 17 誌 0 誌 18 誌 628 誌 

国内資料 156 誌 411 誌 210 誌 458 誌 
 
  ・平成18年度には文献データベースの整備方針を検討するため、外部委員で構成され

るデータベース整備検討委員会を開催し、収集・作成方針等について検討した。 

さらに文献データベース利用者および、利用者ではないが文献検索を行う研究者等

を対象に、データベースの収録範囲等のニーズについてアンケートを実施し、その

結果を上記委員会で検討する際の資料とした。 
 

 

中期計画

大学等教育研究機関・国公立試験研究機関等（独法を含む）に対する利用拡大を図り、

科学技術の振興に寄与するため、安価な価格設定で情報を提供する。また企業の知的財

産部、中小企業、公共図書館等利用者の利用拡大を図る。 

 

【中期目標期間実績】 

・大学等教育研究機関・国公立試験研究機関等（独法を含む）に対する販売促進のため、

展示会、広告、プロダクトレビューを実施した。また、平成 16 年度には、中小企業や未

利用、少額利用ユーザーについて新サービス制度を設置した他、中小企業を中心として

無料利用を可能とするため、ビジネス支援図書館や公立図書館等に JDreamⅡの導入を図

ってきた。また、非特許文献である論文情報も知財情報としての先行技術調査に重要で

あることを PR するとともに、民間情報機関との連携を推進した特許・文献統合検索シ

ステムに対して文献データを提供する等企業の知的財産部での利用拡大を図った。また、

平成 18 年度においては安価な価格設定で情報を提供することを可能とするため、料金制

度について検討し、企業向けにビジネス支援型Mini 固定料金サービス、大学向けにアカ

デミック新特約固定料金サービス等を 19 年度以降の新料金プランとして新設した。 

・上記の施策を実施したことにより、新規顧客を獲得し利用の拡大を実現した。  

 
項目 平成 15年度 平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度 

展示会回数 14 回 37 回 33 回 84 回 
搭載誌数 15 誌 10 誌 21 誌 13 誌 広告 
件数 31 件 18 件 44 件 21 件 

プロダクトレビュー ０件 29 件 20 件 16 件 
大学等 27 件 48 件 90 件 55 件 

企業知財部 ０件 13 件 11 件 1 件 
新規契約 
件数 

中小企業等 ０件 2 件 1 件 24 件 
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中期計画

毎年、文献情報データベースの利用者に対するアンケート調査及びヒアリング調査や「お

客様の集い」を実施し、利用者の意向を把握してサービス等の向上に反映させる。 

 

【中期目標期間実績】 

・利用者の意向を把握してサービス等の向上を図るため、利用者に対しアンケートを

実施し、システム機能及びサービス内容についての要望を把握した。 

・特に、平成 16、17 年度については、JDreamⅡの開発に向けてユーザヒアリングを

積極的に行った。 

・平成 18 年度より外部有識者を交えた文献データベース整備検討委員会を発足し、

今後の文献データベースの整備方針について検討を行った。 

・上記により把握したユーザーの要望を踏まえ、サービスの改善に反映させた（特に

平成 18 年度については、要望を踏まえて JDreamⅡについて 31 項目の機能を追加

し、そのうち 20 項目についてリリースした。平成 19 年度早期には、残り 11 項目

をリリースする予定）。 

 

項目 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

ユーザー 

アンケート 

SDI アンケート 

（600 件発送） 

新文献情報提供シ

ステムアンケート 

(9,709 件発送） 

JOIS 納品明細書に

関するアンケート 

（8,322 件発送） 

新サービスの

ご提供に関す

るアンケート 

（1,743 件） 

文献データベース検

討委員会アンケート 

 （1,438 件） 

JDreampetit 

アンケート 

  （151 件） 

研修会 

アンケート 

8,249 件 

(内STN研修会

3,656 件) 

4,343 件 2,632 件 1,467 件 

お客様の集い 1 回 0 回 2 回 3 回 

ユーザー 

ヒアリング・ 

お客様テスト 

0 件 36 件 20 件 8 件 
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中期計画

情報の収集から抄録等提供までの期間について、より一層の短縮を行い、中期計画最終

年度に平均37日以下とする。【平成14年度：平均44.7日】 

 

【中期目標期間実績】 

・情報収集から提供までの期間の短縮を図るため以下の施策を実施した。これにより

毎年、年度毎の目標値を上回る期間の短縮を実現し、最終年度において中期計画の

目標である平均 37 日以下を達成することが出来た。 

・毎年度、情報の収集から提供までの期間について、ガイドラインを設定した。他機

関のデータベース作成工程にはない日本語抄録を付与する工程を踏まえて、このガ

イドラインの達成をデータベース作成の重点目標と位置づけ、データ作成機関への

徹底を図るとともに、工程管理を強化した。 

・平成 16 年度に電子化された情報を活用した作成工程の見直し及びシステム改造を実

施し、平成 17 年度は電子化された英語情報の、平成 18 年度は電子化された漢字情

報の導入を開始し、期間の短縮を図った。 

 

項目 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

日数 40.2 日 39.5 日 38.4 日 36.2 日 
 

 

中期計画

作成した文献情報データベースについてインターネット等を活用して利便性を向上させ

ることにより、文献情報データベースの毎年度利用件数2,830万件以上の利用、累積アカ

ウント数11,000件以上とし、幅広く研究者、技術者の研究活動における情報取得をサポ

ートする。【平成15年度5月、6月の利用件数の平均値を年間に積算：年間2,829万件、平

成15年4月末の累積アカウント数：10,862件】 

 

【中期目標期間実績】 

・平成 15 年度から平成 18 年度までの JDreamⅡ（JOIS）の利用件数と累積アカウント

数は以下のとおりであった。 

・各年度ともに、計画値（利用件数 2,830 万件以上、累積アカウント数 11,000 件以上）

を上回り、利用者の拡大が図れた。 

・また、平成 18 年度よりサービスを開始した JDreamⅡについても、課金体系の変更

（利用者の利便性を考慮して時間課金を廃止し、検索行為への課金、タイトル・詳

細表示に対する課金体系とした）を行ったことによる全体の利用件数の減少はあっ

たが、抄録等の詳細表示件数は対前年比 112.2％で飛躍的に増加していることから、
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利用の拡大は大幅に図られた。 

• データベース白書において、サービスシステム（JDreamⅡ）は、常に利用の多いラ

ンキングの上位であった。 

  

項目 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

累積アカウント数 11,094 件 11,942 件 11,849 件 11,677 件 

全体 2,874 万件 3,131 万件 3,223 万件 2,961 万件 
利用件数 

内詳細表示 1,189 万件 1,409 万件 1,646 万件 1,836 万件 

データベー

ス白書  

JDreamⅡ 

（JOIS） 
１位 １位 ２位 ３位 

※科学技術データベースに限定すると、中期計画期間を通して JDreamⅡ（JOIS）は 

第 1 位であった。 

 

中期計画

文献情報データベースと各種電子ジャーナルのリンクを充実させることにより利用者の

利便性を向上させ、文献情報データベースから原文献への毎年度の年間アクセス数

16,000件以上とする。【平成15年度の新システムから対応のため平成14年度データ無し】 

 

【中期目標期間実績】 

下記のとおり、文献データベースから原文件へのアクセス数は各年度ともに計画値を

上回り、かつ着実に増加した。 

項目 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

原文献へのアクセス数 33,178 件 70,253 件 95,572 件 115,440 件 
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〔中期計画に基づく以外の実施内容・成果〕 

・ 中期計画期間当初は、平成 24 年度での単年度黒字化を図ることとしていたところ、平成

16 年 12 月に第Ⅰ期経営改善計画（平成 16 年度～平成 18 年度を対象）を策定し、これに

基づき固定料金制度等の推進による未利用・低利用顧客層の開拓を行うことで収入の増

加を図るとともに、データベース作成合理化の推進やシステム運用費の見直し等により

経費の削減を行うことで、平成 22 年度単年度黒字化の道筋をつけることとした。 

・ その後、下記表のとおり、データベース作成経費やシステム運用費の合理化（中期目

標期間中にそれぞれ約 4.5 億円、約 1.2 億円）を行うことで、計画値以上の収益改善

を達成し、第Ⅰ期経営改善計画を着実に進めた。 

・ さらに、JDreamⅡの開発を短期間で行い、平成 18 年度よりサービスを開始したこと

により、売上を増加させただけではなく、抜本的に平成 18 年度以降のシステム運用

経費について大幅削減することを実現し、計画を上回る収支の改善を図れることがで

きた。これらにより、平成 19 年 3 月に策定した第Ⅱ期経営改善計画（平成 19 年度～

平成 23 年度を対象）では、単年度黒字化を平成 21 年度に実現できる道筋をつけた。 

・ 以上のように、本中期計画期間中において、第Ⅰ期経営改善計画を着実に遂行するととも

に、収益構造について抜本的改善を図ったことにより、第Ⅱ期経営改善計画では、文献情

報事業全体の黒字化（平成 21 年度黒字化）への道筋をつけたことは特筆すべき成果である。 

・ また、平成 20 年度より産業投資特別会計出資金を受けることなく事業を実施可能と

することについても着実に道筋をつけた。 

 

項目 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

データベース作成合理化

削減経費（前年比） 
－ △86 百万円 △130 百万円 △231 百万円 

システム運用合理化削減

経費（前年比） 
－ △17 百万円 △77 百万円 △26 百万円 

JDreamⅡへの移行に伴

うシステム運用合理化削

減経費（前年比） 

－ － － △550 百万円 

当期総損失の改善 

上段：計画値 

中段：実績値 

下段：差額（改善額） 

  － 

 

△3,251 百万円 

△2,678 百万円 

573 百万円 

 

△2,183 百万円 

△2,100 百万円 

83 百万円 

 

△1,437 百万円 

△1,246 百万円 

191 百万円 

産業投資特別会計出資金 

（各年度の出資額推移） 
2,300百万円 1,500 百万円 1,000 百万円 600 百万円 
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ⅡⅡ－－４４..  科科学学技技術術にに関関すするる研研究究開開発発にに係係るる交交流流・・支支援援  

 

 

 

 

［中期目標］ 

 科学技術振興のための基盤の整備に資するため、科学技術に関する研究

開発に関する交流・支援に係る事業を行う。 

 

（１）地域における産学官等が結集した共同研究事業等の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

 都道府県や政令指定都市(地域)において、地域が目指す研究開発目標に

向けて、研究能力を有する地域の大学、公的研究機関、研究開発型企業等

を結集して共同研究等を行うことにより、新技術・新産業の創出に資する

研究成果を生み出すとともに、その地域において研究に参加した研究機関

と研究者がその分野の研究を継続・発展させ、さらにその成果を利活用さ

せるような体制の整備を目指す。 

<事業概要>  

 地域結集型共同研究事業は、都道府県や政令指定都市（地域）において、国が定めた重

点研究領域または国が目指すべき科学技術分野の中から、地域が目指す特定の研究開発目

標に向け、研究ポテンシャルを有する地域の大学、国公立試験研究機関、研究開発型企業

等が結集して共同研究を行うことにより、新技術・新産業の創出に資することを目的とし

ている。また、各地域における事業終了後においては、研究に参加した研究機関と研究者

がその分野の研究を継続・発展させ、さらにその成果を利活用するような体制（地域のＣ

ＯＥ:Center of Excellence）が整備されることを期待するものである。 

 本事業は、研究成果の企業化が強く求められてきたことを受けて、地域として企業化の

必要性の高い分野の個別的研究開発課題を集中的に取扱い、大学等の基礎的研究により創

出された技術シーズをもとにした試作品の開発等、新技術・新産業の創出に資する企業化

に向けた研究開発を実施する事業へと、平成17年度発足地域よりスキームを変更した。 

 

<対象事業>  

地域結集型共同研究事業 
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中期計画

 結集型共同研究として毎年、新規に原則4地域を採択する。実施地域の選定に当たって、

外部有識者を含む委員会において評価を行い、評価結果を公表する。なお、平成18年度

以降、新たな地域の募集は実施しない。 

 

【中期目標期間実績】 

・選定・評価は、機構が組織する地域振興事業評価委員会及び地域振興事業評価委員会

分科会にて行った。 

・毎年度の新規採択状況は以下のとおりである。地域振興事業評価委員会において、面接調査

による提案内容全体について最終的な評価を行い、機構の理事会議において採択を決定した。 

 

採択年度 

採択状況 

H15 H16 H17 H18 中期目標 

期間累計 

応募 7 8 7 22 

採択 4 2 2 

新規採択 

無し 8 

 

・評価結果は、内規に規定されているとおり「事業の推進」「研究開発」及び「地域によ

る支援」という評価項目毎に記述しており、各評価項目に対してどのように評価した

かを応募地域に対して明確に示した。 

・評価結果は理事会議への報告後、速やかにプレス発表するとともに、機構のホームペ

ージでも公開した。 

・これまでの実施地域・課題等は以下のとおりである。 
 
採択（発足）年度 地域 課題 

群馬県 環境に調和した地域産業創出プロジェクト 平成 17 年度 

奈良県 古都奈良の新世紀植物機能活用技術の開発 

大阪府 ナノカーボン活用技術の創成 平成 16 年度 

京都市 ナノメディシン拠点形成の基盤技術開発 

京都府 機能性微粒子材料創製のための基盤技術開発 

兵庫県 ナノ粒子コンポジット材料の基盤開発 

和歌山県 アグリバイオインフォマティクスの高度活用技術の開発 

平成 15 年度 

宮崎県 食の機能を中心としたがん予防基盤技術創出 

埼玉県 高速分子進化による高機能バイオ分子の創出 

三重県 閉鎖性海域における環境創生プロジェクト 

滋賀県 環境調和型産業ｼｽﾃﾑ構築のための基盤技術の開発 

平成 14 年度 

高知県 次世代情報デバイス用薄膜ナノ技術の開発 
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採択（発足）年度 地域 課題 

沖縄県 亜熱帯生物資源の高度利用技術の開発 

青森県 大画面フラットパネルディスプレイの創出 

千葉県 ゲノム情報を基本とした次世代先端技術開発 

石川県 次世代型脳機能計測・診断支援技術の開発 

平成 13 年度 

（平成 18 年度 

事業終了） 

長崎県 ミクロ海洋生物による海洋環境保全・生物生産に関する

技術開発 

秋田県 次世代磁気記録技術と脳医療応用技術開発 

福井県 光ビームによる機能性材料加工創成技術開発 

静岡県 超高密度フォトン産業基盤技術開発 

横浜市 機能性タンパク質の解析評価システムの開発 

平成 12 年度 

（平成 17 年度 

 事業終了） 

神戸市 再生医療にかかる総合的技術基盤開発 

岩手県 生活・地域への磁気活用技術の開発 

－磁場産業の創生－ 

岐阜県 知的センシング技術に基づく実環境情報処理技術開発 

愛知県 

・名古屋市 
循環型環境都市構築のための基盤技術開発 

平成 11 年度 

（平成 16 年度 

 事業終了） 

熊本県 超精密半導体計測技術開発 

北海道 『食と健康』に関するバイオアッセイ基盤技術確立によ

るプライマリーケア食品等の創生 

山形県 遺伝子工学と生命活動センシングの複合技術による食材

と生物材料の創生 

宮城県 生体機能再建・生活支援技術 

平成 10 年度 

（平成 15 年度 

 事業終了） 

神奈川県 独創的光材料の開発による環境技術の創生 

茨城県 環境フロンティア技術開発 

大阪府 テラ光情報基盤技術開発 

広島県 再生能を有する人工組織の開発 

平成 9 年度 

（平成 14 年度 

 事業終了） 

福岡県 新光・電子デバイス技術基盤の確立 

※平成 17 年度の 2 件については採択後のスキーム変更に伴い、「地域結集型共同研究

開発プログラム」として実施、進行中である。 
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中期計画

事業の推進、調整に当たり、機構は都道府県等が指定する地域の科学技術振興を担う財

団等（中核機関）と協力し、運営体制を整備する。 

 

【中期目標期間実績】 

・事業の開始にあたっては、各地域での基本計画の策定、機構、都道府県等及び中核機

関との三者による基本契約の締結、事業総括や研究統括の配置、研究交流促進会議や

共同研究推進委員会の設置、新技術エージェントや事業総括スタッフ等の配置等、中

核機関と協力して運営体制の整備を行った。とくに事業開始年度の地域に対しては、

中核機関及び自治体を交えた担当者会議を開催し、事業推進にあたっての説明と意見

交換を行うなど、支援対象の各地域との意思疎通に努めた。 

・事業の運営にあたっては、各地域が年度の事業計画を記載した実行計画等について審

議する研究交流促進会議や共同研究推進委員会等へ機構職員が積極的に出席するとと

もに、案件処理の際の打合せにおいて、地域からの質問に答えたり、要望を把握する

等、緊密な連携をとりながら地域への支援を行った。また、事業・研究体制の見直し

等の重要案件については、中核機関や自治体からの地域の事情や事業推進の方針を聞

き、それに対して機構の考え方を示す等、協議を行い、解決を図った。 

・平成 17 年度にはプログラムディレクター（PD）及びプログラムオフィサー（PO）に

関する達を定めるとともに、PD として三菱化学株式会社顧問の今成真氏を、PO とし

て岩手大学工学部機械工学科教授の岩渕明氏をそれぞれ委嘱・配置し、機構としての

事業運営体制を整備した（所属・役職は平成 18 年度末現在）。 
 
 
中期計画

中核機関に事業マネジメントの最高責任者である事業総括、技術的判断の最高責任者で

ある研究統括を配置する。 

 

【中期目標期間実績】 

・平成 17 年度新規採択地域に関しては企業化統括及び代表研究者を配置した。また、そ

の他の地域に関しては事業総括及び研究統括を配置した。 

・事業総括・研究統括連絡会議（～平成 17 年度）及び地域結集型代表者連絡会議（平成

18 年度）において、事業終了地域における事業総括の経験を事業総括・研究統括に紹

介することで、本事業を円滑に推進するための要因・条件あるいは問題点の克服方法

についてのヒントを示した。 

・事業総括は、研究交流促進会議や各地域の本事業関係者に事業化に対する意識を徹底

させるとともに、事業化を図るために、企業展示会にて結集事業成果を PR したり、産

業界のニーズを把握したりする等、産業界への共同研究参加の働きかけを行った。 
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・事業総括は、自治体との連絡会議等のあらゆる機会を捉え、事業終了後も含めて地域 COE

をどのように構築するかの検討や予算措置等について自治体への働きかけを行った。 

・研究統括は、研究者を集めた会議等で研究者に対し特許出願の重要性や事業化を意識

した目的志向の研究を行うよう指導を行った。 

・中間評価を受けた地域の事業総括と研究統括は、評価結果を踏まえて研究テーマの絞

り込みや再編を行った。 

・千葉県においては、中間評価での指摘を受けて、事業化に注力するために、ベンチャ

ー起業等の実績を持つ者を事業総括に据えた。 
 
 
中期計画

研究の実施に当たり、公設試験研究機関内やレンタルラボ等に当該共同研究の中核を形

成するコア研究室を設置し、研究員を配置する。 

 

【中期目標期間実績】 

・研究員が集まって研究開発を行い、成果を創出していく本事業の中心となるコア研究

室を、自治体の意思が反映できるように、多くの場合、工業技術センターのような公

設試験研究機関内に設置した。 

・将来の地域 COE として、コア研究室での研究を集中して行うために中核機関が研究員

を雇用し（雇用研究員）、コア研究室に配置した。 

・中間評価ではコア研究室の整備状況等を調べ、研究員が不足していると思われる地域

には増員を図るように指摘した（大阪府で 2 名増員）。 
 
 
中期計画

新技術・新産業の創出に資するため、研究者の成果を実用化させるための新技術エージ

ェントや弁理士、税理士、会計士等の事業化に必要な専門的知識・経験を有する人材を

アドバイザーとして一時的な利用を可能とするスキルバンクを中核機関に配置する。 

 

【中期目標期間実績】 

・事業運営マニュアルに特許性の検討、研究成果の移転等、新技術エージェントの業務

を明記し、事業実施地域において、この要求された業務を行いうる経験や素養を備え

た人物を新技術エージェントとして配置した（各地域 1～3 名）。 

・新技術エージェントに対しては、特許出願、技術移転や市場ニーズの把握等を意識し

た事業の推進を求めるとともに、技術移転担当者・中核機関スタッフ合同会議等の機

会を活用した新技術エージェント間の情報交換を行うことで業務の効率化を図った。 

・共同研究の展開や研究成果に基づく起業化等の支援システムとして導入されている、
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弁理士、技術士、経営士、会計士、市場調査会社、コンサルタント会社等からなるス

キルバンクについては、各地域の実情等に応じ地域独自の整備が進められ、平成 18 年

度末までに全ての地域についてほぼ整備が完了し必要に応じ拡充した 
 
 
中期計画

事業の途中には事業の継続を含め方向性を検討するための中間評価を、事業終了後は事業

成果に関し事後評価を、外部有識者を含む委員会で行い、評価結果を公表する。 

 

【中期目標期間実績】 

・おもに外部有識者からなる地域振興事業評価委員会及び地域振興事業評価委員会分科

会（平成 18 年度については地域振興事業評価アドバイザリボード及び分野別アドバイ

ザリボード）にて、中間評価及び事後評価を予定通り実施した。各年度の実施概要は

以下のとおりである。 

 

 H15 H16 H17 H18 

対象 
平成 13 年度 

事業開始地域 

平成 14 年度 

事業開始地域 

平成 15 年度 

事業開始地域 

平成 16 年度 

事業開始地域 
中間 

評価 
地域数 4 5 4 2 

対象 
平成 10 年度 

事業開始地域 

平成 11 年度 

事業開始地域 

平成 12 年度 

事業開始地域 

平成 13 年度 

事業開始地域 
事後 

評価 
地域数 4 4 5 3(*) 

 ※平成 13 年度開始地域の 1 地域は「知的クラスター創成事業」に移行したため、事後評

価を実施していない。 

 

・中間評価においては、地域振興事業評価委員会分科会または分野別アドバイザリボー

ドによるコア研究室等の現地調査と面接調査を行い、また、地域振興事業評価委員会

または地域振興事業評価アドバイザリボードによる面接調査を行った。 

・中間評価結果については、翌年度以降の対応を地域と十分に協議して、事業の再編・

一部中止等事業運営に反映させるとともに、評価結果に応じて事業費に格差を設けた。 

・事後評価については、地域振興事業評価委員会または地域振興事業評価アドバイザリ

ボードによる面接調査を行った。 

・事後評価の結果として、各地域に対する評価は一様ではないが、概ね、「研究開発期間

における目標達成度ならびに事業化に向けた基盤の整備等については評価できる。事

業終了後の技術の継承と発展、人材育成と定着化、地域振興に向けた産業化等におい

ては地域（自治体）支援による継続的な取り組みに期待したい」といった評価を得た

が、一部の地域については、「技術開発の達成度に比べ、地域 COE の形成や地域産業

 - 156 - 
- 156 -



 

振興面では、達成度の観点からは十分とは言い難い」といった指摘がなされ、機構は

必要に応じて地域 COE 構築に向けた助言等を行った。 

・評価結果については、機構の内規に規定された「事業の推進」「研究開発」「地域によ

る支援」という評価項目毎に記述し、機構が各評価項目に対してどのように評価した

か、地域に対して明確に示した。 

・それぞれの評価結果は、機構理事会議の承認後、機構ホームページにて公開した。 

・事後評価結果については、3 年後に行う追跡評価等の資料とする。 
 
 
中期計画

地域のポテンシャルを生かした産学官による共同研究事業を推進することにより、以下

の目標を達成する。 

① 地域が掲げる事業目標及び研究開発目標 

② 研究開発の成果を産業界へ波及させるための技術移転に向けた戦略的活動体制の確立 

③ 事業推進に当たっての都道府県等の支援体制の確立 

④ 新技術・新産業の創出に資する地域 COE の形成に向けた整備方針の確立 

 

中期計画

上記目標の達成状況の判断に当たっては地域の特徴を踏まえつつ、以下の標準的な水準

も参考とする。 

参画機関数 10 機関/地域、発表論文数 20 件/年・地域、出願特許数 7 件/年・地域【平

成 14 年度 参画機関数 10 機関未満の地域 4 地域、発表論文数 19 件/年・地域、出願特許

数 5 件/年・地域】 

 

【中期目標期間実績】 

・中期目標期間中に事業終了した課題における目標達成状況は以下のとおりである。 

 

事業終了年度 

成果実績 
H15(*1) H16 H17 H18 

中期目標 
期間累積

(*1) 

事業開

始～H18 
(*2) 

事業終了地域数 4 4 5 3 12 34 

1 地域当たり 

平均参画機関数 

19 16 21 18 - 

（18.6） 

- 

発表論文数(*3) 320 

(16.0) 

584 

(29.2) 

655 

(26.2) 

359 

(23.9) 

1,598 

(26.6) 

2,618 

出願特許数(*3) 202 

(10.0) 

222 

(11.1) 

204 

(8.2) 

124 

(8.3) 

550 

(9.2) 

1,113 

 - 157 - 
- 157 -



 

中期目標 事業開事業終了年度 
H15(*1) H16 H17 H18 

成果実績 始～H18 期間累積

(*1) (*2) 
橋渡し件数(*4) 29 

(7.3) 

46 

(11.5) 

35 

(7.0) 

14 

(4.7) 

95 

(7.9) 

168 

実用化・商品化件数(*4) 17 

(4.3) 

33 

(8.3) 

32 

(6.4) 

18 

(6.0) 

83 

(6.9) 

150 

起業化件数(*4) 5 

(1.3) 

0 

(0) 

1 

(0.2) 

0 

(0) 

1 

(0.1) 

16 

(*1)平成 15 年度については上期に事業終了しており、中期目標期間累積には合算しない。 
(*2)「地域結集型共同研究事業」（平成 9 年度採択開始）ならびに 

「地域結集型研究開発プログラム」（平成 18 年度採択開始）の双方を含む。 
(*3)数値は各地域の集計値。括弧内は 1 地域 1 年間当たりの平均値。標準的水準も参照の

こと。 
(*4)数値は各地域の集計値。括弧は 1 地域当たりの平均値。 

 

・①（地域が掲げる事業目標及び研究開発目標）について、各地域において事業は順調

に進捗し、上記の表に示すとおり標準的な水準を上回る成果を上げ、事業目標・研究

開発目標を達成することができたほか、事業終了時点で実用化・商品化につながった

成果が得られた。実用化・商品化の成果事例として、北海道における新規オリゴ糖「ツ

イントース」、福井県におけるレーザー造形と高速切削加工の一体化型製造システム、

千葉県における DNA/抗体アレイヤー等が挙げられる。 

・②（研究開発の成果を産業界へ波及させるための技術移転に向けた戦略的活動体制の

確立）について、一部地域では中核機関内に整備された TLO を活用する等技術移転の

ための支援体制を確立し、その他の地域でも中核機関や大学の機能を活用する等、技

術移転体制を築いた。その一例として、広島県では、事業終了後、中核機関が TLO 運

営事業に取り組み、プラザ広島等と連携し、広島中央サイエンスパークの拠点性を向

上させた。宮城県では、東北大 TLO の東北テクノアーチと連携し、医工連携の事業化

を積極的に進めた。神奈川県では、新産業創出拠点形成促進事業（コアクラスター事

業）などを通じ、高機能光化学センシング材料、デバイス、システムの展開・事業化

を目指している。滋賀県では、京都大学知的財産部と連携した技術移転の取り組みと

して、「企業の方々との連携を深める場」京大 IIO（アイ・アイ・オー）フェアで成果

の一部を紹介した。秋田県では、中核機関のスタッフが地元の大学のコーディネータ

として活動するなど、引き続き技術マネジメント担当となっている。 

・③（事業推進に当たっての都道府県等の支援体制の確立）について、各自治体におい

て、本事業で生まれた成果を活用するべく、独自の事業を進める等、自治体の支援体

制構築が確認できた。その一例として、岐阜県では、事業終了後、成果を継続研究す

るための県単独事業として予算化し、環境・人間センシング分野を中心に複数のライ
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センスに至るなどの成果につながっており、今後の事業展開に向けての支援体制が構

築された。 

・④（新技術・新産業の創出に資する地域 COE の形成に向けた整備方針の確立）につい

て、各地域は、本事業でできた研究開発基盤を発展させるため、地域の産学官の研究

開発資源を活用し、地域の実情にあわせた COE 構築計画を策定した。その一例として、

高知県においては、県がとりまとめた「高知 COE 構想」を推進する組織として、中核

機関内に「高知 COE 推進本部」を設置し、大学や企業等による産学連携プロジェクト

に関する支援活動を行っている。また、神戸市では、「神戸医療産業都市構想」を策定

し、その実現に向けて神戸市がリーダーシップを持って活動しており、企業誘致を行

うなど本格的な投資によって積極的かつ戦略的に支援している。 

・上記目標の達成に資するため、機構は、各地域の取り組みを紹介し、意見交換する場

を提供し、情報・知見の共有化に努めた。その一例として、各年度の地域結集型共同

研究事業合同報告会や地域結集型発研究成果移転フェア、事業総括・研究統括連絡会

議（～平成 17 年度）、地域結集型代表者連絡会議（平成 18 年度）等をそれぞれ年 1 回

開催した。 
 
 

中期計画

事業終了後の追跡調査を行なう等フォローアップを行い、結集型共同研究の事業期間中

に構築された成果を地域内で維持、発展に繋げる。 

 

【中期目標期間実績】 

・追跡調査は、事業終了後 3 年を経た地域について、その後の研究テーマの発展状況や

成果活用の状況、実用化・商品化・起業化など新技術・新産業の創出状況、および、

地域 COE 構築の状況を調査・把握することによって、事後評価を補完するとともに、

今後の本事業に係る評価や運営の改善に資することを目的として実施するものであり、

平成 17 年度より開始した。 

・調査は外部委託により実施した。各年度の実施状況は以下の通りである。 
 

 H15 H16 H17 H18 

対象 （該当無し） （該当無し） 

平成 9 年度 
事業開始 

（平成 14 年度 
終了）地域 

平成 10 年度 
事業開始 

（平成 15 年度 
終了）地域 

追跡 
調査 

地域数 - - 4 4 
 
・追跡調査の実施に先立ち、平成 16 年度においては、機構の諸事業等で実施されている

追跡調査の手法・内容について把握した上で、本事業における調査の目的・手続き・
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手段・調査の流れを決定した。 

・追跡調査にあたり、委託機関は各種文献調査のほか、各地域の研究統括、研究リーダ

ー、共同研究企業等の研究実施者及び自治体、中核機関にアンケート調査及び面談調

査を実施し、それらの結果を整理・分析するとともに外部有識者からも意見を聴取し

た。面談調査に際しては機構職員も同席し事実関係の把握を行った。 

・追跡調査の結果、事業終了後の各地域において、実用化・商品化に向けた取り組みが

参画企業等で継続されるなど、成果の発展・活用が進められていることが確認される

とともに、地域 COE 構築の状況等については、本事業で構築されたネットワークの継

続的な活用等、地域における産学官連携の中核となる仕組みが確立されつつあること

が確認された。半面、今後の課題として、本事業の成果をより大きく、確かなものに

し、地域に根付かせていくための取り組みが必要であることが示された。 

・一部地域では、成果の事業化に向けた地方自治体の支援や地域 COE に向けての人的ネ

ットワークの構築など、事業終了後における取組の好事例が示され、今後の事業運営

における参考となった。その一例として、茨城県における霞ヶ浦方式浄化槽の認定と

購入補助、神奈川県における光触媒の JIS 化への深い関与、福岡県におけるクリエイシ

ョンコア福岡の整備によるコア研究室の機能を継続したフォトニクス研究支援施設の

運営などが挙げられる。 

・追跡調査の結果は、機構のホームページで公開した。 
 
 

中期計画

成果を有効活用するために、文部科学省及びその他関係行政機関等と有機的連携を行う。 

 

【中期目標期間実績】 

・地域が主催する成果報告会等、当該事業の成果を発表する会議へ文部科学省、地方経

産局等の職員に参加していただき、そこで成果を示すことにより、行政機関等と有機

的連携を図った。 

・各地域で個別に開催される研究交流促進会議（年 1 回以上開催：平成 17 年度採択地域

については企業化促進会議）には、自治体における本事業を所管する部署等の部長級

が委員として参加しており、機構は自治体に対して成果展開のための要望の表明、逆

に自治体の方針の把握により活発に意見交換を行った。 

・各地の経済産業局がそれぞれ行っている地域クラスター推進会議をはじめ、地域の行

政機関主催のフォーラム等に新技術エージェント等が参加することにより、成果の紹

介や情報収集等を行った。 

・これらの結果、機構は関係行政機関等に対して成果をアピールし、事業化等への展開

につなげるなど、成果の有効活用につながった。 
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中期計画

失敗事例、成功事例を分析し、ノウハウを共有化する。 

 

【中期目標期間実績】 

・平成 17 年度まで毎年度開催された、事業実施地域の全ての新技術エージェントが集ま

って情報交流等を行う新技術エージェント会議において、本事業の成果を展開できる

支援事業情報を共有するため、機構の技術展開部にて実施している研究成果最適移転

事業等及びその事例を紹介した。 

・新技術エージェント会議には、同様の任務を負っている文部科学省の知的クラスター

創成事業の科学技術コーディネータや機構の技術移転プランナーにも参加していただ

き事業の枠を越えて産学官連携の情報交換ができた。 

・平成 17 年度まで毎年度開催された、事業実施地域の全ての中核機関スタッフが集まっ

て情報交流等を行う中核機関スタッフ会議において、特許管理や研究開発マネジメン

トの重要性について認識を深めさせることに留意する等、基本的なノウハウの共有化

を図った。 

・平成 18 年度においては、新技術エージェントと中核機関スタッフの積極的な情報交流

を通じたノウハウの伝授と共有化等を目的として、従来の新技術エージェント会議と

中核機関スタッフ会議を融合させ、技術移転担当者・中核機関スタッフ合同会議とし

て開催した。 

・上記会議では、技術経営と知的財産戦略の知識を深め、事業推進に当たっての日頃の

課題等を地域間で共有するなど、基本的なノウハウの共有化を図り、参加者からは、「今

後の活動に役立つ」といったアンケート結果を得た。 

・新技術エージェントは、機構の実施する目利き人材育成プログラム研修に積極的に参

加し、技術移転に関するスキルアップを図った。 
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（２）地域における研究開発促進のための拠点への支援の推進 

 

 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

 地域における科学技術基盤形成に資するコーディネータ活動の拠点の整

備にあたり、この拠点の活動である、優れた研究開発人材の発掘、研究資

源情報の蓄積、研究情報ネットワークの構築、人的交流ネットワークの構

築及び、研究成果の育成を支援する。 

<事業概要>  

 地域研究開発促進拠点支援事業は、各地域において得られた独創的新技術を利用して新

規事業の創出に資するため、大学等の研究成果を育成し、さらに実用化につなげるための

体制整備の促進活動を行うものである。地域の科学技術活動の活性化を図るために設立さ

れた財団等をコーディネート活動の拠点として都道府県が整備するに当たり、国全体の科

学技術基盤形成の視点から、機構が科学技術コーディネータを委嘱し、係る拠点の活動支

援を行う。なお、本事業は平成17年度を以て終了した。 

 

<対象事業>  

地域研究開発促進拠点支援事業 

 
 
中期計画

公募により選定した各地域において、技術移転、特許等に専門的な知見を有し、大学等

のシーズの発掘と企業等のニーズを融合させることができる人材をコーディネータとし

て配置する。なお、新たな地域の募集は実施せず、当事業は平成 17 年度に終了する。 

 

【中期目標期間実績】 

・事業運営マニュアルやパンフレットに大学等の研究成果の調査、企業ニーズの調査等、

科学技術コーディネータの業務内容を明記した。各事業実施地域は、これを理解した

上で、これに不可欠な経験や素養を備え、自己の地域の科学技術振興のために適任で

あると判断した人物を科学技術コーディネータとして配置した。 

・実施期間を通じ、以下に示す支援対象の各地域には平均 3～4 名の科学技術コーディネ

ータを配置した。 

・これまでの実施地域等は以下のとおりである。 

 

<研究成果育成型> 

研究成果育成型は、各地域における独創的新技術による新規事業の創出に資するた

め、地域研究開発促進拠点支援事業（ネットワーク構築型：後述）等で地域に既に整
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備されている連携拠点機関と産学官のネットワークを活用して、大学等との連携拠点

を形成するとともに、各地域における大学等の研究成果を育成し、実用化につなげる

ための体制整備の促進を図ることを目的として、以下の地域で実施された 

 

発足年度 

（終了年度） 

対象 

地域数 
地域 連携拠点機関 

平成 13 年度 

（平成 17 年度） 
4 

群馬県 

三重県 

高知県 

熊本県 

（財）群馬県産業支援機構 

（財）三重県産業支援センター 

（財）高知県産業振興センター 

（財）くまもとテクノ産業財団 

平成 12 年度 

（平成 16 年度） 
4 

岩手県 

山形県 

神奈川県 

静岡県 

（財）いわて産業振興センター 

（財）山形県産業技術振興機構 

（財）神奈川高度技術支援財団(*) 

（財）しずおか産業創造機構 

平成 11 年度 

（平成 15 年度） 
5 

北海道 

愛知県 

大阪府 

広島県 

福岡県 

（財）北海道科学技術総合振興センター 

（財）科学技術交流財団 

（財）大阪科学技術センター 

（財）ひろしま産業振興機構 

（財）福岡県産業・科学技術振興財団 

(*)現 （財）神奈川科学技術アカデミー 

 

<ネットワーク活用型>（参考） 

ネットワーク構築型は、優れた研究開発人材の発掘、研究資源情報の蓄積、研究情

報ネットワークの構築、研究者等を対象とする人的交流ネットワークの構築といった

機能を地域の拠点機関に構築することを目的として、以下の地域で実施された。 

 

発足年度 

（終了年度） 

対象 

地域数 
地域 連携拠点機関 

平成 11 年度 

（平成 14 年度） 
6 

福島県 

長野県 

島根県 

山口県 

徳島県 

佐賀県 

（財）福島県産業振興センター 

（財）長野県テクノ財団 

（財）しまね産業振興財団 

（財）やまぐち産業振興財団 

（財）とくしま産業振興機構 

（財）佐賀県地域産業支援センター 

平成 10 年度 

（平成 13 年度） 
7 

青森県 

富山県 

（財）２１あおもり産業総合支援センター 

（財）富山県新世紀産業機構 
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発足年度 対象 
地域 連携拠点機関 

（終了年度） 地域数 

福井県 

岐阜県 

京都府 

兵庫県 

岡山県 

（財）福井県産業支援センター(*1) 

（財）岐阜県研究開発財団 

（株）けいはんな 

（財）新産業創造研究機構 

（財）岡山県産業振興財団 

平成 9 年度 

（平成 12 年度 
6 

群馬県 

神奈川県 

石川県 

三重県 

長崎県 

熊本県 

群馬県工業試験場(*2) 

神奈川県産業技術総合研究所 

（財）石川県産業創出支援機構 

（財）三重県産業支援センター 

（財）長崎県産業振興財団 

（財）熊本テクノポリス財団(*3) 

平成 8 年度） 

（平成 11 年度） 
7 

北海道 

岩手県 

山形県 

静岡県 

愛知県 

広島県 

福岡県 

（財）北海道科学技術総合振興センター 

（財）いわて産業振興センター 

（財）山形県企業振興公社(*4) 

（財）浜松地域テクノポリス推進機構 

（財）科学技術交流財団 

（財）広島県産業技術振興機構(*5) 

（財）福岡県産業・科学技術振興財団 

(*1)現 （財）ふくい産業支援センター 

(*2)現 （財）くまもとテクノ産業財団 

(*3)現 群馬産業技術センター 

(*4)現 （財）山形県産業技術振興機構 

(*5)現 （財）ひろしま産業振興機構 
 
 
中期計画

各コーディネータは、大学等の研究成果のシーズ調査、企業のニーズ調査、育成試験の

実施、技術移転関連の諸事業への橋渡し当の産学官交流・技術移転に係わる諸活動を行

い、地域の連携拠点機関と協力して、研究成果を育成・活用する。 

 

【中期目標期間実績】 

・各年度で見た実績は以下のとおりであり、着実に成果を上げた。 
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事業実施年度 
成果実績 

H15 H16 H17 H18 

実施地域数（地域） 13 8 4 - 

シーズ･ニーズ調査件数（件/地域） 73 179 201 - 

育成試験数（件/地域） 11 11 12 - 

出願特許数（件/地域） 6 10 30 - 

橋渡し件数（件/地域） 10 5 19 - 

実用化・商品化件数（件/地域） 3 4 10 - 

※1 地域当たりの年間実績の平均値 

 

・本事業の育成試験から他事業を経てベンチャー企業設立へつながる等、事業化を強く

意識したコーディネート活動を通して研究成果の育成を推進し、長年にわたる活動が

結実した例が見られた。その一例として、大阪府では機構のプレベンチャー事業を経

て起業（株式会社ウェアビジョン）を果たしたほか、株式会社 Ｘ線技術研究所（大阪

府）、ナノハイブリッド研究所（三重県）、株式会社ツーセル（広島県）、株式会社ダイ

ヤライトジャパン（高知県）、株式会社ニューラルイメージ（福岡県）、はるにれバイ

オ研究所（北海道）等も成果事例として挙げられる。 
 
 

中期計画

地域におけるコーディネート機能の構築等科学技術基盤形成の強化に資するため、事業

の途中には事業の継続を含め方向性を検討するための中間評価を、事業終了後は事業成

果に関し事後評価を、外部有識者を含む委員会で行い、評価結果を公表する。 

 

【中期目標期間実績】 

・機構が組織する地域振興事業評価委員会にて、中間評価及び事後評価を予定通り実施

した。各年度の実施概要は以下の通りである。 

 

 H15 H16 H17 H18 

対象 
平成 13 年度 

事業開始地域 
（該当無し） （該当無し） （該当無し） 中間 

評価 
地域数 4 - - - 

対象 （該当無し） 
平成 11 年度 

事業開始地域 

平成 12 年度 

事業開始地域 

平成 13 年度 

事業開始地域 
事後 

評価 
地域数 - 5 4 4 
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・中間評価の結果として、各地域に対する評価は一様ではないが、概ね、「地域自治体の

支援のもと、本事業の科学技術コーディネータのみならず地域独自の各種コーディネ

ート機能を活用し、産学の緊密な連携体制を気づき、バランス良く幅広い事業を進展

させた点は評価できる。今後、地域におけるベンチャー支援センター等他機関のコー

ディネータとのより一層の連携をはかり、より能動的な活動によって事業をさらに活

性化することを期待するとともに、橋渡し後のフォローアップに留意し、地域産業の

基盤技術が形成されることを期待する」といった評価を得た。 

・事後評価の結果として、各地域に対する評価は一様ではないが、概ね、「中間評価の指

摘事項を真摯に受け止め、科学技術コーディネータの努力により産学官共同による期

待以上の成果を得たことは評価できる。今後、県単独の事業等によりコーディネート

活動やコーディネータ養成活動を継続し、これまでに育成したシーズや特許の有効活

用と、さらなるシーズ発掘、ニーズ発掘を期待する。また、成果を上手にアピールし

ていく努力も必要である」といった評価を得た。 

・評価結果については、機構の内規に規定された「大学等との連携状況」「事業成果及び

波及効果」「研究成果の実用化・企業化の状況及び諸事業への橋渡し実績」等の評価項

目毎に評価結果を記述し、機構が各評価項目に対してどのように評価したか、地域に

対して明確に示すとともに、機構理事会議にて承認された後、速やかに機構のホーム

ページにて公開した。 

・評価結果を事業全体の運営に反映させるため、科学技術コーディネータ会議で事業終

了後の取り組みの紹介および意見交換を行い、情報の共有化を図った。 
 
 
中期計画

科学技術コーディネータの活動を中心とした事業を推進することにより、以下の目標を

達成する。 

① 大学等の研究成果及び企業ニーズの適切な調査・収集・整理 

② 将来の実用化に有用な研究成果の抽出と、実用化に向けた育成試験の実施 

③ 研究成果を実用化につなげるための体制整備 

④ 連携拠点機関を中心とした地域のコーディネート機能の強化 

 

中期計画

上記目標の達成状況の判断に当たっては地域の特徴を踏まえつつ、以下の標準的な水準

も参考とする。 

シーズ・ニーズ調査数 100 件/年・地域、育成試験実施数 10 件/年・地域、出願特許件数 

7 件/年・地域、橋渡し・実用化・商品化件数 5 件/年・地域 
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【中期目標期間実績】 

・中期目標期間中に事業終了した地域における目標達成状況は以下の通りである。 

 

事業終了年度 

成果実績 
H15 H16 H17 H18 

中期目標 

期間累積 

事業開始 

～H18(*1) 

事業終了地域数 5 4 4 - 13 39 

シーズ･ニーズ 

調査件数(*2) 

5,684 

(227.4) 

3,723 

(186.2) 

4,972 

(248.6) 
- 

14,379 

(221.2) 
14,379 

育成試験数(*2) 
240 

(9.6) 

233 

(11.7) 

213 

(10.7) 
- 

686 

(10.6) 
686 

出願特許数(*2) 
162 

(6.5) 

175 

(8.8) 

272 

(13.6) 
- 

609 

(10.5) 
816 

橋渡し件数(*2) 
172 

(6.9) 

96 

(4.8) 

218 

(10.9) 
- 

486 

(7.5) 
831 

実用化・商品化件数(*2) 
65 

(2.6) 

50 

(2.5) 

111 

(5.6) 
- 

226 

(3.5) 
301 

起業化件数(*2) 
15 

(0.6) 

17 

(0.9) 

16 

(0.8) 
- 

48 

(0.7) 
55 

(*1) 「ネットワーク構築型」（平成 8～11 年度発足）および 

「研究成果育成型」（平成 11～13 年度発足）の合計 

(*2) 数値は各地域の集計値。括弧内は 1 地域 1 年間当たりの平均値。標準的水準も参

照のこと。 

 

・①（大学等の研究成果及び企業ニーズの適切な調査・収集・整理）について、各地域

に配置された科学技術コーディネータは大学の研究シーズ及び企業ニーズ調査を実施

し、上記の表に示すとおり標準的な水準を概ね上回る成果を上げた。 

・②（将来の実用化に有用な研究成果の抽出と、実用化に向けた育成試験の実施）につ

いて、各コーディネータは、収集・整理したシーズ・ニーズの中から育成試験課題候

補を選定し、成果活用促進会議等において議論の上、育成試験を実施した。育成試験

を通じて実用化・商品化を果たした成果の一例として、山形県におけるコメ粉 100%パ

ン「Love Rice」、北海道における「つるりん白豆」、神奈川県における「呼気複合セン

シングによる歯周病判定装置」等が挙げられる。 

・③（研究成果を実用化につなげるための体制整備）について、各地域は、地域の大学

や TLO 等との連携体制を確立した。その一例として、大阪府（大阪 TLO）や広島県（広

島 TLO）などの取り組みが挙げられる。 

・④（連携拠点機関を中心とした地域のコーディネート機能の強化）について、各自治
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体において、本事業で生まれた育成試験の成果を実用化につなげるべく独自のコーデ

ィネート事業を進める等、自治体の支援体制構築が確認できた。その一例として、福

岡県におけるマッチング・コーディネート事業が挙げられる。 

・上記目標の達成に資するため、機構は、新技術フォーラム等本事業の成果を発表する

会議や成果育成活用促進会議に出席し、事前評価や中間評価での指摘事項を反映して

事業が適切に運営され成果が上がっているかを確認し、必要に応じて都道府県や連携

拠点機関に対して今後の事業運営について助言した。 
 
 
中期計画

事業終了後の追跡調査を行なう等フォローアップを行い、地域研究開発促進拠点支援の

事業期間中に構築された成果を地域内で維持、発展につなげる。 

 

【中期目標期間実績】 

・追跡調査は、事業終了から 3 年を経た地域を対象として、事業終了後の地域の科学技

術基盤整備・運営状況について調査し、事後評価を補完するとともに、本事業に係る

評価と研究成果の展開に資することを目的として実施するものであり、平成 18 年度よ

り開始した。 

・調査は外部委託により実施した。各年度の実施状況は以下のとおりである。 

 

 H15 H16 H17 H18 

対象 （該当無し） （該当無し） （該当無し） 

平成 11 年度 

事業開始 

（平成 15 年度 

終了）地域 

追跡 

調査 

地域数 - - - 5 

 

・追跡調査の実施に先立ち、平成 16 年度において、機構の諸事業で実施されている追跡

調査の手法・内容について把握した上で、本事業における追跡調査の手法や内容を検

討するとともに、平成 17 年度においては、地域結集型共同研究事業の追跡調査を参考

にして、地域研究開発促進拠点支援事業の追跡調査の手法や内容を検討して決定し、

調査手法については地域振興事業評価委員会において報告を行った。 

・追跡調査に当たり、委託機関は各種文献調査のほか、各地域の科学技術コーディネー

タ、育成試験実施者、及び自治体、連携拠点機関にアンケート調査及び面談調査を実

施し、それらの結果を整理・分析し、報告書にとりまとめた。面談調査に際しては機

構職員も同席し事実関係の把握を行った。 

・追跡調査の結果、事業終了後の各地域において、地域内での成果の維持・発展につな
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げるための基盤整備・運営状況等についての取り組みが進められていることが確認さ

れ、当初の目的は概ね達成されたことを確認した。また、本事業を通じて、研究者や

技術者に対する技術移転への意識を向上し、研究機関からの技術移転活動の定着と実

用化・商品化を促進し、多くの優秀なコーディネータを育てたことについて、各地域

から高い評価の声があったことを確認した。半面、今後の課題として、本事業以外で

多くの研究機関等に配置されている各種コーディネータとの連携や、次世代コーディ

ネータ育成に向けた能力継承と人材育成、地域のコーディネータ基盤形成に向けた公

設試験研究機関への期待などが示された。 

・とくにコーディネータ活動に関する継続的な取り組み例として、愛知県では財団法人

科学技術交流財団が、福岡県では財団法人福岡県産業・科学技術振興財団が、大阪府

では大阪 TLO が、広島県では広島 TLO が、それぞれコーディネータ活動を継続して

進めていることが確認できた。 
 
 
中期計画

成果を有効活用するために、文部科学省及びその他関係行政機関等と有機的連携を行う。 

 

【中期目標期間実績】 

・他事業への橋渡し実績は以下の通りであり、着実に成果を上げた。 

 
事業終了年度 

成果実績 H15 H16 H17 H18 中期目標 
期間累計 

橋渡し件数（再掲） 

うち、 

文部科学省関係 

経済産業省関係 

その他省庁関係 

その他県単独事業等 

172 

 

87 

40 

7 

38 

96 

 

23 

40 

4 

29 

218 

 

78 

53 

11 

76 

- 

 

- 

- 

- 

- 

486 

 

188 

141 

22 

143 

 

・各地域が個別に開催する新技術フォーラムや成果発表会等、本事業の成果を発表する

会議に関係機関の参加を図り成果を示すことで有機的連携を図った。 

・TLO との協力・連携については、研究者や成果展開等の情報交換に関して、個人間の

連携に留まらず、コーディネータセミナーを共催したり TLO の会議に参加するなどし

て、組織レベルでも連携を行った。 

・このほか、以下のような取り組みを通じ、文部科学省及びその他関係行政機関等との

連携を積極的に行った。 
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年度 活動 概要 

平成 16 年度 第 1 回全国コーディ

ネータネットワーク

会議を共催 

コーディネータネットワーク会議が主催した

第 1 回全国コーディネータネットワーク会議

に、文部科学省・経済産業省等と共催として

参加し、コーディネータ等が事業の枠組みを

越えて連携して活動するためのネットワーク

構築推進を図った。 

平成 17 年度 

及び 

平成 18 年度 

知的・産業クラスタ

ーセミナーを協賛 

文部科学省及び経済産業省の主催による知

的・産業クラスターセミナーを協賛し、企業・

大学・地方自治体等が集まって産学官連携に

よるイノベーション創出、地域でのクラスタ

ー形成に関する情報交換を行い、成果の有効

活用のための情報共有を図った。 

平成 18 年度 「RSP 発技術シーズ

発表会」を開催 

本事業の成果のうち、大学等単独で研究して

いる事業化の可能性が高いシーズや、特許出

願中または権利を取得済みでユニークである

が日の目をみていないシーズ等の技術移転や

共同研究を促進するため、産学官連携マッチ

ングの場として「RSP 発技術シーズ発表会」

を開催した。 
 
 

中期計画

失敗事例、成功事例を分析し、ノウハウを共有化する。 

 

【中期目標期間実績】 

・平成 17 年度まで毎年度開催され、事業実施地域の全ての科学技術コーディネータが集

まって情報交流等を行う科学技術コーディネータ会議において、産学官連携の方策、

特許化支援や技術移転の方策等について事例紹介、意見交換を行い、議事録を機構の

ホームページで公開することで、問題意識やノウハウの共有化を図った。 

・科学技術コーディネータ会議は、研究成果活用プラザの科学技術コーディネータ、都

市エリア産学官連携促進事業のコーディネータ、産学官連携コーディネータ等の参加

も得て、事業の枠を越えて産学官連携の情報交換ができた。 

・科学技術コーディネータは、機構の実施する目利き人材育成プログラム研修に積極的

に参加し、技術移転に関するスキルアップを図った。 

・このほか、以下のような先駆的な取り組みにより、地域における研究開発及びその成
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果の展開等に係る知見、ノウハウの共有に積極的に取り組んだ。 

 

年度 活動 概要 

平成 16 年度

～ 

「産学官連携 

ジャーナル」刊行 

産学官連携分野に携わる方々に提言の場を提供し、

各自のノウハウを共有化し、円滑なコミュニケーシ

ョンを図るため、コーディネータ・ジャーナルを拡

大・発展させたオンラインによる「産学官連携ジャ

ーナル」を我が国で最初に平成 17 年 1 月 15 日創刊

し、創刊後、毎月発行し、刊行を軌道に乗せた。 

平成 16 年度 「産学官連携支援 

データベース」 

提供開始 

文部科学省、経済産業省、農林水産省、（独）工

業所有権情報・研修館、（独）新エネルギー・産

業技術総合開発機構、（社）発明協会、（財）日

本特許情報機構等と横断的な協力関係を築き、

コーディネータを含む産学官連携従事者、機関、

事業・制度を網羅的に収録し、コーディネータ・

データベースを拡大・発展させた「産学官連携

支援データベース」の提供を平成 17 年 1 月 28

日より開始し、情報・ノウハウの共有を図った。 

平成 16 年度 「産学官連携.jp」 

提供開始 

産学官連携従事者が有用な情報を効率的に入手

し、情報・ノウハウの共有ができるよう、我が

国における産学官連携情報へのワンストップ窓

口となるポータルサイト「産学官連携.jp」の提

供を平成 17 年 1 月 28 日より開始した。 

平成 17 年度 RSP事業ファイナル 

開催 

前年度まで毎年 1 回開催していた「科学技術コ

ーディネータ会議」を、「RSP 事業ファイナル

～コーディネート活動、過去から未来へ～」と

銘打って開催し、コーディネート活動を振り返

るとともに、今後のあり方について議論した。 

平成 18 年度 イノベーション 

コーディネータ 

フォーラム開催 

事業が終了した平成 18 年度も引き続き、文部科学

省後援のもと、機構主催によるイノベーションコ

ーディネータフォーラムを開催し、科学技術コー

ディネータ経験者を含む全国各地域の様々な機関

に所属・活動しているコーディネート人材間での

ネットワーク形成や情報・意見交換の促進、コー

ディネート人材全体のスキルアップ等に努めた。 
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（３）戦略的な国際科学技術協力の推進 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

  政府間合意等に基づく科学技術分野における重要課題のうち、文部科学省

が設定した課題に関する研究集会、共同研究等を行うことにより、国際研

究交流を促進するとともに、当該課題に係る具体的な成果を得る。 

<事業概要>  

戦略的国際科学技術協力推進事業は、政府間合意等に基づく科学技術分野における重要

分野のうち、今後両国で協力を進めることが特に重要であるとして文部科学省が設定した

国・分野について、機構と協力対象国の適切な機関が共同して両国の研究者の交流を積極

的に推進し、交流課題に係る具体的な成果を得ることを目的とするものである。 

 

<対象事業>  

戦略的国際科学技術協力推進事業 

 

 

中期計画

北米・欧州・アジア等で、機構のカウンターパートとなりうる主要な機関と、政府間合

意等に基づき文部科学省が新たに設定した課題に関する国際科学技術協力の推進のため

に必要な協力関係を構築する。 

 

【中期目標期間実績】 

文部科学省より示された以下の対象国及び事業実施分野について、各国機関との協議

の上、中期目標期間中に新たに 8 ヶ国のカウンターパート機関との間で募集時期、募集

方法等、具体的な合意を得るなど、各国との国際科学技術協力関係の構築を実現した。

また、今後の展開、研究集会の共催、推進分野等、課題の進捗状況について日常的に意

見を交換することで、継続的に協力関係の強化を図ることが出来た。 

(1) イギリス：「バイオナノテクノロジー」及び「構造ゲノミクス及びプロテオミクス」 

－平成 16 年度においてバイオテクノロジー・生物科学研究会議(BBSRC)との間

で「バイオナノテクノロジー」分野における協力を進めることで合意した。 

－平成 17 年度において、「構造ゲノミクス及びプロテオミクス」分野を追加す

ることで BBSRC との間で合意し、平成 18 年度も引き続き当該分野における

協力を推進することで合意した。 

(2) フランス：「コンピューターサイエンスを含む情報通信技術」 

－平成 17 年度において、国立科学研究センター(CNRS)との間で科学協力プロ

グラムに関する覚書を締結し、当該分野における協力を進めることで合意し、

平成 18 年度において、引き続き当該分野における協力を進めることで CNRS
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との間で合意した。 

(3) 中国：「環境保全及び環境低負荷型社会の構築のための科学技術」 

－平成 15 年度において、ワークショップで取り上げる課題及びその後の協力に

関して中国国家自然科学基金委員会(NSFC)との間で合意した。 

－平成 16 年度において、当該分野における協力を進めることで NSFC との間

で合意し、「大気環境関連技術」、「水環境関連技術」及び「自然エネルギー利

用に関する技術」に関する研究領域での協力を進めることで合意した。 

－平成 17 年度において、NSFC との間で科学協力プログラムに関する覚書を締

結し、引き続き当該分野における協力を進めるとともに、新たに「生活環境

の健康への影響」及び「環境に配慮した新エネルギー技術」に関する研究領

域での協力を進めることで合意した。 

－平成 18 年度において、引き続き当該分野における協力を進めるとともに、新

たに「流域圏の汚染・劣化に関する影響評価と対策技術」に関する研究領域

での協力を進めることで NSFC との間で合意した。  

(4) （中国・）韓国：「ライフサイエンス」 

－平成 15 年度において、当該分野における協力を進めることで韓国科学技術企

画評価院（KISTEP）との間で合意し、日本遺伝学研究所（NIG）、韓国生命

工学研究院（KRIBB）との協力のもとに、バイオインフォマティクスに関す

るトレーニングコースを実施することとした。平成 18 年度において、中国（上

海バイオインフォメーションテクノロジーセンター（SCBIT））を含めた 3 ヶ

国で協力することで合意した。 

(5) アメリカ：「安全・安心な社会に資する科学技術分野」 

－平成 16 年度において、当該分野における「重要情報基盤保護」に関する協力

を進めることで米国科学財団(NSF)との間で合意した。 

－平成 17 年度以降、引き続き当該分野における協力を推進することで NSF と

の間で合意した。 

(6) スウェーデン：「ライフサイエンスと他の分野を結合した複合領域」 

－平成 16 年度において、イノベーションシステム庁(VINNOVA)、スウェーデ

ン戦略研究財団(SSF)の間で協議を進め、平成 16 年 12 月に当該分野における

協力を進めることで合意し、書簡を交換した。 

－平成 17 年度以降についても、引き続き当該分野における協力を推進すること

で合意した。 

－VINNOVA、SSF と機構とは特に良好な関係を築いており、募集については、

共通の書式での募集、課題評価を行っており、VINNOVA の年報にも、機構

との協力推進が年度の成果事例として紹介されている。 
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(7) ドイツ: 「ナノエレクトロニクス」 

－在京ドイツ大使館及び DFG との間で協議を進め、機構とドイツ研究協会

(DFG)の間で平成 18 年 10 月に科学協力プログラムに関する覚書を締結し、

平成 19 年度から新たに戦略国際科学技術協力推進事業を基軸として当該分

野における協力を進めることで合意した。 

(8) インド：「情報通信技術と他の分野を結合した複合領域」 

－平成 17 年度以降、在京インド大使館及び科学技術省科学技術局(DST)との

間で協議を重ね、機構と DST の間で平成 18 年 12 月に国際科学技術協力プ

ログラムに関する覚書を締結し、平成 19 年度から新たに戦略国際科学技術

協力推進事業を基軸として協力を進めることで具体的な合意に至った。 

 

〔協力国、分野、文部科学省指示の時期、協力開始時期、カウンターパート機関〕 

国 分野 文部科学省通知 

カウンター

パート機関

との合意・協

力開始年度 

カウンターパート

機関 

「バイオナノテクノ

ロジー」 
平成16年10月22日 平成16年度 

イギリス 
「構造ゲノミクス及び

プロテオミクス」 
平成17年8月9日 平成17年度 

バイオテクノロジ

ー・生物科学研究会

議(BBSRC) 

フランス 
「コンピューターサイエ

ンスを含む情報通信技術」 
平成17年8月9日 平成17年度 

国立科学研究セン

ター(CNRS) 

中国 

「環境保全及び環境低

負荷型社会の構築のた

めの科学技術」 

平成15年12月15日 平成15年度 

中国国家自然科学

基金委員会(NSFC) 

(・中国)

韓国 

「ライフサイエンス」 
平成15年12月15日 平成15年度 

韓国科学技術企画

評価院（KISTEP） 

アメリカ 
「安全・安心な社会に

資する科学技術分野」 
平成15年12月15日 平成16年度 

米国科学財団(NSF) 

スウェー

デン 

「ライフサイエンスと

他の分野を結合した複

合領域」 

平成16年10月22日 平成16年度 

イノベーションシ

ステム庁

(VINNOVA) 

ドイツ 
「ナノエレクトロニク

ス」 
平成18年10月13日 平成18年度 

ドイツ研究協会

(DFG) 

インド 
「情報通信技術と他の分

野を結合した複合領域」 
平成17年10月28日 平成18年度 

科学技術省科学技

術局(DST) 
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中期計画

当該課題に関して、カウンターパートの外国機関と連携して、内外の優れた研究者のチ

ームによる比較的小型の共同研究等を推進するとともに、個別の研究領域を対象とした

研究集会を開催する。 

 

【中期目標期間実績】 

以下の 7 ヶ国について、カウンターパートの外国機関との合意内容に基づき、合計 70 課題

の国際研究交流活動を開始し、中期目標期間において着実に推進することができた。機構は、

相手国側カウンターパート機関と緊密に連携して、研究集会の開催及び公募等を行い、外部

有識者による公正なる評価のもとに双方で合意した課題につき選定し、支援を実施した。選

定において（１）制度の主旨及び対象分野への適合性、（２） 研究代表者の適格性、（３）実

施体制、規模等計画の妥当性、（４） 研究交流の有効性で、特に相手国との活発な研究交流

が行われるか、当該分野の新しい知の創造による画期的な科学技術の進展または新分野が開

拓できるか、相手国との研究交流において中心的役割を果たし得る研究者が育成できるか、

当該事業を対象とした相手国との研究交流の持続的な発展が可能か等を基準として評価を行

った。機構は日本側研究者を支援し、相手国側研究者の支援はカウンターパート機関が実施

した。当該国・分野において比較的小規模な共同研究を実施し、人的交流を主とする国際研

究交流活動を着実に推進した。各研究交流課題の進捗状況については、年度計画が適切に実

施されたことを確認したほか、中期目標期間中、海外へ派遣した日本側研究者の交流実績は

5123 人･日、日本へ受け入れた外国側の研究者の交流実績が 1630 人・日と、活発で質の高い

国際研究交流を進めることができた。人的交流のほか、論文、学会発表、特許等が成果とし

て報告されており、各研究課題の実施の推進に伴い、成果が出つつあることがみとめられる。 

(1) イギリス： 

－平成 16 年度において、「バイオナノテクノロジー」分野において 9 件の研

究交流課題を開始し、推進した(平成 19 年度まで)。 

－平成 17 年度において、「バイオナノテクノロジー、構造ゲノミクス及びプロテオ

ミクス」分野における 5 件の研究交流課題を開始、推進した(平成 20 年度まで)。 

－平成 18 年度において、前年度に引き続き「バイオナノテクノロジー、構造

ゲノミクス及びプロテオミクス」分野において 5 件の研究交流課題を開始、

推進した(平成 21 年度まで)。 

－また、研究交流課題間の交流も進展し、複数の研究交流課題の研究者によ

る合同ワークショップが開催された（平成 16 年 6 月及び平成 18 年 12 月）。 

(2) フランス： 

－平成 17 年度において、「コンピューターサイエンスを含む情報通信技術」

分野における 5 件の研究交流課題を開始、推進した(平成 20 年度まで)。 

－平成 18 年度において、前年度に引き続き「コンピューターサイエンスを含
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む情報通信技術」分野における 5 件の研究交流課題を開始し、推進した(平

成 21 年度まで)。 

(3) 中国： 

－平成 15 年度において、NSFC との共催により、平成 16 年 2 月 19～20 日に中

国・武漢において「環境保全及び環境低負荷型社会の構築のための科学技術(大

気環境関連技術、水環境関連技術、自然エネルギー利用に関する技術)」分野

に関するワークショップを開催した。日中両国の約 40 名の研究者が今後実施

すべき協力について討論した。本ワークショップの結果を基に、提案を募集し

平成 16年において 8件の研究交流課題を開始し、推進した(平成 19年度まで)。 

－平成 17 年度において、「環境保全及び環境低負荷型社会の構築のための科

学技術(生活環境の健康への影響、環境に配慮した新エネルギー技術)」分野

における 5 件の研究交流課題を開始し、推進した(平成 20 年度まで)。また、

NSFC との共催により、平成 17 年 5 月 31～6 月 1 日に東京において当該分

野に関するワークショップを開催した。 

－平成 18 年度において、「環境保全及び環境低負荷型社会の構築のための科

学技術(流域圏の汚染・劣化に関する影響評価と対策技術)」分野における 5

件の研究交流課題を開始、推進した(平成 21 年度まで)。また、NSFC との

共催により、平成 18 年 5 月に北京市において当該分野に関するワークショ

ップを開催した。 

－本交流では、研究交流課題間の研究者との間で交流が進展し、ワークショ

ップが開催された。 

－以上の活動を通じて、日本側研究者より、本研究交流によって日中共同研

究の基盤整備が進んだとの意見が寄せられており、長期的な支援を望む声

も多い。また、NSFC も本研究交流を高く評価しており、さらに拡充してい

きたいとの意向を示している。 

(4) （中国・）韓国： 

－機構と韓国側のカウンターパート機関（KISTEP、KRIBB、NIG）が協力し、

平成 16 年 3 月(静岡県三島市)、平成 17 年 3 月(韓国テジョン市)、平成 18 年 3

月(静岡県三島市)に「日中バイオインフォマティックストレーニングコース」

を、平成 19 年 3 月(中国上海市)には新たに中国（SCBIT）との枠組みを開始

し、「日中韓バイオインフォマティックストレーニングコース」を開催した。 

(5) アメリカ： 

－平成 15 年度において、国務省等の米国政府機関と連携し、文部科学省との共

催により、平成 16 年 2 月 12～13 日に東京において「安全・安心な社会に資す

る科学技術」に関する第 1 回ワークショップを開催し、両国の協力の枠組み、

5 つの共通関分野（｢感染症及び農業と食の安全｣他）について議論した。 
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－平成 16 年度において、本ワークショップにおける議論を踏まえて、文部科

学省、NSF、米国国土安全保障省(DHS)との共催により、平成 16 年 9 月 28

日～29 日にワシントン D.C.において「重要情報基盤保護(CIIP)」に関する

第 1 回ワークショップを開催し、「安全・安心な社会に資する科学技術」分

野において 5 件の研究交流課題を開始、推進した。 

－平成 17 年度においては、6 月 26 日～27 日に東京において「重要情報保護

（CIIP）」に関する第 2 回ワークショップを NSF 等と共催し、平成 16 年度

から実施している研究交流課題の報告と新規選定課題に関する発表、意見

交換を実施し、「安全・安心な社会に資する科学技術」分野における 4 件の

研究交流課題を開始、推進した。 

－平成 18 年度において、前年度に引き続き「安全・安心な社会に資する科学

技術」分野において 3 件の研究交流課題を開始、推進した。 

(6) スウェーデン： 

－平成 17 年度において、「ライフサイエンスと他の分野を結合した複合領域」

分野における 5 件の研究交流課題を開始、推進した(平成 18 年度まで)。 

－平成 18 年度において、前年度に引き続き「ライフサイエンスと他の分野を

結合した複合領域」分野における 5 件の研究交流課題を開始、推進した(平

成 19 年度まで)。 

(7) ドイツ： 

－平成 18 年度において、DFG との共催により、平成 18 年 10 月 30 日に東京

において「ナノエレクトロニクス」分野に関するワークショップを開催し

た。参加した日本側研究者 13 名へアンケートを実施した結果、回答のあっ

た日本人研究者 12 名より日独の枠組みで共同研究を進めたいという回答を

得、DFG と協議の上、平成 18 年 3 月より同分野において公募を開始した。 

 

【支援実績】(件) 

 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

国 新規 新規 継続 合計 新規 継続 合計 

イギリス  9 5 9 14 5 14 19 

フランス  0 5 0 5 5 5 10 

中国  8 5 8 13 5 13 18 

(中国・)韓国  1 0 1 1 0 1 1 

アメリカ  5 4 5 9 3 9 12 

スウェーデン  0 5 0 5 5 5 10 

  合計 23 24 23 47 23 47 70 
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     【交流実績】(人・日) 

 日本→海外 海外→日本 

国 
平成 
16 
年度 

平成 
17 
年度 

平成 
18 
年度 

合計 
平成 
16 
年度 

平成

17 
年度 

平成 
18 
年度 

合計 

イギリス 21 540 857 1,418 41 57 198 296 

フランス - 22 415 437 - 56 278 334 

中国 170 325 764 1,259 20 212 368 600 

アメリカ 121 339 337 797 0 7 157 164 

ス ウ ェ ー

デン 
- 221 311 532 - 24 98 122 

  合計 312 1,447 2,684 4,443 61 356 1,099 1,516 

※スウェーデン側カウンターパートと最終報告書様式について協議中のため、平成 18 年

度で研究交流が終了するスウェーデンとの 5 課題については、未集計。 

 

【研究交流による論文発表件数、学会発表件数、特許出願件数】（件） 

 論文発表件数 学会発表件数 特許出願件数 
 

国 
平成 
16 
年度 

平成 
17 
年度 

平成 
18 
年度 

合計 
平成 
16 
年度 

平成 
17 
年度 

平成 
18 
年度 

合計 
平成 
16 
年度 

平成 
17 
年度 

平成 
18 
年度 

合計 

イギリス 10 65 47 122 7 190 172 369 0 0 2 2 

フランス - 0 24 24 - 4 13 17 - 0 0 0 

中国 21 31 52 104 29 69 52 150 0 2 2 4 

アメリカ 0 7 47 54 11 34 27 72 0 0 0 0 

スウェーデン - 18 13 31 - 46 43 89 - 0 0 0 

  合計 31 121 183 335 47 343 307 697 0 2 4 6 

※スウェーデン側カウンターパートと最終報告書様式について協議中のため、平成 18 年

度で研究交流が終了するスウェーデンとの 5 課題については、未集計。 

 

【日（中）韓バイオインフォマッティクストレーニングコース参加人数】（人） 

年度 平成 15 年度

（日韓） 

平成 16 年度

（日韓） 

平成 17 年度

（日韓） 

平成 18 年度

（日中韓） 

受講者数 

講師数 

受講者 15 名 

講師 7 名 

受講者 15名、

講師 10 名 

受講者 15名、

講師 12 名 

受講者 14 名

講師 10 名 
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中期計画

中期目標期間中に北米・欧州・アジア等の国・地域と政府間の合意事項を着実に実施する。 

 

【中期目標期間実績】 

文部科学省が本事業により実施することが適当と判断した国際研究交流案件（個別課

題）に関し、併せて以下の研究交流の支援を着実に実施した。 

(1) 平成 16 年 9 月 1 日～3 日、ザグレブ大学にて行われた日本-クロアチア科学技術

交流ワークショップを文部科学省と共同開催した。 

(2) 平成 16 年 10 月 28 日～11 月 7 日、南アフリカ国共和国・ミッドランドにおいて

｢南アフリカ・イノベーション・科学技術フェア｣に出展し、参加した。 

(3) 中国・韓国と我が国との政府間協議に基づいて、本事業により実施することが

適当と判断された 4 課題について、平成 16 年度に支援を開始し、推進した(平成

19 年度まで)。 

(4) 南アフリカ共和国と我が国との政府間協議に基づいて、本事業により実施する

ことが適当と判断された「植物バイオテクノロジー」分野について、平成 17 年

度１月より 1 課題の研究交流を開始、推進した(平成 19 年度まで)。 

 

【交流実績】(人・日) 

 日本→海外 海外→日本 

国 平成 16 

年度 

平成 17 

年度 

平成 18 

年度 

合

計 

平成 16 

年度 

平成 17 

年度 

平成 18 

年度 
合計 

中国・韓国 54 311 308 673 2 56 28 86 

南アフリカ - 0 7 7 - 0 28 28 

  合計 54 311 315 680 2 56 56 114 

 

【研究交流による論文発表件数、学会発表件数、特許出願件数】（件） 

 論文発表件数 学会発表件数 特許出願件数 
 

国 平成

16 
年度 

平成

17 
年度 

平成

18 
年度 

合計 
平成

16 
年度 

平成

17 
年度 

平成

18 
年度 

合計 
平成

16 
年度 

平成

17 
年度 

平成

18 
年度 

合計 

中国・韓国 7 10 9 26 3 15 13 31 0 0 0 0 

南アフリカ - 0 4 4 - 0 4 4 - 0 0 0 

合計 7 10 13 30 3 15 17 35 0 0 0 0 
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（４）国際シンポジウムの開催、外国人研究者宿舎の運営等 

 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

 科学技術分野における国際交流を促進するために、国際シンポジウムの

開催等を通じた内外への情報発信、高い入居率の維持等による外国人研究

者宿舎の効率的な運営、海外の関係機関との連絡・情報収集体制を充実さ

せる。 

 

<事業概要>  

国際科学技術協力基盤整備推進事業は、科学技術分野における国際交流の推進を目的と

し、(1) 国際シンポジウム開催等を通じた内外への情報発信、(2) 海外事務所等の運営によ

る海外の関係機関との連絡・情報収集体制の充実、(3) 高い入居率の維持等による外国人研

究者宿舎の効率的な運営を実施するものである。 

 

<対象事業> 

国際科学技術協力基盤整備事業 

①国際シンポジウム（北京シンポジウム、日米工学先端シンポジウム、平成 16 年度

ICORP 国際ワークショップ、アジア・太平洋マネジメントセ

ミナー、アジア科学技術フォーラム、セミナー） 

②海外事務所の運営 

③外国人研究者宿舎の運営） 
 

 

中期計画

海外への情報発信のためのシンポジウムの開催等 3 回／年  

 

【中期目標期間実績】 

中期目標期間中において、毎年 3 回以上のシンポジウムを開催することができた。機

構は、外部有識者等による推進委員会を開催する等し、各シンポジウムの基本的な方針

（分野、テーマ、参加機関等）を決定の上、各シンポジウムを開催した。 

 (1) 北京シンポジウム 

平成 15 年度に「科学技術と環境」をテーマに実施した北京シンポジウムに

おいては、中国から科学技術部、科学院等、日本側から文部科学省、研究開発

戦略センター等の参加を得、行政官及び研究者による情報・意見交換の場を形

成し、国際交流を推進し、戦略的国際科学技術協力推進事業における協力分野

｢環境保全及び環境低負荷型社会の構築のための科学技術｣への共通認識が得

られた。 

 - 180 - 
- 180 -



 

 

シンポジウム・テーマ 日付 場所 参加者人数 

北京シンポジウム・科学技術と環境 平成 15 年 11 月 11 日 中国・北京 186名(内発表者数14名) 

 

(2) 日米先端工学シンポジウム 

平成 15 年度から毎年度実施している日米先端工学シンポジウムにおいては、日

米両国の企業・大学・公的研究機関等から先端工学分野で研究を実施している若

手研究者を選考し、異なる 4 分野の最先端の研究開発や諸問題について、参加者

の専門領域外の分野にも目を向け、多様な観点から活発な討論が行われた。日本

側参加者へ実施しているアンケートでは、｢今後の研究に役立つ｣、｢自己の研究の

見直しの機会となった｣等良好な反応を得たほか、両国参加者へのアンケート実施

についても有用性を支持する回答を得た。平成 18 年度に行われた第 6 回シンポジ

ウムでは、通常のシンポジウムに加え、初めての試みとして、｢フレキシブルエレ

クトロニクス｣、｢ヒューマノイドロボット｣等、5 つの特定のテーマについて、そ

れぞれの研究が社会に与えるポジティブな側面や研究者の立場から注意すべき点

をあげてもらったうえで｢社会へのメッセージ｣を提言としてまとめる等、有効な

成果が得られた。提言については、J-STAGE に搭載して広く機構内外に周知した。 

 

シンポジウム・セッションテーマ 日付 場所 参加者人数 

第 3 回日米先端シンポジウム・｢土木国

学｣、｢エネルギーシステム｣、｢生物工学｣、

｢情報技術｣ 

平成 15 年 11

月 20～22 日 

アメリカ・ 

カリフォル

ニア州 

日本側：34 名 

米国側：30 名 

第 4 回日米先端シンポジウム・｢生物医学

機器・装置｣、｢高齢者のための IT｣、｢光

通信｣、｢水素エネルギー｣ 

平成 16 年 11

月 4～6 日 
京都 

日本側：29 名 

米国側 30 名 

第 5 回日米先端シンポジウム・｢人型ロボ

ット｣、｢純水技術｣、｢半導体の研究と開

発｣、｢病原菌の検出と排除｣ 

平成 17 年 11

月 3～5 日 

アメリカ・ 

カリフォル

ニア州 

日本側：29 名 

米国側 30 名 

第 6 回日米先端シンポジウム・｢サイバー

セキュリティ｣、｢バイオメカトロニクス｣、

｢システムバイオロジー｣、｢有機エレクト

ロニクス｣、｢社会へのメッセージ｣ 

平成 18 年 11

月 9～11 日 
つくば市 

日本側：31 名 

米国側 29 名 
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(3) ICORP 国際ワークショップ 

平成 16 年度に実施した ICORP 国際ワークショップにおいては、｢ICORP の

過去、現在、未来｣をテーマとし、継続・終了プロジェクトに関して代表研究

者等が自己評価、現状認識について発表し、多様な研究分野を代表する研究者

等による国際研究交流の有効かつ円滑な進展に資する場を提供した。 

 

シンポジウム・テーマ 日付 場所 参加者人数 

ICORP 国際ワークショップ・

｢ICORP の過去、現在、未来｣ 
平成 16 年 11 月 17 日 京都 

代表研究者等計 30 名 

(日本側 15 名、外国側 15 名） 

 

(4) アジア・太平洋マネジメントセミナー 

平成 15 年度に「戦略的研究開発プログラム」をテーマとして実施した第 9 回

アジア・太平洋マネジメントセミナーにおいては、「能力開発」、「中小企業支援」、

「マネージメントサイクルの各段階間に生じるギャップの解消法」、「パートナー

シップ」、「市場化」などが議論された。平成 16 年度に「アジア・太平洋地域の

発展のための地域イノベーション政策」をテーマとして実施した第 10 回アジ

ア・太平洋マネジメントセミナーにおいては、政府の先端科学技術政策、地域開

発とその背景、米国シリコンバレーとアジア諸国との連携などが紹介された。 

 

シンポジウム・テーマ 日付 場所 参加者人数 

第 9 回アジア・太平洋科学技術マ

ネジメントセミナー・「戦略的研

究開発プログラム」 

平成 16 年 3 月 17～19 日 東京 

11 ヶ国、 

１地域、 

33 名 

第 10 回アジア・太平洋科学技術

マネジメントセミナー・「アジ

ア・太平洋地域の発展のための地

域イノベーション政策」 

平成 16 年 12 月 14～16 日 台湾・台北 

13 ヶ国、 

1 地域、 

39 名 

 

(5) アジア科学技術フォーラム、セミナー 

－科学技術振興調整費の課題「アジアにおける科学技術の振興と成果の活用」を受託し、

平成 17、18 年度に我が国の国際的リーダーシップの確保とアジア諸国等とのパート

ナーシップ強化を目的として、アジア科学技術フォーラム、セミナーを開催した。第

1回フォーラムでは｢アジアの持続的発展に資する科学技術政策のあり方｣、｢アジアの

持続的発展に資する環境・エネルギー分野の研究開発｣、｢自然災害と社会、開発、そ

して科学技術｣の３分科会を設け、第 2 回フォーラムでは更に「アジアの持続的発展

に資する感染症対策 -二国間・多国間協力及びネットワークの構築」分科会を追加し、
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各テーマにおける相互認識、問題点、アジアの科学技術レベルの向上策、重点化政策

等について、わが国及びアジア諸国からトップレベルの研究者、政策担当者、有識者

を招き、一般からの参加者も得て、活発な発表・意見交換を行った。 

－フォーラム開催後に得たアンケート調査では、｢シンポジウムが有意義であっ

た｣と答えた回答者は、第 1 回で 94%、第 2 回では 97%に上った。平成 17、18

年度の成果をもとに平成 19 年度に最終的な提言を行う予定である。 

－また、フォーラムのテーマをもとに、より実務レベルで議論を深めるため、アジア

科学技術セミナーを下記の通り実施した。平成 17 年度にタイにおいて「知的財産」

をテーマとして実施したセミナーでは、「アジアに適した知的財産権制度及び知的財

産権利用のための実施体制」の構築を目指すべき、との提言をアジア各国に対して

行った。また、同年度にマレーシアにおいて｢生態系の保全と利用｣をテーマとして

実施したセミナーでは、アジア各国が共同で研究開発を推進すべき課題の内容と具

体策について議論を行い、アセスメント技術、利用技術と、サービス支持技術の具

体例が提案された。平成 18 年度にインドネシアにおいて「バイオマス」をテーマと

して実施したセミナーでは、再生可能エネルギー、特にバイオマスエネルギーを利

用していく上での問題点について議論し、研究者・政策担当者間での問題点の共有

化を図った。また、同年度にモンゴルにおいて｢モンゴルにおける地震災害低減のた

めの研究と実践｣をテーマとして実施したセミナーでは地震災害低減のための研究

と実践について、モンゴル政府高官も交えて意見交換を行った。 

 

シンポジウム・テーマ 日付 場所 参加者人数 

第 1 回アジア科学技術フォーラム・｢政

策｣、｢エネルギー｣、｢自然災害｣ 

平成 17 年 9

月 9 日 
東京 

300 名（8 カ国より政

策担当者、大臣級等

12 名を招へい） 

第 2 回アジア科学技術フォーラム・｢政

策｣、｢エネルギー｣、｢自然災害｣、｢感

染症｣ 

平成 18 年 9

月 8 日 
東京 

209 名（8 カ国より政

策担当者、大臣級等

17 名を招へい） 

アジア科学技術セミナー・｢生態系の保

全と利用｣ 

平成 18 年 3

月11～13日 

マレーシア・ 

ペナン 

9 カ国 35 名（内発表

者数 24 名） 

アジア科学技術セミナー・｢知的財産｣ 
平成 18 年 3

月19～21日 
タイ・バンコク 

13 カ国・地域 40 名

（内発表者数23 名） 

アジア科学技術セミナー・｢モンゴルにお

ける地震災害低減のための研究と実践｣ 

平成 19 年 3

月 6～8 日 

モンゴル・ 

ウランバートル 

6 カ国 130 名（内発

表者数 25 名） 

アジア科学技術セミナー・｢再生可能エ

ネルギー、特にバイオマスエネルギー

について｣ 

平成 19 年 3

月 8～9 日 

インドネシア・ 

ジャカルタ 

5 カ国 40 名（内発表

者数 21 名） 
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中期計画

シンポジウム、セミナーで得られた情報については、基礎研究推進事業をはじめ、他の

事業でも活用できるよう情報提供する。 

 

【中期目標期間実績】 

 (1) 北京シンポジウム 

平成 15 年度に「科学技術と環境」をテーマに実施した北京シンポジウムで得

られた情報、成果については、シンポジウム報告書として取り纏め、機構の機

構情報事業本部の運営する電子ジャーナルシステムである J-STAGE に登載し、

内外への情報提供を行った。 

(2) 日米先端工学シンポジウム 

日米先端工学シンポジウムにおいて得られた情報については、機構のホーム

ページより広く広報したほか、シンポジウムの会議録について、発表の概要が

専門外の研究者にも理解できるよう分かりやすく作成し、J-STAGEに登載した。

また、質疑応答等も詳細に記載することにより、シンポジウムに直接参加しな

い研究者にも異分野への関心を高める効果があるように配慮した。今後も高い

レベルの異分野研究国流を実施していく。 

(3) ICORP 国際ワークショップ 

平成 16 年度に行われた「ICORP の過去、現在、未来」をテーマにした ICORP

ワーショップでは、戦略的創造事業本部の参加を得、基礎研究推進事業の戦略

策定・事業運営に活用できる情報提供を行った。 

(4) アジア・太平洋マネジメントセミナー 

平成 15 年度、平成 16 年度に行われた第 9 回及び第 10 回アジア・太平洋マネジ

メントセミナーの結果については、機構ホームページへ掲載したほか、J-STAGE

へ報告書、発表資料等を搭載し、他の事業でも活用できるよう情報提供した。 

(5) アジア科学技術フォーラム、セミナー 

平成 17 年より実施しているアジア科学技術フォーラム、セミナーの結果につ

いては、機構ホームページへ掲載し、他の事業でも活用できるよう情報提供した。 

 

中期計画

海外事務所等を拠点とし、海外との連絡調整、情報収集活動を行う。 

 

【中期目標期間実績】 

ワシントン、パリ、ブリュッセル、マレーシア及び北京の各海外事務所を拠点とし、

海外関係機関等との連絡調整、科学技術に関する情報収集活動、機構の諸事業の海外展

開の支援等を実施し、もって機構並びにわが国の国際的な科学技術協力の強化に貢献す
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ることができた。情報収集にあたっては、海外情勢をにらみ機動的に対応していく必要  

があり、特に研究開発戦略センター（CRDS）の政策動向調査分析業務の支援や米国科学

財団（ＮＳＦ）等資源配分機関との関係を密にする必要があることから、平成１６年度

にワシントン事務所を開設した。なお、ブリュッセル事務所については、海外事務所の

戦略的な見直しを図るために、平成 18 年 12 月をもって閉鎖し、フランス、ドイツ等 EU

加盟諸国を担当地域とするパリ事務所に機能を集約することとした。 

(1) 海外事務所の担当する国・地域における研究開発動向及び政策動向等の情報収 集・分

析、及びこれらの情報・分析結果等の本部への迅速な報告、並びに本部が直接行う調査

の支援等の業務を実施した。CRDS による諸外国の研究開発動向及び研究開発に関する

政策動向の情報収集・分析・調査を支援し、機構の研究開発戦略の立案機能の強化に貢

献した。また、得られた情報は積極的に対外発信され、機構ホームページより、「海外

事務所レポート」として公開するなど有効に活用された。平成 19 年 1 月以降は、さら

に、各事務所より科学技術関連の情報を収集し、機構が無料で提供する科学技術ポータ

ルサイト｢サイエンス・ポータル｣から｢海外デイリーフラッシュニュース｣として毎日、

日本語で配信し、研究者、政策担当者等により活用されるよう提供した。 

－CRDS による「アジア地域の経済発展と環境保全の両立のための研究開発」

に関する G-Tec 現地調査（中国、マレーシア、インドネシア）の受入準備、

現地機関との連絡調整等を実施した。（平成 17 年度） 

－CRDS による「免疫系の制御機能を活用した重要疾患の克服」に関する

G-Tec（アメリカ）現地調査の受入の準備、現地機関との調整等を実施した。

（平成 17 年度） 

－アメリカ、フランス、欧州連合、東南アジア諸国、中国等の担当国・地域に関

する情報収集、分析を行い、機構内外に情報提供を行った。（平成 15～18 年度） 

－各種の国際会議、シンポジウム、ワークショップ等に積極的に参加し、科学技術

の情報収集に努めるとともに、機構内外に情報提供を行った。（平成 15～18 年度） 

・ STS フォーラム準備会合 

・ 灰色文献国際会議プログラム委員会 

・ OECD グローバルサイエンスフォーラム 

・ 日中セミナー 

・ 欧州研究会議（ERC）発足記念会合 

(2) 戦略的国際科学技術協力推進事業を円滑かつ効率的に実施するため、海外事務所

の担当する国・地域における相手側機関等との連絡調整、及び現地における交渉

の支援を行った。 

－中国、アメリカ、フランス等において、相手国カウンターパート機関と戦

略的国際科学技術協力推進事業に係る連絡調整、協議、交渉を行い、本部の

支援を実施した。 
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(3) 機構の諸事業（新技術の創出に資する研究、科学技術情報の流通促進、研究開発

交流支援及び科学技術の理解増進等）を円滑かつ効率的に実施するため、海外事

務所の担当する国・地域における情報収集、相手側機関・研究者等との連絡調整、

本部が行う調査・交渉等の支援を実施した。主要な実績は以下のとおりである。 

－東南アジア科学技術情報流通促進（CO-EXIST-SEA）事業に関し、東南アジ

ア各国関係機関及び参加者との交渉、連絡調整等、開催支援を行った。 

－日米先端工学(JAFoE)シンポジウムに係る連絡調整、開催支援等を行った。 

－アメリカ、フランス、中国等と国際共同研究事業（ICORP）、SORST 事業等

に係る連絡調整及び支援を実施した。 

－アメリカ NIH とプログラムオフィサー研修実施に係る連絡調整、開催支援

等を行った。 

－日本科学未来館のアジア展企画に係る海外機関との連絡調整、支援を行った。 

－理解増進事業に係る国際映像祭参加に関する連絡調整、支援を行った。 

－情報事業に係る中国側カウンターパート機関である中国科学技術信息研究

所との連絡調整、支援を行った。 

(4) 海外事務所の担当する国・地域における機構の業務及び活動に関する広報を実施した。 

－各事務所の専用ホームページを開設したほか、事務所毎に現地向けパンフ

レットの整備を進め、対外的な広報、情報提供を積極的に推進した。 

－各事務所の専用ホームページにおいて「Science Links Japan」の紹介や、

CO-EXIST-SEA 事業成果のコンテンツを掲載した。 

 

これらの業務を通じ、海外主要関連機関や研究開発人材等との協力関係の構築、ネット

ワーク形成等海外との研究交流・協力促進に大きくに貢献した。 
 
 
中期計画

外国人研究者宿舎の入居率 80％以上とする。 

 

【中期目標期間実績】 

・機構が所有する外国人研究者宿舎施設について（二の宮ハウス 184 室、竹園ハウス 36

室）、宿舎の安定的な経営に配慮しつつ、外国人研究者に良好な住環境を提供するとと

もに、研究者の家族のケア、語学研修等のきめ細かい生活支援サービスを提供し、適

切に事業を実施した。 

・中期目標期間中の入居率は以下のとおり、平成 15、16 年度においては計画を上回った

が、平成 17、18 年度においては下回った。通期においては、80.1%と目標を超える入

居率を達成した。 
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〔内訳〕                        （％） 

 入居率 竹園ハウス 二の宮ハウス 

平成 15 年度下期 88.6 96.4 87.1 

平成 16 年度通期 83.9 87.2 83.3 

平成 17 年度通期 76.1 86.7 74.0 

平成 18 年度通期 76.2 81.0 75.3 

平成 15～18 年度 80.1 86.4 78.7 

        

・16 年度以前はつくば地区の公的研究機関・大学等に対する広報活動を年数回の訪問し

か実施していなかったが、入居率が低下した平成 17、18 年度においては、広報活動を

積極的に行い、それぞれ 29 件、45 件の訪問を行った。 

・また、入居者の満足度を向上させるため、平成 18 年 8 月に入居者一斉アンケートを実

施し、その結果を受けて、無料インターネットの整備、衣服用乾燥機の設置など、居

住環境の改善を行った。また、退去者へのアンケートを実施した結果、約 95%の退去

者が「機会があればまた入居したい」と回答し、高い満足度を得た。 

・更に、平成 18 年度に外国人研究者宿舎の運営委託業者を総合評価落札方式により選定

し、平成 19 年度以降の管理コスト削減につとめた。また、宿舎運営業者との契約にあ

たって、入居率の増減に伴うインセンティブあるいはペナルティ付与の仕組みを導入

し、引き続き高い入居率、満足度の維持に努めた。 

 

以上のことから、外国人研究者が安心してわが国で研究に専念できる環境を整え、国際

研究交流の基盤整備を図ることができた。 
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（５）異分野交流の推進 

 

 

 

［中期目標］ 

異なる研究分野、組織の研究者が連携・融合する契機となる場を提供し、

研究者による自由な意見交換を通じて研究者間の交流を促進することを通

し、研究者の新たな研究領域創出を支援する。 

<事業概要> 

異分野研究者交流促進事業は、異なる研究分野、組織の研究者が連携・融合する契機と

なる場を提供し、研究者による自由な意見交換を通じて研究者間の交流を促進することを

通し、研究者の新たな研究領域創出を支援するものである。なお、本事業は平成16年度に

終了している。 

 

<対象事業> 

異分野研究者交流促進事業 

 

 

中期計画

自然科学のみならず、人文・社会科学も含む異なる研究分野、組織の研究者の交流の場

を提供するため、有識者を含む委員会において機構が実施するにふさわしいテーマ、コ

ーディネータを選定後、コーディネータを中心にフォーラムを開催する。フォーラム参

加人数は50人/回程度とする。【平成14年度：50人/回】 

 

【中期目標期間実績】 

・研究分野や所属機関の異なる研究者に、自由な意見交換の中から、自らの研究のヒン

トや新たな協力関係の契機を得、さらには既存の学説にとらわれない新しい発想や概

念の創出に向けた手がかりを得る「場」提供し、支援することを狙いとして、15年度

下期4テーマ、16年度4テーマについて、フォーラムを開催した（表1参照）。参加者は

テーマについて各々の専門を背景に異なる視点で討論しうるよう、異なる分野・組織

の研究者等で構成した。 

・開催にあたっては、外部有識者からなる異分野研究者交流フォーラム企画委員会（委

員長：池上 徹彦 会津大学学長）において、機構が実施するにふさわしいテーマ、フ

ォーラムの枠組みや核となる研究者の構成等を検討するコーディネータを選定し、そ

のコーディネータが中心となり、コーディネータが組織した実行委員会が運営した。 
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（表1）フォーラム開催実績（H15～H16） 

H15 テーマ 参加人数 

1 
数理の世界 63名(うち海

外招聘1名) 

2 
無駄の効用 ―揺らぎと遊び― 57名(うち海

外招聘1名) 

3 
ゲノムケミストリーに基づく総合的遺伝子診断・治療法の新技術創

出 

52名(うち海

外招聘1名) 

4 進化生物学は人間観を変えるか？： 人文社会系諸学と進化生物学との対話 31名 

H16 テーマ 参加人数 

1 生態学と経済学の融合：人間活動と生態系のより包括的な把握をめざして 56名 

2 
顕微・計測科学のフロンティア―原子・分子からDNA・タンパク・

細胞まで― 

58名 

3 
データベースは未来を予測できるか―汎用的失敗知識データベー

スと専門的安全データベース― 

51名 

4 生物の学習と機械の学習から一般的「知能」の概念に迫る 50名 
 

 

中期計画

フォーラムの議論の中から、さらに討論を深めることにより新たな研究領域の創出が期

待される内容に絞り、ワークショップを開催する。ワークショップ参加人数は20人/回程

度とする。【平成14年度：30人/回】 

 

【中期目標期間実績】 

平成15年度にフォーラムを開催した4テーマについて、さらに討論を深めることにより

新たな研究領域の創出が期待される内容に絞り、ワークショップを開催した（表2参照）。

参加者はテーマについて各々の専門を背景に異なる視点で討論しうるよう、異なる分

野・組織の研究者等で構成した。 

 

（表2）ワークショップ開催実績（H16） 

H16 テーマ 参加人数 

1 数理と芸術の融合（fusion） 25名 

2 揺らぎと生命 23名 

3 ゲノムケミストリーの基礎研究からバイオ計測機器実用化への

異分野交流―遺伝子診断・治療新技術創成に向けての交流― 

22名 

4 進化生物学と人間観 22名 
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中期計画

ワークショップのテーマから、より検討対象を絞った調査研究を行うため、毎年1テーマ

【平成14年度：1テーマ、内容：量子情報科学】領域探索プログラムを実施する。 

 

【中期目標期間実績】 

フォーラムの後ワークショップを開催したテーマの中から、希望により領域探索プログ

ラムの提案を受け、異分野研究者交流促進事業企画委員会（委員長：池上 徹彦 会津大学

学長）でテーマを選定し、領域探索プログラムを実施した。（表 3 参照） 

 

（表3）領域探索プログラム開催実績（H15～16） 

H15 テーマ 参加人数 

1 生命科学知識研究 ―語りの科学に向けて― （計4回） 累計75名(うち海

外招聘3名) 

H16 テーマ 参加人数 

1 制御生物学の可能性を探る （計5回） 累計76名 

 

 

中期計画

各プログラムの結果については、報告書を取りまとめ、公表する。さらに、事業の波及

効果を確認するため追跡調査を実施する。 

 

【中期目標期間実績】 

実施したフォーラム、ワークショップ、領域探索プログラムの報告書を取りまとめ、

摘要を機構のホームページにて公表した。なお本事業は、事業再編により研究開発戦略

センターへ移管し平成 16 年度で終了した。その際、事業趣旨は研究開発戦略センターの

研究開発戦略企画立案業務に引き継がれた。追跡調査は実施していないものの、戦略的

創造研究推進事業の研究領域設定にあたり参考となった（数学と諸分野の協働によるブ

レークスルーの探索等）、研究会（生命科学知識研究 ―語りの科学に向けて―等）が発

足した、共同研究プロジェクト（21 世紀 COE 言語から読み解くゲノムと生命システム

等）が発足した、ことが事業の波及効果として認められる。 
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（６）研究協力員の派遣を通じた研究支援 

 

 

 

［中期目標］ 

国立試験研究機関及び試験研究を行う独立行政法人が重点を置く創造的・

基礎的研究の高度化・効率化に資するため、研究協力員を派遣することによ

り、当該機関の研究体制を支援する。 

<事業概要> 

本事業は、自然科学系の研究を実施している国立試験研究機関及び独立行政法人研究機

関における研究内容や研究者のニーズに合わせて、高度な知識・技術を有する者を重点研

究支援協力員（以下「研究協力員」）として派遣し、研究活動を支援するものである。 

なお、平成15年度以降は本事業における重点研究支援課題の新規募集は行っていない。 

 

<対象事業> 

 重点研究支援協力員派遣事業 

 

中期計画

平成14 年度までに公募により決定した重点研究支援課題について、派遣事業者を介して

国立試験研究機関等に高度な知識や技術を持つ研究協力員を派遣する。なお、新たな重

点研究支援課題の募集は実施せず、当事業は平成19 年度に終了する。 

 

【中期目標期間実績】 

平成14年度までに採択した重点研究支援課題について、派遣目標数（最大の派遣人月

の9割）を上回る数の研究協力員を派遣した。（表1参照） 

 

     （表1）研究協力員 派遣実績（H15～H18）    （単位：人月） 

 H15 H16 H17 H18 合計 

派遣実績 1,938 3,272 2,039 831 8,080 

派遣目標数 1,750 2,959 1,836 754 7,299 
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中期計画

3年を経過した研究支援課題について、課題を推進する国立試験研究機関等から提出され

る中間報告書を機構においてとりまとめ、公表する。 

 

【中期目標期間実績】 

  中期計画期間中に3年を経過した研究支援課題全てについて、中間報告書を取りまとめ、

ホームページ上に公表した。（表2参照） 

 

（表2）中間報告書 公表実績（H15～H18）  （単位：課題） 

 H15 H16 H17 H18(※) 

公表した課題 28 14 10 - 

3年を経過した課題 28 14 10 - 

（※）平成18年度に3年を経過する研究支援課題は無い。 

（平成15年度以降、新規募集を行っていないため。） 
 

 

中期計画

実施期間終了後には事後評価を行い、評価結果を公表するとともに、評価結果を機構の

事業運営に反映する。 

 

【中期目標期間実績】 

平成 17 年度には平成 11 年度採択課題について事後評価の取りまとめ及び評価結果の

公表を行い、平成 18 年度には平成 12 年度採択課題について事後評価の取りまとめ及び

評価結果の公表を行った。これらの事後評価においては、支援協力員は研究機関の重点

研究の推進に大きく貢献し、その重点研究の達成度も総じて高いことから、本事業は有

効に機能したとの評価結果が得られた。また、平成 18 年度には、平成 13 年度採択課題

の事後評価を開始した。 
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ⅡⅡ－－５５．．科科学学技技術術にに関関すするる知知識識のの普普及及、、国国民民のの関関心心・・理理解解のの増増進進  

 

 

 

 

［中期目標］ 

  科学技術の一層の振興及び科学技術活動を支える質の高い人材の養成に資するた

め、国民に対する科学技術の知識の普及、関心・理解の増進に係る事業を行う。 

 

（１）科学技術に関する学習の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

  学校における科学技術に関する学習の支援を行うことにより、児童生徒に対して科

学技術の理解増進を図る。 

①文部科学省の指定等に基づき科学技術、理科・数学に関する学習を重

点的に実施する高等学校等について支援を行うことにより、理科・数

学の学習の充実及び児童生徒が科学技術の研究者、研究現場及び研究

成果に実際に触れる機会を拡充する。 

②研究機関等における最先端の研究開発成果を学習素材として活用し、

ＩＴ（情報技術）により児童生徒が科学技術、理科を分かりやすく理

解できるデジタル教材を開発し、開発手法について公開するととも

に、開発したデジタル教材を用いた学習活動について評価を実施す

る。平成１７年度までに順次希望する教員、学校、教育委員会等に提

供し、成果の活用を推進する。 

③科学技術理解増進事業において蓄積してきた事例・成果等を紹介する

こと等により、科学技術に関する知識の普及について各教育委員会等

と 連携を強化する

<事業概要>  

科学技術学習支援推進事業は、青少年の科学技術に対する関心と科学技術分野への志向を喚起す

るとともに、将来有為な科学技術系人材の養成を図るため、スーパーサイエンスハイスクールにお

ける科学技術学習の充実に資する先導的、重点的な取組の支援、及び最先端の研究開発成果と IT

を活用したデジタル教材の開発と提供、並びに文部科学省事業の移管により平成 18 年度に発足し

たサイエンス・パートナー・シッププロジェクトによる教育委員会及び学校と大学、科学館等が連

携した学習活動の支援を実施するとともに、事業の推進により得られた事例・成果を紹介すること

等による学校や教育委員会への事業周知と成果の普及を目的としている。 

 

<対象事業> 

スーパーサイエンスハイスクール支援事業（SSH）、サイエンス・パートナーシップ・プロジェ

クト（SPP）、IT活用型科学技術・理科教育基盤整備事業 
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① 高等学校等における学習活動の支援 

 

イ．スーパーサイエンスハイスクールにおける活動の支援 

 

中期計画 

文部科学省がスーパーサイエンスハイスクールに指定した高等学校等や教育委員会等と密

接に連携するとともに、適切な支援が可能となるように毎年度支援方法に関する見直しを

加えつつ、円滑かつ迅速に指定校における先進的な科学技術学習等の取組を支援する。 

 

【中期目標期間実績】 

文部科学省がスーパーサイエンスハイスクールに指定した高等学校等や教育委員会等

と密接に連携するとともに、適切な支援が可能となるよう、毎年度実施した事務処理に関

するアンケート調査の結果を、経理処理の合理化など支援方法の改善にきめ細かく反映す

るなどし、円滑かつ迅速に指定校における先進的な科学技術学習等の取組を支援した。機

構の支援に関する事務的・経理的手続きについては8割以上の指定校が、円滑な取組実施

のために必要な支援をうけられた等肯定的な評価をした。また、スーパーサイエンスハイ

スクールの取組みの発信や生徒の交流等を進めるため、全指定校が参加するスーパーサイ

エンスハイスクール生徒研究発表会を毎年度開催した。 

 

〔スーパーサイエンスハイスクール（SSH）支援対象校数〕 

年 度 H15 年度 H16 年度 H17 年度 H18 年度 延べ 

SSH 支援対象校数 52 校 72 校 82 校 99 校 305 校 

 

ロ．サイエンス･パートナーシップ･プロジェクトにおける活動の支援 

 

中期計画 

外部専門家・有識者による委員会の設置等業務の執行体制を整備し、学校及び教育委員会等

と大学、科学館、研究機関等が連携して実施する体験的・問題解決的な学習活動等を委員会

の審議により選定し、支援等を実施する。また、普及に資する取組みの検討を進める。 

 

【中期目標期間実績】 

・科学技術の一層の振興及び科学技術活動を支える質の高い人材の養成を支えるため、学

校教育と密接に関連した科学技術、理科・数学（算数）に関する学習支援として、サイ

エンス・パートナーシップ・プロジェクトを文部科学省事業の移管により平成 18 年度発

足した。発足においては、外部専門家・有識者による委員会（サイエンス・パートナー

シップ・プロジェクト推進評価委員会）の設置等業務の執行体制を整備し、委員会の審
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議により、学校及び教育委員会等と大学、科学館、研究機関等が連携して実施する体験

的・問題解決的な学習活動等として、講座型学習活動・教員研修を 767 件（応募 979 件）、

合宿型学習活動を 89 機関（応募 94 機関）選定し、支援等を実施した。また、選定した

活動の支援等については実施機関の要望等を的確に把握し、処理様式の簡略や事務処理

マニュアル、記入例の整備などの改善をきめ細かく行いつつ、円滑に実施するとともに、

事業や活動の普及に関し検討を進め、紹介番組の制作等普及活動を行った。 

・また、実施機関や参加児童生徒に対するアンケートでは、取組に参加した児童生徒全体の

約 8 割が授業内容に興味を持ち、児童生徒全体の約 5 割が自発的な学習意欲を持った。 
 
 

② 先進的科学技術・理科教育用デジタル教材の開発・普及 

 

中期計画 

大学、研究機関等との密接な連携により児童生徒の科学技術・理科学習に有効な素材と

なる最先端の研究開発成果を有効に活用しつつデジタル教材の開発を進める。 

 

【中期目標期間実績】 

デジタル教材開発における学習単元と最先端の研究開発成果の連動や実証試験の協力

など、大学や研究機関等との密接な連携により児童生徒の科学技術・理科学習に有効な

素材となる最先端の研究開発成果を学習単元と連動させ、デジタル教材の素材として取

り込むなど有効に活用したデジタル教材の開発を進め、授業計画に応じて自由に加工・

改変可能な約 40,000 点もの動画・静止画等のデジタル素材を含む 42 のデジタルコンテン

ツ（デジタル教材）を開発した。  

 
〔開発コンテンツ〕 

年 度 H15 年度 H16 年度 H17 年度 H18 年度 延べ 

開発コンテンツ数 12 10 10 10 42 

 
中期計画 

外部専門家・有識者からなる委員会での審議や学校の教員のニーズを踏まえつつ、最先

端の研究開発成果を素材とし、かつ最新の IT を活用した科学技術学習手法を、教員や教

育専門家の参画により開発し、公開する。 

 

【中期目標期間実績】 

外部専門家・有識者からなる委員会（IT 活用型科学技術・理科教育基盤整備事業推進

委員会）で審議した制作方針や学校の教員のニーズを踏まえつつ、最先端の研究開発成

果を素材とし、かつ最新の IT を活用したデジタル教材やその授業案などの科学技術学習
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に関する手法を開発した。開発においては、審議した制作方針に基づき開発企画を公募・

選定し、教員や教育専門家の参画により実施した。また、開発した手法の公開について、

インターネットを利用した提供システムとして「理科ねっとわーく」を開発し、搭載す

る等して公開した。また、教育情報ナショナルセンター（NICER）への登録など教育・

学習に関する他機関の情報ネットワークも活用し公開した。 

 

○開発した科学技術学習に関する手法 （例） 

・デジタル教材「発生と分化誘導〈先端研究の成果から〉」及び同教材の授業案 

・デジタル教材「３次元でわかる物理「電磁気学」編」及び同教材の授業案 

・デジタル教材「科学をささえた自然学者・科学者 200」及び同教材の授業案  他 
 
 
中期計画 

開発した手法を活用した先進的な科学技術・理科学習用デジタル教材を開発するととも

に、デジタル教材及びその提供方法について、文部科学省及び総務省がモデル的に整備

した情報環境を有する地域等からの希望に基づき、平成 17 年度までに全国 16 地域程度

において実証的試験を行い、その評価を踏まえ改良を加えていく。また、これ以降も地

域からの希望に基づき提供地域を拡充し、評価を行っていく。その際、実証試験を行う

地域における教員研修の支援等も積極的に実施する。 

 

【中期目標期間実績】 

開発した手法を活用した先進的な科学技術・理科学習用デジタル教材を開発するととも

に、デジタル教材及びその提供方法について、文部科学省及び総務省がモデル的に整備し

た情報環境を有する地域等からの希望に基づき、平成 17 年度末までに全国 16 地域におい

て実証的試験を行い、実証試験の評価を踏まえたデジタル教材の改良を行った。また、外

部専門家・有識者や学校教員等のニーズを踏まえ、平成 18 年度より観察・実験等の体験的

学習活動における活用を進める為の実証試験を新たに 7 地域で実施し、デジタル教材の活

用方法や内容の改良を行った。また、実証試験を行った地域及びその他の要望があった地

域において、デジタル教材の活用等に関する教員研修をのべ 608 回実施した。 

 

〔実証的試験実施地域等〕 

年 度 H15 年度 H16 年度 H17 年度 H18 年度 延べ 

実証的試験実施地域数 7 地域 5 地域 4 地域 － 

IT 融合型学習活動等プロ

グラム実施地域・機関数 
－ － － 7 地域 

23 

地域 
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中期計画 

平成 17 年度までに全国の学校にインターネットを通じデジタル教材を、教員の利用希望

に基づき提供する。 

 

【中期目標期間実績】 

教員の利用希望に基づき、デジタル教材のインターネットを通じた提供システムである

「理科ねっとわーく」の開発を進め、平成15年度に試験公開、平成17年度に本格提供を開

始した。また、教員以外の利用を可能とした「理科ねっとわーく 一般公開版」の開発を進

め、平成16年度より提供を開始し、中期目標機関の最終年度には年間約130万件のアクセス

を達成した。デジタル教材の提供に際しては、多くの教員等が集う学協会の大会や研究会

へ参加や教育委員会と協力したイベントの開催を行うなどし、積極的に周知を行った。 
 
 

中期計画 

デジタル教材利用に関する教員等の登録数を 1 万名とする。【平成 15 年 3 月 31 日より

試験的提供開始のため実績なし】 

 
【中期目標期間実績】 

デジタル教材利用に関する教員等の登録数について、平成16年度に目標値の１万名を達

成し、中期計画期間を通じて登録教員数が当初目標を大幅に上回る約2.4万名を達成した。 

 

〔理科ねっとわーく利用登録教員数〕 

年 度 H15 年度 H16 年度 H17 年度 H18 年度 

理科ねっとわーく 

利用登録教員数 
5,869 名 11,104 名 17,541 名 24,564 名 

 
 
③ 各教育委員会等との連携強化による成果の普及 

 

中期計画 

科学技術理解増進事業において蓄積された事例、成果を、学校において活用し易いよう

事例をまとめた形で各事業の募集等の際に配布するとともに、インターネットを通じて

成果を積極的に発信し、地域において活用を図る。 

 

【中期目標期間実績】 

科学技術理解増進事業において蓄積された事例、成果を、学校において活用し易いよ

う授業事例集や取組み事例集、成果報告書など事例としてまとめ、積極的に各事業の募
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集等の配布、成果報告会の開催やインターネットでの発信を行うなど、地域における活

用を図った。また、教育関係者、及び学協会等の教育関係機関が多く参加するイベント

や、各教育委員会と共催等したシンポジウムなどのべ71回の機会においても成果や取組

み事例を発表するなど、地域における活用に努めた。 
 
 
中期計画 

文部科学省編集・監修の雑誌等への掲載等、教育委員会や学校への波及効果が高いメデ

ィアを活用した普及活動を実施する。 

 

【中期目標期間実績】 

政府公報「ニッポンNavi」や「文部科学時報」等の文部科学省編集・監修の雑誌、「教

育新聞」や「日本理科教育学会大会誌」等の教育関係の専門誌への掲載等、教育委員会

や学校への波及効果が高いメディアを活用した普及活動を実施した。また、教育関係者

を対象とした雑誌「Science Window」の平成19年度からの刊行の準備として見本号、創

刊準備号を発行するなどの普及活動を実施した。 
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（２）地域における科学技術理解増進活動の推進 

 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

地域における科学技術理解増進活動を担う科学館やボランティア等の人材がより

効果的に活動を行うことができるようネットワークの形成支援等の活動のための環

境を整備する。 

<事業概要>  

地域科学技術理解増進活動推進事業は、全国各地域における科学館等の活動や、実験・

工作教室の講師等として活躍するボランティア等の活動、及び地域において活用できる学

習メニューや教材等の開発を支援するとともに、地域における科学技術理解増進活動関係

者・機関間の連携を図ることにより、青少年をはじめとする国民が地域において科学技術

を体験し、学習する機会の充実を狙いとしている。 

 

<対象事業> 

科学技術普及推進事業、国際科学技術コンテスト支援、地域科学技術理解増進人材の活

動推進、理数大好きモデル地域事業 

 

 

① 科学館活動支援等地域における科学技術の普及の推進 

 

 

中期計画 

支援する科学館活動や学習メニュー開発は、外部専門家・有識者等による委員会の審議

により選定し、実施結果についても参加者等によるアンケート等の支援対象機関からの

報告を踏まえ、委員会等により事後評価を実施する。 

 

【中期目標期間実績】 

科学館が地域の学校と連携して行う学習活動の支援、科学館職員と学校教員の連携に

よる教材等の開発への支援、児童生徒がものづくりの体験・学習を行うロボット・実験

学習メニュー開発の支援について、外部専門家・有識者等による委員会の審議により、

それぞれ延べ62件、14件、398件を選定した。実施結果について、参加者等によるアンケ

ート等の支援対象機関からの報告や実施状況を確認するための委員による視察などを踏

まえ、委員会等により事後評価を実施した。いずれについても児童・生徒の反応が良く、

興味・関心が高まった等概ね良好であった。 
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〔科学館支援件数〕 

年 度 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 延べ 

応募件数 38件 28件 29件 27件 122件 
支援件数 17件 14件 15件 16件 62件 

 

〔科学館－学校連携強化件数〕 

年 度 H15年度 H16年度 延べ 

応募件数 24件 23件 47件 
支援件数 9件 5件 14件 

（16年度で終了） 

〔ロボット実験・学習メニュー開発支援件数〕 

年 度 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 延べ 

応募学校数 73件 86件 72件 98件 329件 

支援学校数 70件 80件 71件 89件 310件 

応募団体数 17件 22件 20件* 13件 109件※

支援団体数 14件 14件 11件* 12件 88件※

  ＊他に科学館連携ロボット工作教室の応募・支援が各37件ずつあり（※に含む） 
 

 

中期計画 

事業の支援方法についても支援対象機関からの意見を踏まえ、効率的、効果的に推進で

きるよう年度ごとに見直しを行う。 

 

【中期目標期間実績】 

事業運営上の改善点を見出すべく、支援対象機関にアンケート調査等を実施し、効率的、効果

的に事業を推進できるよう年度ごとに見直し、科学館支援については開発物の譲渡を速やかに行

うようにするとともに実験装置等の開発への重点化を行い、ロボット実験・学習メニュー開発支

援については学校支援への重点化や外部機関との連携促進を図るなど、必要な改善を行った。 
 

 

中期計画 

学習メニュー等の成果について、インターネットやイベント等を通じて情報を発信し、

全国各地域での活用を図る。 

 

【中期目標期間実績】 

支援対象機関による成果報告会を実施するとともに、事業成果の普及を図るべく成果

報告書をインターネット等で発信した。科学館の活動については、支援館の企画のうち8

企画の活動をサイエンスチャンネルの番組に収録し、広く周知を図った。 
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中期計画 

他機関との連携により国際的な拡がりのある青少年向けのコンテストをはじめとしたイ

ベント等を開催し、各地域における科学技術学習機会を充実させるとともに、科学技術

理解増進手法に関する情報交換の機会を提供する。 

 

【中期目標期間実績】 

・学協会など学習機会の拡大を進める他機関と連携し「国際化学オリンピック」に参加

する「全国高校化学グランプリ」など、国際的な拡がりのあるコンテストや、我が国

最大の青少年向けの科学技術コンテストである「日本学生科学賞」などをH18年度には

9コンテスト開催等し、各地域における科学技術学習機会を充実させた。また、中期目

標期間の最終年度における科学オリンピック（科学技術コンテストのうち教科関係の

コンテスト）への参加者総数は4,286名であった。 

・また、各科学技術コンテストの効率的な運営に資するよう、取組みや生徒への研修内容

等について実施機関の連絡会議にて情報交換するとともに、理数大好きモデル地域事業

の連絡協議会における各地域の理解増進に関する課題や取組みの共有、コーディネータ

研修会における地域で活躍するボランティアの取組みに関する情報交換等を実施した。

さらに、日米科学技術理解増進専門家会合等により海外との情報交換を行った。 

 

〔科学技術コンテストの開催実績〕 
年  度 H15 年度 H16 年度 H17 年度 H18 年度 

科学オリンピック － 2 5 5 
その他の科学技術コンテスト 2 4 4 4 
科学技術コンテスト 計 2 6 9 9 

 

〔科学技術コンテストと連携機関等〕 
科学技術 
コンテスト コンテスト名称 主催機関 

日本数学オリンピック （財）数学オリンピック財団 

全国高校化学グランプリ 夢・化学－21 委員会／ 
日本化学会化学教育協議会 

国際生物学オリンピック国内大会 国際生物学オリンピック日本委員会 
全国物理コンテスト 物理チャレンジ 物理チャレンジ組織委員会 

科学 
オリンピック 

日本情報オリンピック NPO 情報オリンピック日本委員会 
ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｻｲｴﾝｽ&ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・ﾁｬﾚﾝｼﾞ （株）朝日新聞社 
ロボカップジュニア日本大会 NPO ロボカップ日本委員会 

日本学生科学賞 （株）讀賣新聞社／ 
全日本科学教育振興委員会 

その他の 
科学技術 
コンテスト 

全国こども科学映像祭 
(財)日本科学映像協会／ 
(財)ﾆｭｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰ振興財団／ 
(財)つくば科学万博記念財団 
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中期計画 

全国の科学館から科学館の概要やイベント情報を収集し、インターネットを通じて情報

を発信する 

 

【中期目標期間実績】 

科学館ディレクトリ「日本の科学館めぐり」のホームページを運営し、科学館への周

知や登録依頼等を行って掲載館数を毎年度増加させ、科学館の概要や展示内容、イベン

ト情報等を収集し、インターネットを通じて発信した。第1期最終年度のホームページへ

のアクセス件数については、第1期初年度に比べて約2.4倍となった。 
 

〔「日本の科学館めぐり」掲載館数及びアクセス件数〕 

年 度 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 

掲載館数 606館 625館 639館 661館 

アクセス件数 51,753 43,999 65,676 120,158 

 

 

② 地域における科学技術理解増進活動を担うボランティア人材の活動推進 

 

中期計画 

地域において募集等によりボランティア人材を確保し、研修等を通じて養成するととも

に、ボランティアが効果的に活動できる環境を整備する。 

 

【中期目標期間実績】 

・地域において科学技術理解増進活動を担う理科大好きボランティア、理科大好きコー

ディネーターについて、学校、科学館、ボランティア団体、学会、メディア等を通じ

積極的に事業の周知や活動参加要請を行い、全国各地域においてボランティア人材を

確保し、支援件数を毎年度増加させ、延べ873件を支援した。 

・科学技術理解増進活動を行うボランティア人材の育成のため、活動経験のある人やこ

れから活動を始めようとする人のための研修会及び小中高校の理科教員を対象とした

研修会を開催するとともに、平成16年度からは理科大好きボランティアデータベース

を提供し、ボランティアの活動推進を図った。 

・第1期最終年度のボランティア等への支援件数は、第1期初年度に比べて約3.2倍となった。 
 

〔理科大好きボランティアおよびコーディネーターの活動支援件数〕 

年 度 15年度 16年度 17年度 18年度 延べ 
申請件数 122件 216件 291件 350件 979件 
支援件数 102件 182件 260件 329件 873件 
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〔ボランティア研修実績〕 

年 度 15年度 16年度 17年度 18年度 延べ 

参加者数 30人 57人 118人 155人 360人 
 

〔教員研修実績〕（各都道府県から１名ずつ参加） 

年 度 15年度 16年度 17年度 18年度 延べ 

高校 45人 46人 44人 46人 181人 

中学校 45人 45人 46人 44人 180人 

小学校 ----- 47人 43人 42人 132人 

合計 90人 138人 133人 132人 493人 

 

〔理科大好きボランティアデータベース登録件数〕 

年 度 16年度 17年度 18年度 

登録件数 456件 570件 821件 
 
 
中期計画 

科学技術理解増進ボランティア同士やボランティアと学校、科学館、研究機関等とが連

携した活動の積極的な実施により、地域の科学技術理解増進リソース間の有機的連携関

係を構築する。 

 

【中期目標期間実績】 

平成15年度・16年度においては、文部科学省が指定した「理科大好きスクール」（19

地域、小中167校）において実施する、体験的・問題解決的な学習や科学館・博物館等と

の連携した活動を支援するとともに、理科大好きコーディネーターを中心とした地域の

理科大好きボランティアを有機的に活用し、地域の学校や科学館等とこれらの人材とが

協力した取組みを支援した。平成17年度以降は理科大好きコーディネーター等における

取組を継続して支援するとともに、平成16年度に終了した「理科大好きスクール」を発

展的に継承し、学校、科学館、研究機関等地域における科学技術理解増進リソース間の

有機的なネットワークの構築と地域における理数教育の振興、科学技術理解増進に関す

る調査研究を行う理数大好きモデル地域事業を実施した。理数大好きモデル地域事業に

おいては、外部専門家・有識者の委員会により平成17年度は応募40地域から15地域を、

平成18年度は応募21地域から5地域（二年間で延べ20地域）を選定した。 
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（３）全国各地への科学技術情報の発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

<事業概要> 

科学技術情報発信推進事業は広範囲に効果的に情報を発信できる放送メディアやインタ

ーネットの活用、イベントの開催、最先端の科学技術を身近に感じ体験できる展示物の開

発等、最先端から身近な分野まで幅広く科学技術情報を全国各地域に発信することを通し

て、科学技術に対する関心と理解を深める。 

 

<対象事業> 

ＩＴ活用型科学技術情報発信事業、研究者情報発信活動推進モデル事業、先駆的科学技

術展示開発事業 

 

 

① ＴＶ 向け科学技術番組の開発 

 

中期計画 

番組、放送形態等について定期的にモニター調査を実施し、評価結果の経年における向

上を図る。 

 

【中期目標期間実績】 

科学番組のモニター調査について平成15年度に科学番組の質的評価基準として指標を

策定し、調査方策に基づき平成16年度から評価調査を実施した。評価に当たっては、任

意の一般国民160人のモニターにより、毎年度30番組程度を対象に知識・教養、実用性、

一般性などの指標毎に5段階評価(３が基準)を行った。各年度共に、総合平均において基

準である3.0を常に上回る結果が得られた。 

 

年 度 H16 年度 H17 年度 H18 年度 

視聴番組数 33番組（865分） 33 番組（882 分） 34 番組（791 分） 

総合平均 3.8 3.7 3.7 

［中期目標］ 

効果的に情報発信を行うことができるＴＶメディアを活用する科学技術番組を開

発し、その普及を推進する等、波及効果の高いメディアの活用やイベントを通じ科学

技術情報の発信を行う。また、先駆的な手法を用いて科学技術に関する展示手法・物

の開発を行うとともに、その活用を推進することにより、国民に科学技術について分

かりやすく伝え、科学技術に関する理解を増進し、関心を喚起する。 
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中期計画 

トピックに応じた形で番組制作が行うことができるよう大学、研究機関や研究者、技術

者との連携関係を構築するとともに、モニター調査等視聴者のニーズを踏まえつつ、様々

な観点からの番組制作を実施する。また、放送番組の編成や適正については、外部専門

家・有識者からなる委員会において審議する。 

 

【中期目標期間実績】 

・番組制作にあたり、視聴希望番組について一般の方に対するモニター調査、アンケー

ト調査等を行うとともに、外部専門家、有識者から構成される委員会において制作番

組の評価等を審議し、その結果等を踏まえて番組制作を実施した。 

・研究者による解説、取り組み等を紹介する番組を制作するとともに、機構内の各種事

業との連携による最先端の研究内容等を紹介する番組や、平成17年度からは機構外の

大学、独立行政法人等研究機関との連携による研究開発等のアウトリーチ活動に資す

る番組も制作し、延べ1,219本の番組を制作した。 

・番組制作にあたっては、H16年度に本数が減少したものの、経費の見直しを行うととも

に、H17年度より外部資金も活用することにより、番組数を増加させた。 

 

年 度 H15 年度 H16 年度 H17 年度 H18 年度 延べ 

本数 317 264 302 336 1,219 
 

 

中期計画 

国内外の映像祭への積極的な出品により番組の評価を推進する。 

 

【中期目標期間実績】 

下記のとおり、制作した番組を国内外の映像祭に積極的に出品を行い、数多くの番組

が受賞するなどの高い評価を得た。 

 

年 度 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 

出品数 12 30 31 42 

受賞数 3 6 9 10 

 

○特筆すべき受賞結果 

平成16年度 

－「眠る猫と世界の形」(2003年制作) 

北京国際科学映像祭2004 青少年・教育部門金賞 
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平成17年度 

－「ニュートンとゲーテ～物理学者と文学者が導き出した色の科学～」（2005年制作） 

平成18年度（第47回）科学技術映像祭 文部科学大臣賞  

－「隠し味はサイエンス！～パラケルススの科学レシピ～」第6回 

「発酵食品を食べる！」 

THE NEW YORK FESTIVAL 2006健康・フィットネス部門 銀賞 

－「眠る猫と世界の形」 

U.S. International Film and Video Festival 2005初等・中等教育部門 銀賞 

－「アスリート解体新書」第５回「相撲 筋肉という鎧をまとった男たち」 

U.S. International Film and Video Festival 2005 

レクリエーション・スポーツ・趣味・手工芸部門 第３位 

平成18年度 

－「アスリート解体新書」第19回「ソフトボール」(2006年制作) 

平成19年度（第48回）科学技術映像祭 文部科学大臣賞 

－「私のとれたて日本一！」第1回「ピーマン大好き」(2005年制作) 

THE NEW YORK FESTIVAL 2007：健康・フィットネス部門 入賞 

 

（注） 

●北京国際科学映像祭 

国際科学教育映像界で有名な専門家及び学者等で構成された審査委員会が審査 

●科学技術映像祭 

日本で最も権威のある科学技術の映像祭 

●THE NEWYORK FESTIVAL 

テレビ、ラジオ、インタラクティブ・マルチメディアなどの分野を対象とした50年

の歴史のある世界最大規模の国際コンテスト 

●U.S. International Film and Video Festival 

毎年約30カ国の国々から1200本あまりのエントリーがある世界最大規模の映像祭 
 

 

中期計画 

ＴＶ 向け科学技術番組についてはインターネットにおいても配信する。インターネット

による番組視聴数を５万件／月とする。【平成１４年度：約３万件／月】 

 

【中期目標期間実績】 

・インターネット配信番組への各年度の視聴数は下記の通りであり、各年度とも目標値

を大幅に超え、また年度ごとに増加している。平成 17 年度において、視聴数の伸びは

鈍化傾向であったが、平成 18 年度に利用者の利便性を考慮した新しいデザインのホー
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ムページを公開し、利用者ニーズに対応した Windows Media Player ファイル形式で番

組配信等の強化を行った結果、視聴数は 57 万件／月となり、目標とした 5 万件／月に

比べて大幅に増加し、特筆すべき実績となった。 

 

年 度 H15 年度 H16 年度 H17 年度 H18 年度 

番組視聴数 103 万件 151 万件 157 万件 679 万件 

 

 ・第 1 期最終年度の番組視聴数は、第 1 期初年度に比べて約 6.6 倍となった。 
 

 

② 波及効果の高いメディアの活用やイベントの開催 

 

中期計画 

科学技術理解増進の手法について情報交換を実施し、国際的な動向を把握するとともに、科学

技術理解増進事業の成果を活用しつつ、インターネット等波及効果の高いメディアの活用を通

じ科学技術情報を発信するとともに、科学技術の知識の普及に資するイベントの開催・参画を

通じ、科学技術情報を積極的に発信し、全国への事業及び成果の普及を図る。実施したイベン

ト等については、参加者に対しアンケート等調査を実施し、効果の検証を行う。 

 

【中期目標期間実績】 

・インターネットを通じ、様々な科学技術分野についてコンピュータグラフィックス等

を駆使し、映像コンテンツ等から構成される仮想の科学館「バーチャル科学館」の運

用を行うとともに、各年度新規コンテンツの開発を下記の通り実施した。 

 

H15 年度 H16 年度 H17 年度 H18 年度 
昆虫の不思議な世界 
恐竜たちの地球 地球ガイド 惑星の旅 日本再発見マップ 
life meter 私の時間、めぐる世界 

 

・バーチャル科学館において、開発したコンテンツ等の受賞実績を以下に示す。 

平成 17 年度 

－「惑星の旅」（2005 年制作） 

平成 17 年度（第９回）文化庁メディア芸術祭 

エンターテインメント部門審査委員会推薦作品  

－「JST バーチャル科学館」 

国際連合情報社会世界サミット大賞 e-Science 部門入賞 

 

 - 207 - 
- 207 -



平成 18 年度 

－「日本再発見マップ」（2006 年制作） 

平成 18 年度（第 10 回）文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部

門優秀賞 

－「惑星の旅」(2005 年制作) 

第 48 回科学技術映像祭マルチメディア特別部門審査委員長特別賞 

・各年度のバーチャル科学館のアクセス件数は下記のとおりであり、経年で増加した。 

 

年 度 H15 年度 H16 年度 H17 年度 H18 年度 

アクセス数 約 170 万件 約 197 万件 約 211 万件 約 307 万件 

第 1 期最終年度のアクセス件数は、第 1 期初年度に比べて約 1.8 倍となった。 

 

・インターネット上で仮想のロボットを設計し、ロボットを動かすソフトウエアについ

て学習することができる、「インターネットロボット競技会」の運用を行った。 

・中期計画期間中、日米間の科学技術理解増進活動に関する相互理解、議論と共同プロ

ジェクト等の連携協力を推進する「日米科学技術理解増進専門家会合」を継続的に開

催したほか、海外で開催された科学技術理解増進活動に関する国際会議等に参加し、

科学技術理解増進事業についての意見交換等を行った。 

・科学技術を文化の一つとして楽しんでいただくため、第一線の研究者による講話と音

楽を組み合わせた「科学と音楽の集い」や日本学術会議との共催イベント等を開催し

た。実施したイベント等については、参加者に対しアンケート調査を行い、多くの参

加者から好意的な回答を得た。 

・平成 17 年度より、大学・研究機関の研究者が行う科学技術理解増進活動を促進するた

め、アウトリーチ活動のモデル開発を公募し、外部有識者による委員会により選考し、

延べ 25 件の支援を行った。 

 

年度 H17 年度 H18 年度 延べ 

応募件数 76 件 79 件 155 件 

支援件数 12 件 13 件 25 件 
 
 

③ 先駆的な手法を用いた展示手法、展示物の開発 

 

中期計画 

最先端の科学技術を身近に感じ、体験できる新たな展示を、最先端の科学技術の進展に

合わせて先駆的に開発し、科学館等での活用を図る。 
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中期計画 

展示の活用に当たっては日本科学未来館の定期的な展示更新にも寄与するよう配慮する。 

中期計画 

展示開発数は原則として年間2テーマ以上とする。【平成14年度：2テーマ/年】 

 

【中期目標期間実績】 

国立天文台や海洋研究開発機構、高エネルギー加速器研究機構及び産業技術総合研究所等の日本を代表

する研究機関や、石川正俊東京大学教授や笹月健彦国立国際医療センター所長等の日本を代表する研究者

における最新の研究成果について、来館者自ら操作を行えるハンズオン展示や様々 な方法による立体視コ

ンテンツ、来館者の意見を発することが出来る展示等の最先端の科学技術を身近に感じ、体験できる新た

な展示を科学技術の進展に併せて、下記のとおり開発し、国内外の科学館等へ巡回等行い活用を図った。 
 

年度 開発展示 

平成 15 年度 
・ アースラウンジ Vol.2 の開発・展示 
・ 第 18 回世界宇宙飛行士会議関連「人類が創る宇宙史」展の開発・展示 
・ 「太陽系可視化システム」の開発・展示 

平成 16 年度 
・ 大型映像「ロボット」の国内科学館等巡回（6 箇所） 
・ 企画展「時間旅行展」の国内科学館等巡回（2 箇所） 
・ 「X 線太陽観測衛星『ようこう』」の国内科学館等巡回（1 箇所） 

平成 17 年度 

・ 「VR 手術支援」の開発・展示 
・ 「ロボット手術支援」の開発・展示 
・ 「ブレイン・マシン・インターフェイス」の開発・展示 
・ 「高速キャッチングロボット」の開発・展示 
・ 「セラピー用ロボット」の開発・展示 
・ 「VR シアター新規映像『Space Walk』」の開発・展示 
・ 「深海掘削からわかる地球のしくみ」の開発・展示 
・ 「加速器で探る素粒子と宇宙」の開発・展示 
・ 「MEGASTARⅡ新規コンテンツ『暗闇の色』」の開発・展示 
・ 「ロボット『ヘリオス・タイタン』等」の国内科学館等巡回（1 箇所） 
・ 大型映像「ロボット」の国内科学館等巡回（5 箇所） 
・ 大型映像「アースストーリー」の国内科学館巡回（3 箇所） 
・ 「ジオスペース」の開発及び愛知万博での公開 

平成 18 年度 

・ 企画展「65 億人のサバイバル」の開発・展示 
・ 「地球環境を考える」の開発・展示 
・ 「ともに進める医療」の開発・展示 
・ 「VR シアター新規映像『Space Walk』」の開発・展示 
・ 「VR シアター3 画面立体映像投影システム」の開発 
・ 「すばる望遠鏡がめざす宇宙」のリニューアル・展示 
・ 「MEGASTARⅡ新規コンテンツ『偶然の惑星』」の開発・展示 
・ 企画展「疾走するファイバー展」の国内外科学館等巡回(8 箇所) 
・ 企画展「時間旅行展」の海外科学館等巡回(1 箇所) 
・ 大型映像「アースストーリー」の国内科学館等巡回(7 箇所) 
・ 大型映像「ロボット」の国内科学館等巡回(3 箇所) 
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（４）日本科学未来館の整備・運営 

 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

最先端の科学技術及び科学技術の理解増進に関する内外への情報発信及び交流の

ための拠点として、日本科学未来館の整備・運営を行う。運営に当たっては、展示手

法の開発やイベント等の充実等を通じ、各年度当たり50万人以上【平成14年は58万

人】の来館者数を確保する。 

<事業概要>  

 日本科学未来館は、科学技術を文化として捉えることができる環境の整備を図り、国民、

特に次世代を担う青少年の科学技術に関する関心を喚起し、理解を深めるとともに、将来

の優秀な科学技術系人材の育成を図ることを目的として、最先端の科学技術及び理解増進

手法に関する情報の内外への発信と交流のための総合拠点として運営を行う。 

 

<対象事業> 

 日本科学未来館 

 

①展示の充実 

 

中期計画 

時代に即応し、来館者のニーズに応えた常に魅力ある展示（常設展示及びイベント等）

を行なう。 

中期計画 

このため、来館者の満足度等を調査、分析、評価し、展示の改善に向けて、新規展示手

法や新規展示開発のための試作を行なう。 

 

【中期目標期間実績】 

・来館者の満足度、ニーズ等の調査、分析、評価するために、来館者を対象とした面接聞き取

り方式によるアンケート調査を下記のとおり実施し、アンケート結果を展示やイベントの開

発の際に効果的に生かした。 
 

年度 実施時期 調査数 
平成15年度 H15/8/27～H15/8/31 547件 

平成16年度 H16/9/18～H16/9/26 
H17/3/17～H17/3/21 

528件 
540件 

平成17年度 H17/9/17～H17/9/22 524件 

平成18年度 H18/11/1～H18/11/5 
H19/2/21～H19/2/25 

553件 
566件 
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・アンケート調査の分析・評価の結果、 

①「触って楽しめる展示物」 

②「最先端の研究」 

③「生活に密着した話題やニュース」 

④「科学に関連したアートや音楽等」 

⑤「実験・工作やワークショップ」 

⑥「プラネタリウム等の映像プログラム」 

⑦「当日参加できるイベント」 

等の強いニーズ・要望があることを把握し、下記の対応を行った。 

①「触って楽しめる展示物」というニーズに対しては、常設展・企画展において、

立体視・操作可能な展示物を積極的に取り入れる。 

②「最先端の研究」というニーズに対しては、先端研究を行っている大学、研究

機関等から研究者による、研究内容等を取り入れた展示や、直接研究者が来館

者に説明をするイベント等の開催。 

③「生活に密着した話題やニュース」というニーズに対しては、生活に密着した

『繊維』に関する企画展、ニュース性の高かった、「新潟県中越地震」をテー

マにした展示や野口宇宙飛行士帰還後直ぐに実施した STS-114 ミッション関連

の展示、冥王星関連の『惑星』関連コンテンツの制作を実施。 

④「科学に関連したアートや音楽等」というニーズに対しては、アーティストと

のコラボレーションによる、サイエンス+フィクションの開催や、メディアとの

連携によるイベント等の実施 

⑤「実験・工作やワークショップ」というニーズに対しては、実験教室プログラ

ムの継続的開発等の実施 

⑥「プラネタリウム等の映像プログラム」というニーズに対しては、メガスター

コンテンツの継続的開発、大型映像コンテンツの開発と配給等の実施 

⑦「当日参加できるイベント」というニーズに対しては、夏休み等での参加型イ

ベントを多数開催 

等のニーズ・要望に応えるべき展示やイベントを積極的に開発・実施した。 

 

・この内、特にプラネタリウムのメガスターにおいては、MEGASTAR-ⅡCosmos を世

界に先駆けて共同開発し、世界最多 500 万個の投影が可能という事でギネスブック

に認定されるとともに、国立天文台の最先端の研究成果によるコンテンツ開発等に

より、開館前からメガスター目当ての来館者が行列をなすなど、先端科学技術をわ

かりやすく解説する有力なツールとなり、来館者数の増加に大きく寄与した。 
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中期計画 

また、最先端の科学技術の動向をフォローするとともに研究者、技術者の参画を得て最

先端の科学技術に関する展示を充実させる。 

 

【中期目標期間実績】 

・最先端の科学技術の動向をフォローし、展示等を充実させるために、 

①「科学コミュニケーターによる研究者・技術者へのヒアリング等」 

②「シンポジウム等への参加」 

③「『MeSci Magazine』による研究者等との協力による情報発信」 

④「ノーベル賞化学者である白川英樹博士との新たな実験工房プログラムの開発」 

その他、研究者・技術者の監修・協力等による展示の開発やイベントの開催を多数実施した。 

 

年度 ① ② ③ ④ 

平成15年度 197件（下期） 170件 第5・6号 1 

平成16年度 1,767件 169件 第7・8号 1 

平成17年度 1,767件 110件 第9・10号 1 

平成18年度 930件 82件 第11号 1 

   

・特に、ノーベル賞受賞者白川博士と共同開発による実験プログラムを毎年開発し、白川博

士ご自身が講師となって頂けた事で、参加希望の応募も多く、また大変好評を得ることが

できた。また、こうした活動が新聞等で報道され、わが国を代表する多くの著名な研究者

の間でこうした活動の重要性を再認識頂く契機を作ることが出来た。 

 

②運営の改善 

 

中期計画 

季節、曜日等により開館日・開館時間を柔軟に変更する。 

 

【中期目標期間実績】 

・ 春休み、夏休み、冬休み等の繁忙期における休館日の開館対応、閉館時間の延長対応を下

記のように行い、来館者へのサービス向上を行なった。 
 

年度 休館日の開館対応 閉館時間の延長対応 
平成 15 年度 3 日 － 
平成 16 年度 10 日 － 
平成 17 年度 12 日 9 日 
平成 18 年度 11 日 27 日 
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中期計画 

来館者本位の施設環境を整え、機能的で、特に身体障害者、高齢者にやさしい施設とする。 

 

【中期目標期間実績】 

年度 実施内容 

平成 15 年度 

「館内スタッフ等による来館者からの要望の収集、メールによる要望

の収集、来館者対象アンケートによる要望の収集等の体制整備と実施

を行い、授乳室の検討を行った。」 

平成 16 年度 

「授乳スペースがないとの要望に伴う、授乳室『Baby’s Café』の設置」 

「団体来館者増加に伴う、大型バス駐車場不足解消のための拡張工事」 

「7階ロビー内設置喫煙コーナーの、屋外テラスへの移設による環境改善」 

「案内サイン改修による案内機能の改善」 

「聴覚障害者向け、『筆談器』貸出の開始」 

「聴覚・視覚障害、車椅子来館者向け接遇研修の実施」 

平成 17 年度 

「サイエンスギャラリーカフェの床材張替」 

「外構ガラス床サインの滑り止め加工の実施」 

「正面エントランス前広場へのサイン設置」 

平成 18 年度 

「夏期 日除けテント・ドライミストの設置」 

「トイレ手洗場化粧棚の設置」 

「3 階サイエンスライブラリー改修による休憩スペースの拡大」 

 

アテンダントやインタープリター等による来館者からの改善要望の把握やエントランスホ

ールへのアンケートボックスによる改善要望の収集を行い、下記、来館者本位に立った施設環

境整備を行った。 
 

 

中期計画 

学会等の講演会、シンポジウムなどの開催を促進するとともに研究者、技術者が一般の

方々と交流する機会の増大など最先端の科学技術及び科学技術理解増進に関する情報の

発信を行なう。 

 

【中期目標期間実績】 

講演会やシンポジウム等の開催を促進するため、広報活動を積極的に行い、展示の前で展示

物の監修を行なった研究者自らが講演を行なう「展示の前で研究者に会おう」は毎月継続して

実施し、ハワイのすばる天文台にいる研究者と来館者とをテレビ会議を通じて講演及び質疑応

答を行なう「すばる望遠鏡 TV 会議」も毎年継続的に開催したほか、下記のような研究者・技
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術者と一般の方々が交流する機会を積極的に実施した。 

 

年度 実施内容 

平成 15 年度 

「展示の前で研究者に会おう」（6 回） 

「すばる望遠鏡 TV 会議」（4 回） 

「ジェームズ ラブロック博士による『ガイア仮設と未来への視座』」 

「ティモシー ハント博士による『生命とは何だろう』」 

「白川博士講演会」 等                    

合計 13 回（下期）実施 

平成 16 年度 

「展示の前で研究者に会おう」（12 回） 

「すばる望遠鏡 TV 会議」（6 回） 

「ライブトーク Science Edge」（3 回） 

「日本のバイオマスフィア“ミニ地球”」 

「疾走するファイバー展シンポジウム」（3 回）等 

合計 35 回実施 

平成 17 年度 

「展示の前で研究者に会おう」（12 回） 

「すばる望遠鏡 TV 会議」（5 回） 

「研究所からのライブリポート」（2 回） 

「ライブトーク Science Edge」（3 回） 

「シンポジウム『脳はよみがえるのか』」 

「ノーベル物理学賞アレクセイ アプリコソフ博士講演会」 

「サイエンス・トンネル関連 研究者イベント」 

「サイエンス＋フィクション関連 研究者イベント」等 

合計 31 回実施 

平成 18 年度 

「展示の前で研究者に会おう」（12 回） 

「すばる望遠鏡 TV 会議」（2 回） 

「オープンラボ in 未来館」（3 回） 

「明日のアースサイエンス」（6 回） 

「中秋の名月 未来館でお月見 2006 研究者イベント」 

「レントゲン週間 研究者イベント」 

「『マンモスからの警告』関連 研究者イベント」3 回 

「『脳!内なる不思議の世界へ』関連 研究者イベント」2 回 等 

合計 30 回実施 
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③運営体制の充実 

 

中期計画 

来館者への対応を充実させるため、登録ボランティア数の増加を図るとともに、友の会

会員数の増大を図る。 

中期計画 

登録ボランティア数は中期目標の最終年に800人を確保する。【平成14年度末678人】 

中期計画 

友の会会員数は3万人の規模とする。【平成14年度末約26,974人】 

 

【中期目標期間実績】 

登録ボランティア数や友の会会員数の増加と継続に関しては、ホームページやパンフレット、

館内活動等において、告知や募集等を行い、ボランティア活動者によるイベント等の充実、友の

会イベント等の充実により、下記の登録ボランティア数及び友の会会員数を確保する事が出来た。 

 

年度 登録ボランティア数 友の会 会員数 

平成15年度 714 人 30,885 人 

平成16年度 864 人 32,969 人 

平成17年度 808 人 36,347 人 

平成18年度 905 人 35,275 人 
 

 

中期計画 

新しいタイプの科学館スタッフとして、科学技術スペシャリストの育成を行なう。 

 

【中期目標期間実績】 

新しいタイプの科学館スタッフとして、科学技術スペシャリストの雇用を下記のように行い、

「目標の達成評価」及び「行動のプロセス評価」からなる「能力開発制度」の実施等を中心に、

各人のモチベーションの向上、能力やスキルの発揮、イベント、展示、企画展等の企画・開発

等、各種業務において能力を発揮できる環境の整備を行った。 

 

年度 雇用人数 学会等参加 学会等発表 新聞等掲載 

平成15年度 31 人 170 件 7 件 － 

平成16年度 22 人 169 件 15 件 46 件 

平成17年度 21 人 110 件 14 件 19 件 

平成18年度 23 人 82 件 24 件 22 件 
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中期計画 

未来館の事業運営についても、研究者、技術者等の参画を推進する。 

 

【中期目標期間実績】 

日本科学未来館の事業運営に関して、研究者等の外部有識者から構成される「総合監修委員

会」を下記のとおり開催し、事業運営についての意見を聴取し、適宜反映に向けて検討・実施

を行なった。 

 

年度 開催 内容 

平成15年度 平成 16 年 3 月 

・科学技術コミュニケーターの育成と人材育成システ

ムの構築について 

・展示制作等におけるスポンサー確保について 

・日本科学未来館の展示更新の重要性のアピールにつ

いて 等 

平成16年度 平成 17 年 2 月 
・サイエンスチャンネルとの連携協力について 

・スポンサーシップの企業側メリット等の検討について 等 

平成17年度 平成 18 年 2 月 

・教員に対して理科離れを防ぐきっかけ作りが出来るよ

うな研修の企画について 

・他機関の協力を得て事業を推進することについて 等 

平成18年度 平成 19 年 3 月 
・日本科学未来館のターゲット層について 

・常設展のリニューアルについて 等 

 

 
④他機関との連携 

 

中期計画 

内外の科学館等との連携を充実させるとともに、共通入場券の発行等国立科学博物館、

科学技術館との連携を図る。 

 

【中期目標期間実績】 

・全国科学館連携協議会の事務局として、下記加盟館の増加促進活動や総会、幹部会の

開催を行い、展示物の巡回や連携イベント、研修会の実施等を行い。国内科学館等と

の連携の充実に積極的に取り組みを行った。 

・国立科学博物館や、科学技術館と連携し、共通入場券「ぐるっとパス」に参加したり、

「国際標準化 100 年記念特別展示会」にて三館共催にて実施した。 

・また、海外科学館との連携においても、各種国際会議への加盟や年次大会へ出席し発
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表や情報収集等積極的に取り組んだ。 

 

全国科学館連携協議会 
年度 

加盟館数 総会 
海外科学館との連携 

平成15年度 164 館 H15/6/30 
・日本初 ASTC 正式会員認定、大会参加 

・ECSITE 加盟、大会参加 

平成16年度 178 館 H16/7/5 

・ASTC 大会参加 

・ECSITE 大会参加 

・ASPAC 大会参加 

平成17年度 178 館 H17/6/29 

・世界科学館会議参加 

・ASTC 大会参加 

・ECSITE 大会参加 

・韓国国立中央科学館との MOU 締結 

平成18年度 183 館 H18/6/28 

・ASPAC 大会参加 

・ECSITE 大会参加 

・オーストラリア国立科学館クエスタコン連携

による「革新展」開催。 

・ポーランド、オーストラリアへの企画展巡回。 
 
 

中期計画 

科学館人材の育成のための研修を行なう。 

 

【中期目標期間実績】 

科学館人材の育成を目的に下記国内・海外科学館研修を行ない、人的ネットワークの構

築や他館のノウハウ等の共有化、各科学館での活動報告や討論会等の研修を行なった。 

 

年度 国内科学館職員研修 海外科学館職員研修 

平成 15 年度 54 館・54 名参加 21 館・25 名参加 

平成 16 年度 36 館・39 名参加 12 館・17 名参加 

平成 17 年度 31 館・45 名参加 12 館・17 名参加 

平成 18 年度 21 館・30 名参加 6 館・11 名参加 
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中期計画 

大学院等と連携し、両機関の理解増進手法の共同研究等を推進する。 

 

【中期目標期間実績】 

・理解増進手法等の開発について、下記のように共同研究等実施した。 
 
年度 内容 

平成 

15 年

度 

・日本科学未来館をフィールドとした理解増進手法に関する研究のため、下記研究

機関の研究者を受け入れ、研究環境の提供等研究支援・協力を行った。 

－コロンビア大学、横浜国立大学、京都橘女子大学、埼玉大学 
・日本科学未来館をフィールドとして、下記大学との大学院の講義を実施した。 

－東京大学大学院情報学環 

平成 

16 年

度 

・日本科学未来館をフィールドとした理解増進手法に関する研究のため、下記研究機関

の研究者を受け入れ、研究環境の提供等研究支援・協力を引き続き行った。 

－コロンビア大学、横浜国立大学、京都橘女子大学 

・東京大学大学院情報学環との連携強化のため協力協定締結 

・ロボット サービス イニシアチブ（RSi）によるロボットの実証実験を未来館と

連携の上実施。 

・下記大学の学生をインターン生として受け入れた。 

－公立はこだて未来大学、武蔵野美術大学 

・公立はこだて未来大学の公開講座において、未来館のスタッフを講師として派遣。 

平成 

17 年

度 

・国立極地研究所との連携により、南極観測船「しらせ」の見学会、意見交換会を実施。 

・海洋研究開発機構との連携により、地球深部探査船「ちきゅう」の見学会、意

見交換会を実施。 

・下記大学の学生をインターン生として受け入れた。 

－公立はこだて未来大学、淑徳大学、東京工業大学 

・産業総合研究所と展示施設の相互見学会および意見交換会を実施した。 

・科学コミュニケーター育成における連携として、東京大学情報学環と意見交換

会を実施した。 

平成 

18 年

度 

・学校法人千葉工業大学と相互の学術研究の推進、一般を対象にした科学コミュニケー

ション活動を図ることを目的に、学術研究相互協力に関する協定書を締結。 

・学校法人千葉工業大学未来ロボット技術研究センター（fuRo）と多足実験車「ハ

ルキゲニア」を使ったコンテンツ等の共同開発を実施。 

・学校法人東海大学と、相互の学術研究交流を促進する事を目的に、学術研究総

合研究協力に関する協定書を締結。 

・学校法人東海大学情報技術センター（TRIC）と気象衛星データ等を使用したコ

ンテンツの共同開発を行った。 
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 ・上記に加え、スーパーサイエンスハイスクール指定校やサイエンスパートナーシッププロジ

ェクト、理数大好きモデル地域指定校をはじめとする高等学校等とも連携し、ワークシート

を活用し展示の前でプレゼンテーションを行う「来館プログラム」等の未来館における学習

プログラムの開発実施や、館外での校外連携プログラムの開発実施も行った。 
 

 

⑤来館者数の確保 

 

中期計画 

以上の措置を講ずることにより、来館者の確保に努め、来館者数50万人/年以上を確保する。 

 

【中期目標期間実績】 

・各種来館者増加施策等を実施し、下記来館者数を確保した。 

 

年度 来館者数 

平成 15 年度 617,090 人 

平成 16 年度 628,184 人 

平成 17 年度 712,426 人 

平成 18 年度 778,629 人 

 

  毎年 50 万人を上回る来館者数を確保し、目標の 50 万人に対し、123%～155%という実

績を残すことが出来た。 

 

・以上の措置を講じた事に加え、 

－企画展の開発、実施 

  （オリジナル企画展例：「脳！内なる不思議の世界へ」展 81,795 人） 

  （共催企画展例：「マンモスからの警告展」 121,079 人） 

－修学旅行や旅行代理店等に対する営業活動の実施 

－積極的なプレスや取材誘致活動による、広報活動の実施 

などの活動により、一層の来館者数増加につとめた。 

・また、毎年度来館者数が逓増していくという傾向は、同様の施設においては非常に特

異的な状況であり、特筆すべき成果である。 

・更に、毎年実施している来館者調査における、総合評価においても毎回 90%以上のプ

ラス評価を頂いており、来館者数という定量部分のみではなく、サービス等の定性部

分についても高い実績を残せた。 
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ⅡⅡ－－６６．．そそのの他他行行政政等等ののたためめにに必必要要なな業業務務 

 

（１）関係行政機関の委託等による事業の推進 

 

 

 

 

［中期目標］ 

  関係行政機関等の委託等により、専門的能力を必要とする各種業務を実施

する。 

<事業概要>  

我が国の科学技術政策の推進に貢献すること等を目的として、関係行政機関等の委託

等により、競争的研究資金制度等の公募事業の支援に係る業務等、専門的能力を必要と

する各種業務を実施する。 

 

 

中期計画 

我が国の科学技術政策の推進に貢献すること等を目的として、関係行政機関等の委託等

により、専門的能力を必要とする各種業務を実施する。 

 

【中期目標期間実績】 

・関係行政機関等から受託した以下の事業について、業務を実施した。 

(1) 科学技術振興調整費における評価等の実施に係る支援業務（文部科学省から

の受託）（平成15～18年度） 

(2) 科学技術連携施策群に関する総合推進〔科学技術振興調整費〕（文部科学省

からの受託）（平成17～18年度） 

(3) キーテクノロジー研究開発の推進に関する支援事業（文部科学省からの受託）

（平成17～18年度） 

(4) 新世紀重点研究創生プラン（文部科学省からの受託）（平成18年度） 

(5) 経済活性化のための研究開発プロジェクト（文部科学省からの受託）（平成18年度） 

(6) 特定先端大型研究施設の開発（文部科学省からの受託）（平成18年度） 

(7) 原子力システム研究開発委託費の実施に係る支援等（文部科学省からの受託）

（平成17～18年度） 

(8) 外国人特別研究員に係る試験研究費（日本学術振興会からの受託）（平成15年度） 

(9) 原子力情報普及事業（文部科学省からの受託）（平成15～18年度） 

(10) バイオリソース情報のセンター機能の整備（国立遺伝学研究所からの受託）

（平成15年度） 

(11) 国内の特に微生物に関するバイオリソース情報のセンター機能の整備（国立

遺伝学研究所からの受託）（平成16～17年度） 

(12) ライフサイエンス統合データベース基盤整備 ポータルサイト構築（文部科
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学省からの受託）（平成18年度） 

(13) 沖縄新大学院大学先行研究拠点等設備整備事業（沖縄県からの受託）（平成

15年度） 

(14) 沖縄新大学院大学先行的研究事業（内閣府からの受託）（平成15年度） 

(15) 沖縄大学院大学先行的研究事業（内閣府からの受託）（平成16～17年度） 

(16) 原子力関連番組制作事業（原子力関連番組の制作・配信(H18)）（文部科学省

からの受託）（平成15～18年度） 

(17) サイエンス・チャンネル配信業務（独立行政法人国立オリンピック記念青少

年総合センター／独立行政法人国立青少年教育振興機構からの受託）（平成

15～18年度） 

(18) 中間・事後評価等の実施に係る支援事業（文部科学省からの受託）（平成15年度） 

(19) 競争的研究資金配分機関構築支援プログラム〔科学技術振興調整費〕（文部

科学省からの受託）（平成16年度） 

(20) 競争的研究資金配分機関構築支援 多様な研究資金配分におけるPO業務の習

得等〔科学技術振興調整費〕（文部科学省からの受託）（平成17年度） 

(21) 我が国の国際的リーダーシップの確保 アジアにおける科学技術の振興と成果の

活用〔科学技術振興調整費〕（文部科学省からの受託）（平成17～18年度） 

(22) 日中・中日言語処理技術の開発研究〔科学技術振興調整費〕（文部科学省か

らの受託）（平成18年度） 

(23) 初期胚発生に関する突然変異体系統の保存・提供（名古屋大学、文部科学省

からの受託）（平成15～18年度） 

 

・特に、競争的研究資金制度等の公募事業の支援に係る受託業務については、平成 17

年度より、「科学技術連携施策群に関する総合推進」、「キーテクノロジー研究開

発の推進に関する支援事業」及び「原子力システム研究開発委託費の実施に係る支

援業務」を新たに受託し、また、平成 18 年度より、「新世紀重点研究創生プラン」「経

済活性化のための研究開発プロジェクト」「特定先端大型研究施設の開発」の支援に係

る受託業務を新たに受託した。これらの業務は、機構のファンディング・エイジェンシ

ーとしての経験を活かして、実施した。 

・「科学技術振興調整費における評価等の実施に係る支援業務」については、公募の

実施、審査 WG や評価 WG の着実かつ適切な運営により委託元（文部科学省）の指

定する期日までに採択課題候補案、評価報告書案等を提出し、文部科学省科学技術

振興調整費審査部会等における円滑な審議の実施に貢献した。また、課題管理業務

においても財務省協議に関する業務を着実かつ適切に実施するとともに、課題の進

捗状況を把握し、適宜課題の運営について課題実施者へ助言等を行った。 
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ⅢⅢⅢ ...   業業業務務務運運運営営営ののの効効効率率率化化化ににに関関関すすするるる事事事項項項    
   
ⅢⅢ－－１１．．組組織織のの編編成成及及びび運運営営  

 

（１）組織の運営 

 

 

 

［中期目標］ 

理事長が指導力を発揮して、組織全体として明確な方針の下に運営する。

中期計画 

理事長の経営判断に資するため、企画機能を強化するとともに、機構で実施する各事業

について経営面も含めた全般的事項について外部有識者の助言を得ることにより、組織

運営の改善を適宜行う。 

 

【中期目標期間実績】 

・理事長の経営判断に資するため、平成 15 年度には、研究企画調整室、情報企画調整室

など、各事業本部に企画部門となる組織を置き、機構における企画機能の効果を図った。 

・また、科学技術振興機構運営会議規則に基づく科学技術振興機構運営会議を開催し、外部有

識者からの組織運営についての助言などを参考として、運営改善、組織改編を行った。 

・平成 16 年度は、利用者の意見等を直に把握している各事業部室の企画機能を強化す

るため、組織構造のフラット化の観点から再度組織改革を実施し、文献情報提供業

務の企画機能を情報提供部に編成するなどを行った。また、平成 17 年度は社会技術

システムを社会技術研究開発センターへと改組し、平成 18 年度は広報・ポータル部

を新設するなど、組織の見直しを行い、運営改善を図った。 
 
 
中期計画 

理事長のリーダーシップにより中期目標を達成するための資源の配分システムを確立し、

業務の効率化を推進する。 

 

【中期目標期間実績】 

・独立行政法人の理念に基づき、理事長のリーダーシップの下に組織運営が行われる体制の

強化を図った。各事業の当初予算から計 10 億円を調整費として留保し、理事長自らが各

事業担当に対してヒアリング等を行って各業務の進捗状況を把握するとともに、中期目

標・中期計画を踏まえた年度計画をより効果的・効率的に実施する提案に対して当該予算

の配賦を行う等、中期目標・中期計画を達成するための体制整備を進めることができた。 

・なお、平成 15 年度は 10 件、16 年度は 42 件、17 年度は 28 件、18 年度は 22 件の提

案に対して配賦を行った。 
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中期計画 

各部署において迅速な意思決定と柔軟な対応を実現するために、各部署の長への権限の

委譲を推進する。 

 

【中期目標期間実績】 

機構における意思決定手続きの実態を把握するため、平成 15 年度から平成 16 年度にかけ

て、役員決裁案件の全件調査を実施した。それらを踏まえ、各部室の決裁事項について、意

思決定の迅速化・効率化、部室長の権限強化、業務運営の健全性確保の観点から検討を行い、

下位職位への委譲が適当と判断されるものについて権限委譲を実施した。特に平成 16 年度に

おいては、全社的な見直しを実施し、決裁権限例表における決裁事項（638 項目）中、約 13%

にあたる 83 項目について権限の見直しを実施した。その他平成 17 年度、18 年度においても

研究成果活用プラザの委託契約や余裕金の運用に関して決裁権限委譲を実施した。 
 

 

（２）組織の編成 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

 機構の目標を最も効率的、効果的に実現可能な体制を整備する。この際、

組織の肥大化を抑制するとともに、機動性、効率性が確保できるよう柔軟な

組織を整備し、存在意義の薄れた部署、非効率な部署は、スクラップする。

 

中期計画 

組織の硬直化を避け、人材の効率的活用を目的として、業務量及び人材配置の運用状況につい

てのヒアリングを定期的に実施・分析し、業務の実状等に応じた効率的・効果的な組織編成や

人材配置等に反映する。特に、中期計画策定の段階では予定されていなかった大幅な業務量の

変動が生じるような場合においても適切な人員配置が行えるよう、その柔軟性に留意する。 

 

【中期目標期間実績】 

・効率的・効果的な組織編成及び人材配置等を行うために必要な情報を収集すべく、各部室

長を対象に定期的にヒアリングを行い、そこで得た情報を分析、検討し、各年度における

組織改編及び人事異動に反映した。また、職員個々の業務の現状及び個人の能力等のより

一層の把握に向け、アンケート内容も適宜見直しを行い、その結果を人事異動に反映し、

人材の効率的な活用を行った。 

・その他、大幅な業務量の変動などに対応するため、平成 16 年度に行った文献データベー

ス作成の合理化と販売強化を目指した情報事業本部の組織改編や、理数学習支援事業の拡

大に伴う平成18年度の理数学習支援部の新設など、柔軟な人事配置と組織編成を行った。 
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（３）職員の研修及び業績評価 

 

 

 

 

［中期目標］ 

 職員の業務に関する評価を適正に行い、職務、職責及び業績に応じた適

切な職員の処遇を行う。 

中期計画 

柔軟な組織編成や人員配置等を目指すため、業務上必要とされる知識、技術の取得に対

応すべく、自己啓発や能力開発のための研修制度を拡充する。 

 

【中期目標期間実績】 

・各年度を通じて業務上必要とされる知識、技術の取得に対応すべく、以下の自己啓

発及び能力開発に資する取組みを実施した。主な研修は以下の通り。 
① 階層別教育研修（新入職員、新任の課長級、課長代理級、係長級など各階層毎

に必要な役職としての自覚と能力・知識の向上を図る） 
② 外部研修機関を利用したテーマ別教育研修（各種語学研修、メンタルヘルス研

修、ライフプラン研修などを開催） 
③ 国の機関が実施する各種職務研修（文部科学省、会計検査院等が実施する研修

への職員の受講） 
④ キャリアアップを図るための各種通信教育（職員個々の自己啓発を支援し、幅

広い知識を習得させる目的） 
・その他、職員の資質向上を目的として、機構指定の大学院への通学支援を平成17年度から実

施するとともに、平成18年度には海外研修制度等を整備するなど、研修制度の拡充に努めた。 
 

中期計画 

透明性のある人事制度により定期的に職員の業績を評価し、その結果を具体的な昇任及

び人員配置として適切に反映させ、職員の資質・職務遂行方法の向上を図る。 

 

【中期目標期間実績】 

・透明性及び公平性のある人事制度構築を目指し、人事制度検討委員会及び同分科会

を発足し様々な現場の職員と広く議論を行った他、平成16年度にコンサルティング

会社を選定し、具体的な新規人事制度の設計を開始した。平成17年度には詳細設計

を行い、職員への周知を行うとともに、管理職に対して目標設定と評価に関する研

修を実施するなど、人事制度の透明性の観点と公正性に留意した。 
・また、平成17年10月から試行的な実施に取組み、各職員が目標管理シートを作成す

るとともに、発揮能力評価項目についての理解を深め、本格稼働に向け準備を整え

た。さらに、平成18年度は人事制度検討委員会等にて運用ルールの検討を行い、上

期の業績評価については12月期末手当に反映し、発揮能力評価については平成19年
度の昇給に反映することとした。 

・その他、実施に際しては、制度に対する職員への周知徹底や評価結果のフィードバ

ックを行うなど、透明性と公平性のある制度運用に留意している。 
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ⅢⅢ－－２２．．業業務務運運営営のの効効率率化化  

 

（１）事務の効率化、合理化及び経費の削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

 各種事務処理を簡素化・迅速化し、施設・スペース管理を徹底すること

等により、経費を節減し、事務を効率化、合理化する。国において実施さ

れている行政コストの効率化を踏まえて、既存経費の徹底的な見直しを行

い、一般管理費（人件費を含む。なお、公租公課を除く）について、中期

目標期間中にその１２％以上を削減するほか、文献情報提供業務以外の業

務に係る事業費（競争的資金を除く）について、中期目標期間中、毎事業

年度につき１％以上の業務の効率化を行う。競争的資金についても、研究

課題の適切な評価、制度の不断の見直しを行い、業務の効率化に努める。 

文献情報提供業務については、サービス毎の利用者の需要分析、収支バ

ランス等を考慮し、不断に事業の見直しを行うとともに、中期目標期間中に

事業費について、１１％以上の業務の効率化等を実施し、収益性を確保する。

 また受託事業収入で実施される業務についても効率化に努める。 

 

① スケールメリットを活用した効率化等 
 

中期計画 

民間の経費節減に関するノウハウを調査し、業務の効率化に反映させる。 

 

【中期目標期間実績】 

平成 15 年度において、監査法人の協力を得て、民間企業において広く取り組まれてい

る効率化策について各部署に採用の可否を問うなど、各部署への効率化への取組を呼び

かけるとともに、平成 17 年度には、民間企業の経費削減に関するノウハウの調査を実施

し、9 社からの得た具体的な削減策の回答について業務への反映を検討した。調査結果に

ついては、すでに取り組んでいるものが多数あったが、昼休みの消灯、携帯電話の割引

料金の導入、蛍光灯のワット数切り替え、自動水栓の設置、両面コピーの促進など、経

費削減策のさらなる強化や各部への浸透、意識改革の促進を図った。 
 

中期計画 

事務用品等消耗品や各種機械等についても業務に影響の出ない範囲で共同購入を実施す

るとともに、より一層の競争入札の導入を推進し、経費の節減を行う。 
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【中期目標期間実績】 

・中期目標期間中、より一層の競争入札の導入を推進し、各年度における競争入札の

契約件数比率は、以下のとおりいずれの年度も対前年度実績を上回っており、その

契約の透明性の確保に努めた。 

 

 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

競争入札の契約件数比率 9.1% 10.3% 11.2% 15.4% 

（注）契約の実績については２月末時点で比較している。 

・また、事務用消耗品等共同購入が可能な品目について精査を行い、中期目標期間中にコ

ピー用紙、トナーカートリッジ等の共同購入を実施した。具体的な例として、平成15年

度に1,280円だったA42,500枚のコピー用紙は、共同購入導入後の平成18年度は1,062円に、

トナーカートリッジは、1個9,800円が6,000円に、それぞれ単価の低減が図られた。 
           

  

中期計画 

事業横断的に利用可能なサービスや図書資料等の共用を推進する。 

 

【中期目標期間実績】 

平成16年度に図書資料等の共用化を促進するため、図書等を一元的に管理する「図書管

理システム」を導入した。同システムには、保有している図書等（3.5万冊以上）を登録し、

全役職員が自席から検索できる仕組みを構築するとともに、同システムを用いた貸出手配

等の諸手続きを整備・周知した。また、図書センターや各部室で購入している定期刊行物

について一覧表を作成し、社内電子掲示板に掲示することで、共用化を促進した。 
 
 
中期計画 

研究等終了後の各種物品について機構内の別事業への再度の利活用等による有効利用を徹底する。 

 

【中期目標期間実績】 

・研究終了後の各種物品について、掲示板等を使用して機構内での物品利活用募集・

公開を行い資産の有効利用を推進した。また物品利活用募集対象拡充のため利活用

マニュアルを作成する等利用者が活用しやすい環境を整えるとともに現状に則した

利活用処理基準とするための見直しを実施した。物品譲渡の推進と併せて実施細則

の見直しを図る等により研究成果の更なる展開及び物品管理の合理化に努めた。 

・中期計画期間中、物品利活用において 1,162 件の対象物品を募集し、うち 568 件の利

活用を実施した（利活用率約 50%)。これら物品利活用の実施により資産の有効活用

及び研究予算の効率的運用等に資することができた。また、物品の譲渡を推進した
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ことにより譲渡件数は 35,314 件にのぼり、うち有償譲渡によるものは 2,602 件 478

百万円の実績となった。 

・これら物品譲渡に伴い研究機関の更なる研究発展に寄与すると共に機構における物

品管理の合理化を実現することができた。 
 

 

中期計画 

各事業において各地に分散して活動する事務所等の間で業務運営の効率化に関する情報、

ノウハウを共有化する。 

 

【中期目標期間実績】 

・基礎研究や地域科学技術、情報提供に係る事業において、全国各地に事務所、中核

機関及び連携拠点機関、支所が散在（H18年度は基礎研究事業：32ヵ所、地域関係事

業：34ヵ所、情報提供3ヵ所）している。中期目標期間中、基礎研究事業では事務参

事会議、地域関係事業ではコーディネータ会議、事務局長会議、情報提供事業では

情報提供部販売会議を随時開催し、事業運営に係るマニュアルの共有、必要な情報

のイントラネット掲示板への掲載など、業務運営の効率化や効率的な販売促進活動

に関する情報・ノウハウの共有化・周知を図った。 

・また効率化を推進するべく、平成16年度に基礎研究事業では本部及び研究事務所間

で連絡等に用いる専用回線をインターネットVPNに移行し、情報提供事業について

も支所と本部間のIP/VPN網からインターネットVPN網に移行し、本部サーバへのア

クセスを可能にした。 
 

 

中期計画 

日本科学未来館のホール、会議室等を積極的に活用するなど施設の有効利用を推進する。 

 

【中期目標期間実績】 

日本科学未来館施設の有効利用を促進するために、学会等の講演会、シンポジウム等

の利用開催の促進の為、リピーターである研究機関や学会を通じて、新規利用開拓のた

めの広報・営業活動を積極的に実施し、下記の稼働率にて有効利用する事が出来た。 

   平成15年度稼働率 ： 48.0%  

   平成16年度稼働率 ： 55.0% (目標43%) 

   平成17年度稼働率 ： 61.1% (目標50%) 

   平成18年度稼働率 ： 56.6% (目標55%) 
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② 管理的経費の節減 
 

中期計画 

管理部門の管理費の節減や人員の合理化に努め一般管理費を削減する。 

 

【中期目標期間実績】 

・一般管理費（公租公課を除く）の実績は、平成15年度基準額3,619百万円（内訳：人

件費1,678百万円、物件費1,942百万円）に対して平成18年度2,924百万円（内訳：人件

費1,328百万円、物件費1,595百万円）（△19.2%）であった。 

・一般管理費削減に係る中期計画を達成するべく削減計画を平成15年11月25日に作成

し、各年度の削減額を明確に設定した。その後毎年度決算数値及び計画の進捗状況

を踏まえ、項目毎に見直しを実施した。 

 

〔一般管理費の推移〕                     （単位：百万円、％） 
(b)-(a)  H15基準 

(a) 
H15決算 H16決算 H17決算 H18決算 

(b) 削減額 削減率 

人件費（管理系） 1,678 887 1,477 1,357 1,328 △ 349 △ 20.8 

物件費 
（除く公租公課） 1,942 826 1,795 1,681 1,595 △ 346 △ 17.8 

一般管理費計 
（除く公租公課） 3,619 1,713 3,272 3,038 2,924 △ 695 △ 19.2 

（注）計数については、それぞれ四捨五入しているため、合計において端数が合致しないものがある。 
 

 

中期計画 

日本科学未来館、研究成果活用プラザ等を含む機構の全施設において管理部門の光熱水

料の節減に努め、固定経費を削減する。 

 

【中期目標期間実績】 

昼休み時の執務室消灯、執務室以外の場所の常時部分消灯、冷房温度の高め設定、洗

面所の自動水栓取り付け等を推進することにより、全組織的に省エネ・節電・節水励行

に努め、毎年度対前年比で削減が図られている（新規拡充分は除く）。 

 
年度 実績（単位：百万円） 
H14（下期）→ H15（下期） 162 → 142 
H15（通期）→ H16 335 → 314 
H16    → H17 480 → 470 
H17    → H18 470 → 457 
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中期計画 

戦略的創造研究推進事業等において領域事務所等の地理的集約化などにより、事務所に

係わる経費を節減する。 

 

【中期目標期間実績】 

戦略的創造研究推進事業において、既存の 3 つの研究領域事務所を本部に移転し、地

理的集約化を行った。また、平成 16 年度以降発足のチーム型研究及び H18 年度発足の個

人型研究の新規領域については原則として事務所を開設せず、本部が直接支援・運営業

務を行う体制とした。さらに、 既存の事務所について、業務量（サポートすべき研究者

数、予算額等）を勘案し、事務員数の削減や複数領域での兼務などにより、事務所の人

員配置を見直す等、事務所経費に係る効率化に努めた。 
 

 

中期計画 

機構所有の知的財産権について、その保有コストと価値についての評価を充実し、効率

的な知的財産権管理体制を整備する｡ 

 

【中期目標期間実績】 

・機構が保有する特許について、技術移転の可能性に重点を置いた評価基準を作成し、評価

を実施した。具体的には、ライセンス等に至っていない特許について、登録後3年、6年、

9年経過したものを抽出して、技術移転プランナーにより技術移転の可能性の有無につい

ての評価を行うこととした。当初は17年度から19年度までの3年間をかけて評価する予定

であったが、18年度までの2年間に前倒しして評価を実施し、合わせて875件を評価した。

評価の結果をうけて企業への照会等を行い、年金納付の際の判断材料とするとともに、一

部の特許については育成あるいはライセンス検討を担当部署に依頼した。評価した875件

中、233件を放棄または発明者に返還し、保有コストを約1,400万円削減できた。 

・外国出願を行う場合は、先行技術調査を行って特許性の有無を明確にした上で、外部有識

者からなる知的財産委員会の評価を受け、外国出願を行うか否かを判断する方式に改めた。

これにより、海外出願の件数とコストを削減し、効率的な外国特許出願が実施できた。 

 

 

③ 電子化・ペーパーレス化の推進 
 

中期計画 

新たなグループウェアの構築・活用により内部業務の事務処理において迅速化、ペーパー

レス化を推進する。また研究事務所等ネットワークの一元化により運営費を節減する。 
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【中期目標期間実績】 

・平成16年度に新グループウェアを構築し、新たに電子決裁機能を導入した。これに

より、平成18年度末時点で64の決裁文書・帳票が電子化され、事務処理の迅速化、

ペーパーレス化を推進した。 

・平成16年度に新たに電子公募システムを構築し、平成17年度に7制度、平成18年度に

19制度で運用を行い、事務処理の迅速化を推進した。 

・全体的な経費節減効果を考慮し、本部と研究事務所とのネットワーク回線を専用線

から順次インターネットVPNを利用した接続に切り換えた。平成16年度末までに73

事務所のうち節減効果が期待される58事務所について全て移行した。平成18年度末

時点で、76事務所のうち74事務所でインターネットVPNを利用している。また、イ

ンターネットVPNへの移行に伴い接続拠点2ヶ所（京都、筑波）を廃止したことによ

り、運営費を22.7百万円節減した。 

・平成18年度に行ったOA-PCの更新を契機に、構内ネットワーク及びOA-PCのセキュ

リティを高めるとともに、利便性を向上させた。 

 

 

④ 文献情報提供業務における効率化 
 

中期計画 

運営費交付金を充当しない文献情報提供業務においても同様の観点から業務運営を効率化する。 

 

【中期目標期間実績】 

業務運営を効率化し、収支改善を一層推進するため、第 1 期(平成 16～18 年度)文献事

業経営改善計画に沿い改善を推進した。 

（１）経費節減 

－データベース作成合理化の実施(平成 16～18 年度△4.5 億円) 

－システム運用経費の見直しの実施(平成 16～18 年度△1.2 億円) 

－JOIS 運用経費の見直しの実施 (平成 18 年度 △5.5 億円) 

（２）事業内容の見直し、改善 

－需要が高い情報の提供:利用状況の分析結果を踏まえ、利用度の高い分野を

より充実させる等、データベース収録誌に反映した。 

－速報性の向上 

本中期目標である 37 日以下を達成するよう、納期管理の徹底等による

速報性改善策及び電子化された情報を活用した作成工程の見直しとこれ

に伴うシステム改造を行うことにより、他機関のデータベース作成工程

にはない日本語抄録を付与する工程を含めて、資料入手からデータベー
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ス提供までの日数を 36.2 日に短縮した。 

 

項目 H15 H16 H17 H18 

速報性の向上 
(平均処理日数） 40.2 日 39.5 日 38.4 日 36.2 日 

                    
 

中期計画 

文献情報データベース作成において品質に配慮しつつ、合理化を推進し、経費を削減する。 

 

【中期目標期間実績】 

文献データベース合理化基本方針及び第Ⅰ期経営改善計画に基づき、品質の維持に配

慮しつつ経費を削減した。 

平成 16 年度： 著者抄録の校閲中止 

内誌の英文著者抄録の翻訳による和文抄録作成 

校閲単価の引下げによる経費の削減 

平成 17 年度： 外国誌の英文著者抄録の翻訳による和文抄録作成  

           委託単価の引下げによる経費の削減 

平成 18 年度： 大規模電子辞書を用いた索引の導入（90 万件） 

           外国誌の英文著者抄録の翻訳による和文抄録作成（件数拡大） 

           委託単価の引下げによる経費の削減 

 

項目 H15 H16 H17 H18 

データベース作成合理化 

削減経費（前年比） 
－ △86 百万円 △130 百万円 △231 百万円 

 

 

中期計画 

各商品におけるユーザーニーズの分析及び収支バランス等を考慮し、事業の見直しを適宜行う。 

 

【中期目標期間実績】 

中期計画期間に、商品毎の収支状況、利用状況の把握を可能としたことにより下記の

方策を実施した。 

（１）商品毎の収支状況を的確に把握した結果、STN について収益率が悪い状況が明

確となったことから、STN 東京サービスセンターとしての役割を終了し、業務

を新 STN 東京サービスセンターである（社）化学情報協会に移管した。 

（２）商品毎の収支状況を勘案した結果、利益率の高い JDreamⅡについて経費増をと
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もなわずに新規顧客の開拓及び利用頻度の少ない既存顧客に対して販売するた

め、平成 16 年度には中小企業や未利用、少額利用ユーザーを対象とした新サー

ビス制度を設置した他、中小企業を中心として無料利用を可能とするために、

ビジネス支援図書館や公立図書館等に JDreamⅡの導入を図ってきた。また、非

特許文献である論文情報も知財情報としての先行技術調査に重要であることを

ＰＲするとともに、民間情報機関との連携を推進した特許・文献統合検索シス

テムに対して文献データを提供する等企業の知的財産部での利用拡大を図った。

平成 18 年度においては安価な価格設定で情報を提供するため、個人向けの

JDreamPetit の価格を半額に改定し、企業向けにビジネス支援型 Mini 固定料金

サービス、大学向けにアカデミック新特約固定料金サービス等を平成 19 年度以

降の新料金プランとして新設した。 
 

 

中期計画 

請求書等の発送業務、紙媒体で出力している各種資料の見直し等により義務的営業経費

を削減する。 

 

【中期目標期間実績】 

提供事業に使用している計算機を処理効率の優れた最新のものに切り替えたことを期

に、請求書控等各種紙媒体で出力している管理資料を電子媒体に移行した他、JDream ニ

ュース等の電子媒体での配信を開始した。 

 

項目 H15 H16 H17 H18 

ペーパレス効果 － 
196 万頁 

（26％減） 

54 万枚 

（15％減） 

69 万枚 

（23％減） 

※平成 17 年度より、単位を枚数に変更した。 
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（２）アウトソーシング及び外部機関との連携 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

 外部の専門的な能力を活用することにより高品質のサービスが低コスト

で入手できるものについてアウトソーシングを積極的に活用する。また外

部機関との連携による効率化についても推進する。 

 

中期計画 

外部の専門的な能力を活用することにより高品質のサービスが低コストで入手できるも

のについてアウトソーシングを積極的に活用し、事務を効率化、合理化する。 

 

【中期目標期間実績】 

・業務の効率化の観点から、中期目標期間中においてアウトソーシングの対象となり

得る案件の有無について調査し、平成15年度は7件、平成16年度は5件、平成17年度

は8件、平成18年度は13件、それぞれ新規アウトソーシング業務の抽出を行った。 

・具体的に実施しているアウトソーシングとしては、施設の運営・管理、サーバの運

用、セミナー開催支援、郵便業務など、外部の専門的な機関を活用することにより

低コストで実施できる業務については、継続してアウトソーシングを実施しており、

事務の効率化・合理化に努めている。 
 

 

中期計画 

日本科学未来館については国立科学博物館等関係機関との有機的な連携協力を推進する。 

 

【中期目標期間実績】 

日本科学未来館と、国立科学博物館、科学技術館との有機的な連携協力を推進するた

め、下記日程にて、3館連絡会議を開催し、以下のような効果的な連携が出来た。 

    平成15年度 ： 平成15年10月29日 

    平成16年度 ： 平成16年4月8日 

    平成17年度 ： 平成17年7月27日 平成18年3月20日 

    平成18年度 ： 平成19年2月27日 

  －「実務担当者意見交換会」の開催 

  －「東京都ぐるっとパス」への参加 

  －「まなびピア」への共同出展 

  －「国内科学館職員研修」における連携 

  －「国際標準化100年記念特別展示会」の3館連携開催  等 
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（３）国家公務員に準じた人件費削減の取組み 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

 「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）を踏まえ、

平成１８年度からの５年間で、国家公務員に準じた人件費削減の取組を行う

とともに、国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しを行う。

中期計画 

常勤の役職員に係る人件費（退職手当、福利厚生費、競争的研究資金により雇用される

任期付職員に係る人件費は除く。）については、平成 22 年度において、平成 17 年度と比

較し、5%以上の削減を行う。（ただし、今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分について

は削減対象より除く。）そのため、中期目標期間の最終年度である平成 18 年度の当該人

件費については、平成 17 年度と比較し、概ね 1%以上の削減を行う。 

 
【中期目標期間実績】 

・総人件費については、常勤の役職員に加え、各事業における常勤の任期付職員（競

争的資金により雇用される者は除く。）の人件費の状況について、四半期を目途に

把握するとともに、今後の執行予定についても確認を行った。 

・その結果、平成18年度の総人件費については、①基礎研究部門等における既存事業の段階的

廃止、②常勤職員の定員管理及び各事業における執行状況を定期的に把握したことから、平

成17年度決算額と比較し、1.37%の削減（6,179,498千円→6,094,582千円）となった。 
 

 

中期計画 

具体的には、役員の人件費については、本俸を国家公務員の指定職俸給表の見直しに準じて平成 18

年度より引下げる。また、常勤職員（任期に定めのない職員）の人件費削減については、平成18年

度より平成22年度の間において、以下の措置を労使間で合意に至ったものから順次実行に移す。 

① 本給表の水準を全体として平均 4.8%引下げ 

② 職員の勤務成績が適切に反映される新人事制度導入に伴い、昇給及び期末手当に反映 

③ 役職手当等の手当制度の見直し 

 

【中期目標期間実績】 

・役員の本俸について、国家公務員の指定職俸給表の見直しに準じて平均6.7%の引下

げを行った。(平成18年4月1日改定) 

・常勤職員の本給表の引下げについては、労使間で交渉を行い、平成18年度末に合意

に至った。なお、本給表の改定日は平成19年4月1日とした。 

・新人事制度を導入し、12月期の期末手当において「業績評価」結果を期末手当に反 

映した。なお、職員の昇給に係る「発揮能力評価」を実施しており、その結果につ
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いては平成19年4月1日の昇給から反映することとした。 

・管理職に支給する役職手当について、1%の引下げを平成18年10月から行うとともに、

管理職の期末手当について見直しを行い、管理職加算制度について、3年間で段階的

に廃止することとして平成18年6月期支給の期末手当から実施した。 
 

 

（４）業務・システムの最適化 

 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

 主要な情報システムについて、コストの削減、調達における透明性の確

保及び業務運営の効率化・合理化を図る観点から、国の行政機関の取組に

準じて、業務・システムに関する最適化を行うため、平成１８年度末まで

のできる限り早期に最適化計画の方針を策定する。 

中期計画 

国の行政機関の取り組みに準じて、主要な情報システムに係る監査及び刷新可能性調査

を実施し、システムコスト削減、システム調達における透明性の確保等を実現するため

に、最適化計画の方針を策定する。 

 

【中期目標期間実績】 

国の行政機関の取り組みに準じて、機構で運用するシステムのうち主要な57の情報シ

ステムを対象に、外部の専門家を活用して調査・分析を行い、今後の最適化方針の策定

を行ったが、刷新可能なシステムは存在しなかった。上記のうち運用経費が1億円以上で、

国から最適化計画の策定を要請された3システム（総合情報システム、ReaD、J-STAGE）

については、現状調査・分析を行い、個別の最適化計画（骨子）の策定を行った。 
 

 

中期計画 

情報システム全般に責任を持つ情報化統括責任者（CIO）を検討・設置するとともに、情報化

統括責任者（CIO）を補佐し、情報システムに係る最適化計画の策定、情報システムの調達内

容、人材の全体的なレベルアップを図る職員研修について検討・実施する組織を設置する。 

 

【中期目標期間実績】 

・平成17年度に情報システム全般を統括する情報化統括責任者（CIO）を設置するとともに、

CIOを補佐する情報化統括責任者（CIO）補佐及び情報化統括委員会を設置した。CIOの

もと、平成18年度には外部の専門家を活用して最適化方針及び計画の策定を行った。 

・情報システムに係る調達については、外部の専門家も活用して仕様の見直し、工数

の精査を行った結果、約1.5億円の経費が削減できた。 

・また、新入職員・中途採用職員へのグループウェア及びセキュリティ研修会を実施した。 
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ⅡⅡ－－６６．．そそのの他他行行政政等等ののたためめにに必必要要なな業業務務 

 

（１）関係行政機関の委託等による事業の推進 

 

 

 

 

［中期目標］ 

  関係行政機関等の委託等により、専門的能力を必要とする各種業務を実施

する。 

<事業概要>  

我が国の科学技術政策の推進に貢献すること等を目的として、関係行政機関等の委託

等により、競争的研究資金制度等の公募事業の支援に係る業務等、専門的能力を必要と

する各種業務を実施する。 

 

 

中期計画 

我が国の科学技術政策の推進に貢献すること等を目的として、関係行政機関等の委託等

により、専門的能力を必要とする各種業務を実施する。 

 

【中期目標期間実績】 

・関係行政機関等から受託した以下の事業について、業務を実施した。 

(1) 科学技術振興調整費における評価等の実施に係る支援業務（文部科学省から

の受託）（平成15～18年度） 

(2) 科学技術連携施策群に関する総合推進〔科学技術振興調整費〕（文部科学省

からの受託）（平成17～18年度） 

(3) キーテクノロジー研究開発の推進に関する支援事業（文部科学省からの受託）

（平成17～18年度） 

(4) 新世紀重点研究創生プラン（文部科学省からの受託）（平成18年度） 

(5) 経済活性化のための研究開発プロジェクト（文部科学省からの受託）（平成18年度） 

(6) 特定先端大型研究施設の開発（文部科学省からの受託）（平成18年度） 

(7) 原子力システム研究開発委託費の実施に係る支援等（文部科学省からの受託）

（平成17～18年度） 

(8) 外国人特別研究員に係る試験研究費（日本学術振興会からの受託）（平成15年度） 

(9) 原子力情報普及事業（文部科学省からの受託）（平成15～18年度） 

(10) バイオリソース情報のセンター機能の整備（国立遺伝学研究所からの受託）

（平成15年度） 

(11) 国内の特に微生物に関するバイオリソース情報のセンター機能の整備（国立

遺伝学研究所からの受託）（平成16～17年度） 

(12) ライフサイエンス統合データベース基盤整備 ポータルサイト構築（文部科
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学省からの受託）（平成18年度） 

(13) 沖縄新大学院大学先行研究拠点等設備整備事業（沖縄県からの受託）（平成

15年度） 

(14) 沖縄新大学院大学先行的研究事業（内閣府からの受託）（平成15年度） 

(15) 沖縄大学院大学先行的研究事業（内閣府からの受託）（平成16～17年度） 

(16) 原子力関連番組制作事業（原子力関連番組の制作・配信(H18)）（文部科学省

からの受託）（平成15～18年度） 

(17) サイエンス・チャンネル配信業務（独立行政法人国立オリンピック記念青少

年総合センター／独立行政法人国立青少年教育振興機構からの受託）（平成

15～18年度） 

(18) 中間・事後評価等の実施に係る支援事業（文部科学省からの受託）（平成15年度） 

(19) 競争的研究資金配分機関構築支援プログラム〔科学技術振興調整費〕（文部

科学省からの受託）（平成16年度） 

(20) 競争的研究資金配分機関構築支援 多様な研究資金配分におけるPO業務の習

得等〔科学技術振興調整費〕（文部科学省からの受託）（平成17年度） 

(21) 我が国の国際的リーダーシップの確保 アジアにおける科学技術の振興と成果の

活用〔科学技術振興調整費〕（文部科学省からの受託）（平成17～18年度） 

(22) 日中・中日言語処理技術の開発研究〔科学技術振興調整費〕（文部科学省か

らの受託）（平成18年度） 

(23) 初期胚発生に関する突然変異体系統の保存・提供（名古屋大学、文部科学省

からの受託）（平成15～18年度） 

 

・特に、競争的研究資金制度等の公募事業の支援に係る受託業務については、平成 17

年度より、「科学技術連携施策群に関する総合推進」、「キーテクノロジー研究開

発の推進に関する支援事業」及び「原子力システム研究開発委託費の実施に係る支

援業務」を新たに受託し、また、平成 18 年度より、「新世紀重点研究創生プラン」「経

済活性化のための研究開発プロジェクト」「特定先端大型研究施設の開発」の支援に係

る受託業務を新たに受託した。これらの業務は、機構のファンディング・エイジェンシ

ーとしての経験を活かして、実施した。 

・「科学技術振興調整費における評価等の実施に係る支援業務」については、公募の

実施、審査 WG や評価 WG の着実かつ適切な運営により委託元（文部科学省）の指

定する期日までに採択課題候補案、評価報告書案等を提出し、文部科学省科学技術

振興調整費審査部会等における円滑な審議の実施に貢献した。また、課題管理業務

においても財務省協議に関する業務を着実かつ適切に実施するとともに、課題の進

捗状況を把握し、適宜課題の運営について課題実施者へ助言等を行った。 
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ⅢⅢⅢ ...   業業業務務務運運運営営営ののの効効効率率率化化化ににに関関関すすするるる事事事項項項    
   
ⅢⅢ－－１１．．組組織織のの編編成成及及びび運運営営  

 

（１）組織の運営 

 

 

 

［中期目標］ 

理事長が指導力を発揮して、組織全体として明確な方針の下に運営する。

中期計画 

理事長の経営判断に資するため、企画機能を強化するとともに、機構で実施する各事業

について経営面も含めた全般的事項について外部有識者の助言を得ることにより、組織

運営の改善を適宜行う。 

 

【中期目標期間実績】 

・理事長の経営判断に資するため、平成 15 年度には、研究企画調整室、情報企画調整室

など、各事業本部に企画部門となる組織を置き、機構における企画機能の効果を図った。 

・また、科学技術振興機構運営会議規則に基づく科学技術振興機構運営会議を開催し、外部有

識者からの組織運営についての助言などを参考として、運営改善、組織改編を行った。 

・平成 16 年度は、利用者の意見等を直に把握している各事業部室の企画機能を強化す

るため、組織構造のフラット化の観点から再度組織改革を実施し、文献情報提供業

務の企画機能を情報提供部に編成するなどを行った。また、平成 17 年度は社会技術

システムを社会技術研究開発センターへと改組し、平成 18 年度は広報・ポータル部

を新設するなど、組織の見直しを行い、運営改善を図った。 
 
 
中期計画 

理事長のリーダーシップにより中期目標を達成するための資源の配分システムを確立し、

業務の効率化を推進する。 

 

【中期目標期間実績】 

・独立行政法人の理念に基づき、理事長のリーダーシップの下に組織運営が行われる体制の

強化を図った。各事業の当初予算から計 10 億円を調整費として留保し、理事長自らが各

事業担当に対してヒアリング等を行って各業務の進捗状況を把握するとともに、中期目

標・中期計画を踏まえた年度計画をより効果的・効率的に実施する提案に対して当該予算

の配賦を行う等、中期目標・中期計画を達成するための体制整備を進めることができた。 

・なお、平成 15 年度は 10 件、16 年度は 42 件、17 年度は 28 件、18 年度は 22 件の提

案に対して配賦を行った。 
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中期計画 

各部署において迅速な意思決定と柔軟な対応を実現するために、各部署の長への権限の

委譲を推進する。 

 

【中期目標期間実績】 

機構における意思決定手続きの実態を把握するため、平成 15 年度から平成 16 年度にかけ

て、役員決裁案件の全件調査を実施した。それらを踏まえ、各部室の決裁事項について、意

思決定の迅速化・効率化、部室長の権限強化、業務運営の健全性確保の観点から検討を行い、

下位職位への委譲が適当と判断されるものについて権限委譲を実施した。特に平成 16 年度に

おいては、全社的な見直しを実施し、決裁権限例表における決裁事項（638 項目）中、約 13%

にあたる 83 項目について権限の見直しを実施した。その他平成 17 年度、18 年度においても

研究成果活用プラザの委託契約や余裕金の運用に関して決裁権限委譲を実施した。 
 

 

（２）組織の編成 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

 機構の目標を最も効率的、効果的に実現可能な体制を整備する。この際、

組織の肥大化を抑制するとともに、機動性、効率性が確保できるよう柔軟な

組織を整備し、存在意義の薄れた部署、非効率な部署は、スクラップする。

 

中期計画 

組織の硬直化を避け、人材の効率的活用を目的として、業務量及び人材配置の運用状況につい

てのヒアリングを定期的に実施・分析し、業務の実状等に応じた効率的・効果的な組織編成や

人材配置等に反映する。特に、中期計画策定の段階では予定されていなかった大幅な業務量の

変動が生じるような場合においても適切な人員配置が行えるよう、その柔軟性に留意する。 

 

【中期目標期間実績】 

・効率的・効果的な組織編成及び人材配置等を行うために必要な情報を収集すべく、各部室

長を対象に定期的にヒアリングを行い、そこで得た情報を分析、検討し、各年度における

組織改編及び人事異動に反映した。また、職員個々の業務の現状及び個人の能力等のより

一層の把握に向け、アンケート内容も適宜見直しを行い、その結果を人事異動に反映し、

人材の効率的な活用を行った。 

・その他、大幅な業務量の変動などに対応するため、平成 16 年度に行った文献データベー

ス作成の合理化と販売強化を目指した情報事業本部の組織改編や、理数学習支援事業の拡

大に伴う平成18年度の理数学習支援部の新設など、柔軟な人事配置と組織編成を行った。 
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（３）職員の研修及び業績評価 

 

 

 

 

［中期目標］ 

 職員の業務に関する評価を適正に行い、職務、職責及び業績に応じた適

切な職員の処遇を行う。 

中期計画 

柔軟な組織編成や人員配置等を目指すため、業務上必要とされる知識、技術の取得に対

応すべく、自己啓発や能力開発のための研修制度を拡充する。 

 

【中期目標期間実績】 

・各年度を通じて業務上必要とされる知識、技術の取得に対応すべく、以下の自己啓

発及び能力開発に資する取組みを実施した。主な研修は以下の通り。 
① 階層別教育研修（新入職員、新任の課長級、課長代理級、係長級など各階層毎

に必要な役職としての自覚と能力・知識の向上を図る） 
② 外部研修機関を利用したテーマ別教育研修（各種語学研修、メンタルヘルス研

修、ライフプラン研修などを開催） 
③ 国の機関が実施する各種職務研修（文部科学省、会計検査院等が実施する研修

への職員の受講） 
④ キャリアアップを図るための各種通信教育（職員個々の自己啓発を支援し、幅

広い知識を習得させる目的） 
・その他、職員の資質向上を目的として、機構指定の大学院への通学支援を平成17年度から実

施するとともに、平成18年度には海外研修制度等を整備するなど、研修制度の拡充に努めた。 
 

中期計画 

透明性のある人事制度により定期的に職員の業績を評価し、その結果を具体的な昇任及

び人員配置として適切に反映させ、職員の資質・職務遂行方法の向上を図る。 

 

【中期目標期間実績】 

・透明性及び公平性のある人事制度構築を目指し、人事制度検討委員会及び同分科会

を発足し様々な現場の職員と広く議論を行った他、平成16年度にコンサルティング

会社を選定し、具体的な新規人事制度の設計を開始した。平成17年度には詳細設計

を行い、職員への周知を行うとともに、管理職に対して目標設定と評価に関する研

修を実施するなど、人事制度の透明性の観点と公正性に留意した。 
・また、平成17年10月から試行的な実施に取組み、各職員が目標管理シートを作成す

るとともに、発揮能力評価項目についての理解を深め、本格稼働に向け準備を整え

た。さらに、平成18年度は人事制度検討委員会等にて運用ルールの検討を行い、上

期の業績評価については12月期末手当に反映し、発揮能力評価については平成19年
度の昇給に反映することとした。 

・その他、実施に際しては、制度に対する職員への周知徹底や評価結果のフィードバ

ックを行うなど、透明性と公平性のある制度運用に留意している。 
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ⅢⅢ－－２２．．業業務務運運営営のの効効率率化化  

 

（１）事務の効率化、合理化及び経費の削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

 各種事務処理を簡素化・迅速化し、施設・スペース管理を徹底すること

等により、経費を節減し、事務を効率化、合理化する。国において実施さ

れている行政コストの効率化を踏まえて、既存経費の徹底的な見直しを行

い、一般管理費（人件費を含む。なお、公租公課を除く）について、中期

目標期間中にその１２％以上を削減するほか、文献情報提供業務以外の業

務に係る事業費（競争的資金を除く）について、中期目標期間中、毎事業

年度につき１％以上の業務の効率化を行う。競争的資金についても、研究

課題の適切な評価、制度の不断の見直しを行い、業務の効率化に努める。 

文献情報提供業務については、サービス毎の利用者の需要分析、収支バ

ランス等を考慮し、不断に事業の見直しを行うとともに、中期目標期間中に

事業費について、１１％以上の業務の効率化等を実施し、収益性を確保する。

 また受託事業収入で実施される業務についても効率化に努める。 

 

① スケールメリットを活用した効率化等 
 

中期計画 

民間の経費節減に関するノウハウを調査し、業務の効率化に反映させる。 

 

【中期目標期間実績】 

平成 15 年度において、監査法人の協力を得て、民間企業において広く取り組まれてい

る効率化策について各部署に採用の可否を問うなど、各部署への効率化への取組を呼び

かけるとともに、平成 17 年度には、民間企業の経費削減に関するノウハウの調査を実施

し、9 社からの得た具体的な削減策の回答について業務への反映を検討した。調査結果に

ついては、すでに取り組んでいるものが多数あったが、昼休みの消灯、携帯電話の割引

料金の導入、蛍光灯のワット数切り替え、自動水栓の設置、両面コピーの促進など、経

費削減策のさらなる強化や各部への浸透、意識改革の促進を図った。 
 

中期計画 

事務用品等消耗品や各種機械等についても業務に影響の出ない範囲で共同購入を実施す

るとともに、より一層の競争入札の導入を推進し、経費の節減を行う。 
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【中期目標期間実績】 

・中期目標期間中、より一層の競争入札の導入を推進し、各年度における競争入札の

契約件数比率は、以下のとおりいずれの年度も対前年度実績を上回っており、その

契約の透明性の確保に努めた。 

 

 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

競争入札の契約件数比率 9.1% 10.3% 11.2% 15.4% 

（注）契約の実績については２月末時点で比較している。 

・また、事務用消耗品等共同購入が可能な品目について精査を行い、中期目標期間中にコ

ピー用紙、トナーカートリッジ等の共同購入を実施した。具体的な例として、平成15年

度に1,280円だったA42,500枚のコピー用紙は、共同購入導入後の平成18年度は1,062円に、

トナーカートリッジは、1個9,800円が6,000円に、それぞれ単価の低減が図られた。 
           

  

中期計画 

事業横断的に利用可能なサービスや図書資料等の共用を推進する。 

 

【中期目標期間実績】 

平成16年度に図書資料等の共用化を促進するため、図書等を一元的に管理する「図書管

理システム」を導入した。同システムには、保有している図書等（3.5万冊以上）を登録し、

全役職員が自席から検索できる仕組みを構築するとともに、同システムを用いた貸出手配

等の諸手続きを整備・周知した。また、図書センターや各部室で購入している定期刊行物

について一覧表を作成し、社内電子掲示板に掲示することで、共用化を促進した。 
 
 
中期計画 

研究等終了後の各種物品について機構内の別事業への再度の利活用等による有効利用を徹底する。 

 

【中期目標期間実績】 

・研究終了後の各種物品について、掲示板等を使用して機構内での物品利活用募集・

公開を行い資産の有効利用を推進した。また物品利活用募集対象拡充のため利活用

マニュアルを作成する等利用者が活用しやすい環境を整えるとともに現状に則した

利活用処理基準とするための見直しを実施した。物品譲渡の推進と併せて実施細則

の見直しを図る等により研究成果の更なる展開及び物品管理の合理化に努めた。 

・中期計画期間中、物品利活用において 1,162 件の対象物品を募集し、うち 568 件の利

活用を実施した（利活用率約 50%)。これら物品利活用の実施により資産の有効活用

及び研究予算の効率的運用等に資することができた。また、物品の譲渡を推進した
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ことにより譲渡件数は 35,314 件にのぼり、うち有償譲渡によるものは 2,602 件 478

百万円の実績となった。 

・これら物品譲渡に伴い研究機関の更なる研究発展に寄与すると共に機構における物

品管理の合理化を実現することができた。 
 

 

中期計画 

各事業において各地に分散して活動する事務所等の間で業務運営の効率化に関する情報、

ノウハウを共有化する。 

 

【中期目標期間実績】 

・基礎研究や地域科学技術、情報提供に係る事業において、全国各地に事務所、中核

機関及び連携拠点機関、支所が散在（H18年度は基礎研究事業：32ヵ所、地域関係事

業：34ヵ所、情報提供3ヵ所）している。中期目標期間中、基礎研究事業では事務参

事会議、地域関係事業ではコーディネータ会議、事務局長会議、情報提供事業では

情報提供部販売会議を随時開催し、事業運営に係るマニュアルの共有、必要な情報

のイントラネット掲示板への掲載など、業務運営の効率化や効率的な販売促進活動

に関する情報・ノウハウの共有化・周知を図った。 

・また効率化を推進するべく、平成16年度に基礎研究事業では本部及び研究事務所間

で連絡等に用いる専用回線をインターネットVPNに移行し、情報提供事業について

も支所と本部間のIP/VPN網からインターネットVPN網に移行し、本部サーバへのア

クセスを可能にした。 
 

 

中期計画 

日本科学未来館のホール、会議室等を積極的に活用するなど施設の有効利用を推進する。 

 

【中期目標期間実績】 

日本科学未来館施設の有効利用を促進するために、学会等の講演会、シンポジウム等

の利用開催の促進の為、リピーターである研究機関や学会を通じて、新規利用開拓のた

めの広報・営業活動を積極的に実施し、下記の稼働率にて有効利用する事が出来た。 

   平成15年度稼働率 ： 48.0%  

   平成16年度稼働率 ： 55.0% (目標43%) 

   平成17年度稼働率 ： 61.1% (目標50%) 

   平成18年度稼働率 ： 56.6% (目標55%) 
 

 

- 227 - 



 

 

② 管理的経費の節減 
 

中期計画 

管理部門の管理費の節減や人員の合理化に努め一般管理費を削減する。 

 

【中期目標期間実績】 

・一般管理費（公租公課を除く）の実績は、平成15年度基準額3,619百万円（内訳：人

件費1,678百万円、物件費1,942百万円）に対して平成18年度2,924百万円（内訳：人件

費1,328百万円、物件費1,595百万円）（△19.2%）であった。 

・一般管理費削減に係る中期計画を達成するべく削減計画を平成15年11月25日に作成

し、各年度の削減額を明確に設定した。その後毎年度決算数値及び計画の進捗状況

を踏まえ、項目毎に見直しを実施した。 

 

〔一般管理費の推移〕                     （単位：百万円、％） 
(b)-(a)  H15基準 

(a) 
H15決算 H16決算 H17決算 H18決算 

(b) 削減額 削減率 

人件費（管理系） 1,678 887 1,477 1,357 1,328 △ 349 △ 20.8 

物件費 
（除く公租公課） 1,942 826 1,795 1,681 1,595 △ 346 △ 17.8 

一般管理費計 
（除く公租公課） 3,619 1,713 3,272 3,038 2,924 △ 695 △ 19.2 

（注）計数については、それぞれ四捨五入しているため、合計において端数が合致しないものがある。 
 

 

中期計画 

日本科学未来館、研究成果活用プラザ等を含む機構の全施設において管理部門の光熱水

料の節減に努め、固定経費を削減する。 

 

【中期目標期間実績】 

昼休み時の執務室消灯、執務室以外の場所の常時部分消灯、冷房温度の高め設定、洗

面所の自動水栓取り付け等を推進することにより、全組織的に省エネ・節電・節水励行

に努め、毎年度対前年比で削減が図られている（新規拡充分は除く）。 

 
年度 実績（単位：百万円） 
H14（下期）→ H15（下期） 162 → 142 
H15（通期）→ H16 335 → 314 
H16    → H17 480 → 470 
H17    → H18 470 → 457 
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中期計画 

戦略的創造研究推進事業等において領域事務所等の地理的集約化などにより、事務所に

係わる経費を節減する。 

 

【中期目標期間実績】 

戦略的創造研究推進事業において、既存の 3 つの研究領域事務所を本部に移転し、地

理的集約化を行った。また、平成 16 年度以降発足のチーム型研究及び H18 年度発足の個

人型研究の新規領域については原則として事務所を開設せず、本部が直接支援・運営業

務を行う体制とした。さらに、 既存の事務所について、業務量（サポートすべき研究者

数、予算額等）を勘案し、事務員数の削減や複数領域での兼務などにより、事務所の人

員配置を見直す等、事務所経費に係る効率化に努めた。 
 

 

中期計画 

機構所有の知的財産権について、その保有コストと価値についての評価を充実し、効率

的な知的財産権管理体制を整備する｡ 

 

【中期目標期間実績】 

・機構が保有する特許について、技術移転の可能性に重点を置いた評価基準を作成し、評価

を実施した。具体的には、ライセンス等に至っていない特許について、登録後3年、6年、

9年経過したものを抽出して、技術移転プランナーにより技術移転の可能性の有無につい

ての評価を行うこととした。当初は17年度から19年度までの3年間をかけて評価する予定

であったが、18年度までの2年間に前倒しして評価を実施し、合わせて875件を評価した。

評価の結果をうけて企業への照会等を行い、年金納付の際の判断材料とするとともに、一

部の特許については育成あるいはライセンス検討を担当部署に依頼した。評価した875件

中、233件を放棄または発明者に返還し、保有コストを約1,400万円削減できた。 

・外国出願を行う場合は、先行技術調査を行って特許性の有無を明確にした上で、外部有識

者からなる知的財産委員会の評価を受け、外国出願を行うか否かを判断する方式に改めた。

これにより、海外出願の件数とコストを削減し、効率的な外国特許出願が実施できた。 

 

 

③ 電子化・ペーパーレス化の推進 
 

中期計画 

新たなグループウェアの構築・活用により内部業務の事務処理において迅速化、ペーパー

レス化を推進する。また研究事務所等ネットワークの一元化により運営費を節減する。 
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【中期目標期間実績】 

・平成16年度に新グループウェアを構築し、新たに電子決裁機能を導入した。これに

より、平成18年度末時点で64の決裁文書・帳票が電子化され、事務処理の迅速化、

ペーパーレス化を推進した。 

・平成16年度に新たに電子公募システムを構築し、平成17年度に7制度、平成18年度に

19制度で運用を行い、事務処理の迅速化を推進した。 

・全体的な経費節減効果を考慮し、本部と研究事務所とのネットワーク回線を専用線

から順次インターネットVPNを利用した接続に切り換えた。平成16年度末までに73

事務所のうち節減効果が期待される58事務所について全て移行した。平成18年度末

時点で、76事務所のうち74事務所でインターネットVPNを利用している。また、イ

ンターネットVPNへの移行に伴い接続拠点2ヶ所（京都、筑波）を廃止したことによ

り、運営費を22.7百万円節減した。 

・平成18年度に行ったOA-PCの更新を契機に、構内ネットワーク及びOA-PCのセキュ

リティを高めるとともに、利便性を向上させた。 

 

 

④ 文献情報提供業務における効率化 
 

中期計画 

運営費交付金を充当しない文献情報提供業務においても同様の観点から業務運営を効率化する。 

 

【中期目標期間実績】 

業務運営を効率化し、収支改善を一層推進するため、第 1 期(平成 16～18 年度)文献事

業経営改善計画に沿い改善を推進した。 

（１）経費節減 

－データベース作成合理化の実施(平成 16～18 年度△4.5 億円) 

－システム運用経費の見直しの実施(平成 16～18 年度△1.2 億円) 

－JOIS 運用経費の見直しの実施 (平成 18 年度 △5.5 億円) 

（２）事業内容の見直し、改善 

－需要が高い情報の提供:利用状況の分析結果を踏まえ、利用度の高い分野を

より充実させる等、データベース収録誌に反映した。 

－速報性の向上 

本中期目標である 37 日以下を達成するよう、納期管理の徹底等による

速報性改善策及び電子化された情報を活用した作成工程の見直しとこれ

に伴うシステム改造を行うことにより、他機関のデータベース作成工程

にはない日本語抄録を付与する工程を含めて、資料入手からデータベー
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ス提供までの日数を 36.2 日に短縮した。 

 

項目 H15 H16 H17 H18 

速報性の向上 
(平均処理日数） 40.2 日 39.5 日 38.4 日 36.2 日 

                    
 

中期計画 

文献情報データベース作成において品質に配慮しつつ、合理化を推進し、経費を削減する。 

 

【中期目標期間実績】 

文献データベース合理化基本方針及び第Ⅰ期経営改善計画に基づき、品質の維持に配

慮しつつ経費を削減した。 

平成 16 年度： 著者抄録の校閲中止 

内誌の英文著者抄録の翻訳による和文抄録作成 

校閲単価の引下げによる経費の削減 

平成 17 年度： 外国誌の英文著者抄録の翻訳による和文抄録作成  

           委託単価の引下げによる経費の削減 

平成 18 年度： 大規模電子辞書を用いた索引の導入（90 万件） 

           外国誌の英文著者抄録の翻訳による和文抄録作成（件数拡大） 

           委託単価の引下げによる経費の削減 

 

項目 H15 H16 H17 H18 

データベース作成合理化 

削減経費（前年比） 
－ △86 百万円 △130 百万円 △231 百万円 

 

 

中期計画 

各商品におけるユーザーニーズの分析及び収支バランス等を考慮し、事業の見直しを適宜行う。 

 

【中期目標期間実績】 

中期計画期間に、商品毎の収支状況、利用状況の把握を可能としたことにより下記の

方策を実施した。 

（１）商品毎の収支状況を的確に把握した結果、STN について収益率が悪い状況が明

確となったことから、STN 東京サービスセンターとしての役割を終了し、業務

を新 STN 東京サービスセンターである（社）化学情報協会に移管した。 

（２）商品毎の収支状況を勘案した結果、利益率の高い JDreamⅡについて経費増をと
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もなわずに新規顧客の開拓及び利用頻度の少ない既存顧客に対して販売するた

め、平成 16 年度には中小企業や未利用、少額利用ユーザーを対象とした新サー

ビス制度を設置した他、中小企業を中心として無料利用を可能とするために、

ビジネス支援図書館や公立図書館等に JDreamⅡの導入を図ってきた。また、非

特許文献である論文情報も知財情報としての先行技術調査に重要であることを

ＰＲするとともに、民間情報機関との連携を推進した特許・文献統合検索シス

テムに対して文献データを提供する等企業の知的財産部での利用拡大を図った。

平成 18 年度においては安価な価格設定で情報を提供するため、個人向けの

JDreamPetit の価格を半額に改定し、企業向けにビジネス支援型 Mini 固定料金

サービス、大学向けにアカデミック新特約固定料金サービス等を平成 19 年度以

降の新料金プランとして新設した。 
 

 

中期計画 

請求書等の発送業務、紙媒体で出力している各種資料の見直し等により義務的営業経費

を削減する。 

 

【中期目標期間実績】 

提供事業に使用している計算機を処理効率の優れた最新のものに切り替えたことを期

に、請求書控等各種紙媒体で出力している管理資料を電子媒体に移行した他、JDream ニ

ュース等の電子媒体での配信を開始した。 

 

項目 H15 H16 H17 H18 

ペーパレス効果 － 
196 万頁 

（26％減） 

54 万枚 

（15％減） 

69 万枚 

（23％減） 

※平成 17 年度より、単位を枚数に変更した。 
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（２）アウトソーシング及び外部機関との連携 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

 外部の専門的な能力を活用することにより高品質のサービスが低コスト

で入手できるものについてアウトソーシングを積極的に活用する。また外

部機関との連携による効率化についても推進する。 

 

中期計画 

外部の専門的な能力を活用することにより高品質のサービスが低コストで入手できるも

のについてアウトソーシングを積極的に活用し、事務を効率化、合理化する。 

 

【中期目標期間実績】 

・業務の効率化の観点から、中期目標期間中においてアウトソーシングの対象となり

得る案件の有無について調査し、平成15年度は7件、平成16年度は5件、平成17年度

は8件、平成18年度は13件、それぞれ新規アウトソーシング業務の抽出を行った。 

・具体的に実施しているアウトソーシングとしては、施設の運営・管理、サーバの運

用、セミナー開催支援、郵便業務など、外部の専門的な機関を活用することにより

低コストで実施できる業務については、継続してアウトソーシングを実施しており、

事務の効率化・合理化に努めている。 
 

 

中期計画 

日本科学未来館については国立科学博物館等関係機関との有機的な連携協力を推進する。 

 

【中期目標期間実績】 

日本科学未来館と、国立科学博物館、科学技術館との有機的な連携協力を推進するた

め、下記日程にて、3館連絡会議を開催し、以下のような効果的な連携が出来た。 

    平成15年度 ： 平成15年10月29日 

    平成16年度 ： 平成16年4月8日 

    平成17年度 ： 平成17年7月27日 平成18年3月20日 

    平成18年度 ： 平成19年2月27日 

  －「実務担当者意見交換会」の開催 

  －「東京都ぐるっとパス」への参加 

  －「まなびピア」への共同出展 

  －「国内科学館職員研修」における連携 

  －「国際標準化100年記念特別展示会」の3館連携開催  等 
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（３）国家公務員に準じた人件費削減の取組み 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

 「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）を踏まえ、

平成１８年度からの５年間で、国家公務員に準じた人件費削減の取組を行う

とともに、国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しを行う。

中期計画 

常勤の役職員に係る人件費（退職手当、福利厚生費、競争的研究資金により雇用される

任期付職員に係る人件費は除く。）については、平成 22 年度において、平成 17 年度と比

較し、5%以上の削減を行う。（ただし、今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分について

は削減対象より除く。）そのため、中期目標期間の最終年度である平成 18 年度の当該人

件費については、平成 17 年度と比較し、概ね 1%以上の削減を行う。 

 
【中期目標期間実績】 

・総人件費については、常勤の役職員に加え、各事業における常勤の任期付職員（競

争的資金により雇用される者は除く。）の人件費の状況について、四半期を目途に

把握するとともに、今後の執行予定についても確認を行った。 

・その結果、平成18年度の総人件費については、①基礎研究部門等における既存事業の段階的

廃止、②常勤職員の定員管理及び各事業における執行状況を定期的に把握したことから、平

成17年度決算額と比較し、1.37%の削減（6,179,498千円→6,094,582千円）となった。 
 

 

中期計画 

具体的には、役員の人件費については、本俸を国家公務員の指定職俸給表の見直しに準じて平成 18

年度より引下げる。また、常勤職員（任期に定めのない職員）の人件費削減については、平成18年

度より平成22年度の間において、以下の措置を労使間で合意に至ったものから順次実行に移す。 

① 本給表の水準を全体として平均 4.8%引下げ 

② 職員の勤務成績が適切に反映される新人事制度導入に伴い、昇給及び期末手当に反映 

③ 役職手当等の手当制度の見直し 

 

【中期目標期間実績】 

・役員の本俸について、国家公務員の指定職俸給表の見直しに準じて平均6.7%の引下

げを行った。(平成18年4月1日改定) 

・常勤職員の本給表の引下げについては、労使間で交渉を行い、平成18年度末に合意

に至った。なお、本給表の改定日は平成19年4月1日とした。 

・新人事制度を導入し、12月期の期末手当において「業績評価」結果を期末手当に反 

映した。なお、職員の昇給に係る「発揮能力評価」を実施しており、その結果につ
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いては平成19年4月1日の昇給から反映することとした。 

・管理職に支給する役職手当について、1%の引下げを平成18年10月から行うとともに、

管理職の期末手当について見直しを行い、管理職加算制度について、3年間で段階的

に廃止することとして平成18年6月期支給の期末手当から実施した。 
 

 

（４）業務・システムの最適化 

 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

 主要な情報システムについて、コストの削減、調達における透明性の確

保及び業務運営の効率化・合理化を図る観点から、国の行政機関の取組に

準じて、業務・システムに関する最適化を行うため、平成１８年度末まで

のできる限り早期に最適化計画の方針を策定する。 

中期計画 

国の行政機関の取り組みに準じて、主要な情報システムに係る監査及び刷新可能性調査

を実施し、システムコスト削減、システム調達における透明性の確保等を実現するため

に、最適化計画の方針を策定する。 

 

【中期目標期間実績】 

国の行政機関の取り組みに準じて、機構で運用するシステムのうち主要な57の情報シ

ステムを対象に、外部の専門家を活用して調査・分析を行い、今後の最適化方針の策定

を行ったが、刷新可能なシステムは存在しなかった。上記のうち運用経費が1億円以上で、

国から最適化計画の策定を要請された3システム（総合情報システム、ReaD、J-STAGE）

については、現状調査・分析を行い、個別の最適化計画（骨子）の策定を行った。 
 

 

中期計画 

情報システム全般に責任を持つ情報化統括責任者（CIO）を検討・設置するとともに、情報化

統括責任者（CIO）を補佐し、情報システムに係る最適化計画の策定、情報システムの調達内

容、人材の全体的なレベルアップを図る職員研修について検討・実施する組織を設置する。 

 

【中期目標期間実績】 

・平成17年度に情報システム全般を統括する情報化統括責任者（CIO）を設置するとともに、

CIOを補佐する情報化統括責任者（CIO）補佐及び情報化統括委員会を設置した。CIOの

もと、平成18年度には外部の専門家を活用して最適化方針及び計画の策定を行った。 

・情報システムに係る調達については、外部の専門家も活用して仕様の見直し、工数

の精査を行った結果、約1.5億円の経費が削減できた。 

・また、新入職員・中途採用職員へのグループウェア及びセキュリティ研修会を実施した。 
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ⅣⅣ．．財財務務内内容容のの改改善善にに関関すするる事事項項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

 １．欠損金の処理 

文献情報提供勘定の欠損金については、欠損金の計画的な処理を早急に

進めるため、収支を改善するための計画を策定し、これを着実に実行する。

２．自己収入の増加 

一般勘定について、日本科学未来館等に係る自己収入（知的財産権

の譲渡又は実施料収入に係るものを除く。）の増加を図ること。 

３．固定的経費の節減 

管理業務に係る経費の節減等することにより、固定的経費の総事業

費に占める割合を減少させる。 

 

【中期目標期間実績】 

・文献情報提供勘定については、第Ⅰ期文献情報提供事業経営改善計画（平成16年～

18年度）を策定し、利用者のニーズを踏まえた情報の整備・提供を行うことにより、

売上の増加を図るとともに、合理化の推進等による大幅な経費削減を図ることで、

収益性の改善を図った。その結果、各年度ともに着実に計画を遂行したことから、

当期総損失を平成15年度43億円より平成18年度においては、12億円に逓減させた。

また、平成21年度以降累積欠損金の解消に向けて道筋をつけた。 

・一般勘定の自己収入（日本科学未来館入場料等収入、外国人宿舎等収入、寄付金収

入）については、平成15年度366百万円と比較して平成18年度492百万円であり、増

加させることができた。 

（単位：百万円） 

 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 合 計 

日本科学未来館 

入場料等収入 
195 269 304 335 990 

外国人宿舎等収入 172 174 161 155 580 

寄付金収入 － － － 2 2 

合 計 366 443 465 492 1,572 

 

・中期目標期間中の総事業費に占める固定的経費の割合減少率は16.0%であった。これ

は、光熱水費の節約等、一般管理費及び業務費の削減のための各種取組等によるも

のと考えられる。 

※ ここで「固定的経費」は次のa、b、cの和とする。 

a. 決算報告書における経常費用の「一般管理費」全て 
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b. 決算報告書における経常費用の「業務費」のうち、「水道光熱費」 

c. 支出された業務費のうち、経費区分が「土地建物等借料」のもの 

 
 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

総事業費に占める固

定的経費の割合 
6.05% 5.93% 5.23% 5.10% 

(5.10-6.05)/6.05=▲16% 
 
 
 
予予算算（（人人件件費費のの見見積積りりをを含含むむ。。））、、収収支支計計画画及及びび資資金金計計画画  
 

（資料１）別表１～３参照 
  
  
短短期期借借入入金金のの限限度度額額  
 
中期計画 
短期借入金の限度額は２２４億円とする。短期借入が想定される事態としては、運営費

交付金等の受け入れに遅延が生じた場合である。 
 
【中期目標期間実績】 

  中期目標期間中の短期借入金の借入れ実績はなかった。 

 
 
重重要要なな財財産産をを譲譲渡渡しし、、又又はは担担保保にに供供ししよよううととすするるととききはは、、そそのの計計画画  
 
中期計画 

重要な財産を譲渡、処分する計画はない。 
 
【中期目標期間実績】 

  中期目標期間中の重要な財産を譲渡、処分した実績はなかった。 

 
 
剰剰余余金金のの使使途途  
 
中期計画 
科学技術振興に関する業務の充実、所有施設の改修、職員教育・福利厚生の充実、業務

の情報化、機構の行う広報の充実に充てる。 
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【中期目標期間実績】 

法人の努力として認められた目的積立金12百万円については、「情報システムの最適

化支援」の一部として支出した。これは、中期計画に定める「業務の充実」と「情報化」

の二つに資する業務で、方針に則った適切なものである。 

 

（単位：円） 

 目的積立金認可額 摘     要 

平成15年度 7,469,574 開発成果等実施料収入 

平成16年度 4,157,865 未来館入場料等収入 

平成17年度 0  
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ⅤⅤ．．そそのの他他業業務務運運営営にに関関すするる重重要要事事項項  

 

施施設設及及びび設設備備にに関関すするる計計画画  

 

中期計画なし。 

 

 

１１．．人人事事にに関関すするる事事項項  

 

 

 

［中期目標］ 

研究評価の充実の観点から、研究経験を有する者を積極的に登用する。 

人人事事にに関関すするる計計画画  
 

（１）方針 
 

中期計画 

アウトソーシングの推進等を通じ、業務の効率化を行うとともに、業務量の変動に応じ

た柔軟な組織体制を構築し、職員個々の能力に応じた人員配置を行う。 
 

【中期目標期間実績】 

・外部の機能を活用して業務の効率化を高めるため、事業支援業務（謝金の支払い等）、

施設管理、給与計算業務、システム運用管理、データ入力・管理、イベント開催支援

等、機構事業全体について外部に委託できる業務は、極力アウトソーシングを行った。 

・中期目標期間を通して、全部室長へのヒアリングを実施し、業務量の変動や職員個々

の適性・能力を的確に把握し、これを踏まえて、適切な組織編成・人事配置を行った。 
 
 
中期計画 

競争的研究資金による事業を有効に実施するため、研究経験を有する者をプログラムデ

ィレクター、プログラムオフィサー等に積極的に登用する。 
 

【中期目標期間実績】 

・研究経験を有するプログラムディレクター（PD）、プログラムオフィサー（PO）の

積極的登用に努めた。平成16年度末において、PDを8名(理事1名含む)、POを94名登

用し、中期目標期間最後の平成18年度末の時点では、PD12名（理事1名含む）、PO132

名を登用した。このPD、POは、戦略的創造事業推進事業、社会技術研究開発事業、

革新技術開発研究事業等を対象としている。なお、関係行政機関の委託による事業

（科学技術振興調整費、キーテクノロジー研究開発推進等）におけるPD、POを含め

ると、中期目標期間最後の平成18年度末の時点では、ＰPD27名、PO186名を登用し
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ている。 

・競争的資金制度におけるPD及びPOの要件、任務等を定めた規則を平成17年度に制定

した。併せて、PO資格認定制度を定め、平成18年7月に委員会の開催、募集、選定等

により12名の候補生を認定し、研修を行った。 
 
 

（２）人員に係る指標 
 

中期計画 

業務の効率化を進め、常勤職員数については抑制する。 
（参考１） 

期初の常勤職員数（任期の定めのない職員）４７８人 
期末の常勤職員数の見込み（任期の定めのない職員）４７１人 

（参考２） 
「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において削減対象とさ 
れた人件費にかかる中期目標期間中の人件費総額見込み２５，９９９百万円 

（参考３） 
競争的研究資金により雇用される任期付職員にかかる中期目標期間中の人件費総 
額見込み３４，６７４百万円 
但し、上記の額は今後の競争的研究資金の獲得の状況により増減があり得る。 

 
【中期目標期間実績】 

中期目標期間中の期初の常勤職員（任期の定めのない職員）及び期末の常勤職員（任期の

定めのない職員）数は、計画上の見込み（期初は478名、期末は471名）通りであった。一方

削減対象とされた人件費にかかる中期目標期間中の人件費総額は、25,999百万円の見込みに

対して、24,300百万円であった。また、競争的資金により雇用される任期付職員にかかる中

期目標期間中の人件費総額は、34,674百万円の見込みに対して、33,443百万円であった。 
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２２．．そそのの他他機機構構のの業業務務のの運運営営にに関関すするる事事項項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

①産業活力再生特別措置法第３０条（バイドール条項）を適用し、委託

研究によって生じる知的財産権については委託先が希望した場合には

譲渡する。 

②事業におけるサービス利用者への必要な経費の支出は、目的及び内容

が適正なものを対象として、公正かつ効率的に使用されるよう行うが、

サービス利用者への経理処理面での過剰な負担を強いてサービス利用

者へのインセンティブを損なうなど事業本来の円滑な運営を妨げるこ

とのないように十分配慮するものとする。 

 

中中期期目目標標期期間間をを超超ええるる債債務務負負担担  
 
中期計画 
中期目標期間を超える債務負担については、研究開発委託契約において当該契約の期間

が中期目標期間を超える場合で、当該債務負担行為の必要性及び資金計画への影響を勘

案し合理的と判断されるものについて行う。 

 

【中期目標期間実績】 

・中期目標期間において、研究開発委託契約の期間が当該中期目標期間を超えるものが

あるが、これは研究開発委託事業の開発期間が長期間にわたることから、複数年度に

またがって実施されるものであり、中期目標期間を超える債務負担行為が必要となっ

ている。この中期目標期間を超える債務負担額は、148 億円である。 

・なお、研究開発委託契約の額の決定に関しては、資金計画への影響も勘案した上で

判断している。 
 

 

 

- 241 - 



 

 

ⅤⅤ．．そそのの他他業業務務運運営営にに関関すするる重重要要事事項項  

 

施施設設及及びび設設備備にに関関すするる計計画画  

 

中期計画なし。 

 

 

１１．．人人事事にに関関すするる事事項項  

 

 

 

［中期目標］ 

研究評価の充実の観点から、研究経験を有する者を積極的に登用する。 

人人事事にに関関すするる計計画画  
 

（１）方針 
 

中期計画 

アウトソーシングの推進等を通じ、業務の効率化を行うとともに、業務量の変動に応じ

た柔軟な組織体制を構築し、職員個々の能力に応じた人員配置を行う。 
 

【中期目標期間実績】 

・外部の機能を活用して業務の効率化を高めるため、事業支援業務（謝金の支払い等）、

施設管理、給与計算業務、システム運用管理、データ入力・管理、イベント開催支援

等、機構事業全体について外部に委託できる業務は、極力アウトソーシングを行った。 

・中期目標期間を通して、全部室長へのヒアリングを実施し、業務量の変動や職員個々

の適性・能力を的確に把握し、これを踏まえて、適切な組織編成・人事配置を行った。 
 
 
中期計画 

競争的研究資金による事業を有効に実施するため、研究経験を有する者をプログラムデ

ィレクター、プログラムオフィサー等に積極的に登用する。 
 

【中期目標期間実績】 

・研究経験を有するプログラムディレクター（PD）、プログラムオフィサー（PO）の

積極的登用に努めた。平成16年度末において、PDを8名(理事1名含む)、POを94名登

用し、中期目標期間最後の平成18年度末の時点では、PD12名（理事1名含む）、PO132

名を登用した。このPD、POは、戦略的創造事業推進事業、社会技術研究開発事業、

革新技術開発研究事業等を対象としている。なお、関係行政機関の委託による事業

（科学技術振興調整費、キーテクノロジー研究開発推進等）におけるPD、POを含め

ると、中期目標期間最後の平成18年度末の時点では、ＰPD27名、PO186名を登用し
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ている。 

・競争的資金制度におけるPD及びPOの要件、任務等を定めた規則を平成17年度に制定

した。併せて、PO資格認定制度を定め、平成18年7月に委員会の開催、募集、選定等

により12名の候補生を認定し、研修を行った。 
 
 

（２）人員に係る指標 
 

中期計画 

業務の効率化を進め、常勤職員数については抑制する。 
（参考１） 

期初の常勤職員数（任期の定めのない職員）４７８人 
期末の常勤職員数の見込み（任期の定めのない職員）４７１人 

（参考２） 
「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において削減対象とさ 
れた人件費にかかる中期目標期間中の人件費総額見込み２５，９９９百万円 

（参考３） 
競争的研究資金により雇用される任期付職員にかかる中期目標期間中の人件費総 
額見込み３４，６７４百万円 
但し、上記の額は今後の競争的研究資金の獲得の状況により増減があり得る。 

 
【中期目標期間実績】 

中期目標期間中の期初の常勤職員（任期の定めのない職員）及び期末の常勤職員（任期の

定めのない職員）数は、計画上の見込み（期初は478名、期末は471名）通りであった。一方

削減対象とされた人件費にかかる中期目標期間中の人件費総額は、25,999百万円の見込みに

対して、24,300百万円であった。また、競争的資金により雇用される任期付職員にかかる中

期目標期間中の人件費総額は、34,674百万円の見込みに対して、33,075百万円であった。 
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２２．．そそのの他他機機構構のの業業務務のの運運営営にに関関すするる事事項項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

①産業活力再生特別措置法第３０条（バイドール条項）を適用し、委託

研究によって生じる知的財産権については委託先が希望した場合には

譲渡する。 

②事業におけるサービス利用者への必要な経費の支出は、目的及び内容

が適正なものを対象として、公正かつ効率的に使用されるよう行うが、

サービス利用者への経理処理面での過剰な負担を強いてサービス利用

者へのインセンティブを損なうなど事業本来の円滑な運営を妨げるこ

とのないように十分配慮するものとする。 

 

中中期期目目標標期期間間をを超超ええるる債債務務負負担担  
 
中期計画 
中期目標期間を超える債務負担については、研究開発委託契約において当該契約の期間

が中期目標期間を超える場合で、当該債務負担行為の必要性及び資金計画への影響を勘

案し合理的と判断されるものについて行う。 

 

【中期目標期間実績】 

・中期目標期間において、研究開発委託契約の期間が当該中期目標期間を超えるものが

あるが、これは研究開発委託事業の開発期間が長期間にわたることから、複数年度に

またがって実施されるものであり、中期目標期間を超える債務負担行為が必要となっ

ている。この中期目標期間を超える債務負担額は、148 億円である。 

・なお、研究開発委託契約の額の決定に関しては、資金計画への影響も勘案した上で

判断している。 
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（資料１）

別表１

第１期中期目標期間における決算報告書
（自平成１５年１０月１日　至平成１９年３月３１日）

〔一般勘定〕 （単位：百万円）
区分 中期計画予算額 年度計画予算額 決算額 差額 備考

Ⅰ　収入
　　運営費交付金 323,164 351,337 351,337 0
　　業務収入 14,153 12,883 16,202 △ 3,320 ※１
　　寄付金収入 0 0 2 △ 2 ※２
　　その他の収入 312 219 953 △ 733 ※３
　　受託収入 572 898 9,487 △ 8,589 ※４
　　目的積立金取崩額 0 12 12 0
　　事業費補助金 0 0 1,445 △ 1,445 ※５
　　施設整備費補助金 0 0 661 △ 661 ※５
　　事業団補助金 0 0 24 △ 24 ※５

計 338,201 365,349 380,123 △ 14,774

Ⅱ　支出
一般管理費 13,545 13,589 12,485 1,104
　　（公租公課を除いた一般管理費） 11,247 11,190 10,437 753
　　　　うち人件費（管理系） 5,746 5,714 5,050 663 ※６
　　　　うち物件費（公租公課を除く） 5,501 5,476 5,386 90 ※７
　　　　うち公租公課 2,298 2,399 2,048 351 ※８
事業費 324,085 350,950 353,898 △ 2,949
　　　新技術創出研究関係経費 188,003 207,388 207,659 △ 271 ※９
　　　企業化開発関係経費 50,658 63,292 65,613 △ 2,321 ※９
　　　科学技術情報流通関係経費 20,633 20,473 20,578 △ 105 ※９
　　　研究開発交流支援関係経費 31,136 24,506 24,303 203 ※９
　　　科学技術理解増進関係経費 22,221 24,114 24,334 △ 220 ※９
　　　人件費（業務系） 11,433 11,177 11,412 △ 235 ※６
受託経費 572 898 9,221 △ 8,323 ※４
事業費補助金 0 0 1,524 △ 1,524 ※５
　　　科学技術情報流通推進費 0 0 211 △ 211
　　　技術移転推進費 0 0 994 △ 994
　　　基礎的研究推進費 0 0 20 △ 20
　　　科学技術理解増進費 0 0 298 △ 298
施設整備費補助金 0 0 677 △ 677 ※５
事業団補助金 0 0 35 △ 35 ※５

計 338,201 365,436 377,840 △ 12,404

（注）
１．各欄と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
２．「年度計画予算額」と「決算額」の差額の主な理由は以下のとおり。
※１　　開発費回収金等による増
※２　　寄付金受入による増
※３　　消費税還付金及び研究機器売却等による増
※４　　国からの受託業務件数の拡大による増
※５　　旧法人（特殊法人）から承継した補助金による増、支出については旧法人の前受金を含む
※６　　管理系職員の減、業務系職員の増、なお、非常勤職員等は含まれていない
　　　　人件費（業務系）の不足額は、人件費（管理系）から充当
※７　　平成15年度公租公課の不足分へ充当
※８　　固定資産税等の減
※９　　業務収入増加分を事業費の支出へ充当及び流用増減
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〔文献情報提供勘定〕 （単位：百万円）
区分 中期計画予算額 年度計画予算額 決算額 差額 備考

Ⅰ　収入
　　政府その他出資金等 5,608 4,908 4,862 46 ※１
　　業務収入 28,083 26,110 24,797 1,313 ※２
　　その他の収入 325 354 673 △ 319 ※３
　　繰越金 330 438 1,233 △ 795 ※４
　　受託収入 1,084 917 1,080 △ 163 ※５

計 35,431 32,727 32,645 82

Ⅱ　支出
一般管理費 869 734 655 79
　　（公租公課を除いた一般管理費） 568 565 511 55
　　　うち物件費（公租公課を除く） 568 565 511 55
　　　うち公租公課 301 169 144 25
事業費 33,478 31,076 29,594 1,482
　　　科学技術情報流通関係経費 30,989 28,652 27,455 1,197 ※６
　　　人件費（業務系） 2,488 2,424 2,139 285 ※７
受託経費 1,084 917 1,072 △ 156 ※５

計 35,431 32,727 31,322 1,405

（注）
１．各欄と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
２．「年度計画予算額」と「決算額」の差額の主な理由は以下のとおり。
※１　　寄付金の減
※２　　オンライン情報サービス売上の減
※３　　受取利息の増、有価証券売却による増等
※４　　前年度決算剰余金等の計上差額等
※５　　旧法人（特殊法人）から承継、契約差額等
※６　　経費節減による不用
※７　　人事院勧告による支出減、退職金の減等

第１期中期目標期間における決算報告書
（自平成１５年１０月１日　至平成１９年３月３１日）
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別表２

収支計画

平成１５年１０月～平成１９年３月
（総計） （単位：百万円）

中期計画計画額 年度計画額 決定額 差引増減額

費用の部 302,816 326,520 372,681 △ 46,161

経常費用 302,816 326,061 368,080 △ 42,018

一般管理費 14,466 13,739 12,867 872

人件費（管理系） 5,746 5,782 5,283 500

物件費（公租公課を除く） 6,067 5,399 5,334 65

公租公課 2,654 2,558 2,251 307

事業費 231,455 260,030 292,811 △ 32,781

新技術創出研究関係経費 84,165 122,856 156,137 △ 33,281

企業化開発関係経費 42,750 40,916 39,490 1,425

科学技術情報流通関係経費 44,810 40,430 41,086 △ 656

研究開発交流支援関係経費 25,521 20,100 20,934 △ 834

科学技術理解増進関係経費 20,726 22,437 22,330 107

13,482 13,291 12,834 457

受託経費 1,656 1,815 10,293 △ 8,478

減価償却費 55,240 50,477 52,108 △ 1,630

財務費用 0 40 37 3

臨時損失 0 419 4,564 △ 4,146

収益の部 292,516 318,739 365,311 △ 46,572

運営費交付金収益 205,333 243,885 279,188 △ 35,304

業務収入 41,022 32,629 28,798 3,831

その他の収入 753 934 2,911 △ 1,977

受託収入 1,656 1,815 10,293 △ 8,478

資産見返運営費交付金戻入 32,534 27,274 26,133 1,142

資産見返施設費戻入 0 10 27 △ 17

資産見返補助金等戻入 11,218 12,100 17,382 △ 5,282

資産見返寄付金等戻入 0 80 120 △ 39

臨時利益 0 13 460 △ 447

純損失 10,300 7,781 7,370 410

目的積立金取崩額 0 12 12 0

総損失 10,300 7,769 7,359 410

[注釈]各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

＊増減事由は各勘定の事由を参照

＊総計は両勘定の合計値

区別

人件費（業務系）
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収支計画

平成１５年１０月～平成１９年３月
（一般勘定） （単位：百万円）

中期計画計画額 年度計画額 決定額 差引増減額

費用の部 262,908 289,958 337,047 △ 47,089

経常費用 262,908 289,499 332,484 △ 42,985

一般管理費 13,545 12,780 12,151 629

人件費（管理系） 5,746 5,611 5,163 448

物件費（公租公課を除く） 5,501 4,770 4,828 △ 58

公租公課 2,298 2,399 2,160 239

事業費 205,039 236,591 270,054 △ 33,463

新技術創出研究関係経費 84,165 122,856 156,137 △ 33,281

企業化開発関係経費 42,750 40,916 39,490 1,425

科学技術情報流通関係経費 20,443 19,105 19,750 △ 645

研究開発交流支援関係経費 25,521 20,100 20,934 △ 834

科学技術理解増進関係経費 20,726 22,437 22,330 107

11,433 11,177 11,412 △ 235

受託経費 572 898 9,221 △ 8,323

減価償却費 43,752 39,230 41,058 △ 1,827

財務費用 0 40 31 8

臨時損失 0 419 4,532 △ 4,113

収益の部 262,908 291,062 338,615 △ 47,553

運営費交付金収益 205,333 243,885 279,188 △ 35,304

業務収入 12,938 6,519 4,568 1,951

その他の収入 312 283 1,889 △ 1,606

受託収入 572 898 9,221 △ 8,323

資産見返運営費交付金戻入 32,534 27,274 26,133 1,142

資産見返施設費戻入 0 10 27 △ 17

資産見返補助金等戻入 11,218 12,100 17,382 △ 5,282

資産見返寄付金等戻入 0 80 120 △ 39

臨時利益 0 13 88 △ 75

純利益 0 1,104 1,568 △ 464

目的積立金取崩額 0 12 12 0

総利益 0 1,116 1,580 △ 464

[注釈]各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

【差引増減額の主たる事由】

○費用の部

・一般管理費　　　　…　業務系職員の増に伴う管理系職員の減による人件費（管理系）の減、

　　　　　　　　　　　　消費税及び固定資産税の減少による見込額との差額

・事業費　　　　　　…　研究機器等の資産購入見込額を実績が下回ったことによる費用の増

・受託経費　　　　　…　国からの受託業務件数の拡大による増

・減価償却費　　　　…　独法化以降の減価償却方法の変更により見込額を実績が上回ったことによる増

・臨時損失　　　　　…　受託事業による取得資産の無償譲渡の発生

　　　　　　　　　　　　研究機関への機器の無償譲渡時期の変更による一時的な増

○収益の部

・運営費交付金収益　…　研究機器等の取得資産見込額を実績額が下回ったことによる業務費の増による収益化額の増

・業務収入　　　　　…　事業収益の見込差額

・その他の収入　　　…　消費税還付金などによる雑益の増加

・資産見返負債戻入　…　研究機器等の無償譲渡の増加による増

・臨時利益　　　　　…　固定資産売却益の増

純利益、総利益

事業収入の予算超過額、及び一般管理費の減による運営費交付金収益化額との差額による増

区別

人件費（業務系）
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収支計画

平成１５年１０月～平成１９年３月
（文献情報提供勘定） （単位：百万円）

中期計画計画額 年度計画額 決定額 差引増減額

費用の部 39,909 36,562 35,634 928

経常費用 39,909 36,562 35,596 966

一般管理費 921 959 716 243

人件費（管理系） － 171 120 51

物件費（公租公課を除く） 566 629 505 124

公租公課 355 159 91 68

事業費 26,416 23,439 22,757 682

科学技術情報流通関係経費 24,367 21,325 21,336 △ 11

2,049 2,114 1,422 692

受託経費 1,084 917 1,072 △ 156

減価償却費 11,487 11,247 11,050 197

財務費用 0 0 6 △ 6

臨時損失 0 0 33 △ 33

収益の部 29,609 27,677 26,696 982

業務収入 28,083 26,110 24,230 1,881

その他の収入 441 650 1,022 △ 372

受託収入 1,084 917 1,072 △ 156

臨時利益 0 0 372 △ 372

純損失 10,300 8,885 8,938 △ 54

目的積立金取崩額 0 0 0 0

総損失 10,300 8,885 8,938 △ 54

[注釈]各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

【差引増減額の主たる事由】

○費用の部

・一般管理費　…　管理経費節減による減

・事業費　…　退職金の減等による人件費の減

・減価償却費　…　固定資産の取得減による減

○収益の部

・業務収入　…　オンライン情報サービス売上の減

・その他の収入　…　受取利息および有価証券売却等による増

・臨時利益　…　退職給付引当金戻入益

○総損失

計画額を54百万円下回っているが、これは15年度下期において計画額を738百万円下回ったことによるもの。

16年度以降は収益性の改善に取り組んだ結果、16～18年度の合計で計画額を685百万円上回った。

区別

人件費（業務系）
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別表３

資金計画
平成１５年１０月～平成１９年３月
（総計） （単位：百万円）

中期計画計画額 年度計画額 決定額 差引増減額

資金支出 378,354 406,815 741,451 △ 334,636

　業務活動による支出 245,315 25,396 332,011 △ 45,104

　投資活動による支出 126,112 10,036 406,930 △ 295,630

　財務活動による支出 0 8 574 △ 155

　次期中期目標の期間への繰越金　 6,927 79 1,936 6,253

資金収入 378,354 36,683 741,451 △ 335,978

　業務活動による収入 367,939 27,621 404,747 △ 11,795

運営費交付金による収入 323,164 0 351,337 0

業務収入 42,363 26,237 40,317 △ 1,197

その他の収入 756 467 2,697 △ 2,010

受託収入 1,656 917 10,396 △ 8,589

　投資活動による収入 0 2,807 328,886 △ 326,079

　財務活動による収入 5,500 4,800 4,800 0

　特殊法人よりの繰越金 4,915 1,455 3,018 1,897

[注釈]各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

＊増減事由は各勘定の事由を参照

＊総計は両勘定の合計値

資金計画
平成１５年１０月～平成１９年３月
（一般勘定） （単位：百万円）

中期計画計画額 年度計画額 決定額 差引増減額

資金支出 341,661 371,296 696,991 △ 325,694

　業務活動による支出 216,968 261,511 307,779 △ 46,268

　投資活動による支出 119,047 101,264 386,889 △ 285,625

　財務活動による支出 0 411 495 △ 84

　次期中期目標の期間への繰越金　 5,647 8,111 1,828 6,283

資金収入 341,661 368,791 696,991 △ 328,200

　業務活動による収入 338,201 365,331 378,154 △ 12,823

　　運営費交付金による収入 323,164 351,337 351,337 0

　　業務収入 14,153 12,883 15,439 △ 2,557

　　その他の収入 312 221 2,075 △ 1,854

　　受託収入 572 890 9,302 △ 8,412

　投資活動による収入 0 0 316,278 △ 316,278

　財務活動による収入 0 0 0 0

　特殊法人よりの繰越金 3,460 3,460 2,559 901

[注釈１]各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

[注釈２]年度計画は毎期見直しているため資金収支が一致しない。

【差引増減額の主たる事由】

○資金支出の部

・業務活動による支出　…　取得資産見込額を実績額が下回ったことによる業務費の増・一般管理費節減による減

・投資活動による支出　…　定期預金の預入による支出の増

・財務活動による支出　…　リース債務の返済による支出の増

○資金収入の部

・業務活動による収入　…　事業収入の予算超過による増、国からの受託業務件数の拡大による増、利息の受取額の増

・投資活動による収入　…　定期預金の払戻による収入の増

・特殊法人よりの繰越金　…　年度計画は定期預金を５００百万円を含む

区別

区別
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資金計画
平成１５年１０月～平成１９年３月
（文献情報提供勘定） （単位：百万円）

中期計画計画額 年度計画額 決定額 差引増減額

資金支出 36,693 35,518 44,460 △ 8,942

　業務活動による支出 28,347 25,396 24,232 1,164

　投資活動による支出 7,065 10,036 20,041 △ 10,005

　財務活動による支出 0 8 78 △ 71

　次期中期目標の期間への繰越金　 1,281 79 108 △ 30

資金収入 36,693 36,683 44,460 △ 7,778

　業務活動による収入 29,738 27,621 26,593 1,027

　　業務収入 28,210 26,237 24,878 1,360

　　その他の収入 443 467 623 △ 156

　　受託収入 1,084 917 1,093 △ 176

　投資活動による収入 0 2,807 12,608 △ 9,801

　財務活動による収入 5,500 4,800 4,800 0

　特殊法人よりの繰越金 1,455 1,455 459 996

[注釈１]各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

[注釈２]年度計画は毎期見直しているため資金収支が一致しない。

【差引増減額の主たる事由】

○資金支出の部

・業務活動による支出　…　業務費・一般管理費節減による減

・投資活動による支出　…　定期預金の預入による支出の増、投資有価証券の取得による支出の増

・財務活動による支出　…　リース債務の返済による支出の増

○資金収入の部

・業務活動による収入　…　オンライン情報サービス売上の減、利息の受取額の増

・投資活動による収入　…　定期預金の払戻による収入の増、投資有価証券の売却による収入の増

・特殊法人よりの繰越金　…　年度計画は定期預金を含む

区別
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（資料２） 

 

自己評価委員会 委員一覧 
平成１９年６月現在 

 
 
自己評価委員会 
 
 委員長     北澤 宏一   理事 
 委員      藤原 正博   理事 
         細江 孝雄   理事 
         永野 博    理事 
         臼井 勲    審議役 
         小原 満穂   審議役 
         森田 歌子   審議役 
         竹内 満晴   審議役 
         齋藤 公彦   審議役 
         佐藤 友記   審議役 
         漆原 英二   審議役 
         高橋 文明   審議役 
         天野 徹    審議役 
         毛利 衛    日本科学未来館館長 
         有本 建男   社会技術研究開発センター長 
 
組織運営・財務状況評価部会 
 
 部会長     藤原 正博   理事 
 外部部会委員  大森 俊一   社団法人企業情報化協会 理事 事務局長 
         森 俊哉    あずさ監査法人 代表社員／公認会計士 
         柳沢 信一郎  日本経営システム株式会社 
                  公企業体グループ 主席コンサルタント 
 部会委員    伊藤 洋一   企画評価部長 
         菅谷 行宏   総務部長 
         加納 富次雄  経理部長 
         下平 一晴   システム施設部長 
         横尾 憲三   監査室長 
         門田 博文   情報提供部長 
         大窪 道章   科学技術振興調整費業務室長 
 
新技術創出研究事業評価部会 
 
 部会長     臼井 勲    審議役 
 外部部会委員  柴田 鉄治   国際基督教大学 客員教授 
         豊玉 英樹   スタンレー電気株式会社 執行役員 

 研究・開発担当 知的財産担当 
         平野 千博   国立大学法人政策研究大学院大学 教授 
         船津 高志   国立大学法人東京大学 大学院薬学系研究科 

 生態分析化学教室 教授 
 部会委員    島田 昌    研究企画調整部長 
         水上 政之   研究推進部長 
         黒木 敏高   研究プロジェクト推進部長 
         相馬 融    先端計測技術推進部長 
         伊藤 洋一   研究支援部長 
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         日夏 健一   研究領域総合運営部長 
         岩瀬 公一   社会技術研究開発センター研究開発主幹 
         佐藤 明生   研究開発戦略センター事務局長 
         山口 和雄   技術展開部長 
         伊藤 洋一   企画評価部長 
         菅谷 行宏   総務部長 
         加納 富次雄  経理部長 
 
企業化開発事業評価部会 
 
 部会長     小原 満穂   審議役 
 外部部会委員  太田 光一   豊田合成株式会社 取締役 オプトＥ事業部 事業部長 
         小林 健    日本政策投資銀行 新産業創造部 部長 
         高橋 清    国立大学法人東京工業大学 名誉教授 
         樋口 俊郎   国立大学法人東京大学大学院 工学系研究科 教授 
 部会委員    鴨野 則昭   産学連携推進部長 
         小原 英雄   技術移転促進部長 
         山口 和雄   技術展開部長 
         服部 博美   開発部長 
         齊藤 仁志   地域事業推進部長 
         伊藤 洋一   企画評価部長 
         菅谷 行宏   総務部長 
         加納 富次雄  経理部長 
 
情報流通促進事業評価部会 
 
 部会長     細江 孝雄   理事 
 外部部会委員  太田 暉人   社団法人日本化学会 常務理事 
         酒井 満    武田薬品工業株式会社 医薬研究推進部 
                             研究渉外グループ 主席部員 
         能城 秀雄   株式会社帝国データバンク 産業調査部 部長 
 部会委員    森田 歌子   審議役 
         大倉 克美   研究基盤情報部長 
         門田 博文   情報提供部長 
         曽根 由紀子  文献情報部長 
         伊藤 洋一   企画評価部長 
         菅谷 行宏   総務部長 
         加納 富次雄  経理部長 
 
研究開発交流・支援事業評価部会 
 
 部会長     小原 満穂   審議役 
 外部部会委員  近藤 正幸   国立大学法人横浜国立大学大学院 環境情報研究院 教授 
         松井 好    社団法人科学技術と経済の会 常務理事 
         松原 秀彰   財団法人ファインセラミックスセンター 材料技術研究所 主幹研究員 
         山内 薫    国立大学法人東京大学大学院 理学系研究科 教授 
 部会委員    齊藤 仁志   地域事業推進部長 
         寺沢 計二   国際部長 
         島田 昌    研究企画調整部長 
         水上 政之   研究推進部長 
         伊藤 洋一   企画評価部長 
         菅谷 行宏   総務部長 
         加納 富次雄  経理部長 
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科学技術理解増進事業評価部会 
 
 部会長     天野 徹    審議役 
 外部部会委員  赤堀 侃司   国立大学法人東京工業大学 教育工学開発センター 教授 
         高柳 雄一   多摩六都科学館 館長 
 部会委員    安部 元泰   理数学習支援部長 

前田 義幸   科学技術理解増進部長 
         古賀 明嗣   日本科学未来館企画局長 
         伊藤 洋一   企画評価部長 
         菅谷 行宏   総務部長 
         加納 富次雄  経理部長 
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（資料３） 

 

第１期中期目標期間事業報告書及び事業評価報告書に係る審議経過 
 
 

【自己評価委員会】 
 
  平成 18 年 5 月 16 日（水） 開催 
    ・平成 18 年度業務実績報告及び自己評価の審議及び承認 
    ・第 1 期中期目標期間事業報告書及び事業評価報告書の審議及び承認 
 
 

【各評価部会】 
 
  各部会をそれぞれ開催した。審議内容は以下のとおりである。 
    ・平成 18 年度業務実績報告及び自己評価の審議及び承認 
    ・第 1 期中期目標期間事業報告書及び事業評価報告書の審議及び承認 
 

［新技術創出研究事業評価部会］ 
   平成 19 年 5 月 14 日（月） 開催 
 
［企業化開発事業評価部会］ 
   平成 18 年 5 月 8 日（火） 開催 
 
［情報流通促進事業評価部会］ 
   平成 18 年 4 月 26 日（木） 開催 
 
［研究開発交流・支援事業評価部会］ 
   平成 18 年 5 月 7 日（月） 開催 
 
［科学技術理解増進事業評価部会］ 
   平成 18 年 4 月 24 日（火） 開催 
 
［組織運営・財務状況評価部会］ 
   平成 18 年 5 月 7 日（月） 開催 
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